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雇 用 戦 略

活用ある安心社会構築の条件

連合総合生活開発研究所



(財)連合総合生活開発研究所

連合総合生活開発研究所 (略称､連合総研)は､｢連合｣のシンクタンクとして､連合および傘下

の加盟労働組合が主要な闘争､政策 ･制度要求を推進するうえで必要とする国内外の経済 ･社会 ･

労働問題等に関する調査 ･分析等の活動を行なうとともに､新たな時代を先取 りする創造的な政策

研究を通 じて､日本経済社会の発展と国民生活全般にわたる総合的向上をはかる目的で､87年12月

に設立､その後88年12月､財団法人として新たなスター トを切った｡研究活動は研究所長を中心に､

本研究､委託研究などテーマ別に学者､専門家の協力を得ながら進めている｡

1.経済 ･社会 ･産業 ･労働問題に関するシンポジウム､セミナーの開催

(連合総研フォーラム)

第 1回 ｢生活の質向上をめざして｣88年11月4日

第2回 ｢新成長時代にむけて｣89年11月13日

第3回 ｢調整局面をいかに乗 り切るか｣90年11月8日

第4回 ｢内需主導型経済の第二段階へ｣91年11月 1日

第 5回 ｢人間中心社会の基盤構築にむけて｣92年11月4日

第6回 ｢内需主導型経済の再構築｣93年11月 1日

.第 7回 ｢構造調整を超え生活の新時代へ｣94年11月2日

第8回 ｢日本経済の新機軸を求めて｣95年11月9日

第9回 ｢自律的回復の道と構造改革の構図｣96年11月5日

第10回 ｢持続可能な成長と新たな経済社会モデルの構築｣97年11月4日

第11回 ｢危機の克服から経済再生-｣98年11月4日

第12回 ｢安心社会への新たな発展の布石｣99年11月2日

第13回 ｢活力ある安心社会構築のために｣2000年11月15日

第14回 ｢デフレからの脱出と日本経済の再生｣2001年11月8日

(連合総研創立10周年記念シンポジウム)

｢雇用 ･処遇 ･賃金の近未来と労働組合の選択｣｢グローバル化の中の労働組合の課題｣

｢労働の未来を考える｣等 97年12月3-5日

(国際労使関係研究会第12回世界会議特別セミナー)

｢コーポレー ト･ガバナンスと産業民主制｣99年 6月 1日

2.経済 ･社会 ･産業 ･労働問題に関する情報の収集および提供

研究広報誌の発行一機関誌 『DIO』(毎月)､および "RENGOResearchlnstituteReport"
(年 2回)の発行など｡

3.研究報告書の発刊

｢活力ある安心社会をめざして｣(2000年､第一書林)､｢転職の経済学｣(2000年､東洋経済新

報社)､｢労働組合の未来をさぐる｣(2000年)など多数｡
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は し が き

雇用問題への対応が､一国の経済社会政策の根幹に関わることは､今 も昔 も変わら

ない｡ しか しながら､ 2度の石油危機を契機 とする成長屈折の後に､完全雇用時代の

終蔦を経験 した先進工業国において､雇用問題への政策的問題関心はかつてない高ま

りをみせた｡ とりわけ､ヨーロッパでは高い失業率 と長期失業者の累積的増大が深刻

な社会問題 となり､雇用問題への対応は､常に時の政権の最大の課題のひとつ となっ

た｡ そ して､｢失われた10年｣の経済停滞の中で､ 日本で も､ ヨーロッパがかつて経

験 したような深刻な雇用問題が現実のものとなりつつある｡

この間､労働組合は､雇用の維持 と良好な雇用機会の創出を求めて､政策を提起 し､

世論に訴え､交渉 し､協議 してきた｡ けれども､事態はもはや個別の労使関係 を超え

て展開しつつある｡つまり､グローバル化やサービス化､あるいは情報化に代表 され

る経済社会の大 きな変化に対応 した新たな社会システムの構築が求められているので

あ り､その中に雇用問題 も位置付けられなければ､現在の雇用危機を脱することは困

難になっている｡ そのためには､今､これまでの狭義の雇用対策を超えて､雇用に関

わるあらゆる経済社会政策領域を総合する戟略 (雇用戟略)が求められているのでは

ないだろうか｡

そこで連合総研は､雇用戦略研究委員会 (主査 :栗林世連合総研所長)を発足 させ､

労働組合の視点か ら雇用戟略を策定するにあたっての基本問題 を検討することとし

た｡ 幸いにも､社会科学の各分野で雇用問題 を研究されている第一線の研究者の方々

のご協力を得て､ 2年間にわたってさまざまな角度からの研究活動を展開することが

できた｡

本報告書は､活力ある安心社会構築のための雇用戟略の理念 と目標 に関する問題提

起､各研究委員の方々の専門的知見からの考察､および労働組合からの問題提起 を一

書に編纂 したものである｡ ますます深刻の度を増 している日本の雇用問題 を考えるに

あたって､本報告書をひと?の討議材料 として活用 していただけたら幸いである｡

最後に､研究委員会でのレクチャーに貴重なお時間を割いていただいた皆様､長期

にわたる研究活動にご協力いただいた研究委員の皆様 に､心 より感謝を申し上げたい｡

2001年12月

(財)連合総合生活開発研究所

所長 栗 林 世
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第 Ⅰ 部

活力ある安心社会構築のための雇用戦略

～その理念と目標～



はじめに

バブル経済崩壊以降今なお続 く長期の経済停滞の中で､雇用情勢は未曾有の深刻な

様相をみせている｡ 90年代 を通 してみると､失業率は､景気回復局面で も顕著な改善

をみせないまま高止 まりし､続 く後退局面でさらに上昇するという､EU諸国に見 ら

れたラチェット･パ ターン (階段 を登るような上昇傾向)をたどってきた｡ 日本社会

は､かつて経験 したことのない高失業時代に突入 しつつある｡/労働は暮 らしと社会を

再生産する営みであ り､雇用は労働の基本的な社会関係 を律する｡ 雇用 と労働は暮 し

と社会の姿を映す鏡であ り､そのあ り方は社会全体 を左右するということができる｡

日本は戟後の政治的民主化 を基礎 として労働基本権を実現 し､経済復興から高度成

長を通 じて ｢労使村等原則｣と ｢産業民主主義｣の雇用 ･労働の秩序 と慣行 を創 り出

してきた｡ だが今われわれは､それが荒々しく崩 されてい く過程 を目の当た りにして

いる｡雇用関係指標の悪化が示す ものの背後で､雇用の質の劣化が進み､それが勤労

者 とその家族の生活を脅か し不安 をつのらせ､社会全体の閉塞感 を強め､さらにそれ

が経済の活力を殺 ぐという悪循環 を示 している｡

いったいこの雇用の崩壊的な危機は一時的なもので､嵐が過 ぎ去ればまたかつての

姿に戻るものなのだろうか｡それとも､ふたたび後戻 りできない道へ突 き進んでいる

のだろうか｡戦後期の経済成長を支えていた条件は明らかに変わっ･てお り､.わが国経

済社会がかつて とは異なる環境条件 に対応することを求め られていることは疑いな

い｡ それにしても､わずか10年前には世界に冠たる優れものと称揚 されていた ｢日本

的雇用 シス.テム｣が､一転 して経済活動の桂桔 となる硬直的なものとみなされ､｢市

場経済原理｣にもとづ くその解体 ･再編ばか りが強調 される風潮はどこか異常である｡

雇用情勢が今ほど深刻化 した原因の一端は政策の失敗が もたらした長期不況 と対応す

る雇用対策の不足 にある｡ その結果を ｢日本的雇用システム｣の責に帰 し､｢リス ト

ラ｣ に名 を借 りた安易な雇用調整 を野放 しにするなら､､政府や使用者の責任 を不問

に付 して負 うべ き負担をすべて労働者に転嫁する結果 となる｡

他方､環境変化 も著 しい｡人口の高齢化､経済のグローバル化など現代の雇用をと

りま く環境変化は､"労働市場は経済 との関わ りでどうあるべ きか" という問題 を突

13



き付けている｡ これに村 しては労働者側からも積極的な対応が求められる｡ 旧来の秩

序へふたたび回帰はできない とすれば､替わるべ き雇用 ･労働の秩序を編み出 してい

く積極的な取 り組みが必要になる｡ 戟後期の日本が創 り上げてきた労使対等原則 と産

業民主主義は､この取 り組みを進める上で欠 くことのできない基軸のひとつである｡

たとえば正規雇用 ･長期勤続の枠組みが狭まり､ますます多 くの人がその枠組みの外

で働 くようになっている現実に目を向けてみよう｡ この現象は ｢選択肢の拡大｣や ｢就

業形態の多様化十という言葉で説明されるが､正規雇用 ･長期勤続の職場では当然 と

考えられて きた安定 ･保護 ･保障の多 くが失われているケースが圧倒的である｡ ある

いはまた､産業構造の比重が製造業から第三次産業-移るなかで仕事の種類や内容が

変わるにつれ､女性の就業が拡大 してきたことも大 きな変化である｡ 他方､長寿化は

働 く意志 と能力をもつ高齢者 を増や していなが ら､社会はこの人たちに適切な就業機

会を用意 してはいない｡産業 と労働のあ り方を左右する技術の革新 もスピ｢ ドを速め

てお り､これまでの訓練 ･教育のシステムでは職業能力の形成 とその向上を確保で き

な くなる可能性が顔 を見せている｡ こうした変化に対応するには､これまでのシステ

ムを改革することが差 し迫った課題 となっている｡

今みるこうした変化の広 さと深 さを直視するならば､正規雇用 ･長期勤続を基本 に

した男子中心の雇用慣行のなかで培われてきた制度や理念のうち､これまでの労使の

努力の成果 として引 き続 き守るに値する､あるいは守るべ きものの所在 を明らかにす

るとともに､それらをこの枠組みの外 に働 く人々にもまた共通する普遍的なものへ と

高めることが切実に問われている｡ それはまた､男子 ･正規雇用 ･長期勤続を前提 に

した制度や職場慣行の陰に置かれて きた問題 に光 を当て､雇用 ･労働全体 に公正 な

ルールを形成することを､避けられない社会政策的課題 として提起 している｡

以上のような諸課題 を果たす ことは､連合総研が提起 してきた ｢福祉経済社会｣の

理念 に基づいた ｢活力ある安心社会｣ を構築する基礎条件のひとつである｡ それを達

成する道行 きを ｢雇用戟略｣として提起することが本報告全体の課題である｡ この第

Ⅰ部では､目下の危機的な現況を概観 し､それを突破する戟略の基礎 となる理念 と方

向を提起することにする｡ 第 Ⅱ部ではこの ｢雇用 戟略｣構築の条件 を具体的に検討す

る｡ そ して第Ⅲ部では､この戟略の担い手のひとつである労働組合の課題 を提起する｡
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1.雇用の危機とその打開策

(1)雇用の悪化と失業の内容の深刻化

日本経済は､90年代の ｢失われた10年｣の中で多 くのものを失った｡ バブル崩壊 に

伴 うキャピタル ･ロスは､1990年から1993年にかけて名目GDPの約1.6倍 にも及ん

だと試算 されている*1｡けれ ども､一般の勤労者が ｢失 った｣ものは､なによりも

まず雇用であった｡ 完全失業率は∴1992年以降一貫 して上昇傾向をたどり､ついに5

%の大台を突破 した｡

この雇用の悪化をもたらした最大の要因が長期にわたる不況であることはいうまで

もない｡実質成長率は平均 1%程度 という低迷を続け､とりわけ1998年には､第一次

石油危機後をしの ぐマイナス成長に陥った｡ 名目成長率は98年度いらい 3年連続でマ

イナスと､完全なデフレ状態にあることを示 してお り､この傾向は2001年度にも続 く

公算が大 きい｡ さらに2002年度で回復 に転 じる展望 も確実ではない｡

この深刻な不況の中で､失業率は急激に悪化 し､史上最悪記録を更新 し続けている｡

1998年の完全失業率は4.1%と､調査開始以来はじめて 4%台を記録 し､翌99年には

さらに上昇 して4.7%となった｡ 99年半ば以降のゆるやかな景気回復 にともなって雇

用情勢にも一時改善の兆 しがみられたが､2000年の完全失業率は4.7%と横ばいであっ

た｡ そ して､2001年に入 り景気がふたたび後退に転 じる中で､雇用情勢はさらに一段

と悪化の道を進みつつある｡ 完全失業率は､ 7月ついに5%の大台に乗 り､10月には

5.4%と記録 を更新 して上昇基調を続けている｡ 特に男性ではリス トラの加速 を受け

て5.8%と過去最悪 を記録 した｡ また､2000年後半に一時改善をみせた有効求人倍率

も､2001年に入って下降に転 じ､2001年10月は0.55倍 と､ 1月 (0.65倍)か ら0.1ポ＼

イント低下 した (数値は季節調整済)｡ ,

10月の完全失業者は352万人 と7カ月連続で前年を超え､企業の倒産 ･解雇などに

よる非 自発的失業者は､40代後半から50代の男性 を中心に114万人を数える｡ また､

非労働力人口のなかには_､就業を希望 しながら.｢適当な仕事があ りそうにない｣ため

に求職活動 をあきらめた人が420万人 もいる (総務省 ｢労働力調査特別調査｣2001年

2月--一同8月調査では大幅に減少 したが､これは調査方法等の変更によるもので統
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計的連続性はない)｡

問題は完全失業率をはじめとする雇用指標の悪化にとどまらない｡それと並行 して

失業の内容がより悪化 したことにも注 目しなければならない｡すなわち､非自発的離

職失業者､世帯主失業者が増加 し､若年者 ･高年齢者だけでなく仝年齢層で失業率が

上昇 し､また失業の頻度が増大 し､期間が長期化 した｡ さらには､需要不足失業が高

水準な上に､需給の ミスマッチ等による構造的 ･摩擦的失業が持続的な高まりを見せ

ている*2｡

(2)広がる雇用不安と雇用の質の劣化

今就業 している人にも ｢失業｣は､決 して他人事ではない事態 として押 し寄せてい

る｡ 連合総研が首都圏 ･関西圏に居住する20代から50代の民間企業雇用者を対象に調

査 した結果によれば､失業はきわめて身近なものとなり､また多 くの人が自分自身が

失業する不安 を抱いている｡ 約半数の人が自分の勤め先で最近 1年間に何 らかの雇用

調整が実施 されたと回答 し､ 3人に 1人が､自分または家族､親類､友人 ･知人で､

ここ 1年間に倒産 ･人員整理 ･解雇や失業の経験 をした人がいると回答 している｡ ま

た､ 4人に1人が､今後 1年の間に自分 自身が失業する不安 を ｢感 じる｣と回答 して

いる*3｡

こうした雇用不安の広が りと同時に､雇用の質の点でも懸念すべ き変化が起 きてい

ることにも目を向ける必要がある｡ ｢平成不況｣を経た1990年代半ばにおける職場で

の仕事の変化を調べた連合総研の調査 によれば､相次 ぐリス トラの中で､職場では分

担する仕事の量が増えるとともに､仕事の分担範囲も広が り､なおかつ､管理が きつ

くなって､ゆとりも失われ､職業生活の将来-の不安が生 じつつあることが明らかに

なった*4｡ この状況は現在 も持続 し､あるいはさらに深刻化 している可能性 を否定

できない｡最近､連合が加翠民間労組 を対象に実施 した ｢第4次緊急雇用実態調査｣

で も､雇用調整は依然 として高水準 ･広範囲に実施 されてお り､その結果 として､職

場における個人の職務負担が重 くなっていることが明らかにされている (1人当た り

の労働負荷が ｢重 くなった｣73.6%､1人当た りの職務範囲が ｢広 くなった｣62.8%)

*5
0
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(3) ｢雇用の危機｣と広がる社会的閉塞感

完全失業率がついに 5%台に乗 りさらに高まる傾向を続けている｡ 家計の中心 に

なっている世帯主の失業が増え､また失業期間が長期化するなど､失業の中身も悪化

している｡ 多 くの職場では､正規雇用が減少するのと対照的に非正規雇用が増大 し､

上の(2)でみたとお り､一人ひとりの労働負荷が増大 している｡ これら全体は､｢雇

用の危機｣ と呼ぶに値する重大な事態 とみなすことができる｡

こうした ｢雇用の危機｣状況は､個々の労働者の雇用問題を越えて社会的な不安に

も直結 し､社会全体に閉塞感を押 し広げる要因となっている｡ 就業が続 くことを前提

にして巨額の住宅ローンを支払っている多 くの労働者にとって､職を失 うことはその

まま住む場所を失 うことにつなが りかねない｡住宅金融公庫でも厚生年金の住宅融資

でも､返済の長期延滞者が増えつづけてお り､金融機関の不良債権を押 し上げる一因

となっている｡ 中高年男子の自殺者の急増にみられるように､借金の くびきに締め上

げられたあげくに自殺に追い込まれるまでに､この閉塞状況は深刻な段階に達 してい

る｡ 世帯主の失業や自殺は､彼 らの労働 を支えとしてきた家計を揺るがせずにはいな

い｡年少犯罪の急増､児童虐待､学校教育の危機的状況など､今 日の ｢子 ども｣問題

もまた､今の社会的閉塞状況の投影 とみることができる｡ ｢雇用は社会の様相を映す

鏡｣といわれる｡ 最近顕著になりつつある社会病理現象の背後には､｢雇用の危機｣

に直面 した国民の不安 と焦慮が根深 く横たわっている｡

働 く場所がなくなる｡ 働 こうと思ってもその場がみつからない｡ようや く見つけた

職 も自分の能力を発揮できるものではなく､それすらいつまた失われるかわや､らない｡

今雇用は､量 と質の両面から破壊的な危機にさらされている｡

(4) ｢雇用の危機｣を打開するための戦略

目下のこの ｢雇用の危機｣の内実を直視すれば､これを打開するには､単なる失業

対策､あるいは当面する短期的な対策にとどまらず､そこに映 し出された社会現象全

体を視野に入れた中長期的で計画的な取 り組みが必要であることは明らかである｡ こ

れに対応する雇用政策体系は､①財政金敢政策を含むマクロ経済政策(マクロの労働

需給均衡達成)をは じめ､②職業安定､職業訓練､特定労働者層を村象 とする村策な
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どの各種雇用対策､③地域開発政策や産業政策など①のマクロ経済政策と②の雇用政

策の中間にあってそれらを媒介する政策､さらには④教育政策､福祉政策などによっ

て構成される諸政策の複合体 として構想する必要がある｡ このように広義にとらえた

雇用政策複合体が有効にその役割を果たしうるためには､政策複合体全体を視野に入

れた総合的な戦略が必要となる｡ それをわれわれは ｢雇用戟略｣と呼ぶことにする｡

2.｢雇用戦略｣の基本理念としての ｢完全雇用｣

- ｢全員就業型福祉社会｣をめざして-

(1) ｢雇用戦略｣は ｢福祉経済社会｣実現の基礎条件

この ｢雇用戟略｣は､｢福祉経済社会｣の理念に基づ く ｢よりよい社会｣に向けた

包括的なビジョンの重要な柱 をなす ものである｡ ｢よりよい社会｣としてわれわれは､

個人の自由と尊厳 を前提 としつつ､｢完全雇用｣､｢福祉国家｣､｢機会均等｣､｢誰 も排

除されない社会 (InclusiveSociety)｣の4つの目標が達成されたものを展望する｡

｢雇用戟略｣は､その実硯に向けた政策 と行動の指針のひとつである｡ これらの目標

は､雇用 と福祉 を統合するものであ り､｢福祉 と経済の間に相互補完的関係を保持 し

つつ､効率 と公平の調和をはかるための社会のあ り方｣を意味 している｡ そしてこれ

こそが経済社会の持続可能性 を保障する条件であると考えている｡ こうした社会像を､

われわれは ｢よりよい社会｣を具体化 した ｢活力ある安心社会｣と呼んできた*6｡ ｢雇

用戟略｣ を明らかにすることは､この ｢活力ある安心社会｣実現へ向けた不可欠のス

テップということができる｡

(2)雇用戦略の基本としての ｢完全雇用｣

雇用戦略の基本 となる理念は ｢完全雇用｣である｡ ここでは､完全雇用を ｢働 く意

思 と能力のあるすべての人に就業機会が提供 され､仕事を通 じた自己実現 と社会参加

とが保障されている状態｣ と定義 しておこう｡

このような意味での ｢完全雇用｣は､個人と社会の双方の立場からみて重要な意義

をもつ｡
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まず､個人の立場からみて､働 く意思にもとづき､能力を発揮する場が保障される

ことによって､生活の安心 ･安定がえられると同時に､仕事を通 じた自己実現によっ

て社会参加が保障される｡ 他方､社会の立場からみた時､｢完全雇用｣は､経済的効

率の達成と､社会的安定を確保するための不可欠の前提条件に他ならない｡失業は､

貴重な人的資源を有効に活用 しないという意味で非効率の極みである｡ 失業は､個人

にとって ｢人生最大の不幸｣であることはいうまでもない｡なおかつ､そうした不幸

な個人を多 く生み出してしまう社会は､社会不安や社会病理現象の広が りという形で､

大きな社会的損失を免れえないのである｡

(3) ｢完全雇用｣ は福祉の持続可能性を担保する

働 く意思 と能力をもつすべての人々に就業機会が保障されることは､福祉の持続可

能性を担保するものでもある｡ 急速な高齢化の進展を前に､増大する従属人口をこれ

以上支えきれないとする福祉 ･社会保障の圧縮策が広 く主張 される｡ けれども､問題

は単なる年齢構成の変化だけにあるのではないことに留意 したい｡就業人口と非就業

人口の比率､生産性､社会的公正など､多様な要素を考慮することが必要である｡ 高

齢化は､年をとっても元気な人が多 くなったから平均寿命が延びているという積極面

があることにも注目しなければならない｡女性の就業意識の高まりもまた､就業人口

と非就業人口の比率を変え社会の活力を左右する大きな要素である｡

｢働 く意思 と能力｣を持つすべての人に雇用機会を保障することは､国民所得を増

やすことによって､負担 と給付のバランスにおける対応の可能性を広げる｡ すなわち､

社会的機能分担による連帯の実現である｡ 労働は活力ある福祉社会を支える基礎であ

り､このような完全雇用が福祉の持続可能性を担保する社会 (｢全員就業型福祉社会｣)

の実現は､｢活力ある安心社会｣の基礎 をなす ものといえる｡ ここでは ｢完全雇用｣

の意味をこのように捉えなお し､雇用戦略の基本理念に据えて考える｡

(4) ｢完全雇用｣実現のための適切なマクロ経済運営

雇用は生産の派生需要である｡ 持続的な成長なしに ｢完全雇用｣は実現 しえない｡

景気循環の不況局面では需要不足要因に起因する失業 (需要不足失業)が発生する｡
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これに対 しては､景気の下支えをはかる短期マクロ経済政策の適切な発動が不可欠と

なる｡

さらに不況が長期化すると､いったん失業すれば職業生活に復帰できないまま滞留

する事態が生 じ､大 きな "失業のコア"が形成されてしまう｡ ｢失業者｣は社会から

排除され ｢人間の尊厳｣を奪われた状態に放置されかねない｡とりわけ職業生活をほ

とんど経験 しないまま失業状態に置かれる若い世代が増えるとき､社会は次の時代を

担 う力を失 うこととなる｡ 80年代以降の西 ヨーロッパ社会を悩ませた高失業の深刻 さ

はまさしくこうしたものであった｡ たとえば1990年前後のフランスの実情は､社会全

体の ｢恐怖｣にさえなっていたとの報告がある*7｡

このような事態をいかに回避するかは今､日本でとりわけ切迫 した課題 となってい

る｡ 現在のようなデフレを伴 う深刻な不況局面が長 く続 き､経済社会の活力を疲弊 さ

せている時にあっては､経済を回復軌道に乗せることが最優先課題であ り､金融政策

の機動的運用 とあわせて､短期的に財政は積極的スタンスで運営することが求められ

る｡ このことは公共投資の配分を見直 し､財政の構造改革をはかることと矛盾するも

のではない｡将来の成長やゆとりある生活の実現に重点を置いた社会資本整備を長期

計画にもとづいて推進 し､その進捗状況の調整によって景気対策をはかることが改革

への道を確かなものとする｡ 不況局面では財政面での制約からこうした調整が困難 と

されるが､単年度財政均衡主義の弊害をなくす対応を構想する必要がある｡ たとえば

数年度にわったって計画的な調整 と施策を実施することを可能 とする資本勘定 (｢景

気調塵 ･新社会資本勘定｣)を創設するような工夫 も必要となろう*8｡不況局面が続

く限 り必要な改革 もまた遅れることは避けられない｡そのような悪循環を断ち切るこ

とこそ重要である｡

(5)21世紀型の公共投資再編を

公共投資の配分を見直すにあたっては､変化する時代のニーズに対応する社会基盤

整備 として､福祉､医療､教育､環境などの分野-の重点投資を積極的に進めるべ き

である｡ これらの生活関連分野への投資は､とりわけ福祉､医療分野-の投資は､公

共建設工事 よりも大幅に高い雇用誘発効果をもっことも注目される*9｡従来型の ｢ハ
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コもの｣中心の公共投資がゆきづまっていることは明らかである｡ けれども､公共投

資の役割が終わったわけではない｡問題は､いかに将来性 をみすえた有効な公共投資

を行なうかということであって､総量の縮小 を自己目的化することではない｡少子 ･

高齢化の中で変化する時代のニーズに対応 した21世紀型の公共投資の再編成が必要な

のである｡ そうした基本認識の上にたって､短期的な有効需要の下支えと中長期的な

社会資本整備の課題 を結合 し､公共的社会サービス分野での雇用創出をはかってい く

ことが､いま戦略的に求めらてお り､その分野での公共部門の役割をしっか りと位置

付ける必要がある｡

(6)労働者の職業的生涯という視点から雇用を考える

働 く意思 と能力をもち,実際に求職活動を行ないながらも､仕事に就 くことができ

ずに失業 している状態は､働 くものにとって人生の最大の不幸に他ならない｡それは､

単に生計の手段を失 うのみでなく､社会から疎外 され､能力発揮 と自己実現の機会を

失 うことでもある｡ 職業生活は､単に生計の推持のみを契機 として営 まれているので

はなく､仕事を通 じての能力発揮 ･自己実現､社会的機能分担の遂行 による連帯の実

現 をはかるもので もある*10｡生計の維持､個性の発揮､および社会的連帯の実現 と

いう職業の3要素は､雇用戟略を働 く者の立場から考えてい くときの重要な前提条件

となる｡

職業が継続的な営みであることは特に留意すべ き点である｡ 雇用労働者 としてであ

れ､自分で自分を雇用する自営業 としてであれ､就業機会を得て仕事に従事 している

ことは､職業 として継続的に営まれている人間の活動であって､たまたま一回限 りで

行った仕事 とは性格を異にする｡ 職業を通 じて社会的人間としてのアイデンティティ

を確立する上で､その継続性はきわめて重要な要素である｡

人の一生を幼児期､就学期､就労期､引退期 とに分けてみると､就労期は成人になっ

てから引退するまでの40数年にわた り､時間的には人生の過半以上を占め､またその
●

もっとも中核的な部分を形作 っている｡ この就労期をどう過ごすかは､後の引退期の

生活に影響 し､さらには ｢子産み ･子育て｣を担 う時期で､次世代の再生産を大 きく

規定する｡ 人生における働 くことの意味は限 りなく重い｡こうした個人の生涯を社会
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的に横断面でみれば､ライフ ･ステージの異なる段階に位置する各世代が､職業生活

を通 じて相互依存関係 を形成 していることにもなる｡

ここに提起する ｢雇用戦略｣は､①労働者の職業的生涯を視野に入れなが ら､②生

計の維持､個性の発揮､および連帯の実現､ という職業の 3要素が充足 されるための

条件 を探 ることを基本的な視点にお くこととなる｡ ｢雇用戟略｣の目標は､失業 を減

らす ことにとどまるものではない｡それは ｢よりよい仕事 を安定的に確保 し､そのこ

とを通 じて経済社会の活性化 をはかるための戟略 (JobsStrategy)｣をめざす もの

である｡ ｢よい仕事 (goodjobs)｣の基礎の上 には じめて ｢よりよい社会｣すなわち

｢活力ある安心社会｣の実現 を展望することがで きる｡

3.｢雇用戦略｣の4つの柱

｢よりよい社会｣の基礎 として ｢よい仕事｣ をあまね く保障することは､一朝一夕

で実現することではない｡その実現には中長期的な戟略が必要となる｡ ここでは､そ

れを ｢人に投資する｣､｢雇用の柔軟性 と安定性 を両立 させ る｣､｢雇用 における機会

均等 を保証す る｣､｢生涯生活時間を最適配分す る｣の 4つの柱 に整理 して考 えてみ

ることとする｡

(1)人に投資する

① 雇用の持続性 ･安定性が能力開発の基盤

｢活力ある安心社会｣の構築 という視点か らは､まず ｢人に投資する｣ こと､す

なわち職業能力の開発が戟略的に重要 となる｡ 職業能力開発 にとってもっとも重要

な要件 は､実は､働いていることそれ自体である｡ ｢仕事 をしなが ら腕 を磨 くこと

(learningbydoing)｣が最大の職業訓練機会であることは多 くの実証研究が明 ら

かにしている｡ とすれば､個人にとって継続的な職業能力開発が保証 されるために

は､雇用の安定性が きわめて大切であるといえる｡ 能力開発 と雇用の安定性が相互

補完の関係 に立っていることをふまえて政策 を考えることが重要である｡

欧米の職業能力開発が公的制度に多 くを負 ってきたのと対照的に､ 日本の職業能
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力開発は主 として企業内訓練 に担なわれてきた｡この日本的システムが､上の ｢仕

.事 をしなが ら腕 を磨 く｣面で比類のない効率 と質を達成 したことはまざれ もない事

実である｡ だが今 このシステムは､ふたつの面で限界を露呈 しつつある｡ ひとつは､

不況が続 きコス トダウンのため企業は訓練費用の削減に向かってV､ることである｡

実際､近年の傾向をみると､職場でのOJT､OFF-∫Tの実施率が徐 々に低下

しつつある｡ もうひとつは､企業内でのOJTだけでは､産業 ･業種の変動 に対応

した能力開発が有効 に行なわれに くい現実がある｡ こうした事情 を背景にして､必

要な労働能力､即戟力 となる人材 を外部か ら調達 しようとする志向が企業側 に強

まっている｡だがすべての企業が長期 にわたって訓練 コス トの削減 を続けるならば､

産業全体 として技術力や生産性が低下することは避けられない｡それは企業にとっ

ても大 きな損失であろう｡ こうした事態は､職業能力の開発 を誰が担 うのか という

問題 を提起 している｡

② 人に投資することは経済活力と職業安定の基礎

近年の技術進歩 と産業変動の速 さを反映 して､経済成長に村する人的資本の寄与

率は格段 に高 まってお り､今や競争力の比較優位の源泉は人的資本の優劣 にあると

さえいわれている｡ 人的資本への投資は､物的資本への投資以上に重要 とさえ言わ

れるまでになっている｡ ｢人に投資する｣ ことは､社会にとって､経済活性化の不

可欠の要件 となっている｡ 先進工業国の経済は､｢生産､流通 に加 え､知識 と情報

の活用 に直接立脚 した経済｣､すなわち ｢知識基盤型経済｣ に向かって動いている

といわれる｡ 技術やソフ トウェアなどの無形資産への投資の比重が高 まっている｡

けれども､そうした投資が生産力 に転化するためには､技術やソフ トウェアを効果

的に使いこなす人材が不可欠である｡ その中で､こうした人的投資の担い手 として､

企業 ･学校 ･公共部門が連携 と役割分担 をしてい くことが極めて重要である｡

同時に､個人にとっても､職業生活の安定 と充実のためには､不断の職業能力開

発 によるスキルの向上が欠かせない｡職業能力は ｢よい仕事｣を実現する基盤であ

り､また環境変化-の適応性 を担保するもので もある｡ とりわけ､情報技術革新の

急速な進歩は､能力開発の必要性 を倍化 させてい､るといえるであろう｡ しか しこう

したスキルの向上に必要なコス トを個々の労働者の負担 に帰するのは､資力の面で
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も効率の面で もまた質の面か らも､おのず と限界がある｡ 企業内での能力開発の方

針 も､次第に選別化 ･個人化の方向にシフ トしつつある傾向がうかがわれる｡ こう

した状況の中で､個人の ｢自己責任｣ばか りが強調 されれば､社会的にみて人的資

本-の過小投資が懸念 されるとともに､訓練機会の不均等が拡大する恐れ もある｡

それは職業能力形成における機会の均等､能力形成に関わる個々の労働者の権利の

問題 として捉え返すべ きテーマである｡

③ 社会的職業訓練 システム機会の拡充

企業内における職業能力開発は､生産性向上のために人的投資 を重視する企業の

方針 と､それに対する労働者の積極的な対応があいまって成立する｡ 実際､多 くの

労働者が職業能力の開発 を望んでお り､｢自己啓発｣ によって自前でそれを実践す

るという意識にもきわめて強い ものがある｡ 他方､企業 もまた､競争力の源泉の維■

持強化 という観点か ら能力開発 を重視 していることは､現在で も変わらない｡けれ

ども､それを産業 と社会全体のなかで有効 に進めるには､これまでの制度に替わる

システムを構築することが必要 となっている｡

①から引 き出される能力開発の ｢主体｣の問題､②で明 らかになった能力開発の

権利 と機会均等の問題 をあわせて考えれば､今後の職業能力の開発 ･椎持 ･再生産

は､個々の企業内での仕事 を通 じた能力開発 を基礎 としなが らも､より社会化 され

たシステムを要求 していると考えられる｡

｢社会化｣ とい うのは､公共部門の役割だけを拡大することを意味 しない｡人的

資本の高い外部性 を考慮すれば､社会 も企業 も応分の負担 をすべ きも′のといえるだ

ろう｡ これまでの内部労働市場のいっそうの透明化 をはかることも､この ｢社会化｣

の重要な一環であ り､その訓練キャパシティを企業外 に開放 してい くこともテーマ

となる｡ 他方､労働者が自発的なキャリア形成を行なうためには､自らのキャリア

形成について再確認 した上で､将来のキャリア形成について綿密な計画を立てるこ

とが不可欠である｡ そこで､キャリア ･カウンセリング制度による支援や､スキル

の リフレッシュをはかるための ｢長期教育訓練休暇｣の制度化 も課題 となって くる

だろう｡ また｣教育訓練機会の面で特 に不利な立場 に立たされている人たち-の支

援 も欠かせない｡

24



90年代の 日本 における失業率の高 まりは､求人側の求める労働力の質 と､求職者

のそれ とが一致 しない とい う需給 ミスマ ッチの拡大が大 きな要因のひとつであっ

た｡ 失業者の職業転換訓練は雇用対策 として もいっそうの強化が望 まれる｡ 労働組

合 もまた､働 くものの立場 ･利害の観点か ら企業内における教育訓練 にづいて深 く

関与 してい くことが求められる｡ その際には､いわゆる正社員のみではな く､労働

者の全体的利害 をふ まえた発言 を強化する必要がある｡ こうした取 り組みを有効 に

進めるには､産業 レベル､地域 レベル､全国 レベルでの取 り組み と連携することが

重要になる｡

④ ＼総合的生涯学習政策の構築

2001年 4月のOECD教育大臣会合では､ IT時代への教育面での対応 とい う観

点か ら､総合的な生涯学習戟略の必要性が強調 されている｡ 日本で も､かねてより

生涯学習の重要性が指摘 されて きた｡ けれ ども､省庁間の枠 を超 えた総合的施策の

展開にまでは至 っていない｡なによりも､いわゆる学校法人の行 なう教育 とそれ以

外の機関の行 なう教育が分断 されてお り､また学校教育は一般教育中心で､職業教

育が正当に位置付けられていない｡職業人の自己啓発ニーズや産業界の人材ニーズ

に応 じられるようなプログラムを､生涯 を通 じた学習機会の中に整備 ･拡充する必

要がある｡ 職業能力開発 は､生涯にわたる学習環境 を整備するための総合的な政策

として整備 され､かつその中に しっか りと位置付けられる必要がある｡

また､学校教育が､健全な職業人の育成 を基礎的な任務のひとつ とすることを明

確 にすることも重要である｡ 学校教育が産業界 に人 を送 り出す際の社会的選別装置

として しか機能 していない現状 は､教育 と産業の間の関係 を歪めているのみならず､

子供たちに与えている悪影響 もまたはか り知れないことを自覚すべ きである｡ 各個

人の適性 を活か した ｢学校か ら職業生活-の円滑な移行｣を促進することが現在急

務 となっている｡ そのためには､教育課程その ものの中に職業生活への準備 を適切

に組み込むと同時に､学校､企業､職業安定機関の三者が連携 した対応が必要である｡

(2)雇用の柔軟性と安定性を両立させる

ところで､｢人に投資 した｣結果人的資本が高度化 した として も､それが効率 よ く

25



使われる条件がなければ､経済社会の活力には結びつかず､また職業生活の安定性 を

もたらす もの とはならない｡そこで､ どのような雇用 システムを構築すべ きか という

課題が､雇用戦略の次の柱 となる｡

① ｢持続可能な柔軟性｣こそ社会的に受容される

｢知識基盤型経済｣への動 きは､工業からサービス業への産業構造のシフ トと同

時並行で展開 している｡ 激化する国際競争 と生産分業構造の国際的な再編 もまた､

産業構造転換 を促す圧力 として作用 している｡ こうした内外の経済環境変化 に､労

働市場が柔軟に対応 しうるような雇用システムの改革が90年代 を通 じて議論の焦点

となって きた｡けれども､労働市場の柔軟性は､果た して職業生活の安定性 と両立

しうるのかが問題である｡

｢新 自由主義｣の立場に立つアプローチは､規制緩和 と公共政策の縮小 を提唱す

る｡ 市場の調整機能を阻害する ｢硬直的｣要因を除 くことによって､市場の自由な

働 きを促進することが､すなわち ｢柔軟性｣の内実 をなす というのが､そうした立

場 に立つ議論の基本的立脚点である｡ しか しなが ら､このアプローチには､実質賃

金の停滞､不平等化､雇用の不安定化 といった負の側面 を伴 なう｡ これ らを放置 し

たままでは､社会的一体性は解体の方向に向かい､なんのための経済パ フォーマン

スか とい う懐疑が生 じ､やがては国民的信認の揺 らぎが もたらされるだろう｡ ｢市
場 に委ねよ｣ というスローガンによる ｢柔軟性｣が持続可能であることは実証 され

ていない｡サ ッチャー政権下のイギ リスの経験は､持続可能性 とは反対 に破壊的な

結果 を呼ぶことを示 した｡ 80年代､90年代 における幾多の政策的試行錯誤 を経て､

いま各国の政策当事者の中心的問題関心 となっているのは､社会的一体性 を損なう

ことな く､労働市場 における ｢持続可能な柔軟性｣をいかに実現するか というテー

マである｡

② 日本型 ｢長期安定雇用｣ の持つ柔軟性

日本は長期安定雇用により失業抑制 には成功 したが産業構造の転換 にとってはこ

の雇用の硬直性が桂棺 と化 しつつある､ との議論が広 く行なわれている｡ ここで前

提 とされているのは､ 日本の労働市場 は､｢終身雇用 と年功賃金 にしぼ られている

か ら､硬直的である｣ という事実認識である｡ だが､果た してこの認識は正 しいだ
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ろうか ? 日本の労働市場は､それほど柔軟性にかけるものであろうか ?もしそう

なら､高度成長 と競争力を実現 し､ 2度にわたる石油危機を乗 り切って来れたのは

なぜか ?

この間題を考えるときに､これまでの日本における産業間の労働力配分は､硬直

的どころか終始ダイナミックに変化 してきたこ一とを忘れてはならないだろう｡ それ

は､時間外労働を調整弁 とした賃金 ･労働時間の調整､企業 ･産業の枠 を越えた一

時出向などの緊急対応に加えて､より長期的には､①新規学卒者の入職先の変化､

②企業内 ･企業グループ内人材移動､というふたつのルー トを通 じて実現 してきた｡

高度成長期においても､また 2度の石油危機を乗 り越えた1970後辛-80年代 におい

ても､このふたつのルー トによる産業間の労働力再配分が大規模に展開された｡ そ

うした過去の経験は､長期安定雇用慣行 を踏まえながら構造変化への柔軟な対応力

を示 している｡

とはいえ企業を超えた転職は限られてお り､その意味で日本の労働市場は閉鎖的

であった､という主張 もあ りえよう｡ けれども､この場合､企業を移る転職による

労働力配分は､産業構造の高度化に､はた してどれほど貢献 したのかについて客観

的な評価を行 う必要がある｡ 最近の研究結果によれば､1970-80年代 において､製

造業のリーディング産業への就業者のシフ トに貢献 したのは､新規学卒および一般

未就業者のそれらの産業への就職であ り､企業を超えた離転職の効果はむしろマイ

ナスであったことが明らかにされている*11｡ さらには､労働者の職業的生涯にとっ

て､それはすべてプラスとなることなのかどうかも慎重な考慮が必要である｡ 長い

間携わってきた仕事 を捨てて､別の仕事を探すことは本来非常に困難であ り､キャ

リアの長い労働者は容易には移動できないものなのである｡ その意味で､入職口の

新規労働力の配分 に力点 を置いて産業構造変化 に対応 してきたこれまでの方式 に

は､社会的な合理性があったとみるべ きだろう｡

個人の立場から考えてみると､職場 ･職業を転々と変え波乱万丈の生涯を意図 し

て送る人 もいる｡ だがそれはごく稀な例で､働 く人の多 くは職業生活の安定を求め

ている｡ たとえ会社 を替わっても､それまでに培ってきた技能や知識が生かされる

機会を得て､波乗 りのように持続性が保障されていれば､転職 と職業生活の安定性
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は両立する｡ けれども､現実には､転職はハイリスク ･ハイリターンの世界であっ

て､浮かぶ瀬 もあれば､それ以上に沈む瀬の危険 も多いのが現実である｡ きわめて

高い専門能力 を持つ人を別にして､あえてそうしたリスクをとる､あるいはとるこ

とがで きるのは主 として若い時代のことであ り､世帯の核所得者 として生活を担 っ

ている中高年 ともなれば､落ち着いた就業を求めるのは当然の成 り行 きといってよ

い｡ 年齢が高 まるにつれて転職 コス トは高まってい くのが一般的である｡ 日本 に比

べて転職が多い といわれる欧米で も､一部のホワイ トカラー ･エ リー トを別にすれ

ば､中高年 になっての転職 は必ず しも多いわけではない｡アメリカの先任権制度

(SenioritySystem)が勤続年数の長い中高年者に優先的な職場復帰 を順位づけて

いる根拠 もそこにあると考えられる｡

そこで､長期安定雇用の長所 を活か しなが ら､雇用の安定性 と柔軟性の調和 をは

かってい くことが重要な課題 となる｡

③ 開放的な労働市場の形成 と長期安定雇用

けれども､これまでの日本の雇用 システムに問題がなかったといえば､決 してそ

うではない｡特 に､労働市場の企業内閉鎖的性格 を是正することは大 きな課題であ

る｡ この企業内閉鎖性は､先に触れた能力開発の企業内訓練d)偏重 と結びつ き､勤

続年数を重視する｡ このため､ひとたび会社 を替わることになると労働条件の面で

多 くの不利 を蒙ることが少な くない｡｢転職 して も不利 にならないシステム｣づ く

りが とりわけ重要である｡

自由で開放的な労働市場が確立 された上で､なおかつ個々の労働者は一定の企業

や職場 に愛着 をもって長 くそこにとどまる傾向をもつ という状態をひとつの理想状

態 として想定するならば､他方､それまでの職場で培 った技能や能力 をより活かす

機会があれば自発的に移動する条件 もまた保障 されなければならない｡この点か ら

みるとき､企業内閉鎖的な雇用慣行やシステムはより透明性の高い もの- と改革 を

必要としている｡

同 じ技能で も属する業種が替われば発揮の仕方は変わる｡ 勤務先が替わればその

能力発揮の具体的なかたちは変わる｡ そうした変化 に対応するだけの適応力を労働

者は求め られる｡ こうした事情は､同 じ会社の中にあっても常 に直面する問題であ
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る｡ 日本企業はそうした柔軟性 を一人ひとりの労働者に求め､それに対応で きるた

めの条件 を形成 して きた｡ 日本の雇用 システムはそうした強 さを有 している｡ それ

が上の②でみた日本型長期安定雇用の柔軟性のひとつの要因にほかならない｡

少子化が急速に進み､新規学卒者が減 りつつあることは､産業 ･業種間の労働力

配置の調整 を新規学卒者の入職比率で調整する余地 をこれまで よりも狭めることは

疑いない｡ このことは､産業構造の変化や新規 に生 まれ拡大する産業 ･業種の必要

に応 じた労働力の再配置において､転職者 に依存する度合いがよ り高 くなることを

意味する｡

不本意な離職ではな く自由意志 にもとづ く転職､それにより自分の能力が より正

当に評価 されると意識 される転職､そ して (行政用語でいう)｢失業な-き労働移動｣

という条件が満たされるならば､勤め先 は替わって も労働者本人にとっての勤労意

志や能力発揮 は連続性 を推持 し､その雇用の安定は確保 されるということがで きる｡

属する産業 ･業種や勤める企業 よりも勤務先で発揮で き評価 される能力その ものこ

そが､働 く立場 にとってもっとも重要な要素だか らである｡ そ して､発展する産業

･企業は､よりよい労働条件 を提示す ることによってよりよい人材 を吸収すること

がで きる｡ ここで求め られているのは､｢日本型長期安定雇用｣を清算す ることで

はな く､それが形成 して きた独 自の柔軟性 を､個別企業の枠 を越えたかたちへ と｢社

会化｣することである｡ それは､能力の発揮 を求めて新規成長分野へ移動 しようと

する労働者の選択の自由を保障するためにも必要な条件である｡

④ 柔軟性 ･安定性の社会化 と労使関係

そのためには､個々の労働者の技能が より高い適応性 を内在することが前提 にな

る｡ 企業内訓練 もそのように再設計 される必要がある｡ また､企業の訓練能力 を超

えた ものについては､在職中の外部訓練機会 を保障する責任 を企業 は負 うことを求

められる｡ 長期有給訓練休暇制度 をは じめ､関連諸制度の整備 と改革は未だ緒 につ

いたばか りといっていい｡ こうした改革 を進めるにあたって､労働組合は､労働者

を代表 しての発言 を強化 し､労使 自治の中でのワーク ･ルールの確立 に努め､｢参加

発言型産裏社会｣の形成 を追及す ることが求め られる｡その基礎 となるのは､戦後の

長期安定雇用 システムが確立 して きた｢産業民主主義｣をより広 く貫 くことである｡
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企業内で構想 されるこうした労使 自治に加えて､産業 レベルでの労使による能力

開発プログラムも今後 より重要なテーマ となる｡ 公共職業訓練の諸制度 も､こうし

た企業 ･産業の労使のニーズに円滑に対応できるよう改革 されなければならない｡

それは､訓練にあたる人材そのものの訓練 と養成､処遇の改善を伴 うこととなる｡

｢会社人間｣あるいは ｢社畜｣などと呼ばれてきた日本の労働者の強い企業帰属

性は､急速に低下する時代 を迎えている｡ 激動する時代の労働の未来を担 うのは､

特定企業への依存度ではな く職業に対する誇 りと能力に対する自信をアイデンティ

ティとする労働者像であ り､そうした自立 した労働者に対 して雇用責任を自覚する

企業像である｡ その両者が形作る企業内､地域､産業での労使関係を支える社会的

なルールの担い手 として､中央 ･地方の行政は独 自の責任 を求められる｡

日本の企業別組合は､企業内訓練による熟練形成 と長期安定雇用慣行を特色 とす

る内部労働市場に適合的な組織 として生成発展 をとげてきた｡ そ して､結果 として

みれば､企業別組合の もとでの ｢相互信頼的労使関係｣は､技術革新や産業構造の

変化､あるいは労働力の地域間再配分などの諸変化に対する､内部労働市場の柔軟

な適応力を促進する機能を持った｡雇用安定 と成長の成果の適正な配分がある限 り､

企業別組合は企業内の労働移動にも､あるいは技術変化による仕事の変化にも､き

わめて柔軟に対応 したからである｡

こうした労使関係の安定性 と柔軟性は､解雇をめ ぐる長い間の労使間の激 しい闘

いを通 して､いわば労使双方が ｢信頼｣ という財 こそがお互いにとってもっとも重

要であることを学び取 ることによって､歴史的に形成されてきたものに他ならない｡

ところが､企業組織再編の動 きに限らず､最近の企業法制 をめ ぐる一連の変化は､

日本企業の競争力の源泉 としての ｢信頼｣ という財 を希釈化 しかねない状況を生ん

でいる｡ こうした状況 をふまえると､従業員の経営参加の社会的制度化をも展望 し

た企業内における参加 ･発言の強化をはかる取 り組みは､労働組合にとっての雇用

戦略の重要な課題 といえるだろう｡

(3)雇用における機会均等を保障する

日本では､雇用における機会均等待遇の対策は､依然 として相対的に村策の遅れた
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分野 として残 されている｡ ｢誰 も排除 されない社会｣ を構築す ることは､雇用戦略の

第三の柱である｡ その眼 目は､雇用 を通 じた社会参加で社会統合 をはかることにあ り､

そのためには､企業間､業種間､男女間､正社員 と非典型雇用､健常者 と障害者 など

あらゆる領域での格差 を縮小 し､就業機会の均等 を達成 し､均等待遇 を保障 してい く

必要がある｡ また､ これに関連 して､職業生活 と家庭生活が両立で きる (ファミリー

･フレン ドリーな)職場慣行 と労働 ルールの確立 も重要な課題 となる｡

① 年齢差別の解消 と ｢エイジレス社会｣

高齢者が高い比率 を占める社会が活力 を保持するには､心 身機能の衰 えに対応 し

た支援 の制度が有効 に機能す る必要がある｡ 心身機能の衰 えには大 きな個人差があ

り､実年齢 をもって一律 に区分することはます ます合理性 を欠 くものになって きた ｡

働 く意志 と能力 をもった高齢者 に適切 な就業の場 を保障す ることは､社会の責任で

あ り､ また経済社会の活力 を保障す る条件である｡

ここで ｢エ イジ レス社会｣がテーマ となる｡ ここで重要なのは､若年 ･壮年 ･高

齢 とい う誰 もが歩 む段階に身 を置 く者同士が､それぞれの ｢差異｣を認め合 うこと

である｡ ｢エ イジ レス｣が単純 に ｢無差別｣だけ を意味す るならば､それは高齢者

にふ さわ しい処遇 を確保する道 とはいえない｡た とえば若年 ･壮年 を基準 に した作

業条件 をその ままに して､高齢者 にも同 じような筋力や敏捷性 を要求す るな らば､

結果 として高齢者 を職場か ら遠 ざけることとなる｡ これは ｢年齢差別禁止｣ を謳 う

アメ リカの職場で現実 に起 こっている事態である｡

日本的雇用慣行 のひとつの特徴 とされる ｢定年｣問題 も､ これ との関連で扱 われ

なければならない｡ フルタイム労働 だけを条件 に した ｢定年延長｣では働 きつづ け

ることのむづか しい高齢者 も少な くない｡ これは ｢バ ブル経済｣当時の労働力不足

のなかで試み られた ｢勤務延長｣が退職す る労働者 を引 き止め られなか った事実か

ら引 き出 されるべ き大 きな教訓のひとつである｡ 高齢者が肉体的な面で若年 ･壮年

と差があることを前提 としなが ら､彼 らが長い労働生活 を経 て身につけて きた能力

を最大限 に発揮 し､それを次 の世代 に継承 してい くことを可能 にするシステムを開

発す ることは､まだほ とん ど未開拓の まま残 されている｡

加齢 に伴 う身体的なハ ンデ ィを最小 にす るような作業条件の改善が もうひとつ大
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きなテーマになる｡ 高齢者が働 きやすい作業条件 ･作業環境は､若年 ･壮年にとっ

て も労働負荷の小 さなものであ り､それは高齢期の身体的な能力の衰えを小 さくす

る上で も大 きな役割を果たす｡

② 非正規雇用の処遇改善

近年､正社員の雇用が停滞する一方､パー トタイマーや派遣労働者など､非正規

雇用の急拡大が続いてお り､いまや就業者全体の中での非正規雇用労働者の比率は

20%を超 えている｡ ところが､正社員 とこれらの非正規雇用 との間には､雇用の安

定性や処遇の面で大 きな格差 と明確 な差別がある｡ この状態を放置 しておけば､正

社員雇用が非正規雇用に代替 される嘩向が進むと同時に､全体 として雇用の質の劣

化が進行する恐れがある｡ 雇用の質を下げずに､多様な就業機会を増やす道 を探 る

ことは､雇用戟略の第三の柱の中で も特 に重要な要素である｡ 非正規雇用 と正社員

との間の均等待遇の実現に向けて社会的なルールを確立 しなければならない｡

非正規雇用拡大の背景には､労働時間や働 く場所､あるいは組織か らの拘束の度

合いなどに関 して､多様な選択肢 を求める就業者意識の変化があったことにも着 目

する必要がある｡ 正社員 とは違 う多様な働 き方が質において劣 ることのない ｢よい

仕事｣であるための条件整備が求め られている｡ この点で ｢同一価値労働 ･同一賃

金｣の原則 を貫 くことが基本 となる｡ このためには､これまでの日本の労働慣行で

十分 には勘案 されてこなかった時間当た り賃金の概念 を明確 にすることが､さしあ

たって特 に重要になる｡ これは､非正規労働者だけでな く､正社員 も含めた全体の

労働時間短縮 と ｢ワークシェアリング｣ を含むテーマである｡

非正規雇用は多 くの場合安定性に問題 を抱えている｡ 言い換 えれば非正規雇用労

働者は不安定性 というリスクを抱 えた存在である｡ その処遇はこのリスクを担保す

る措置 を伴 ってはじめて均等 ということになる｡ 離職およびそれに伴 う所得喪失の

確率が高いことを考慮 した処遇､特 に社会保険 ･労働保険の完全適用は､ 日本で特

に遅れてお り､早急な改善が必要である｡ 非正規労働者の条件の向上は､当該労働

者 にとってだけでな く､ 日本の雇用 ･労働全体 にとって意義をもつ社会的なテーマ

である｡ このテーマを担 うため､労働組合はその企業内的な枠組みを超 えた租織性

を獲得することを求められる｡
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③ 男女共同参画社会実現のためのファミリー ･フレン ドリーな職場

女性の職場進出､家族形態の変化､男女労働者の意識の変化､人口の少子 ･高齢

化の進行などを背景に､仕事 と家庭生活の両立 を促進する施策の強化が求められて

いる｡ それは､女性 にのみ適用 されるものではな く､男性 もまた家庭内での家事や

育児 を分担で きるような条件 を整備することが重要である｡ そのようなファミリー

･フレンドリーな職場環境 を実現することは､少子 ･高齢化時代 にその有効活用が

期待 されている女性の労働市場-の参加 を促進すると同時に､雇用の質を向上 させ

ることで もある｡ このような男女共同参画社会の実現のための職場環境の整備は､

雇用機会における均等待遇の確立 と密接 に関わっている｡

④ 障害者の自立援助と雇用環境の整備

高齢者 ･女性以上 に雇用の機会均等 を保障 されずにきたのは障害者である｡ ｢法
定雇用率｣を守 らない企業は､わずかな資金負担だけで､社会的制裁の対象 ともさ

れずにむ しろ増加 してきた｡ 他方､モータリゼーションの進行上事業所外就労の拡

大 とがあいまって業務上の交通事故が増加 し､それによる障害で労働生活か ら排除

される人 も増えている｡ 障害者を伝統的な ｢福祉政策｣ に括 りこんで社会の従属的

な存在 にとどめてきた政策を転換 し､働 く意志 と能力 を持つ障害者に一個の人格 と

して社会参加 と社会連帯の条件 を保障することは､交通機関や道路 など職場へのア

クセス条件の整備や､必要な介助サービスの拡充 とあわせて､21世紀 日本の重要な

テーマである｡ 障害者の自立支援 を強化するためには､公共部門､民間労使､地域

のNPO組織などの協働がぜ ひとも必要である｡ 政府は障害者の自立支援 と雇用改

善 ･環境整備 を明確 な政策目標に据 え､民間との協働の効果的な推進 を射程 におい

て､雇用 ･労働政策､道路 ･交通政策､福祉政策を総合的に展開すべ きである｡

(4)生涯生活時間を最適配分する

人の一生 を時間の面からみれば､労働時間､生活時間､その他の時間から構成 され

ている｡ 限 られたこの時間を生涯のなかでどのように設計するか､そのなかで労働 に

割 く時間をどう配分するか､それを自ら決定で きるための条件 を拡大することが､雇

用戦略の第四の柱 となる｡
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① 生涯生活のステージごとの課題への対応

人間の一生 を考 えると､い うまで もな く､職業的生涯はそれ自体で自己完結 して

いるものではない｡幼児期､就学期､就労期､引退期 とい うライフステージの各段

階は､個人の一生の中で も､また世代 と世代の間で も､相互依存関係 を形成 している｡

いま､人生80年 とし､フルタイム雇用者のモデル的な生涯生活時間を試算 してみ

ると､図表 Ⅰ- 1のようになる｡

約70万時間の生涯生活時間のうち､働いている時間は約10万時間程度である｡ 生

涯生活時間の 7分の 1を職業生活にあてていることになる｡ この働いている時間を､

個人にとって､生計 の推持､個性の発揮､および連帯の実現 とい う職業の 3要素を

満たせ るような充実 した ものにすることは､実は社会その ものを碓持するための基

礎的条件 を強化することで もある｡ なお､ここで例示 したフルタイム雇用者の生涯

生活時間のパータンが もっともあてはまるのは男性である｡ 女性の場合は､フルタ

イマーの比率が男性 に比べて少ないことと､また家庭内での性別役割分業の関係か

ら､図表 Ⅰ-1の ｢労働時間｣が相対的に少な くな り､｢家事時間｣が多 くなる｡

この問題 は､フルタイム労働者の労働時間を短縮すること､仕事の分かち合い (ワー

クシェアリング)､男性の家事 ･育児分担や男女共同参画社会の実現 などの課題 を

考えるときに非常 に重要なポイン トとなる｡

図表 Ⅰ-1 生涯生活時間の試算

生活時間の区分 時間数 (概数) 備 考

生活時間 70万時間(100.0) 24時間×365日×80年

労働時間 10万時間(14.3) 1日8時間労働+通勤時間1時間

実労働 日数245日 (年間休 日120日)

就労期尚45年間 (20-65歳)

生理的必要時間 32万時間(45.7) 11時間×365日×80年

(睡眠8時間､食事+身?回 りの用事 3時間)
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雇用問題は職業的生涯の節 目ごとに異なった現われ方 をする｡ 雇用問題 を一律 に解

くことは難 しく､その多様性 に応 じて政策課題 ごとに適切 な対応 をはかることが特 に

求められる｡ こうした多様性 に政策が対応することこそ ｢柔軟性｣を社会的に担保す

る条件 ということがで きる｡

② ｢スクール ･トウ ･ワーク｣､｢ワーク ･トウ ･スクール｣

まず､就学期 を終えて就労期 に入る新規学卒の時期で問題 になるのは､学校か ら

職業生活への円滑 な移行 (｢ス クール ･トラ･ワーク｣)である｡ 学校 を卒業 した

後に､適当な雇用機会が見出せずに､無業あるいは希望 に反 した ｢フリーター｣状

態が長引 くことは､継続 した職業生活への展望 を見出す ことを困難にする｡ これが

個人の一生にとって不幸であることはい うまで もない｡のみならず､職業能力や､

あるいは職業人 としての人格は､職業経験 を通 じては じめて形成 されるものである｡

この点 を考えると､若者の間で学校か ら職業生活への円滑な移行が進 まないことは､

日本の将来の人的資源 を枯渇 させて しまうにつながる｡ 日本の現状 はこの点 を特 に

深刻な課題 として提起 している｡

また､就労期では､今度は ｢学ぶ こと｣への道筋 を太 くすることが必要だろう｡

職業能力のリフレッシュのためのリカレン ト教育への参加 (｢ワーク ･トウ ･スクー

ル｣)が もっと促進 されなければならない｡現役時代の働 きす ぎは､この不況下で

も依然 として深刻 な問題で､ もう少 し余裕 を持 ちたい という要望 には根強い ものが

ある｡ 労働時間短縮の一層の推進が望 まれる｡ それによって生 まれた余裕 を ｢ワー

ク ･トウ ･スクール｣の形で能力開発 に結びつけることを考 えれば､環境変化 に対

する労働者の適応可能性 (アダプタビリテ ィ)の向上にもつながるだろう｡

③ 余暇の充実､社会活動への参加､家事労働の分担

働いている時間を充実 させるためには､学ぶ こと-の参加だけでな く､自由時間

をエ ンジョイすることや､あるいは社会活動への参加､家事労働の分担など､ さま

ざまな分野での非労働時間の充実が欠かせない｡ これ らも労働時間短縮 に期待 され

ることである｡ 地域社会や家族が崩壊の危機 に瀕することは､実は労働力の再生産

の基盤が脆弱化することに他 ならない｡非労働時間を充実 させるための条件 を整 え

ることは､個人か らみて生涯生活時間のバ ランスをとることであると同時 に､社会
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的には長期的にみた労働力政策の一環 として考 えることがで きる｡

④ ワークシェアリング

失業者が350万人にも及ぶ一方で､長時間労働 は一向に減 らない どころか､ リス

トラによる要員減によりむ しろ増加傾向にある｡ こうした中で､ワークシェアリン

グ (｢仕事の分かち合い｣) をめ ぐる議論が盛んになってきた ｡ この間題 も､生涯

生活時間の最適配分 をはかるとい う視点から考えて見る必要がある｡ 過重な時間外

労働やサービス残業は可及的すみやかに解消すべ きである｡ また､短時間の雇用機

会が増加することも､社会全体 としてはワークシェアリング効果 を持つ｡ ただ し､

賃金 コス ト圧縮 に力点 をおいたワークシェアリング導入には慎重であるべ きであ

る｡ 短時間雇用で得 られる収入が生計費 をまかなうに足 りなければ､複数就業ある

いは他の家族員の就業によって家計 を補 う必要が出て くる｡ それが極端 に進めば､

家族単位でみた労働時間はかえって増加することとなろう｡ 現 にそのような経験が

80-90年代のアメリカにおいて指摘 された｡ ワークシェアリングが労働の人間化や

生涯生活時間の最適配分につながることがめざされるべ きである｡ そうした視点か

らは､パー トタイム労働 を良好な雇用機会 とすることが きわめて重要 となる｡ また､

引退期 における職業生活か らの ｢なだらかな引退｣もまた､日本 におけるワークシェ

アリングを考えるときに重要な意味 をもっているといえる｡

⑤ 職業生活からの ｢なだらかな引退｣

職業生活か らの引退期 については､｢なだらかな引退｣(フレキシブル ･リタイ

アメン ト) を可能 とする制度 を作 り上げることが重要だろう｡ 年金支給開始年齢の

65歳-の延長に対応 して､年金 と雇用の結合をはかることが喫緊の課題 となってい

る｡ ただ し､高齢者の個別的事情や就業意識は一様ではな く､これに対応 して引退

年齢 をいつにするか､またどのような働 き方を選ぶかについては､多様な選択肢が

用意 されることが望 ましい｡在職老齢年金 を改善 し､部分就労 ･部分年金の形で所

得 を保障 しなが ら､｢なだ らかな引退｣ を実現する枠組みを形成 してい く必要があ

ろう｡ 現実に､短時間勤務や短 日勤務 を希望する高齢者は多 く存在する｡ それによっ

て余 った時間を余暇や社会参加活動 に振 り向けることがで きれば､老後生活の豊か

さにもつながる方向を展望することがで きる｡
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⑥ ｢生涯学習/ しごと社会｣の構築を

以上のように､生涯生活時間の配分 を見直す ことは､図表 Ⅰ-2に示す ような､

働 くこと､学ぶこと､余暇 ･社会活動､のバランスの とれた社会 を実現することに

つながる｡

連合総研 は､労働者の生涯にわたる仕事 と能力形成 という視点か ら､｢生涯学習

/ しごと社会｣ とい うビジ ョンを提起 した｡ それは､｢仕事 と学習は不可分｣ とい

う認識の もとに､｢多 くの人々が仕事 を通 じて生 きがいを見出せ ると同時に､仕事

を通 じて有益 な学習がで きるような社会｣であ り､その実現のためには､①人生全

般 を年齢や世代 によって しきる年齢主義 を廃 し､② ｢知識基盤型社会｣を勤労者が

生 き抜いてい くための生涯学習機会の保障が重要であるとした*120

｢生涯にわた りゆとりある暮 らしを楽 しみながら1同時にで きる限 りいつまで も働

き､学びつつ､仕事の中に自己実現の場 を確保 してい く｣ とい うライフスタイルの革

新のためには､労働時間の短縮や柔軟化､雇用就業形態 における選択肢の多様化 など､

さまざまな環境整備が大切 となる｡

働 く者の立場か らみた ｢雇用戟略｣は､個人の一生の中での ｢働 く時間｣ を豊かに

し､そのことを通 じて社会連帯にもとづ く ｢よりよい社会｣の基盤形成 をめざす もの

である｡ そこで想定 されている個人は､市場の中で原子のように孤立 して存在するも

のではない｡自己の一生 を充実 して送 りたい と願 うと同時に､仕事 を通 じた連帯 に基

づいて社会に貢献することを願 う個人である｡ そうした個人 を支援するための自助 ･

共助 ･公助のネッ トワーク形成 こそが ｢雇用戦略｣の内実 をなす といえるだろう｡
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図表 Ⅰ-2 21世紀のライフ･ステージとスタイル

〔これまでのライフ･ステージとス タイル〕

0歳 20歳 30歳 40歳 50歳 60歳 70歳 80歳

二二-

〔21世紀のライフ･ステージとス タイル〕

学習 仕事生涯学習 __--一一一新 完 妄~---一一一一学習 と

0歳 20歳 30歳 40歳 50歳 60歳 70歳 80歳

<出所>宮揮健一 ･連合総研編 (1995)

『福祉経済社会への選択-21世紀 日本 ･市場 と連帯の社会システム』､P.76

4.雇用戦略の政策諸領域

雇用戦略の基本理念′としての完全雇用 を達成 し､前述 した雇用の質改善のための 4

つの柱 の実現 をはかるためには､｢雇用政策｣ と呼ばれている個別対策 を束ねる政策

領域 にとどまることな く､雇用 に関わる政策複合体全体 を視野に入れなければならな

い ｡

最後 に､雇用に関わる政策諸領域 とその課題 を整理 し提示する｡ (図表 Ⅰ-3)

まず第 1に､経済安定化のための適切 なマクロ経済政策が､全体の基礎的前提条件
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をなす｡特に､現在のような需要不足経済のもとでは､短期的な雇用量の不足のみな

らず､不安定雇用の拡大など質の面での劣化が進む危険があることにも留意 しなけれ

ばならない｡雇用に関わる構造問題はしばしば､短期的な経済不安定による雇用問題

の累積によって引き起こされることも忘れてはならない｡適切なマクロ経済政策の運

営は､あらゆる政策の基礎ともいえよう｡

第2に､労働市場に関わる政策は､失業時の所得保障など､失業が発生 した後の対

処策 (消極的労働市場政策)はもちろん大切であるけれども､政策の重点はいかにし

て失業の発生と滞留を防ぐか (積極的労働市場政策)に置 くべ きであろう｡ 失業の発

生を防ぐためには､離職者の円滑な労働移動を促進するために､職業紹介と職業訓練

の有機的な･連携が求められている｡ 他方､離職者を発生させないための雇用維持政策

もまた､依然とし_て重要であることに留意する必要がある｡ このためには､給与助成

や解雇規制などの政策が考えられる｡ 雇用維持のための政策は､産業構造の転換を遅

らせることから､雇用維持 よりは円滑な労働移動に力点を置 くべ きだという議論があ

る｡ けれども､いったん職を失ってからの ｢円滑な労働移動｣は､就職後間もない若

年層を除 くと相当な困難が伴 うのであ り､できる限 りそうした事態をさけることを工

夫すべ きである｡ 実際､これまでの日本の経験では､企業内あるいは企業グループ内

での労働移動によっても､労働力の配置の変更は十分可能である｡ 政策のバランスを

安易に雇用維持から労働移動促進に転換 させることには慎重であるべ きである｡ 雇用

維持に関 しては､企業内の労使関係 もまた多 くの努力を傾注 してきた｡ 労使 自治の中

での雇用安定のための政策は､一方の当事者である労働組合の影響力が大いに期待 さ

れる｡ この他､安心できる職場づ くり､多様な就業ニーズへの対応､マクロ賃金決定､

労働時周短縮､人事処遇制度改善､機会均等実現などの藷課題は､労働市場政策の中

で､労働組合が主役 となって力量を発揮すべ き分野である｡

第3に､産業政策の分野も雇用 と密接な関連がある｡ 新規産業の興隆による産業構

造の転換 と産業活性化は､国際的な経済環境の変化に国民経済が適応 してい くために

不可欠である｡ また､新 しい労働需要を生み出す企業の供給なしには雇用の安定 も実

現 しない｡この分野では､新規成長分野振興､企業 ･労働組織革新､起業支援､地域

開発､技術開発､競争政策などの諸課題があげられるだろう｡ 雇用機会の創出につい
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ては､近年の開業率の低下傾向が懸念 されるところであ り､起業を促進するための金

融市場整備など広範な構造改革課題がある｡ また､最近の自営業従事者の減少には著

しい･ものがあ り､これは雇用機会の減少 という観点からも検討 されるべ き問題である｡

けれども､従来､自営業層の問題は､概 して雇用問題 としては認識 されない傾向があっ

た｡ 今後は､こうした雇用問題の境界領域にも留意する必要があろう｡

第 4に､教育政策の分野 も､雇用 との関連で重視すべ きである｡ ここでは､学校か

ら職業への円滑な移行の促進､職業教育の改革､生涯学習社会の構築､情報 リテラシー

向上などの諸課題-の対応が､喫緊のテーマとなっている｡

第 5に､福祉政策 もまた､雇用 と深い関連がある｡ 労働市場に中立的で雇用親和的

な税制､社会保険制度の確立､年金 と雇用の接続､仕事 と家庭生活の両立支援､社会

参加 と雇用､障害者対策､地域社会 と雇用などの諸問題について､総合的な検討が必

要であろう｡

以上､雇用をめ ぐる危機的な現況を概観 し､それを突破する方向として､完全雇用

を基本理念 とする雇用戦略の考え方を提起 した｡ これは､従来の雇用対策を積み重ね

た ｢雇用政策｣ と呼ばれる政策領域だけではなく､雇用に関わる政策を束ねる複合的

政策 としての戦略の必要性を問うものである｡ 雇用戦略は､現在の悪化を辿る雇用情

勢を打破するために､現状 を単なる不況にとどまらない経済社会情勢の変化､時代の

一一ズへの対応が求められる働 く環境の変化 と捉える中､その重要性が認識 されるべ

きものとしてここにその理念 と目標の整理を試みた｡

続 く第 Ⅱ部では､｢雇用の近未来を構想するために｣として､｢雇用戟略｣構築の

ための必須の前提条件 として踏まえるべ き主要課題 と実証的考察について､ 8つの観

点について専門的見地からの検討を提示する｡ ここに提示 した ｢理念 と目標｣は､こ

れら検討結果 と照らし合わせ検証 されることを予定 している｡
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図表 Ⅰ-3 雇用政策に関わる政策諸領域とその課題

マクロ経済政策 経済安定化による完全雇用の達_成

労働市場政策 ①失業時の所得補償

②職業紹介

③職業訓練

④給与助成

⑤雇用安定 と解雇魂制

⑥安心できる職場づ くり

⑦多様な就業ニーズ-の対応

⑧マクロ賃金決定

⑨労働時間

⑲人事処遇制度

⑪機会均等

産業 .雇用政策 ①新規成長分野振興

②企業 .労働組織革新

③起業支援
④地域開発

⑤技術開発

⑥競争政策

教育 .雇用政策 ①学校から職業への円滑な移行

②職業教育の改革

③生涯学習社会の構築
④情報 リテラシー向上

福祉 .雇用政策 ①税制､社会保険-

②年金 と雇用の接続

③仕事 と家庭生活の両立支援

④社会参加 と雇用

⑤障害者対策

⑥地域社会と雇用

41



注

*1翁邦雄 ･白川方明 ･白塚重典 (2000)､｢資産価格バブルと金融政策 :1980年代後半の日本の経

験 とその教訓｣､日本銀行金融研究所 『金融研究』(2000.12)

*2厚生労働省 『平成13年版労働経済白書』の試算によれ5ば､2001年 1-3月期の完全失業率4.75

%のうち､構造的 ･摩擦的失業率3.77%､需要不足失業率0.98%であった｡
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第 1章 人口減少社会における経済と雇用の展望

はじめに

戟後の日本経済の軌跡を簡潔に辿って見ると次のような姿を措 くことができるであ

ろう｡ 敗戦時の破滅的状況から経済復興を果たし､戟後の奇跡 とまで言われた高度経

済成長を達成 し､重厚長大型の産業が経済を牽引 した｡ しか し､高度経済成長の時代

はオイルショックという外的要因によって突然終わり､低経済成長時代へ と進むが､

日本は組立加工型の産業へ とシフ トし､安価で良質の製品の輸出によって貿易黒字を

累積 し､債権国家へ と変身した｡ 国家の示す方向､企業の目標､個人の願いの 3者が

一致 し､いわば右肩上が りに成長を達成 したのである｡ しか し､世界の主要な国々は

日本 との貿易赤字に悩まされ､1985年のプラザ合意で ｢円高誘導｣による日本の累積

黒字の削減が試みられた｡ 円高が急激に進み円高不況 となるが､この不況を克服 した

日本経済は､マクロ経済政策の失敗が重な り､｢バブル｣.経済をもたらすこととなっ

た｡ 国内資金が株式市場 と不動産市場に流れ込み､国内の経済活動は活況を呈 し､企

業の積極的設備投資によって生産能力は増強され､国内の消費 も拡大 した｡ さらに､

余剰資金は内外の金利差によって海外の金融市場で運用され､海外不動産や海外企業

の買収などにも使われた｡ しか し､バブルの崩壊は日不経済に深い傷 を負わせること

になる｡ 不況が長期に及び､雇用 ･失業状埠が戦後最悪 となり､20世紀最後の10年間

は ｢失われた10年｣ と言われるほどの閉塞状況に陥 り､未だにそこから脱出できずに

いる｡

これらの経過をさらに短縮 して表現すると､日本は､廃嘘から立ち直 り､急速に実

力をつけるようになり､さらに世界で も有数のお金持ちに成 り上がるが､舞い上が り

過 ぎて ｢落 とし穴｣にはまり､自信喪失 となり出口を見出せない状況にある､ という

ことになる｡

そこで､このような現状に対 していろいろな対策が講 じられ､なんとか ｢あ り地獄｣

から脱出しようとするが､一向に成果が出てこない｡対策を講 じることが国債費の膨
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張 とな り､そのことによって一般歳出が抑制されることになる｡ 企業はこれまで高 く

評価 されていた経営手法を改めることを試みているが､それらはむしろ人々の将来の

労働や生活-の不安感 を醸成することになる｡ 人々は将来に希望をもつことが出来な

くなっている｡

以上のような流れの中に我々は漂っているのであるが､問題は個別の施策の実効性

に関することではない｡重要な問題は､この国をどのような国にするのか､この国は

どこに行 くのか､という姿がおぼろげながらでも示され､国 ･企業 ･国民が暗黙のう

ちに了解する目標が示 されていないことにある｡

今やるべ きことは､将来の日本はどんな国になり､人々はどのような生活を営むよ

うにな り､そのためには現在何 をなすべ きなのか､という点の検討であろう｡

ところで､､しばしば次のような主張がなされている｡ 即ち､いまや国家 ･企業 ･国

民の利害が一致する方向を見出そうとすること自体がアナクロニズムであ り､国家の

役割は企業 ･個人の意欲 と努力 を引 き出す場を設定することに徹すべ きであ り､企業

･個人の活動の先に何があるかを先験的に提示することはそもそもできない､とと

この主張の半分は真実であ り､もう半分は過去の史実からは否定される｡ 既に示 し

た日本の戦後の軌跡を関連づけて言えば､戟後の復興に取 り組んだ人々は､大 きな目

標を掲げながらも､現在のように日本が世界で も有数の豊かな国家 となり､大多数の

日本人が大都市でコンクリー トの住宅に住むようになる､ ということをイメージする

ことは出来なかったであろう｡ つまり､50年前には､現在の日本の具体的な姿を示す

ことは出来ていなかった｡ しか し､国 ･企業 ･個人は戟後の復興時点から､個別具体

的な姿ではなく､全体 としての方向性 に関するイメージは措かれてお り､その際に国

は誘導 ･啓発 ･調整などの役割 を果た した｡ 国は決 して単なる ｢競技場の管理者｣で

はなかったのである｡

現在の閉塞状態から脱出するためには､将来の日本をどのような国にするのかとい

うことを構想 し､設計 し､実行するという一連の行動が必要であると考える｡ 大 きく

言えば､軍事､外交､国土利用､経済､教育､科学技術､生活､などの局面について

相互に整合的な姿を示 し､それに向けた実行プログラムを用意することである｡ つま

り､｢国家戟略｣に類するような将来に向けた指針を示す ことである｡ 現在のように
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複雑化 した経済社会のメカニズムや細分化 した行政施策を前提 とすれば､将来の日本

の姿を示すことは個人の能力 をはるかに越える作業 となる｡ 従 って､各種の知恵を結

集 し､多様な意見をくみ上げることが可能な一大プロジェク トを立ち上げて､この問

題に取 り組むことが求められる｡ 本稿は以上のような問題意識をもちなが ら､限られ

た視角から論点を整理するものである｡

1.人口減少社会の展望に関する基本視点

(1)グローバ リゼーションへの対応

グローバ リゼーションに関 してはこれまでに多 くの論者がさまざまな議論 を展開

し､論点はほぼ出尽 くした感がある｡ ここでは､両極端の議論 を対比 させ､我々が進

むべ き方向を考えることとする｡

一方の議論は､モノ ･カネ ･ヒ ト･情報が国境を越えて大量に移動することによっ

て国境の壁は低 くな り､国内政策の意義が薄れ､国境なき世界 となってゆ く､ と主張

する｡ そして､経済 ･′社会の私的領域における運営め基本を自由な競争メカニズムに

求め､自己責任 ･自己選択 を確保するシステムを構築することが経済的な効率 を高め､

社会的厚生を拡大すると考える｡ もう一方の議論は､国と国との経済的文化的相互関

係はますます深 まり後戻 りはできないが､それぞれの国民の生活を守る上で国民国家

の役割は重要であ り､その存在意義はむしろ大 きくなる､また､グローバ リゼーショ

ンは強者の論理が支配する世界であ り､警戒する必要がある､と主張する｡ 仮に前者

の見解を ｢グローバ リゼーション派｣と呼び､後者の見解を ｢ナショナリス ト派｣ と

呼んでお く｡

両派の関係の推移を極めてジャーナリスティックに表現すれば次のようになる｡ 即

ち､国際的取引が活発化 し国際競争が激化する状況の下では､｢ナショナリス ト派｣

の主張する福祉の推持 ･拡大は税 ･社会保障負担の増大をもたらし､コス ト高によっ

て国際競争力を低下 させ､そのことが逆に国民の福祉の後退-つながると批判 して｢グ

ローバ リゼーション派｣が出現する｡ そ して､｢グローバ リゼーション派｣が圧倒的

な勢いで世論 をリー ドし､政界 ･経済界および政策担当者の間で主流派を形成するこ
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とになる｡ しか し､いわゆる ｢市場の暴走｣が ｢人々の生活の安定｣と ｢平等な社会｣

という概念 を破壊 して行 く姿を目の当た りにして ｢ナショナリス ト派｣の反撃が始ま

り､｢グローバ リゼーション派｣一辺倒ではな くなってきた､といったス トーリーを

描 くことができるであろう｡

ところで､私的領域における経済活動はグローバルに展開してゆくが､このような

動 きを ｢グローバ リゼーション｣と捉えるか ｢国際化｣ と捉えるかでは国内施策を構

築する際に大 きな差異が生ずる｡

歴史的には､国民国家とその国民がまず最初に存在 した｡ そして､国民国家が出発1.

点 となって国と国との経済 ･文化の側面の交流が盛んにな り､国境の壁が低 くな り

｢ボーダーレス｣の世界､｢グローバ リゼーション｣へ と進んでゆ くと ｢グローバ リ

ゼーション派｣は考える｡ より重要なことは ｢グローバリゼーション｣という概念は､

それぞれの国の論理 とは別に単一の原理があ り､各国に対 してはこの原理に適合する

ことを求める構造 となっていることである｡ しか し､本当に国家の境界や国民の違い

は消滅するのであろうか｡

実際にはそれぞれの国家間の利害は完全に一致するとは限らず､それぞれの国家に

特有の諸制度を国際的に調整することが必要となる｡ この調整過程が国際化である｡

即ち､それぞれの国家 ･国民は自己の利害を主張 したり妥協 したりしながら協調体制

を組んでゆ くのである｡ 出発点はあ くまでも自国 ･自国民の立場であると考えるべ き

であろう｡

我々としては次のことを検証することが必要となる｡ 果たして世界に共通の単一の

原理が存在するのか､世界の各国や国民は単一の原理に照らして行動 しているのか､

という疑問である｡ それぞれの国と国民は歴史的文化的関連の中で経済活動を営み､

国内の関係者の利害を調整 し､国外 との関係をも調整 していると考えるのが自然であ

り､調整原理は市場経済の原理だけではない｡そのように考えるならば､現在の状況

を表現する用語 としては､｢グローバ リゼーション｣ではなく ｢国際化｣がふさわ し

いと考える｡

そして､今後は国際化がさらに進展すると考えるべ きであろう｡ 日本人が海外で労

働 し生活することや日本で労働 し生活する外国人が多 くなるであろう｡ 言語 ･文化 ･
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宗教 ･慣習などの違いを克服 しながら国際的な協調関係 と個々人の友好関係が構築さ

れ､まさに異文化交流による新たな文化創造の可能性が開けるであろう｡

(2)福祉をめぐる問題

法の下での ｢権利の平等｣は長い闘争の末に獲得された｡ 人々の生活面では､貧富

の格差を是正するための方策が考案され､貧困に陥った場合の救済策､貧困の予防策

などが工夫されてきた｡ そして､人々の健康 と生活の安定 ･向上を図る施策を充実さ

せてきた｡ とりわけ､冷戦構造の時代には､西側諸国は社会福祉施策を充実させた｡

ところが､そのことが ｢先進国病｣ と呼ばれるような経済不振の一因になった｡ 経済

成長率の低下､失業率の上昇､社会保障費の増大､国際競争力の喪失などの現象に悩

まされるに至ったのである｡

このような状況を背景として､経済の局面での市場原理主義 と政治の局面での保守

主義が結合 した ｢新 自由主義｣が登場する｡ この新自由主義は､従来の福祉政策を敵

視 し､機会の平等､自己責任制に基づいた自由な活動を支援 し､結果の不平等を容認

する方向を打ち出したのである｡ しか し､冷戟構造の崩壊や所得格差の拡大 という事

態に直面 して､人々は改めて国家の在 り方や福祉の在 り方を問う状況に至 り､公正 と

効率の適切なバランスを模索 し始めた｡

厚生経済学の領域ではこの問題についての長い研究史があ り､｢福祉｣の概念 につ

いての理論的深化がなされてきた｡ 功利主義的な個人的効用の社会的総和を福祉 とみ

なす考え方から脱皮 し､福祉の概念の中に競争のルールの設定､競争過程への参加の

確保 と公正な競争の確保､ルール違反の監視 ･摘発 ･制裁などが組み込まれるように

なった｡ さらに､競争メカニズムによって発生する失敗に対処する制度の設計や社会

的弱者へのセイフティーネットの設計､などが理論 レベルで検討されてきた｡ 現実の

問題 としては､競争メカニズムを基軸 とした私的領域 と社会的な意思決定に基づ く公

的領域 との間の線引 きをどう行い､社会的意思決定として主張 しうる根拠は何か､そ

れを実現する政策手段は何か､などの難問がある｡ 即ち､自己責任 を基本 とした私的

領域を拡大させると共に､公正を基本 とした公共的領域 といかに協力関係を築 くかと

いう難 しい課題に取 り組まざるをえないのである｡
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我々の将来展望 と関係させて簡潔に述べれば､来るべ き社会は､あらゆる者に ｢機

会｣が均等に与えられ､努力が正当に評価されるシステムを持ち､しかも ｢誰も排除

されない｣装置を具備 していることが望まれる｡

(3)将来人口規模に関する考え方

国の方向を決定する課題は何 も軍事や外交の局面に限られるわけではない｡｢この

国の形をどうするか｣を考えた場合､｢人口規模｣｢年齢構造｣｢人口分布｣などの人

口変動は極めて重要な要素の 1つである｡

戟後の日本では､｢人口｣に関 して国が何 らかの政策を打ち出す､ということを避

けてきた｡ 恐 らく､戟前の ｢人口政策｣が戟争遂行のための政策の一部を形成 し､過

剰人口の解決策として植民地の拡大を企図した政策が実施されたことへの反省がある

ものと思われる｡ 従って､戟後の家族規模の縮小過程や出生率の低下傾向に対 して､

国として何 らかの政策を打ち出すことはなかった｡

ところが､｢少子 ･高齢化｣に村する議論がなされるにつれて､｢人口政策｣その

ものの是非を含めた検討が開始されるようになった｡ 少子化が続けば ｢人口減少社会｣

になることが予測され､そのような社会の具体的イメージを模索 し､また人口減少社

会-の対策が検討され始めたのである｡

人口減少社会に関する議論には2つの問題がある｡ 1つは､人口予測に関する事柄

である｡ 多 くの議論は､暗黙のうちに日本の将来人口は減少するであろうということ

を前提 にしている｡ 確かに､『日本の将来推計人口』の中位推計では､2007年に総人

口はピークに達 し,それ以降は人口減少過程に入るとされている｡ 推計方法は､①基

準年次の男女年齢別人口を出発点とし､②男女年齢別生存率､男女年齢別国際人口移

動率､女子の年齢別出生率､出生性比を仮定 し､③ コーホー ト要因法により将来人口

を求める方法である｡

この推計結果がある意味で議論の出発点となっている｡ 各種の推計のなかで､これ

ほど信頼 されている推計 も珍 しい｡確かに､男女年齢別人口､男女年齢別生存率､女

子の年齢別出生率､出生性比などの推計値は確度が比較的高 く､この領域に人為的な

施策が強引に介入する余地があまりないので､推計値の狂いも少ないと考えられてい
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る｡ 従って､将来人口推計-信頼性が高 くなっているのであろう｡ つまり､将来の人

口規模 に関 しては､中国の一人っ子政策のような政策は別格であ り､国が政策的に介

入する余地がほとんどない､ と理解 されている｡

本当にそうなのであろうか｡先に推計の方法を述べたが,この推計方法を少 し注意

して検討すると,国家の意思によって変数のレンジを大幅に変更することが可能 とな

り∴極端に言えば推計人口を減少ではな く増加に転ずることさえ可能 となる｡ 具体的

な_変数 としては､男女年齢別国際人口移動率がこれに相当する｡ この変数は出入国管

理の方針 とリンクしているのであ り､出入国管理の方針が50年間も変化なしに推移す

ると考えること自体に無理がある｡ より直裁に表現すれば､外国人労働者を大量に受

け入れることを決定すれば､受け入れ規模等に応 じて人口推計値が変化 し､将来人口

の増加す ら考えられることになる｡ ただ し､本書の第 5章で触れる如 く､大量の外国

人労働者を導入することは現実的ではない｡

要するに､少子化がこのまま続けば人口減少社会になることは明らかであるが､何

らかの対策が講 じられることによって､推計 とは異なる人口構造になる可能性がある｡

将来の人口規模を減少させるのか､現状 を椎持するのか､あるいは人口拡大の途 を採

るのか､ということは国と国民の選択の問題であ り､まさに国の姿を決めることがで

きるのである｡

第 2の問題は､放置 しておけば人口減少社会がほぼ確実に訪れることになるであろ

うが､人口減少社会に関する議論が緊迫感を欠 くものが多いことが気になるところで

ある｡ あるいは､人口減少社会への理解があまりにも不足 している｡ たとえば､人口

減少社会になると本格的な ｢労働力不足｣時代 になるので､それに対 して今から対策

を講 じることが必要である､ といった議論がなされている｡ 人口減少社会は ｢大失業

時代｣の到来である可能性が極めて高いと考えられるにも拘わらず､上記のような議

論が横行 しているのが実情である｡ 従 って､人口減少社会に関する研究不足 とそれら

に基づいた人口減少社会への基本的理解が欠如 した議論 と言わざるを得ない｡人口減

少社会は日本社会が経験 したことのない社会であ り､さまざまな研究領域からの多角

的研究が望まれる｡ その成果に基づいて人口減少対策を講ずることが求められる｡
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2.人口減少社会と国際環境

(1)日本産業の実力

国際的取引は財の取引､サービスの取引､資本取引､直接投資- と拡大 し､それぞ

れの取引が格段に増大 してきた｡

一般的には､はじめに製品の輸出入が開始される｡ 輸出と輸入の差が貿易収支であ

り､輸出が輸入よりも多い場合に貿易黒字 となり､逆に輸入が輸出よりも多いと貿易

赤字 となる｡ 日本は多 くの国との間で貿易黒字を計上するようになり､相手国は対 日

貿易赤字に悩まされることとなった｡ 対 日赤字を累積 した国は､日本製品の輸入を制

限するために ｢関税障壁｣を設定する｡ この障壁を乗越えるために､日本企業は現地

へ生産拠点を移転させることになる｡

他方､相手国では､貿易赤字を解消する方策の一環 として､輸入製品を国内で生産

することを企図し､海外からの資本を導入する政策を採用する場合がある｡ また､海

外へ製品を輸出して外貨獲得 をめざす場合 もあ り､この場合 も外資を導入することに

なる｡ こうして､貿易赤字の国と黒字の国の利害が一致 し､現実には日本企業が海外

に生産拠点を展開することになるが､日本国内にはい くつかの要因があ り､海外進出

が促進 されることになる｡ 最大の要因は国内労働 コス トの高騰であ り､国内の事業所

を海外に移転させた方が得策 となる｡ また､生産技術のME化の進展により海外に設

置 された機械によって由内とほぼ同様な品質を確保で きるようにな り､そのことを

バ ックアップするインフラ整備が進展 したこと､などが生産の海外化を後押 ししたと

考えられる｡

か くして､海外において安価で良質の製品が生産されるようになり､それらを日本

が輸入する､という時代に今現在はなっている｡

日本企業が海外に生産拠点を移転することは､雇用の場が海外に流出することを意

味する｡ 一般には､海外へ移転 させる生産分野は ｢成熟製品｣の分野であ り､国内に

は ｢研究開発｣分野や ｢デザイン｣分野､さらに ｢試作｣分野などが残 り､｢高級品｣

の生産が行われる､と指摘 されてきた｡ しかし､いまや国内には ｢本社機能｣のみを

残 し､生産機能はすべて海外に配置 している企業が出現 している｡ こうなると､日本
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人の雇用は ｢本社要員｣と若干の ｢海外駐在員｣のみとなり､その企業の経営にとっ

て必要な安貞のほとんどは現地で雇用 された労働者ということになる｡

このような動 きがどこまで拡散 し深化するかは明確ではないが､｢産業空洞化｣は

着実に進行 している｡ この問題は､日本国内において深刻な雇用問題 となる｡ 検討す

べ きことは､生産活動の国際分業がますます進展する中で､どのような業種や職種を

日本が分担するのか､という点であ り､それを踏まえた対策である｡ たとえば､基盤

的な技能の継承や先端技術の滴養､非貿易分野での雇用拡大などが重要な課題 となる

であろう｡

(2)貿易構造の変化

これまで日本の貿易構造を単純化すれば､海外から原材料を調達 し､それらを加工

して製品を輸出する､というパターンであった｡ そ して､日本製品が競争上優位であっ

たために､大幅な貿易黒字を累積 し､各国との間で貿易摩擦を起こしてきた｡

しかし､最近この貿易構造に若干変化が見 られるようになった｡ 世界の貿易に占め

る日本の比率が縮小 している｡ また､日本の対世界比較優位の程度が低下 して′いるの

である｡ この点を対束アジアとの関係でみると､約10年間に｢事務用機器｣｢コンピュー

タ等部品｣｢自動車部品｣などの輸入額が増加 し､いわゆる ｢資本財｣の輸入が急速

に伸びている｡ このことは国内の資本財生産分野の縮小に連動 して くる｡ さらに､｢製

品輸入｣ も拡大 している｡ ｢ものづ くり｣の観点からは深刻な事態が進行 していると

言わざるをえない｡

このような変化が続 くと､日本はこれまでに累積 した貿易黒字をこれから食いつぶ

して行 くことになる｡ 技術水準､労働力の質と量､労働 コス トなどの点で果た して今

後競争上の優位性を確保できるのか､重大な問題に直面 していることになる｡

日本は資源の乏 しい国であ り､エネルギーや食程を大量に輸入 している｡エネルギー

や食程を輸入する原資の確保手段 としては､貿易収支､サービス収支､および金融取

引などの所得収支において黒字を出す ことである｡ これまでの日本は､貿易収支の黒

字によってエネルギーや食糧を確保 していたと言える｡ 日本の貿易収支が不振 となる

状態が恒常化するならば､サービス収支や所得収支に貿易収支の代役を果た してもら

53



わなければならなくなる｡ しか し､本当に貿易収支の役割を代行できるのであろうか｡

食糧やエネルギーを購入する資金不足 となる可能性す らあ り得る｡ そうなると､経済

レベル全体 を低下させざるを得な くなる｡

もう1つ重要な検討課題がある｡ それは､将来の問題 として､アジアでの地域統合

にどう対処するのか､という問題である｡ 問題の核心は､日本 ･アメリカ ･中国の 3

国がどのような経済関係 ･外交関係を構築 してゆ くのか､という点であろう｡ 新興工

業国家 としての中国､多様性 を包含 しながらエネルギッシュに進むアメリカ､人口減

少の日本､ と対比 させ､また､国際政治の分野で中国もアメリカも覇権国家 として行

動することを勘案すると､日本は難 しい立場に立たされ､日本の自由度の幅が狭 まっ

ていることを自覚する必要がある｡

やはり､産業 ･技術 ･科学の側面で優位 を保つ方向を模索することが求められる｡

｢モノづ くり｣の分野での優位性を確保 し､さらに､情報技術の開発やその活用 ･製

品化の領域において､国際競争に太刀打ちできるような人材育成システムを構築する

ことが肝要となる｡

(3)海外への資金の流出と海外からの対日投資

国際経済環境の変化を問題にするときに､財 ･サービスの貿易に関すること､直接

投資に関することでは実は話が完結 しない｡不確実性が一層大 きくなるのであるが､

国際金融の領域で日本の国益 を守ることがで きるのか､という大 きな問題がある｡ こ

の間題を解明する専門的知識を筆者は持ち合わせていない｡ ただ､一般的に言われて

いることの中に大 きな問題があることを指摘 しておきたい｡即ち､日本の金融資産の

多 くは海外､とりわけアメリカの資本市場で運用 され､日本の国内の資本形成に結び

ついていないことが大 きな問題なのである｡ 勿論､内外金利差がある限 り､また魅力

的な投資先が国内にないことが資金の海外流出となるのであるが､これからの少子化

･人口減少社会に備えたス トックを形成するために日本の金融資産が活用 されるよう

な仕組みを設定することが緊急の課題であろう｡

他方､海外の資本が日本企業を合併 ･買収する事例が増えている｡ 一方では､外資

系企業の経営手法によって日本企業の経営体質を変革する側面があるが､他方では､
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外資系企業が日本企業を買い叩 き､日本経済の核心部門を掌握することがあ り得る｡

｢企業は株主のもの｣というコーポレー トガバナンスの思想や手法の外資系企業が 日

本企業を買収 ･合併 したときに､企業 を支える従業員の処遇､雇用形態､雇用の維持

等がどのように処理 されるのか､などの厄介な問題が背後に控 えている｡

最終的には個々人の選択の問題 となるのであるが､いかなるシステムの下で勤労者

の能力が最大限発揮 されるのか､その能力 を発揮 させるためのシステムを推持するこ

とのコス トがペイするのか､という判断に基づいてコーポレー トガバナンスの方式が

選択 されるであろう｡ 差 し当た り､株主支配型ない し金融資本支配型のコーポレー ト

ガバナンス方式によって経営 と雇用の安定性や持続性が保てるのか､という視点から

検討 し､基本的にはステークホルダー型のコーポレー トガバナンス方式のメリットを

引き出す方向を追求することが求められる｡

3.人口減少社会と国内経済環境

(1)将来人口と国民負担

日本の人口高齢化に関 して､ しばしば次のようなことが指摘 されてきた｡ 即ち､人

口ピラミッドは戦前には富士山型であったが､現在では釣鐘型へ と推移 し､さらに将

来はツボ型へ と変化するであろう､ と｡ この変化を生産年齢人口 (15歳-64歳)何人

で老年人口 (65歳以上)を支えるのか という数値 に換算すると､現在は働 き手4.8人

で老人 1人を扶養する状態であるが､2020年代 には2.2人で 1人を扶養､さらに2050

年には1.7人で 1人を扶養 しなければならな くなる､ という ｢恐怖｣を募 らせる数値

となる｡

この問題 を親の世代 と子 どもの世代 との間の所得移転 という観点か ら整理 して見

る｡ 農業が支配的な社会では､子 どもの世代は親の世代へ と所得 を移転 させていた｡

幼いときは親の仕事 を手伝い､成人 してからは親の扶養を個別に行 っていた｡ ところ

が､工業化社会と都市化社会においては､親の世代から子 どもの世代- と所得が移転

される｡ 子 どもが親の仕事を手伝 うことはな くなり､子 どもには親が負担する多大の

教育費がかか り､子 どもは成人 しても親の世代 を個別には扶養せず､親の世代は自己
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の蓄えを老後に費消 し､さらに､親は子 どもに資産を残すことを心がける｡ こうして､

世代間の所得移転が前の時代 とは逆に流れることになる｡ さらに､人口高齢化が進み

人口減少社会になると､子 どもの世代が成人するまでは親から子- と所得が移転され

るが､親が老齢化 した時点では､子 どもの世代から制度的に所得の移転がなされるよ

うになるであろう｡

このように予測 される所得移転､あるいは負担の流れに対 して､さまざまな議論が

提起 されている｡ 議論のポイントは､｢親の世代｣が高齢に達 した時の ｢扶養コス ト｣

を親の世代 と子 どもの世代がどう分担 し合い､そのために2つの世代はどう対処すれ

ばよいのか､ということである｡

家族のあ り方や社会生活の営み方によって､老人が要扶養状態に至る経路は変化す

る｡ また､時代 と共に扶養に関する考え方､形態､費用なども変化する｡ しかし､国

民の負担が増大することは確実である｡

そのことを前提 として､将来の人口減少社会における家計の経済行動を予測 して見

る｡ あ くまでも将来予測であるが､現役世代は貯蓄に励むが､層の厚い高齢世代は貯

蓄を取 り崩すため､全体 としての貯蓄率は低下することが想定される｡ 勿論､高齢世

代 にどのような勤労の機会が与えられるかによって高齢世代の貯蓄が低下するとは限

らないが､一定の年齢を超えると ｢取 り崩 し｣が不可避 となる｡

問題は､貯蓄率の低下が投資活動の原資を縮小 させる可能性を高めることである｡

投資の縮小は経済活動のレベルを低下させ､勤労者所得を低下させることにつながる

可能性が高 くなる｡ このことは消費 レベルを低下させるであろう｡

消費の予測は不確実性が大 きく､人口に関する予測 と比較 して信頼性が格段に劣る

のであるが､人口減少社会では世帯数が減少 し､住宅需要や耐久消費財への需要が縮

小すると考えられる｡ 他方､高齢者の生活を支援するサービス部門の消費は伸長する

であろう｡ しかし､全体 としては､消費 レベルは低下することが予想 される｡ このこ

とに先の勤労者所得の低下が重な･ると､企業の投資意欲 を減退させることになるであ

ろう｡ か くして､縮小再生産のループに陥る､というシナリオを措 くことになる｡
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(2)情報化社会の投資

産業構造はサービス経済化 ･情報化- と進展する｡ バブル経済は大規模な投資 に

よって過剰な生産能力を残 し､海外への生産拠点の移転を推 し進めた｡ さらに､規制

緩和の大波によって激 しい価格競争が行われ､企業はコス ト圧縮のために､組織のス

リム化 ･アウ トソーシング ･非正規雇用の拡大を図る′ようになる｡

情報化の進展は情報 ･通信系統の投資を呼び起こすのであるが､この分野は国際競

争が激 しく､国際的に企業の合併 ･買収が行われ､不確実性が一層高まることが情報

化関連の投資にブレーキをかけることにもなりかねない｡

さらに､サービス経済化は全体 としては投資よりもマンパワーの投入によって牽引

される性格を有 している｡ 特に高齢化 との関連で需要が拡大すると見込まれる介護分

野では労働生産性の向上がそもそも期待できない｡ しかし､福祉サービスの需要規模

自体が拡大すれば合理化投資を促 し､･技術革新を産むことになる可能性 もある｡

問題 となることは､投資規模の縮小､労働生産性の低下､技術革新のテンポの遅れ､

という連関を断ち切 り､投資のレベルを向上させる仕掛けをどう作るか､ということ

である｡

(3)労働力需要の展望

一昔前は､安定的雇用と技能形成を中核 とした日本の雇用システムは世界的に高い

評価を得ていた｡ 既存の技術の高度化 ･精微化や複合技術の活用に基づいた製品の開

発 ･品質 ･機能充実などの局面での競争には､日本的雇用システムが市場の変化に即

応でき､圧倒的な競争力を獲得することになったのである｡

ところが､経済活動が地球規模で展開し､発展途上国が工業化を達成するようにな

ると､生産拠点の配置や部品の調達先が世界的規模で行われるようになる｡ また､情

報関連技術が飛躍的に進歩することにより､産業の再編が促進され､企業の情報の収

集 ･伝達 ･処理 ･加工 ･分析能力などが高まることによって生産性が向上 し､業務の

遂行形態をも変更することにつながる｡ こうして､世界的規模で価格競争が展開され

ることになる｡

このような環境変化に現在の不況が重なることによって､日本的雇用システムが高
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コス ト構造 となっていることが顕在化することとなった｡ 労務管理の側面からコス ト

削減を企図するならば､従来の雇用調整の方法を踏襲 しつつも､最終局面ではターゲッ

トを中高年の管理者の削減 ということに絞ることとなる｡ こうして､コス ト削減は正

規雇用を圧縮する方向をとり､アウ トソーシングの比重を高めることになる｡

他方､情報化 ･サービス経済化の進展は､労働需要を生み出す｡ サービス関連業種

の労働需要は､その雇用形態が臨時 ･パー ト･派遣等の非正規労働 を主力 とするよう

になる｡ 情報化の進展は情報関連産業の生産規模を拡大すると共に新たな雇用を創造

する｡ しか し､この分野はまさに世界的に競争の激 しい分野であ り､これまでの方式

である自社の従業員の内部養成では賄い切れない状況を呈 し､労働力の調達は国際的

に行われるようになる｡

このような動向を全体 として評価するならば､失業率や有効求人倍率の変化に現れ

ているように､全体 としては労働需要の縮小､非正規雇用の比率の増大､という傾向

となる｡

産業を新規産業 ･成長産業 ･衰退産業に区分 した場合､それぞれの産業ごとに投資

と労働力投入が拡大基調なのか縮小基調なのかが判明する｡ 全体 としていかに労働需

要を生み出すのか､いかに需要にマッチ した質 ･量の労働力を配分するのか､という

ことが人口減少社会の重大な課題 となる｡

(4)人口減少社会における雇用問題の展望

雇用問題は多岐にわたる問題 を含んでお り､以下の論述は､極めて概略的なしかも

非網羅的かつ窓意的な論点の指摘 となっていることを予めお断 りしておきたい｡

第 1は､これまでの論述で しばしば指摘 したことであるが､今後の雇用問題の根源

は､いかに日本全体の投資活動 を活発化させ､労働需要を引き出すか､という問題で

ある｡ この問題は国内の財政 ･金融政策で片付 く問題ではなく､内外の金利差をどう

するのかという極めて悩ましい問題があり､国際政治 とリンクしている｡

第2は､国内産業の労働力需要を雇用の質 ･量の観点からマ トリックスに分類 し､

それぞれの類型に求められる施策を整理することである｡ 一方の極に ｢増加｣が期待

される ｢良質の労働｣があ り､他方の極に現実に ｢劣悪な労働｣が増加 していると考
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え､雇用戟略としては前者の ｢労働需要｣を拡大 させ､後者の ｢労働需要｣が縮小す

る方向をめざすことになるであろう｡

第3は､成熟製品の海外移転等の国際分業を進めると共に､国際的な価格競争のルー

プから離れた領域で ｢得意 とする産業分野｣を絶えず確保することである｡ つまり､

価格ではないもので競争できる産業分野 とそのような産業を構成する企業がなければ

ならない｡この間題は､日本の教育システム､技術開発体制､技能の継承､さらには

国民の勤労意識や雇用システムと関連 して くる｡

第4は､雇用需要は多様化することが予想 され､それに対応 した多様な形態での就

労が求められることになるが､その際に公正な労働基準 をどう設定 し､仮に設定 され

たとしてもそれをどう維持 し改善 してゆ くのか､という問題である｡ 企業はコス トの

観点から国内での非正規雇用の増大､海外での低賃金労働者活用を図るであろうが､

内外の労働者の生活 と権利を守る取 り組みが重要となる｡

第5は､男女別 ･年齢別に見た場合､取 り組むべ き雇用問題は異なってお り､それ

ぞれ解決を求めているのであるが､若年者の雇用 ･失業問題への取 り組みは､個人の

職業人生の観点､技術 ･技能の継承 ･開発の観点､労働生産性の観点などからも､重

要な課題 となる｡

第6は､労働が行われ財 ･サービスが生産される場 としての ｢地域｣の問題である｡

人々は一定範囲に地域で労働 し生活 している｡ 産業にもよるが､一般には､ある程度

の産業連関がないと生産活動は難 しく､また生産性をあげることができない｡他方､

過度の集積は必ず しも望ましくない｡地域において人々が能力を充分に発揮できるよ

うな産業 ･職業の分布 と規模 を突 き止め､誘導することが求められる｡

最後に､人々が労働によって生活を確保 し､労働能力を高め､成長すること､そし

て､家庭 ･職場 ･地域のバランスがとれるようなシステムを構築することが重要 とな

る｡

以上のように今後取 り組むべ き課題は山積 している｡ 多 くの叡智を結集 して､これ

までに経験 したことのない人口減少社会に立ち向かうことが肝要である｡
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1.個人と企業の関係はどのように変化しているか

日本経済を取 り巻 く環境の変化に対応 して､わが国の労働市場は大 きく変わ りつつ

ある｡ 経済成長率の低下や企業間競争の激化､国際化の進展､急激な技術進歩 と産業

構造の変化 ･企業組織の再編､少子高齢化の進展 と､日本企業を取 り巻 く環境は大 き

く変わってきた｡ そ して企業は環境変化に対応 して､これまでの雇用慣行の見直 しを

急いでいる｡

社員の処遇において業績主義が強化 され､能力開発において自己啓発 を重視する動

きが見受けられる｡ 一部の企業では社員に対する雇用保障を緩和する動 きが生 じてい

る一方､採用においては正社員を減 らし､非正規社員を増やそうとする傾向が見受け

られる｡ こうした変化には､景気の後退による一過性の動 きと見 られるものもあるが､

その多 くは日本経済の構造的変化に対応 した趨勢的な動 きと考えたほうがよいように

思える｡ 処遇や能力開発､雇用保障や所得の安定における労働者の自己責任の追及は､

今後､強化 されることはあっても､弱 まることはなかろう｡ こうした変化に呼応する

ように､近年､若者や女性､中高齢者など労働者の意識や行動にも変化が見 られるよ

うになってきた｡

従来､わが国の雇用慣行では､労使が一体 となって企業の競争力を高め､企業の成

長を達成 し､これによる利益 を労使で分け合うことによって共存共栄を図るといった

関係が基本に置かれてきた｡ しか し労働者の自己責任に対する追及が強化 されること

によって､いま､個人 と企業の関係に大 きな変化が起 こっている｡ こうした変化によっ

て生 じる問題に､行政はどのように対策を講 じてい くべ きなのか｡資金や財の移動に

比べ､労働の移動は能力転換に見 られるように長い時間と多額の費用を要するという

労働サービスの特性を考えた場合､政府はいかにして個人や企業をサポー トし､労働

市場を正常に機能させるための土俵を整備 し､これによるメリットを引 き出すことが

できるのか｡経済の構造改革､公共事業の見直 し､不良債権処理や産業の再生が急が
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れているだけに､国民にとって､もっとも身近な存在である雇用問題に対 し､行政は

いかなる役割を果たすべ きかが問われる｡

本章では､次節でまず､わが国のこれまでの雇用政策の特徴がどこにあ り､それが

今 どのように変化 しつつあるのかについて検討する｡ そ して第 3節では､わが国にお

ける今後の雇用政策のあ り方を考える際に参考になるであろう､諸外国における雇用

政策に対する評価について展望する｡そこでは雇用保障に関する法的規制や職業紹介､

失業保険 ･雇用保険､能力開発支援などの雇用政策が失業率に与える効果について､

どのような評価が与えられているか､既存研究の分析結果を紹介する｡ さらに章を改

め､第 3章では新たな個人 と企業の関係のもと､企業価値 と個人価値の融合を図 り､

経済のダイナミズムと個人の豊かさを実現するためには､どのような雇用政策が求め

られるのか､そして時代の流れに逆行することなく､むしろ時代 を先取 りする雇用政

策 とはいかにあるべ きなのか､日本の現状 と欧米の経験 を踏まえながら､私見につい

て述べることにしたい｡

2.日本の雇用政策の特徴はどこにあり､どのように推移してきたか

(1) ｢完全雇用｣の意味はどのように変わってきたか

1930年代の世界恐慌 を契機に､国民が必要とする雇用機会を確保することは､現代

の福祉国家にとって基本的責務であるとの認識が社会一般 に広がった｡以来､各国政

府は ｢完全雇用｣の達成を雇用政策の中心課題に据え､種々の対策を講 じてきたが､

その ｢完全雇用｣の意味する内容は､国によっても､また時代 によっても異なってい

た｡

たとえばわが国における戦後の政府の報告書をみると､1960年代初頭までの ｢完全

雇用｣は雇用の場の確保 を意味 してお り､顕在的失業者をな くすことを政策目標に掲

げるものが多かった｡ そこでは量的な雇用機会の確保が強調 されていた｡ しか し60年

代半ばにな り失業率が1%台の低水準で落ち着 きを見せるようになると､完全雇用の達

成を第1の政策目標 として掲げることに変化はないが､その内容は量的側面から質的

な側面に比重を移 していった (遠藤 (1978)､高梨 (1993)､樋口 (1995a)､斎藤 (1997))｡
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そこでは顕在的失業者対策から潜在的不完全雇用の解消に向けた政策の重要性が強調

されるようになった｡

さらに80年代後半になると､｢個人の意欲 と能力を十分に発揮できる社会の構築｣

が完全雇用達成の政策目標 として掲げられるようになってきた (菅野他 (1999)､労

働省職業安定局 (1995､97))｡もともと完全雇用の達成には､貧困の解消 と労働資

源の有効活用､さらには個人の就業希望の実現 という目標が込められているが､変化

の過程を眺めると､わが国で も経済が発展するにつれ､徐々に後者の目標が強 く意識

されるようになってきたといえる｡

政府の講 じる具体的対策 も､目標の変遷 とともに大 きな展開を見せた｡具体的には

後で詳 しく検討するように､失業者の事後的所得保障を中心 とした対策から､企業の

雇用推持や労働者の能力開発 を支援することによって失業を未然に防止する積極的労

働市場対策に政策のウエイ トは移っていった｡

はたして､そうした変遷の過程で､わが国の雇用政策はほかの国に比べて､どのよ

うな特徴を持っていたのだろうか｡そ してそれはいまどのように変わりつつあるのか｡

政府の報告書や統計資料を使 って､.わが国の雇用政策の特徴 とその変遷の実態を明ら

かにしたい6

(2)わが国の雇用政策法はどのように変遷 してきたのか

戦後の雇用政策は社会の民主化に向けた労働法の整備 に始 まったといってよい｡職

業安定法 (1947)､失業保険法 (1947)､緊急失業村策法 (1949)の職業安定3法が制

定 され､続いて職業訓練法 (1958)､最低賃金法 (1959)が法制化 された｡ また駐留

軍関係離職者臨時措置法 (1958)､炭鉱離職者臨時措置法 (1959)が施行 されたが､

この二つの法律は特定分野から大量に発生 した失業者を円滑な労働移動で吸収解消 し

ようとした点で､その後の企業の雇用責任で雇用安定を図ろうとしたわが国の多 くの

対策 とは異質であったといってよかろう｡当時の雇用対策は顕在化 した失業者をどの

ように減 らしそい くかが強調 されたが､潜在的不完全雇用の解消 も徐々に意識 される

ようになった時代であったともいえよう｡

その後､60年代に入 り､雇用促進事業団法 (1961)などに見 られるように受動的所
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得保障政策中心の対策から積極的労働市場対策への転換の萌芽が見 られるようになっ

た｡ そ してそれが体系的に宣言 されたのは雇用対策法 (1966)の制定であった｡そ し

て第 1次石油危機による雇用不安の高まりをきっかけに､失業保険給付 による事後的

所得保障に加え､雇用構造改善事業､労働者能力開発事業､労働者福祉増進事業の 3

事業が盛 り込 まれた 丁雇用保険法｣(1974)の立法化により､積極的対策は財源の面

でも後ろ盾 を得ることになった｡

この時代 は､日本経済が高度成長に別れを告げ､戟後はじめてマイナス成長を経験

した時代で もあ り､整理解雇が相次いで発生するなか､裁判所では判例 において､い

わゆる解雇権濫用法理の4要件が確立 した時代で もある｡ もちろん以前から､その下地

はあったわけだが､第1次石油ショック後のこの時期は､雇用政策においても､また

司法においても､円滑な労働移動の促進によって雇用不安を解消するというよりも､

各企業の雇用推持責任により社会全体の雇用の安定を図ろうとの､その後の方向性が

定まった時期でもあった｡ そ して企業に雇用保障を求める一方､企業内における柔軟

性､すなわち配置転換や残業､さらには就業規則等の変更に関 して､経営者の大 きな

裁量権を認める判決が下 された｡ また雇用政策においても一時休業に加え､教育訓練､

出向の実施 に伴 う費用の一部助成が認められ (1977)､さらに事業転換等雇用調整事

莱 (1977)､雇用調整助成金 (1981)が制度化 され､企業の雇用椎持 を行政が支援す

る態勢が整えられた｡

職業訓練法 (1978)が改正 され､職業能力開発促進法 (1985)が制定 されることに

より､積極的労働市場政策が強化 された｡ その一方､企業が雇用雑持 を果たせないと

きのショックを緩和するための受け皿作 りとして､特定不況業種離職者臨時措置法 (1

977)､特定不況地域離職者臨時措置法 (1978)､地域雇用開発等促進法 (1987)が制

定 され､雇用政策においても､不況地域において政府みずから雇用を積極的に創出 し

ていこうとする対策が講 じられるようになった｡

さらに80年代後半に入ってからの雇用政策法は､いろいろな考え方を持 った労働者

が多様 な雇用形態で働ける就業環境 を整備 してい くことに焦点が当てられるように

なった｡それまでの雇用政策は､どちらか といえば家計の中心的稼得者である壮年男

性を暗黙のうちに想定 した対策が多かったが､時代の変遷 とともに､性や年齢､障害
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に関係なしに働ける環境を整えてい くことが新たなテーマ となった｡ その結果､それ

まではやや もすると軽視されがちであった差別問題や格差問題の解消に重点が置かれ

るようにな り､男女雇用機会均等法 (1986)お よびその改正 (1999)､高年齢者雇用

安定法の改正 (1986)､障害者雇用促進法の改正 (1986)が相次いで成立 し､さらに

育児休業法 (1991)､介護休業法 (1992)､時短促進法 (1992)が施行 され､過程 と

仕事 との調和を図 り､だれもが働 きやすい環境 を作ることが目指 されるようになった｡

さらに2001年には､高齢者の能力発揮の場 を確保するために､努力義務ながら採用 ･

募集における年齢差別禁止が施行 されることになった｡

雇用形態の多様化 をめ ぐっても､種々の対策が講 じられるようになった｡それまで

は ｢非正規従業員｣ という言葉に強調 されるように､パー トタイマーは不完全就業者

であ り､解消されるべ き対象であると見なされてきたが､80年代に入ってからは各個

人が意欲 と能力を発揮できるようにするためには､画一的な働 き方ではなく､いろい

ろな就業形態があって然るべ きだとの考えに少 しずつ改められようになった｡ そ して

これらの雇用形態を認知 したT上で､むしろ対策 としては雇用条件の改善や格差是正に

切 り替えられる様になった｡ こうした経緯を受け､パーーhタイム労働者法 (1992)が

法制化 されるとともに､短時間雇用保険 (1989)が創設 され､これらの労働者は保護

されるべ き対象であるとの考えが強まった｡ この間､一労働者派遣法 (1991)も制定 さ

れた｡ その後､民間職業紹介で扱える職種 もネガティブ ･リス ト化により､例外 を除

いて､すべて認められるようになり､さらに派遣法で も適用職種の大幅拡大が図られ

た (高梨 (1999))｡′そ して､個々の企業における雇用保障 とともに､企業 を移 らざ

るをえなくなっても､雇用不安が高まらないような対策が必要だとの認識が強まって

いった (諏訪 (1995)､菅野 (1996)､菅野他 (1999)､大竹 (2000))｡

(3)財政支出におけるわが国の雇用対策の特徴は何か

統計資料に基づ き､予算におけるわが国の雇用政策の特徴 を探ったら､どのような

ことがいえるであろうか｡公共事業費 も含め､まず景気対策､失業者対策の観点から

検討 してみよう｡

図 2- 1は日米英仏独 5カ国における国内総生産に占める公共事業費割合を示 して
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いる｡ ここでは公共事業費 として各国の 『国民経済計算』における一般政府の総固定

資本形成をとっているから､中央政府､地方政府､合計の公共事業費の経済全体に占

める支出割合を示 していると考えてよい｡

図 2- 1 先進国におけるGDPに占める公共事業費割合の推移

1970 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98(年)

出所:日本 ;『国民経済計算年報』(年度ベース)
諸外国 :OECDNationalAccounts2000

注:ドイツの数字は1990年以前は旧西ドイツ
公共事業費は一般政府ベースの総固定資本形成を示す｡

これをみると､日本の公共事業費割合は他の国に比べ一貫 して高 く､ しかも景気の

動向に応 じて大 きく変動 していることがわかる｡ これに比べアメリカではこの比率は

低 く､ しか もほとんど変動 していない｡イギリスや ドイツ､フランスでも70年代中ご

ろまでは公共事業費が高い割合を占めていたが､その後､大幅に削減され､80年代以

降 も高い水準 にあるわが国との差が開 くことになった｡ この図を見るかぎり､日本に

おける景気対策､あるいはその延長線上にある完全雇用対策は他の国に比べ､これま

でも､また現在 も公共事業に大 きく依存 して講 じられてきたということができよう｡

ほかの先進国では､財政支出によるマクロ政策では失業問題を解決するのには限界

があるとい う認識が広がった｡ これに対 し､わが国では､財政支出により仕事を創る

ことが必要であるとの考えが強 く､社会資本が未整備であるとの認識 も手伝って､公
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共投資が景気対策の中心 に据 えられて きた｡

これに対 し､狭い意味での雇用政策費は､各国でどのように推移 して きたのだろう

か｡ここでは政策運営費 も含め､公共職業紹介､教育訓練､若年対策､各種給与助成､

障害者対策､失業給付､早期退職促進対策における財政支出合計額 を雇用政策費 とし

て捉え､国内総生産に占める割合 を比較 してみる｡ 図 2-2がこれである｡

図 2-2 雇用政策費の対GDP割合 国際比較 (1997年)

ドイツ フランス イギリス アメリカ 日本
出所:OECD調べ

ドイツ､フランスではこの割合が もともと高 く､ しか も90年代 に入ってか らは､さ

らにその割合が引 き上げられるようになった｡ 直近の数字 に基づ き公共事業費 と雇用

政策費 を比較 してみると､ ドイツでは97年の公共事業費割合が2.0%であったのに対

し､雇用政策費割合は3.8%であるか ら､約 2倍の予算が雇用政策費 に充て られてい

ることになる｡ フランスにして も97年の公共事業費割合が2.8%であるのに比べ､雇

用政策費割合は3.2%と高い｡イギ リス も80年代 中ごろまではGDPの 3%近 く′を雇

用政策費に充てていたが､90年代 になってか らは失業率の低下を反映 して減額 され､

97年には1.2%まで低下 した｡ 独仏両国に比べ､アメリカの雇用政策費の割合は低い｡
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公共事業費割合 も97年に1.9%と低かったが､雇用政策費 も0.4%と低い水準 になって

いる｡

諸外国に比べ､日本の雇用政策費はどのような水準 にあるのだろうか｡失業率が上

昇するようになった98年においても､公共事業費の6.2%に対 し､雇用政策費は10分

の 1以下の0.6%の水準 に抑えられている｡ それだけ他の国に比べ､わが国では公共

事業費割合が高い反面､雇用政策費は低 く抑えられてきたということがいえよう｡

雇用政策費は失業給付のように景気変動に合わせ変化せざるを得ない､政府にとっ

ては受け身の部分 と､政府が政策 として積極的に変更できる部分 とに分けられる｡ 雇

用政策費の中身を見るため､各国における雇用政策費の内訳 を示 したのが表 2- 1で

ある｡ この表 をみると､各国の雇用政策の特徴がよく表れている｡

表 2- 1 先進諸国におけるGDPに占める項目別雇用政策支出割合 (%)

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス
1990-91 98-99 1990-91 98-99 1990-91- 97-98 1990 1999 1990 1998

①公共職業紹介 0.03 0.03 0.07 0.06 0.18 0.16 0.22 0.23 0.12 0.16
②教育訓練 0.03 0.03 0.08 0.04 0.21 0.07 0.38 0.35 0.33 0.31
③若年対策 0.03 0.03 0.17 0.12 0.04 0.08 0.20 0.32
④給与助成 0.07 0.02 0.01 0.01 0.02 0.17 0.40 0.09 0.46
⑤障害者対策 0.04 0.04 0.02 0.02 0.23 0.25 0.06 0.09
⑥失業給付 0.22 0.52 0.47 0.25 0.94 0.82 1.09 2.1.1 1.29 1.48
⑦早期退職 0.02 0.01 0.55 0.32

積極的雇用対策(①寸②+③+④+⑤) 0.13 0.08 0.23 0.18 0.60 0.37 1.04 1.31 0.80 1.34

受動的雇用対策(⑥+⑦) 0.22 0.52 0.47 0.25 0.94 0.82 1.11 2.12 1.84 1.80

出所:OECD調べ

ドイツ､フランスでは高い失業率を反映 して､失業給付が高い比率を占めている｡

また若年失業を解消するために多額の費用が使われているといった特徴 も見受けられ

る｡ さらにこれまで も指摘 してきたように､若者に雇用機会を譲るべ く､高齢者の労

働市場か らの引退を促進するための失業保険給付や年金給付が政府予算 として支出さ

れてきた｡ こうした政策に反応 して､ ドイツでは55-59歳男子の労働力率は1970年の

89.5%から95年の72.6%に低下 し､60-64歳では同期間74.9%から28.6%へ低下 した｡

またフランスにおいても55-59歳の男子労働力率はこの期間に82.9%から66.1%に下

が り､60-64歳では68.0%から17.0%に大 きく低下 した｡ 最近では高齢者の早期退職68
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を促進 しようという政策を見直 し､アクティブ ･エ∵ジングを推 し進めようとする動

きが見 られるようになったが､これまでの政策の影響を受け､現在 も高齢者の雇用対

策に対 し多額の政府支出が行なわれている′｡

さらに独仏では､失業対策には職業紹介や教育訓練､雇い入れ支援や雇用維持支援

のための給与助成 といった積極的雇用対策が不可欠であるとの認識がもたれるように

なり､こうした対策にも多額の政府予算が投 じられるようになった結果､全体の雇用

政策費は公共事業費を上回るようになった｡ 独仏は､ある意味では､失業の先進国で

ある｡ これらの国では､各種の雇用対策が実施 され､それらに村する政策評価の結果

を受け､政府支出においても変更が加えられている｡ 次の節でも､その評価について

考察するが､ヨーロッパ諸国における経験は､わが国の雇 用対策を考える場合､教訓

として参考にすべ き多 くのことを示唆 している｡

これに対 しアメリカでは､失業保険料は労働者によっては負担 されておらず､使用

者のみの負担 となっていることもあり､失業 したときも企業都合による失業者に対 し

てだけ失業給付は行なわれ､自発的離職者に村 しては給付 されない｡90年代中ごろ8.こ

なると､景気の好転 を受け､非自発的失業率が大 きく低下 したため､失業給付費は大

きく削減 された｡ また高齢者の早期退職促進策は､独仏 と違って､アメリカではもと

もと採 られてこなかったため､両者を合わせた受動的雇用対策費は大幅に削減される

ことになった｡ 他方､積極的労働市場政策費に関しては､ 日本に比べれば公共職業紹

介にしろ､教育訓練にしろ､多額の財政支出が行なわれてお り､この割合が相対的に

高いといえる｡

欧米諸国に比べ､わが国の雇用政策支出にはどのような特徴が見 られるのか｡近年

の急激な失業率上昇を受けて､失業給付額は急速に増大 しているが､それで もアメリ

カを除 く､いずれの国に比べても､いまだに低い比率にとどまっている｡その一方､

公共職業紹介に関連する費用､さらには教育訓練にともなう費用は､失業が高まった

現在 も､依然 として低い支出にとどまってお り､いずれをとっても5か国中最低め比

率になっている｡

わが国では､高齢者対策について､独仏 と違った対策が講 じられてきた｡ 日本でも

企業 レベルでは早期退職優遇制度を持つ ところは多いが､ しか し国の政策として高齢

69



者の引退を促進する対策は講 じられてこなかった｡ 企業の早期退職優遇制度の場合､

これを利用 したからといって､労働市場から引退することは義務づけられない｡事実､

早期退職優遇制度により企業を辞めた人で も､その多 くは他の企業に再就職 した り､

あるいは独立 して仕事を始めた りしている｡ その結果､社会全体における労働供給は

抑制 されたわけではない｡男子55-59歳の労働力率は農業就業者の減少があったにも●

かかわらず70年の91.2%から99年の94.7%に上昇する一万､60-64歳では81.5%から

74.1%に低下する程度ですんだ｡むしろ独仏 とは逆に､国は定年年齢を法律 により引

き上げ､あるいは高齢者の雇い入れ助成を行なうことによって､雇用機会の拡大を目

指 した需要拡大策を講 じてきた｡ この点は独仏 と日本の大 きな相違点となっている｡

こうした政策の違いは､表 2-1の数字にも表れている｡ わが国では早期退職を促

すための政府支出は行われていない反面､他の項目に比べて､雇用促進のための給与

助成が相対的に大 きな比率を占めている｡ アメリカやイギリスと比べても､多額の支

出がなされている唯一の項目は､企業の雇用推持や雇い入れ支援のための給与助成で

あ り､わが国では企業への給与助成を中心に雇用対策が講 じられてきたといえよう｡

図 2-3 三事業構成比の推移
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E3雇用安定等事業

口雇用福祉事業

a能力開発事業

1975年度 78 81 84 87 90 93 96 99

出所:旧労働省調べ

注:1988年度までの雇用安定等手業の金額は､旧雇用安定等事業と雇用改善事業の合計額を示す｡歳出額は決算ベースの金額｡
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わが国の最近の雇用政策の動向をさらに詳 しく検討するため､事業主負担に基づ く､

雇用保険 3事業の内訳比率 を示 したのが図 2-3である｡かつては3事業のうち､雇

用福祉事業がかな りの支出割合を占めていたが､最近ではこれが減額 され､代わって

能力開発事業費の割合が高 まっている｡ この 3事業における能力開発費の増額に加え

て､98年12月には雇用保険本体において､自己啓発 にともなう授業料等の一部を労働

者本人に助成する丁 教育訓練給付金制度｣が創設 された｡ この制度は､個人が資格取

得などの講座 を受ける際の費用を国が 8割､あるいは最大30万円まで補助する制度で

ある｡ 金額はいまのところまだ少ないが､政府 も企業を通 じてではな く､労働者自身

を支援 しようとする新 しい動 きが起こっているといえよう｡ これらの点を考え合わせ

ると､近年､雇用対策は積極的対策のうち､とくに労働者の能力開発 を支援する方向

に重点を移 しつつあるといえよう｡

その一方､雇用安定等事業についてはバブル崩壊後､一時的に支出割合が高 まっ た

が､その後再び低下を示すようになった｡ これは不況の中､予算ベースでは給与助成

などの企業支援は増額 されているものの､これを実際に利由する企業が減っているこ

とによる可能性が強い｡

図 2-4は､このうち､企業の雇用維持 を支援する雇用調整助成金 と､高齢者等の

新規雇い入れを支援する特定求職者雇用開発助成金の推移を示 している｡景気 との関

連をみると､雇用調整助成金は景気が悪化 し指定業種が増えると､支出額 も増える動

きをみせている｡ これに対 し､特定求職者雇用開発助成金は失業率が急速に､悪化 した

98年､99年 も､バブル期の88年､89年の水準､さらには景気がわずかながら回復 した

とされる95年の水準 よりも低い支出額にとどまっている｡ 雇い入れ助成に関 しては､

景気が低迷 しているなかで､支給対象者の範囲を広げ､新たに採用を増やそうとして

も､これを利用する企業の拡大には限界があ り､そう大 きな役割は期待できないので

はなかろうか｡図 2-4に示 されるように､高齢者を採用 したときに給付 される特定

求職者雇用開発助成金の動 きを見ると､本来､政策の目的か らいえば景気 と逆の動 き

を示すことが期待 されるが､実際には景気のよかった80年代後半に支出総額は増大 し

ている｡ この助成金は対象労働者が雇われてから､半年､ない し1年経過 してか ら支

給 されるため､景気 との一関連がはっきりしないといった可能性はあるものの､期待通
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り､景気 と逆の動 きを示 しているかどうかははっきりしない状況にある｡

図2-4 雇用調整助成金と特定求職者雇用開発助成金の推移 (実績)

(百万円)
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出所:旧労働省調べ

(4)わが国の雇用政策で何が重視され､何が重視されてこなかったのか

以上､財政支出による景気対策を中心に､雇用対策の実態 について見てきたが､構

造対策を含めると､わが国の雇用政策にはどのような特徴があったのだろうか｡

第 1にわが国では雇用対策のうち､景気対策が強 く意識 されてきたことが特徴のひ

とつ といえよう｡ 失業対策のなかで も､とくに公共事業への依存度が高かった一方､

政府が直接､失業者 を雇 う失業対策事業は1949年の ｢緊急失業対策法｣以来､停止､

削減 され､ この種の新 たな対策はほとんど講 じられてこなかった｡ そこでは一度政府

が直接雇用すると､景気が回復 しても､その事業 を止めることはで きず､人手不足の

なかで も事業 を継続せ ざるを得な くなるという懸念が持たれて きた｡ このことが､政

府の失業者 を直接雇用する対策は回避 されるべ きであるという認識 を生むようになっ

た｡
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第 2の特徴 は､雇用政策関連支出が公共事業費 に比べ低 く抑 えられてきたことであ

る｡雇用政策関連支出は失業率が低かったこともあ り､ これ まで多額 な支出を必要 と

してこなかった ともいえる｡ だが､失業率が上昇するようになった現在 も､ これに対

する支出額は増額 されてお らず､依然 として低 く抑 えられている｡公共事業費が多 く

支出され､雇用政策関連費が低 く抑 えられてきた ということは､経済学的に見 ると､

失業問題 にはマクロの財政政策により対応 しようとする姿勢が強 く打 ち出され､ ミク

ロ対策が軽視 されて きたことを意味する｡ もちろん､公共事業の中には地域の雇用創

出に配慮 した対策が数多 く見かけられるが､求職者の職業相談や労働者の能力開発 と

いった個人を直接サポー トする政府の機能はほかの国に比べ弱かったといわざるを得

ない｡

積極的雇用政策費 にか ぎってほかの国 と比較 して も､ドイツやフランスは もとより､

イギ リスやアメリカと比べて も低い水準 に抑 えられている｡ 項 目別 に内訳 を見ると､

その中で､わが国では給与助成 による雇用維持､雇い入れ支援策が一貫 して重要な位

置 を占めてきた｡ 近年､失業率が上昇する状況のなかで､労働者の能力開発への支援 ､

を強化する傾向が現れている｡

第 3に完全雇用達成のための具体策 として､企業の雇用責任 を重視 し､政策的にも

企業の雇用維持 を支援 し､雇用の安定 を達成 しようとして きた点 を挙げることがで き

よう｡ 諏訪 (1995)は､戟後成立 した48の立法令の目的規定 を調査 し､｢安定｣ とい

う用語が法律件数で25回､用語の使用頻度で33回登場 しているのに､｢労働市場｣ と

い う用語は 1回 も使 われていない と指摘 している｡それだけ労働市場 を通 じて完全雇

用 を達成 しようとす ることに村する認識 は薄かった といえよう｡ 90年代 にな り､｢失

業なき円滑な労働移動｣ とい う言葉が しば しば使われるようになったが､労働者の能

力開発の支援､有料職業紹介のネガティブ ･リス ト化 による職種拡大などを通 じ､企

業 を変えざるを得 な くなって も失業期間がなるべ く短 くてすむような対策が強 く意識

されるようになった｡

第4の特徴 として､行政 とい うよりも司法の判断に大 きく依拠する点であるが､企

業の雇用責任 を追求 し､解雇 を制限する一方 において､配置転換､転勤､出向や残業

時間などについて包括的人事権 を企業 に認め､ さらに就業規則や雇用条件等の変更 に
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関して企業に大 きな権限を認めることによってバランスをとろうとしてきたことが挙

げられる｡ このことは企業の雇用保障を強化する一方､結果的に従業員に村する企業

の拘束性 を強めることになった｡

第 5の特徴は､高齢者雇用に関するものである｡ 独仏では､高齢者の早期引退を促

進することによって､すなわち労働供給 を抑制することによって､若年失業を解消 し

ようとしてきた｡ これに対 し､日本では､国の雇用政策として労働供給 を抑制するよ

うな対策を講 じることはしてこなかった｡ むしろ逆に定年年齢の引 き上げを法律 によ

り強制する一方､雇い入れ助成を使 って､高齢者の労働需要を拡大する対策が実施 さ

れてきた｡ 他方､若年は失業率が相対的に低かったこともあ り､またこれが上昇する

ようになってか らも深刻 には受け止められず､若年対策はほとんど講 じられてこな

かった｡

第 6は労働者の能力開発に関する特徴である｡ わが国では公共の職業訓練施設 とと

もに､企業による能力開発を重視 し､これを支援することによって労働者の能力向上

を図るといった対策が重視 されてきた｡つい最近までは､能力開発 に必要な資金は雇

用主負担 を財源 とする雇用保険三事業から支出されたために､すべて企業を給付対象

としてお り､労働者本人を直接支援するといった対策はとられてこなからた｡

第 7に賃金の決定に関 して政府はほとんど関与することなしに､労使の決定､ある

いは市場 による決定に委ねて きたことが挙げられる｡たとえばインフレ期 にも所得政

策が講 じられることはなかった し､最低賃金に関しても､市場の平均賃金に対するこ

の比率 は､先進国中､アメリカと並んで もっとも低 く抑えられて きた (Cardand

Krueger(1995))｡また労使交渉についても､ヨーロッパの二部の国とは違って､か

っての私鉄などを除き､中央集権的な全国レベルの職種別､あるいは産業別の交渉が

行なわれるわけではなく､企業別に行なわれているため､それぞれの企業の業績に応

じた賃金決定がなされるといった特徴がある｡

第8に男女間､あるいは雇用形態間 (正社員 とパー トタイマー間)の均等対策が総

じて遅れたことが挙げられる｡80年代 に入ってから､ようや くこれらに村する具体的

措置が講 じられるようになったが､依然 として他の国に比べれば､男女間､あるいは

正社員 とパー トタイマーの間の賃金格差は大 きい｡わが国では同一の銘柄の労働者に
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第 2章 雇用政策の効果 一 日本と諸外国の経験から-

ついては賃金格差が小 さいという特徴があるが､その反面､男女の違いや年齢の違い､

企業における呼称の違いによって大 きな賃金格差が発生 している｡ このことは給与が

その人の行なった仕事､あるいは労働サービスに対 して払われるというよりも､生活

費などを考慮 し､その人､そのものに対 して払われるといった傾向が強いこととも関

連 している｡

第 9は労働時間に対 して政府の果た してきた役割が大 きかったことである｡労働時

間に関 しては､労使の決定に任せるのではな く､むしろ行政が直接､法律 により労働

時間短縮を促進 してきた｡時短を進めるための手段 として､法定残業割増率 を引 き上

げることも考えられるが､休 日出勤などを除き､法定残業割増率は25%に据え置かれ

た｡ この比率は他の先進国に比べて低い｡また割増額の算定の基礎になる賃金にボー

ナスや諸手当が含まれていないため､企業にとっては人員 を増やすよりも時間を延長

したほうが低コス トですむといった問題 を生み出 している｡残業割増率 を引 き上げる

ことによって時短を促進するといった対策を講 じてこなかった背景には､割増率を引

き上げてもサービス残業が頻繁に行なわれているかぎり､時短の実効性は上が らない

という考えがあった｡ また同時に､残業は雇用を守るための調整弁であるとの認識が

労使 にあ り､このことが時短の促進を妨げ､結果 として､長時間労働 に代表 される企

業の強い拘束性に耐えられる労働者だけを人材活用の村象 と考える企業体質を生み出

してきた｡

第 1から第 5の特徴はいずれ も労働需要に関する事項であ り､第 6以降は労働条件

や雇用改善に関する特徴である｡ 以上の特徴 を概観すると､わが国では雇用の安定に

しろ､能力開発､雇用条件の改善にしろ､総 じて政府は労働者本人を直接支援すると

いうよりも､企業を通 じて完全雇用の達成を目指す といった対策が講 じられてきたと

いえよう｡それだけ企業の果たす役割が大 きかったといえる｡その企業が､いま､市場

競争が激化するなか､経済的余力を失い､労働者 との新 しい関係を模索 している｡ そ

こではとくに労働者の自己責任を追求する動 きが目立 っている｡ はた して､政策的に

も､これまでのような企業を媒介 とした個人支援の手法が有効 に機能するのかどうか｡

これに限界があるとすれば､やはり個人を直接支援する対策が必要になると思われる

が､具体的にこれをどう推 し進めたらよいか｡諸外国における具体的対策に村する分
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折の評価 を検討することは､今後のわが国の雇用対策を考える上で､多 くの示唆 を与

えて くれるもの と期待 される｡

3.各国における雇用法制 ･雇用政策はどのように評価されているか

(1)解雇規制 ･労働者保護規制に関する評価

なぜ各国における雇用慣行に対する関心が高まっているのか

1990年代 に入って各国の失業率 には大 きな差が生まれるようになっできた｡ アメリ

カやイギ リスにおける失業率が改善 したのに対 し､フランスや ドイツ､そ して日本の

失業率は逆 に悪化傾向にある｡ 90年代末になってフランスや ドイツではわずかなが ら

改善の兆 しを示 したが､それで も依然 として高い水準が続いている｡ 各国の経済学者

や政策担当者の間か らは､こうした各国における失業率の差は､それぞれの国におけ

る労働市場の柔軟性や雇用政策の違いによって生み出されているのではないか との声

が上がるようになった｡そ してどのような具体的雇用対策が失業率引下げに貢献する

のかをめ ぐって､大学の研究者のみならず､国際機関のエコノミス トから次々に分析

結果が発表 されるようになった｡

O ECD (1993)は参加各国の労働市場 を分析 し､雇用慣行 に応 じ､い くつかのタ

イプに分類することがで きると指摘 した｡ 一つはアメリカ､イギリス､オース トラリ

アといったアングロサクソン型の労働市場であ り､労働者の平均勤続年数は短 く流動

的な労働市場構造を持つのがその特徴である｡ そ してもう一つのタイプは､ 日本､ ド

イツ､フランスに見 られる労働者の平均勤続年数の長い､労働者の企業定着率の高い

労働市場であ り､ドイツに流れる川の名前 を取 ってライン型労働市場 と名づけられた｡

図 2-5は日米独の現在の企業における年齢階層別平均勤続年数を示 している｡ 確

かにアメリカにもHall(1982)が指摘するように長い勤続年数の人々は多数存在する｡

しか し､平均 してみると､この図が示す ように､やは り日本や ドイツに比べて勤続年

数は短 く､転職者が多い｡これに対 し､わが国の平均勤続年数はアメリカに比べ長 く､

とくに男性 においてその特徴は顕著であ り､転職者が少ないことがわかる｡
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第 2章 雇用政策の効果 一 日本と諸外国の経験から-

図2-5 日米独の男女別年齢階層別の平均勤続年数
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(資料出所)OECD,EmploymentOutlook,1993.

ドイツにおいてもアメリカとの差は大 きく､どちらかというと日本 に近 く､長い平

均勤続年数を記録 している｡ それだけ ドイツでも一定の年齢 を過 ぎると､多 くの労働

者の転職率は低いことがわかる｡ とくに50歳代後半以降になると､ 日本 よりもドイツ

の平均勤続年数のほうが長 くなる｡ もっともこれには企業定着率の違いばか りではな

く､引退行動の違いが反映 している可能性が強い｡

日本では高齢者になってからも人々の就業意欲は高 く､定年年齢 を迎えた後 も他の

企業に転職 して就業する人が多いため､その企業における勤続の短い人が増えて､平

均勤続年数は50代後半になるとおのずから短縮する｡ しか しドイツでは定年年齢前か

ら早期退職者に村する失業給付の優遇施策を利用 して引退 して しまう人が多 く､転職

してまで就業を続けようとする人は少ない｡その結果､無業者が増え､この人たちは

就業者を調査対象に限定 したこの図から落ちて しまうため､勤続年数は長 くな りやす

77



い｡ 定年制のないアメリカにおいても60歳を越えると急速に労働力率は低下するが､

その低下率は ドイツほどは大 きくなく､平均勤続年数に与える影響 も小 さい｡

日本や ドイツのように長期勤続者が多 く､転職者の少ない労働市場で､近年､失業

率が上昇 し､その一方､アメリカのように平均勤続年数が短 く､流動的な労働市場に

おいて､失業率が低下 しているという観察事実は､失業率 と労働市場の流動性の間に

一定の関係が存在するのではないか という憶測 を人々にもたらす ようになった｡ とく

にこれに関 して注目されるようになったのが､解雇規制の厳 しさと失業率 との関係で

ある｡

O ECD (1999)は解雇手続 きの不便 さや解雇予告期間 ･手当に基づ き､各国の解

雇規制の厳 しさを比較 している｡ これに従 うと､米国は解雇手続 きの煩雑 さ､解雇予

告期間の長 さ､および解雇手当の大 きさ､いずれにおいてももっとも解雇の しやすい

国と位置づけられている｡ これに対 し､ ドイツ ･フランスはアメリカよりも解雇 しに

くい国と評 されているが､どの指標 をとるのかによってそのランキングは大 きく変わ

る｡

ちなみに､わが国の法律 に基づ く解雇規制のランキングは､解雇手続 きの煩雑 さで

は27カ国中12位､解雇予告期間お よび解雇手当では16位 と､ほぼ中間に位置する結果

になっている｡ しか し判例や実際の慣習に基づ き評価 した場合､わが国では解雇の困

難性が急速 に増 し､ポル トガル ･ノルウェーに次いで､ 3番 目に解雇の難 しい国とさ

れている｡ それだけ制定法 と実態 との間に大 きな乗離があることも､わが国の解雇に

関する特徴 となっている (制定法の規定のみに基づ く分類では､わが国は米国と並び､

もっとも規制の少ない国 とされてお り (Lazear(1990))､ ヨーロッパ諸国に比べ解

雇の容易な国とされている (OECD (1994))｡

企業に村する解雇制限の緩い米国では､失業率が低下 しているのに対 し､相対的に

解雇制限が厳 しいとされる南欧やフランス､ドイツで失業率が上昇 しているのを見て､

解雇制限の厳 しさと失業率の間には､なんらかの因果関係があるのではないかと推察

されるようになった｡ すなわち企業の雇用保障を求める法規制が強ければ強いほど､

企業は人件費の硬直化を避けたい と思い､新規採用を手控 えるようになる｡ その結果､

経済が多少､成長 した ぐらいでは､雇用は拡大 されず､失業率は下がらない という懸
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第 2章 雇用政策の効果 一 日本 と諸外国の経験から-

念 を人々は抱 くようになった｡ 労働者を保護 しようとして解雇制限が強化 されればさ

れるほど､ねらいとは逆に労働者の仕事は奪われる結果になると思われるようになっ

た｡

事実､こうした懸念から､OECDに加盟するい くつかの国では解雇規制の緩和 を

求める動 きが顕在化 した｡ その結果､解雇要件やこれを実施するための手続 きの内容､

さらには事前通告期間や解雇のための退職金の有無やその金額､企業に課せ られた再

就職斡旋や転職のための能力開発の企業義務､不当解雇 となる基準の厳格性､大量解

雇実施のための特別な規定の設定などにおいて､これらを緩和する国が現れた｡いま､

これらの基準 に基づ き解雇規制の厳 しさを数量化 した指標 を見 ると､1960-64年の

OECD諸国の平均値は43.2であったものが75-79年に44.4に強化 された後､90-94

年になると39.7に緩和 されたことがわかる｡ だが､はたしてこうした解雇規制の緩和

は､これを実施 した国の失業率を引き下げるのに本当に貢献 したのだろうか｡

解雇規制以外にも､各国政府は失業率を引 き下げようとして､いろいろな雇用政策

の見直 しを進めている｡ たとえば失業給付が寛大過 ぎると､人々の自立心 を失わせ求

職意欲を弱めてしまい､モラル ･ハザー ドを引 き起 こすために失業率が上昇するので

はないかとの懸念が広が り､失業給付の置 き換え率 (事前の就職時における給与に対

する失業給付額の比率)を引 き下げた り､あるいは給付期間を短縮 した りする国も現

れた｡ なかには､失業給付 を受けるためには､求職活動を積極的に行なっていること

を証明する必要があった り､公共職業紹介所に紹介された求人のインタビューを受 け

ることが義務付けられた りする国も登場するようになった｡ そ して運用上 も､多 くの

国で給付条件を厳格化する動 きが見受けられる｡

他方､失業率には失業保険の給付が影響 しているばか りではな く､社会保険の企業

負担 も影響 しているのではないかという意見 も強まった｡た とえば企業は社会保障負

担が重いため､社会保障加入義務の発生する正規従業員の採用を手控 え､非典型労働

者を増やそうとする｡ その結果､不安定雇用が増え､失業率が上昇 しているのではな

いかとの懸念が もたれた｡ こうした懸念から､企業の社会保険の軽減 に踏み切る国も

出現 した｡ はたしてこれらを実施 したた国において､失業率の改善は本当に見 られる

ようになったのであろうか｡
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OECDのJobsStudy(1994)は､各国における雇用制皮や雇用政策が失業率にど

のような影響を与えているかについて興味ある分析を行なっている (中田 (2001))｡

さらにこれに続 く､各国の研究者による詳細な分析結果 も､今後の日本の雇用政策を

考えるうえで､貴重な情報を提供 して くれるはずである｡ 以下では､これらについて

要約 した結果を述べることにしたい｡

各国における分析の結果

Nickel(1997,98)､NickelandLayard(1999)は短期的な失業率の変動 を取 り除

くため､ 5年間の平均値を用いて､OECD加盟国20カ国における1983-88年､89-

94年の2期間データを使って､次のような分析結果を指摘 している｡ まず解雇規制に

ついてであるが､解雇規制の緩和は必ず しも失業率に有意な影響を与えているという

証拠 を見出せない｡実際に解雇規制が弱められた国を見ても､ほかの国に比べ失業率

が改善されたという証拠はないとされている｡

その一方で､失業給付の置 き換え率の引下げ､給付期間の短縮は失業率の引下げに

貢献すると指摘 し､現行制度のもとでモラル･ハザー ドの発生 している可能性が強い

ことを示唆 した｡ とくに給付期間については､この期間が切れるまで失業 を続ける人

が多数存在する一方､給付期間が終了 した途端に再就職する人が急増 し､いわゆるス

パイク効果なるものが見受けられる｡ このほかにも多 くの分析で､給付期間の延長は

失業率を引 き上げる可能性が強いことが主張されている｡わが国の雇用保険制度では､

給付期間終了前の就職を促進するため､給付期間を残 して再就職 した場合､失業状態

を続ければ給付 されたであろう金額の一定割合を再就職のための支度金 として支給す

る制度が導入されているが､これも失業期間を短縮するためには効果のある対策かも

しれない｡

他方､Nickel(1997,98)の分析 に戻って職業紹介に対する評価を見ると､実証分

析の結果では､職業紹介機能の強化や能力開発の促進に代表される積極的労働市場政

策は失業率の引下げに貢献することが指摘 されている｡ また労働組合の組織率につい

ても､これが高い国ほど､賃金は高 く維持 される半面､失業率は高 くなる傾向があ り､

労使交渉が全国レベルで中央集権的に行なわれている国ほど賃金は硬直的になりやす
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く､失業率が高い傾向が認められている｡ 他方､雇用主の社会保険負担の軽減は一般

労働者の雇用を拡大 し､失業率を引き下げる可能性があることが示されている｡

これに対 し､Scarpetta(1996)は交易条件などを考慮 した動学モデルを用いて､15､

ないし17カ国の1983-93年の構造的失業率について分析を行ない､Nickelとは若干異

なった結論 を導いている｡ すなわち雇用主の社会保険負担の軽減は雇用拡大に有意な

効果をもっておらず､逆に解雇規制の強化は失業率を押 し上げる効果をもっているこ

とになる｡ しか し失業給付の条件の厳格化や給付額の減額､期間の短縮は失業率を押

し下げる効果をもっている点､および高い労組組織率は調整速度を遅 らせる点につい

てはNickelと同様の結論 を導いている｡

さらにElmeskov,MartinandScarpetta(1998)は国の数を増や し､最近年次まで

期間を延長 し分析を行なっている｡失業給付条件の厳格化､給付額の削減､有期雇用

契約の期間延長､さらにはその対象職種の拡大は失業率の低下をもたらす という結果

を導いている｡ そ してまた同時に､これらの効果を独立 して分析するよりも､それら

の相乗効果を考慮 して分析すると､効果は明らかになり､それぞれの対策を別個に行

なうよりも､同時に行なうことによって効果が上がることが期待 されると指摘 してい

る｡

O ECD (1999)は､解雇規制が失業や雇用に与える影響に焦点を当て､国際比較

による横断面分析ではなく､それぞれの国における時系列データを用いたパネル･デー

タに基づ き､一層赦密でなおかつ詳細な分析 を行なっている｡ OECD諸国における

過去10年間の推移を見ると､雇用保障に関する規制が強化 された国が一部には存在す

るものの､多 くの国ではむしろ逆に臨時雇用に関する制限が纏められた りすることに

よって､雇用保障に対する規制が緩められた｡ そしてこうした変化が失業率に及ぼす

影響を分析 したところでは､解雇制限が緩められることにより失業率が低下するかど

うかははっきりせず､少なくとも有意な効果は検証 されていないとの結論 を導いた｡

しか し失業者数に及ぼす効果ではなく､企業の雇用者数に及ぼす影響には有意な効

果が見出され､解雇制限が弱められると壮年男子の雇用は削減 される一方､逆に女性

や若者の雇用は増える｡ そして女性や若者の雇用を拡大する効果が中高年の雇用を減

らす効果を上回っているために､全体の雇用は拡大されることになる｡ しか し壮年男
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子の職 を失 った人のほとんどは労働市場にとどまり､失業者になるのに対 して､女性

や若者の中には非労働力化する人が多いために､顕在的な失業者は増えない｡その結

果､解雇制限が弱められ､雇用は増えても全体の失業率は改善されない結果､失業に

与える効果は有意になっていないとの結論 を得ている｡

また解雇制限の厳 しい国では､すでに就業 している人の雇用は守 られ､わずかな人

しか失業者にはならない一万､ 1度失業すると長期間失業状態にとどまる傾向の強い

ことが示 された｡ このように解雇規制の緩和は､労働者の特質によってもたらす影響

は異なってお り､全体の失業率に与える影響は統計的に有意ではないとの結論を導い

ている｡

解雇規制の理論的背景についての研究 も､近年盛んに行なわれるようになった｡ 中

馬 (1998)は企業特殊熟練が存在する経済において､その達成度に応 じて雇用条件 を

変えられるような契約を結べない状況では､この技術 を身につけた人は企業の言 うな

りになるしかない､いわゆる ｢ホール ド･アップ｣問題が発生 し､雇用が保障されな

いか ぎり労働者の人的投資誘因は削減 されてしまう｡ このため解雇の自由を認めた自

由な契約の もとでは､経済全体の効率性が損なわれるため､解雇規制を行なうことは

労働者保護の視点ばか りではなく､経済合理性の視点からも支持 されると主張 してい

る｡

これに対 し､常木 (2001)は､この議論が解雇権濫用法理の実際的運用 と整合性 を

持 っておらず､十分な説得力に欠けると指摘 している｡ 一方､土田 (2001)は解雇権

濫用法理が雇用契約理論 ･不完備契約理論によって経済合理性を持つことを検証 し､

さらに労働契約を含む継続的契約を規律する法規範によって､解雇制限法理は法的正

当性 を持つ と論証 している｡

BelotandvanOurs(2000)は､過去の多 くの実証分析の結果を総括 し､次のよう､

な結論が得 られると要約 している｡ 失業給付額の増額や給付期間の延長は､ほとんど

の分析で失業率を押 し上げる効果を持つことが確認 されている｡ 他方､企業の社会保

障費の負担増や解雇制限の強化､最低賃金の引 き上げについては分析によって結論が

異なってお り､統計的に有意に失業率を引き上げるという分析結果 もあれば､有意な

影響 を与えないという分析結果 もある｡ また労使交渉については､それが中央集権的
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に行われていようといまいと､失業率には大 きな影響を及ぼ していないという結果が

得 られている｡ さらに積極的労働市場政策の評価は､その内容や実施方法によって分

かれている (この点については､後に詳細に検討する)｡

失業給付が労働市場に与える効果には二面性が存在する｡ ひとつは上述 したように､

給付が行なわれることにより､労働の売 り急 ぎをする必要がな くな り､求職意欲 を失

わせ､失業期間を長引かせる効果である｡ もう一つは､労働の売 り急 ぎをしないです

むことにより選択肢 を広げ､交渉上の地歩を上げることにより､条件の悪い雇用機会

であればそれを拒否 し､結果 として市場賃金の低下を阻止する効果である｡ 両者の効

果は表裏一体の関係にある｡ 失業期間が長引 くといった側面では失業保険制度の充実

はマイナスの評価を受ける一方､雇用条件の悪化を防ぎ､市場賃金の低下が生活費確

保のために労働供給 を増や し､それが失業者を増やす といった労働市場の負のスパイ

ラルを回避するといった面では､プラスの評価が与えられる｡ 政策的には両者のバ ラ

ンスをとってい く必要があ り､両者の効果を考慮に入れた制度設計が不可欠であると

いうことができよう (辻村 (1977))｡

(2)積極的労働市場政策の具体策に関する評価

積極的労働市場政策がマクロ経済にもたらす効果

1970年代 になると､マクロの有効需要政策に限界を感 じる国が増え､さらに失業保

険給付や生活保護のような事後的､受動的政策がモラル･ハザー ドを引 き起 こし､逆

に失業率 を引 き上げると懸念 を持つ政策担当者が増えた｡ こうした状況にあって､各

国政府の関心は､もっぱら構造的失業問題解消のための ｢積極的労働市場政策｣に集

まるようになった (OECD (1993))｡60年代の人材育成 を中心 とした ｢積極的マ

ンパワー政策｣に加えて､70年代 になると労働者の能力開発 により移動の可能性 を高

め､同時に雇入れのための賃金助成等を傍 らて労働需要を拡大 し､さらに職業紹介機

能を向上 させることによって ミス ･マ ッチを減 らすことに､人々の関心は集 まった｡

そ して､実際､い くつかの国では､これらの ｢積極的労働市場政策｣が､個々人の生

産性の向上はもとより､労働市場全体の労働資源の有効配分 を目指 して､実行 に移 さ

れた｡
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この種の政策に人々の関心が集まるようになった背景には､第 1次石油ショック以

降､恒常化 しつつあったス タッグフレーションの影響があった｡すなわち失業率の上

昇 と物価の高騰が同時に発生する､かつてなかった経済問題 を解消するには､マクロ

の需要拡大策には限界があ り､むしろ個人の能力向上 と経済全体における効率の向上

が不可欠であるとの認識があった｡ これが成功 してこそ､失業率の低下 と実質所得の

向上は両立 しうるとの考えが強まった｡

ヨーロッパを中心 とした各国政府はこうした考えのもと､前節で も示 されたように､

公共事業費 に代わって､積極的労働市場政策のための政府支出を拡大 した｡ しか し､

90年代 に入ってからの失業率の上昇からも予想 されるように､すべての政策がうまく

機能 したわけではない｡こうした反省 に立ち､個々の具体的な政策について､それぞ

れの有効性や問題点を検討する必要性に迫 られ､政策評価をめ ぐって数多 くの研究が

なされるようになった｡

わが国では第 1次石油危機以降､度重なる経済危機を短時間のうちに乗 り越え､失

業率が上昇 しなかったこともあって､構造的失業問題に取 り組むための積極的労働市

場政策に対する社会全般の関心はそれほど高 くなかった｡ 前節で も検討 したように､

むしろ公共事業による有効需要の拡大を目指 した景気対策によって経済危機を乗 り越

えようとしてきたし､また実際に､これにより失業問題の深刻化 を回避することがで

きたことも否定できない｡

雇用政策におい守 も､既存企業の雇用責任 を支援する雇用椎持政策を前面に押 し立

て､失業問題が深刻化することを回避できた｡ しか し長期的低迷が続いている現在の

日本経済を見ると､ もはや臨時避難的な対策だけでは対応できず､わが国でも経済の

構造改革を先送 りで きない状況が迫っているということができよう｡ これを推 し進め

る上では､企業の雇用保障にだけ頼って完全雇用を達成するわけには行かない｡どう

して も転職 を余儀な くされる労働者が多数発生することを考 えると､70年代 にヨー

ロッパで施行 された積極的労働市場政策に人々の関心が高まって くるのも､うなずけ

る｡ はた して､他の先進国ではどのような内容の積極的労働市場政策がうまく機能 し､

どのような内容のものがうまくいかなかったか｡わが国において今後積極的労働市場

政策に取 り組んでい く上で､失業先進国とも言うべ き国々の経験は大いに参考になる
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はずである｡

各国の積極的労働市場政策は､大別すると､職業紹介に関する対策､能力開発 に関

する対策､雇用創出に関する対策の 3つに分けることがで きる｡ この うち､職業紹介

では､従来､多 くの国で公共の職業紹介機関によりそのサービス提供が独 占されてき

た｡ だが､近年､民間の職業紹介機関に門戸 を開放する国が増え､各機関のサービス

の有効性や役割分担 をめ ぐって､研究が進められている｡

さらに職業能力開発の分野では､多 くの国で主に長期失業者の再訓練 を目指すプロ

グラム､産業構造の転換 により排出されて くる労働者の再訓練 を目指すプログラム､

学校 を中途退学 した若者向けのプログラムが公的機関により提供 され､それぞれの効

果について分析が行 なわれて きた ｡だが､近年､ この分野で も､民間の職業訓練機関

との連携の強化や役割分担 をめ ぐって検討がなされ､実施 に移 されている｡

また雇用創出のプログラムは､年齢等ハ ンディキャップを背負 っている労働者 を採

用 した場合の賃金助成､失業者がみずから起業する場合の新規開業支援､ さらには日

本の失業対策事業のような政府 による直接雇用 を主な内容 としているが､費用便益分

析 を通 じ､それぞれの効果や創 り出された雇用の安定性について､有効 な手段 を求め

て検討が進められている｡

それぞれの個別プログラムの効果について見 る前 に､積極的労働市場政策がマクロ

経済にどのような影響 を及ぼ しているかについて､これまでの研究成果 を展望 してお

こう｡ 上述 した内容の積極的労働市場政策は理論的に3つの効果 を持つ ことが期待 さ

れている｡ 第 1は､雇用創出による労働需要の拡大効果である｡ さらには能力開発 に

より労働者の生産性が上昇すれば､これ も潜在的な需要を満たす ことにな り､雇用の

拡大につながると期待 される｡ こうした施策により雇用の受け皿がた くさん用意 され

れば､転職 に要する失業期間は短縮 される一方､良好な雇用機会に再就職で きる人が

増え､給与の改善 も期待 されうる｡

第 2の効果は､企業の必要 とする技能を身につけた人が増 えることにより､企業の

求める労働供給が増加することである｡ もしこうした技能 を身につけている人が少な

ければ､賃金は急騰するであろうが､ こうした対策により賃金の高騰 を回避す ること

がで きるであろうし､またこうした人がいなければ労働需要が増えて も技能上の ミス
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･マッチが発生 し､実際の雇用の増加 にはつながらない｡ したがって能力開発により

労働供給が増えれば､マクロ的には賃金上昇を抑制 し､雇用を拡大する効果を持つこ

とになる｡

第3の効果は､職業紹介が充実されることにより求人や求職情報が市場に広 く行 き

わた り､ ミス ･マッチが解消 し､失業期間が短縮 されることである｡ これにより企業

における空席 と失業者が同時に大量に発生するという事態は回避 されるはずであ り､

労働資源の有効活用が可能になる土とが期待 される (縦軸､横軸に空席率 と失業率を

とったベバ リッジ ･カーブは原点に近づ くことになる)｡

このような理論的に期待 される効果は､実際のデータによっても確認できるのであ

ろうか｡OECD (1993)は各国における積極的労働市場政策に要 した費用をもとに､

その効果について検討を加えている｡ しか しこの効果を分析するには､い くつかの困

難が予想 される｡ たとえば積極的労働市場政策に取 り組 もうとする国はもともと雇用

情勢の悪化 した国が多 く､単純にその費用 と失業率を比較すると､GDPに占める積

極的労働市場政策費用割合の高い国ほど失業率が高いという問題が生 じる｡ あるいは

同 じ国であっても､不況になり雇用情勢が悪化すると､この政策費が増額 されるとい

いた傾向が見 られ､これもこの政策の効果を見極めにくいものにしている｡ 各研究者

はこうした同時性の問題､あるいは政策の内生性の問題を回避するため､使用するデー

タや計量経済学手法にいろいろな工夫 を凝 らしているが､これらを考慮 して行なわれ

た数多 くのマクロ分析の結果を展望すると､次のようなことが指摘できそうである｡

各国のデータに基づ く横断面分析の結果からは､人件費総額に対する積極的労働市

場政策の費用割合が高い国ほど､また賃金に対する訓練費用割合の高い国ほど､経済

が成長するときの雇用の増加率は高い｡そ して職業紹介にしろ､カウンセリング ･サー

ビスにしろ､景気回復期には実際の雇用を一層大 きく拡大する効果が確認 されている｡

このことは､積極的労働市場政策は労働需要拡大期には雇用の増加を促進する効果を

持 っているが､ しか し労働需要の縮小期には教育訓練やカウンセリング機能を強化 し

ても､雇用機会がない以上､雇用の増加に結び付けることは難 しいことを示 している｡

それだけ能力開発や職業紹介の機能を向上 させるためには､雇用機会の拡大が不可欠

であるということができる｡
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他方､マクロの賃金上昇率に与える効果はどうか｡教育訓練 により個々の労働者の

生産性が向上すれば､賃金 も上昇することが予想 される｡ そこで労働生産性 と同時に､

総額人件費に対する積極的労働市場政策費割合を説明変数に加え､各国の実質賃金の

変化率を被説明変数 とした分析結果では､生産性上昇率は賃金引上げ効果を持つのに

対 し､積極的労働市場政策費は賃上げを緩和する効果のあることが確認 された｡ すな

わち労働生産性の上昇による効果を取 り除 くと､積極的労働市場政策の実施は労働需

給のマッチング機能を強化 し､必要 となる技能を所有する労働者供給 を増や し､賃金

上昇を緩和することに寄与 していると評価 されている｡

積極的労働市場政策がミクロ経済にもたらす効果

以上は､マクロ経済に与える影響であったが､それぞれのプログラムを受けた人の

失業期 間や就職後の給与 には どの ような影響が現れているのだろ うか｡ OECD

(1993)やBetcherman,Dar,Luinstra,andOgawa(2000)は､OECD諸国におけ

る積極的労働市場政策の経験 を分析 した数多 くの論文をサーベイし､それぞれの具体

的内容について評価 を与えている｡ こうした効果を分析するためには､それぞれのプ

ログラムに参加 した人のその後の行動や賃金変化 を追跡調査 し､受けなかった人 との

違いを比較することが必要になる｡ パネル ･データが利用で きては じめて､この種の

分析は行なうことが可能になるが､こうしたデータを利用で きるプログラムはそう多

くはなく､分析結果は限定的なものにならざるを得をい｡

しかもこうした政策プログラムの効果を分析するときには､ とくに次のような厄介

な問題 に留意 しなければならない｡その第1は､デッドウェイ ト･ロス という問題で

ある｡ 受け入れ助成を例 にとれば､たとえその助成金が支払われな くて も､採用 した

はずの企業に助成金が支払われるだけであ り､ネットの雇用拡大効果は期待で きない

のではないかという問題である｡

第 2の問題は､代替効果 と呼ばれるもので､助成金の対象 となっている人を企業が

採用することによって､逆にその企業 に採用 されるはずであった人が代替 され採用 さ

れなくなって しまうという問題である｡

第 3の問題は､セレクション ･バイアス と呼ばれるもので､助成の対象 となってい
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るグループの中で も､ もともと採用 されやすい人がそのプログラムに参加 し優先 して

採用 されることによって､プログラムに参加 しなかった人 と比べ失業期間が短 く､実

際にはもともと失業期間が短 くてすんだのに､一見プログラムの効果があったかのよ

うに見える問題である｡ この間題 を回避するには､採用の可能性に影響を与えるであ

ろう要因を説明変数に加え､失業期間や就職先の賃金を分析する必要があるが､これ

を行なうためには､相当に豊富な情報が備わっているデータを用いる必要がある｡

こうした点を考慮 に入れ分析 された数多 くの研究結果を総括すると､次のようなこ

とがいえる｡まず公共職業紹介の効果を見ると､多 くの国で公共職業紹介は失業保険

の給付､職業カウンセリング､そ して職業訓練の受講指導 と一体 となって行なわれて

お り､これらがばらばらに行なわれるときに比べ､明らかに経費は節減 されていると

いえる｡ そ してこれ らが一体 となった公共職業紹介サービスが失業期間の短縮に役

立っているか､あるいはこれを通 じて就職 した人の 1年後､あるいは2年後の給与は

他 に比べて高いか､さらに企業定着率を引き上げる効果を持 っているかについて検討

した結果では､ もちろん国によっても､また研究者によっても評価に違いはあるが､

おおむね良好な効果が見出せるとの結論を得ている｡

なかで も注目しなければならないのは､求職活動 をはじめて間もないころのカウン

セリングは人々のその後の就職可能性に強 く影響 してお り､これが実施 されることに

よって失業期間は有意に短縮 される｡ これに対 し､失業 してから一定の期間が経過 し

てから､カウンセリングを受けても､すでに失業慣れ して しまうために､効果は薄い｡

相談業務はとくに専門的カウンセラーに任せたほうが効果的であるとの指摘 も各国の

経験から指摘 されている｡ またカウンセリングの内容は､全員に同様の方法で行なう

よりも､個人に適 したや り方を行なったほうが効率は高 く､個々のカウンセラーに権

限を委譲することによって効果は上がるとの分析結果が､イギリスでは報告 されてい

る｡ このように専門家によるキャリア ･カウンセリングの効果が高いことは､日本に

おける対策を考える場合､とくに留意 してお く必要があろう｡

他方､景気 との関連については､好況期には公共の職業紹介を通 じた求職活動 と他
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の媒体 を通 じた求職活動には､再就職 までに必要となる期間等において差は見 られな

い｡ しかし不況期にな り就職が困難になると､とくに就職に不利な労働者グループが

公共の職業紹介に頼る傾向が強まり､またほかの媒体 よりもその人たちが公共職業紹

介を通 じて就職できる確率は高 く､効果 も検証 されることから､公平性の視点から見

ると公共の職業紹介サービス も必要であるといえよう｡

これに対 し､教育訓練プログラムの効果については､国により､また研究者により

意見が割れてお り､効果が確認 されたとする者 と､ないとする者はほぼ半々である｡

アメリカ､ ドイツ､イギリス､ノルウェー､スウェーデン､オース トリアについて行

なった分析のうち､効果があるとする者は､教育訓練 を受けることによって､雇用機

会が増えたとか､給与が高まったとか指摘 している｡ たとえばスウェーデンの失業者

を分析対象 とした労働市場訓練について､受講者 と受講 しなかった人を数年間にわた

り追跡調査 した結果 (OECD (1993)､表2.7)に羊ると､ 1年後の給与は受講 し

た人のほうが20%､ 2年後には30%高いという結果を得ている｡ またオース トリアの

労働市場訓練について分析 した結果では､訓練を受けることによって失業を繰 り返す

人を減 らす効果のあることが指摘 されている｡

これに対 し､アメリカ ･ニュージャージー州の再就職支援訓練を受けた人について

追跡調査 した結果では､求職支援プログラムに参加 しただけの人に比べ､教育訓練 も

受講 した人の給与は改善 しているわけではないと報告 されている｡

もちろん､教育訓練の効果は実施 される訓練内容や受講生の特性によって異なって

いる｡ 受講生を広 く募集 したプログラムに比べ､女性の再就職など特定のグループを

村象とし､それに適 した内容 となっている訓練プログラムのほうが効果は検出される

傾向にある｡ 受講生個々人の意見を聞 くとともに､それ以上に求人企業の意見 を尊重

し､彼 らが必要と考える内容 を取 り込んだプログラムのほうが訓練効果はあることが

確認 されている｡ このことは､公共職業訓練機関においても､市場が必要 としている

内容の訓練を実施 しなければ､どんなに費用をかけてもその成果は期待できず､常時､

プログラムの評価 と見直 しが必要であることを示す｡ もしも公共では市場ニーズの把
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握が難 しく､また公共では一度設置 した講座は固定されやすいとすれば､政府が委託

して､民間の機関が提供する教育訓練プログラムを受講 させるといった組み合わせ も､

有効な手段であるといえよう (Betchermanandet.al.(2000))｡

失業者を対象とした訓練の場合､とくに軽微な景気後退期には､訓練を受講 しなかっ

た人の差は開 く傾向にある｡ そ して訓練の対象者については､それまで生活保護を受

けていた人､高校を中途退学 した人､就業経験のまった くない人の場合､訓練によっ

て失業期間を短縮することは難 しく､目的意識など受講生の訓練に取 り組む姿勢が重

要であると指摘 されている (AbtAssociateslnc.(1992))｡ただし訓練 を受け､就

職 した人について追跡調査 した結果では､これらの人々でも企業定着率を引 き上げる

効果があ り､失業再発防止には一役貢っているといえそうである｡

政府による雇用創出策の効果については､どのような評価が下されているのか｡ま

ず長期失業者を受け入れた企業に対する賃金助成の効果であるが､これを受けた企業

についてインタビューした結果に基づ く海外の分析結果は､先に指摘 したデッドウェ

イ ト･ロスが大 きく発生 してお り､雇入れ助成がなくても､労働者を採用 したとする

企業がかな りの数にのぼることを示 している｡ この場合､企業は助成金を受けた分だ

け､経費を節約でき､利益 を拡大することはできるが､それがネットの雇用拡大には

つながっていないことになる｡

また代替効果を調査 した結果でも､大 きな効果の存在することが確認 されてお り､

たとえば高齢者など特定の労働者を雇った場合に助成金が支給 されるケースでは､全

体の雇用量が増えない場合が多 く､若年層や女性など給付対象者以外の労働者が逆に

雇用機会を失っていることが報告 されている｡ あるいは助成金を受けた企業では雇用

が拡大 したとするケースでも､これにより､その企業は経費を削減でき､競争力を高

めることができたが､逆にこれを受けなかった企業の競争力は相対的に低下 し､売上

額が落ちた結果､生産量が削減 され､雇用が減 らされている可能性が報告 されている｡

Breen(1991)によると､アイルランドにおける雇入れ助成により創出された雇用

機会のうち､デッドウェイ ト･ロスが70%を占め､代替効果が21%､他の企業で失わ
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れた雇用が 5%を占めている結果､ネットの効果は 5%に過 ぎないと推計 している｡

あるいはオース トラリアの雇入れ助成について分析 したDepartmentofEmployment,

EducationandTraining(1989)によると､給付対象 となった雇用機会のうち67-79

%はデッドウェイ ト･ロスであるという｡ また助成期間が終了すると､採用 された人

が解雇 されるといった例 もしばしば見受けられたと報告 している｡ ただ し､日本の地

域雇用開発助成金制度の効果をフォロー･アップ した結果では､雇用創出のネットの

効果がどこまであったかはわからないが､少な くとも助成金が もらえることによって､

労働者を雇入れるタイ ミングが早 まった り､あるいはこの制度がなければ雇われな

かった弱者が給付の対象になることによって採用 された りするといった効果は確認 さ

れている (樋口 ･桑島 (2000))｡今後､これらの制度について も､その評価 を行 な

うために､給付 を受けた企業やその対象労働者の受給後の行動について追跡調査 して

い く必要があるといえよう｡

次 に失業者に村する開業支援の効果であるが､これについても､デッドウェイ ト･

ロスを考えなければならないのと同時に､政府から支援 を受け､開業 した企業がその

後､どの くらいの期間､存続 しているのかを評価の対象に入れなければならない｡政

府支援により､たとえ開業率は高まり､失業率は一時的に下がったとしても､す ぐに

その企業が閉鎖 されたのではその人たちは再び失業者になる可能性は高い｡ したがっ

てこうした現象が しばしば見 られる場合､はた して開業支援の効果があったといえる

のかどうか､疑問である｡

アイルランドの開業支援について調査 したBreenandHalpin(1988)の分析結果に

よると､この制度がなくても開業 したという人は50%にのぼ り､逆にこの制度 を利用

して開業 した人が増えたために開業できな くなったとする人は30%あ り､政府の支援

を受け開業 した人のうち､ネットの効果は20%に過 ぎないとしている｡ そ して開業 し

た企業が従業員を雇用するようになったのは34%であると指摘する｡ またこの分析に

よると､開業 した企業のうち1年後に存続 していた割合は88%､ 2年後が60%となっ

ている｡

イギリスについてのOECD(1989)の分析結果 もほぼ同様の結果を示 しているが､

オース トラリアの分析結果 (tenBrummerlaarandGatenby(1992))に比べれば､
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企業の存続率は高い｡そして不要な倒産を回避するためには､単に開業資金を政府が

提供するばか りではな く､起業家教育 も効果のあることが示 されている｡わが国で も

政府の開業支援に対する要請が強まっているが､政府系金融機関を含め､その効果が

どの程度あ り､どのような支援策が有効であるかを検討するためには､単に利用件数

や予算の消化率を見るばか りではなく､政府支援 を受け開業 した企業がその後 どのよ

うになっているかを追跡調査する必要がある｡

最後に政府が直接雇用する対策の効果について､検討 しておこう｡ 他の積極的労働

市場政策に比べ､この政策の雇用創出効果が直接的であ り､確かであることは間違い

ない｡それだけに緊急避難的な対策 として期待が大 きいことも事実である｡ しか しこ

れを実施 した多 くの国が､長期的に見ると逆に大 きな問題を抱えていることも事実で

ある｡ 第 1の問題は､緊急避難的な対策 として､期限付 きで講 じられた対策であって

も､その後､これを中止 しそこで雇い入れた人々を解雇することは難 しく､半ば恒常

的な対策になってしまう可能性が強いことである｡ さらにもうひとつの問題は､この

事業で働 く人々の雇用条件をどのように設定するかであ り､これが良す ぎると民間企

業における採用を阻害することになり､いつまでもこの事業を辞め､他の雇用機会に

転職 しようとする人が出てこなくなる可能性である｡ 労働資源の有効活用 という視点

から見ると､民間の企業では提供することのできないサービスであ り､なおかつ長期

的に見て人々の必要とするサービスに限って政府の直接雇用は行なわれるべ きである

ことを､過去の経験は示 している｡
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1.雇用不安増大の背景に何があるか

人々の雇用に対する不安が高まっている｡ 企業では競争力 を高めるために､過剰雇

用 を解消 し､賃金を抑えて､人件費を削減 したいという気持ちが強まっている｡ さら

に政府においても産業再生のためには資源の有効活用は不可欠であ り､このためには

過剰設備､過剰債務 と並んで過剰雇用 を解消することが必要で､これを円滑に進めら

れるよう労働市場の流動化 を推 し進める政策が急務であると認識 されるようになっ

た｡ こうした状況において､企業の雇用調整速度が速まる一方､逆に雇用保障に対す

る人々の信頼感が薄れてきている｡ 今後さらに失職者が増加するのではないかと予想

される中､ますます雇用不安が高まる可能性は強い｡

不安が拡大 して くれば､マクロの景気動向に対 しても悪い影響が現れる｡ 将来に村

する不安をやわらげようと､貯蓄を増や して､､消費を削減 しようとする動 きが強まる｡

そ してその結果､売上が落ちて､企業の投資マインドも冷え込み､設備投資 も抑制 さ

れる可能性が強い｡人々の不安が拡大 して くれば､改革に対する抵抗感はいっそう強

まり､政府のねらっている構造改革自身､実現することが難 しくならざるを得ない｡

構造改革を実現するためにも､人々の不安 を最小限にやわらげる必要がある｡

それにしても､人々の不安はなぜ､これほどまでに拡大 しているのか｡人々の不安

は､大 きく分けて二つのタイプに分類 される｡ 一つは､将来が見えないことに対する

不安である｡ 自分を変えてい くにしても､今後 どのような事態が待ち受けているかわ

からないために､どうすればよいかわからない不安である｡ この種の不安が高まれば､

たとえ現状のままではまずいと思っていでも､どうすればよいかわからず､どうして

も人々の気持ちは萎縮せざるを得ず､閉塞感だけが社会に漂 うことになってしまう｡

もう一つの不安は現状 を続けることに対する不安である｡ 今のような状態を続けてい

て､自分は将来､大丈夫かという不安である｡ 社会が変わる中､自分だけが今のよう

な状態を続けていたのでは､社会から取 り残 されてしまうという不安である｡
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自分が職 を失 う姿を思い浮かべれば､だれ しも強い不安感を覚えるのは当然である｡

しか しいまの日本における不安は､これだけによって起こっているわけではない｡ 社

会が変わ り､これまで人々に安心感を与えていたものが失われつつある｡ 雇用保障が

薄れ､年功賃金が崩壊することによって､自分の将来が見えなくなってきているd 経

営者 と労働者が一体になって企業を成長させ､企業利益 を拡大させることによって､

それらを分かち合い､みずから経済的利益 を得るといったこれまでの構図が否定 され

つつある｡ 従来､自分たちの生活を守ってきた年功ルールが否定されつつあるにもか

かわらず､企業の内部においても､また社会においても､これに代わる新 しい具体的

なルールや価値尺度が見えてこない｡

能力主義や自己責任の重要性が強調 されながらも､どのようにすれば評価 されるの

か､そ して自分たちの雇用が守 られ､所得が担保 されるのか､具体的基準が見えてこ

ない｡こうした状況では､現状維持に対する不安から変化の必要性 を感 じながらも､

どう対処 したらよいのかわからず､ただ将来に村する不安 を強め､人々は萎縮するだ

けに終わってしまう｡ 時代 にマ ッチ した新 しいルールや価値尺度が創 り出されないか

ぎり､人々の不安を社会の活力に転換するダイナミズムは生まれこない｡既存のルー

ルが否定 されたにもかかわらず､企業の内外で新 しいルールが構築 されていないこと

により､まさに労働市場は混沌 とした状況が続いている｡

2.どのような要因が個人と企業の関係を変えつつあるのか

なぜ企業は､これまで重視 してきた価値尺度を見直 し､長期雇用に基づ く年功管理

や雇用慣行 を修正するようになってきたのだろうか｡すでにこれまでの章で詳 しく検

討 してきた｡ それによると､第1に右肩上が りの経済成長が終わ りを告げ､期待成長

率が低下せ ざるを得ないと受け止める企業経営者が増えていることが挙げられる｡ こ

のため､これまでは景気が後退 し､製品需要が減っても､あ くまで も一過性の問題で

あ り､従業員を解雇 しなくても過剰雇用は早晩解消すると考えられてきた｡ ところが

長期的に見ても期待成長率が下がるとなると､過剰雇用は一過性の問題ではな く､今

後 も恒常化する危険性があると経営者は懸念するようになり､雇用調整を急 ぐ必要が
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あると判断するようになる｡

第 2の要因は国際化の進展にともなう競争の激化である｡ 価格 を引下げ､短期利潤

を確保することの重要性 を再認識する企業経営者が増えている｡ 貿易の拡大により､

企業はこれまで以上にコス ト削減を強 く意識するようになった｡ また海外直接投資の

拡大はどの国で生産するのが もっともコス ト･パフォーマンスが高いかを一層強 く意

識 させるようになった｡ さらに海外からの資本流入や外資系企業の増加は､ ときには

コーポレーション ･ガバナンスの変更を迫 り､それまでの長期利潤の追求､社員の雇

用保障に重点を置いてきた企業 と労働者の関係に変化 をもたらす可能性がある｡ こう

した効率性の向上をめざした経営努力は､ときには企業の枠 を越え､分社化や企業統

合をもたらし､さらには不採算部門の閉鎖を含めた組織その ものの見直 しを迫 り､そ

れまでの部分的最適化から組織の枠を越えた全体的最適化を促 し､企業 と労働者の関

係を変えてい く可能性がある｡

第 3は従業員の高齢化による影響である｡ 競争が激化 し､コス ト引 き下げに村する

要請が強まっているにもや､かわらず､年功管理下における従業員の高齢化は逆に高コ

ス ト体質を創 り出 してしまう｡ その結果､企業はこれまでの雇用管理方法を見直 し､

短期的効率化を促進するための就業インセンティブ ･システムを築こうとして､業績

主義処遇を前面に押 し出 した雇用管理制度に切 り替えようとしている0

第 4は産業構造の変化である｡ 日本の産業構造はもはや重厚長大産業に代表 される

製造業中心の産業構造から､第 3次産業にウエイ トを置いた産業構造に転換 した｡こ

れにより雇用の中心 も伝統ある集中型の大規模生産工場から分散型の店舗展開をする

事業所へシフ トした｡ 重厚長大産業において望ましい雇用慣行が､必ず しも他のすべ

ての生産活動において望ましいとはかざらない｡ もちろん長期的雇用慣行があっては

じめて仕事 を円滑に進めることができる職務が存在することは間違いないが､それだ

けでは対応 しきれない仕事 も増えている｡ 業種や職種によって､求められる人材活用

方法は異なってこよう｡ それぞれの産業で競争が激化 し､各企業がコス ト･パフォー

マンスの改善を求められる結果､それぞれに適 した雇用慣行や人材活用､そ して価値

尺度が追及 されるようになった｡

さらに企業ばか りではなく､働 く個人のほうにも変化が現れるようになってきた｡
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所得水準の上昇､少子高齢化の進展は､働 く人々の仕事に村する考え方を変えつつあ

る｡ そこでは賃金が高いことばか りではなく､どのような仕事ができるかが､企業選

びの基準に置かれるようになってきた｡ 企業 もかつてのように強い拘束性に耐えうる

共通 した価値観を持 った男性労働者だけを活用の対象に考えればよい状況から､多様I

な価値観を持 った人々を活用 としていかなければならない状況を創 り出している｡ 企

業は個々人の特性や価値観を考え､それぞれに適 した人材活用をしなければならな く

なった｡ そこでは労働力の活用から､まさに ｢人財｣の活用が求められるようになり､

集団的雇用管理から個別雇用管理へ移行 し､さらに経費の削減､人件費?硬直化の回

避を考え､雇用形態の多様化が促進されることになる｡

第5の要因は､産業や職務が高度化 し､一層専門的な技能や知識が求められるよう

になったことである｡ 企業はある部門で過剰雇用を抱えても､他の部門で人手が不足

していれば､配置転換によって社員に雇用を保障することができた｡ そして最近では

こうした配転の範囲が広が り､企業の枠を越え､出向や転籍によって雇用を守ってき

た｡ しか しこうした制度が十分機能するには､企業内部､あるいは企業グループの中

において､雇用を吸収する成長部門が存在する必要がある｡ ところが経済成長が低下

し､さらに不採算部門に対する閉鎖の圧力が強まるようになると､社内配転制度は十

分機能 しな くなる｡

そしてさらに産業や職務が高度化 し､専門的な知識や技能が求められるようになる

と､職種間､あるいは部門間の壁は厚 くなり､社内においても人材のミス ･マッチが

生 じやす くなる｡ こうした社内における雇用の受け皿が見つからず､技術上の理由か

ら配転を行 ないにくくなっていることも､社内における柔軟性を失わせ､社外-の労

働者の排出圧力 を高める一つの原因になっているといえよう｡

3.雇用のセーフティネットをどう構築するか

一個人の役割 ･企業の役割 ･政府の役割-

個々人の抱 える雇用不安を､社会を変える起爆剤に転換するにはどうしたらよいか｡

このためには､従来の個人と企業 と政府の役割を見直 し､個人が新 しいものに挑戟す
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ることので きるセーフティネットを用意 していかなければならない｡

まず個人が自己責任 を取れるようにするためには､社会の主役はあ くまで も個人で

あることを再認識 し､それを企業や行政がサポー トすることによって､個人が自己選

択することので きる企業環境､社会環境 を整えていかなければならない｡企業環境 ･

社会環境が変わらないまま､自己責任だけが追及されたのでは､個人はただ萎縮する

だけに終わって しまう｡

(1)企業の役割

企業 と個人 との関係が変わるなか､まず企業に求められる具体的対策は何か｡いろ

いろなサポー ト体制が必要になって くるであろうが､ここでは重要であると考えられ

る3点 を指摘 したい｡

① 社員への情報開示

企業の雇用保障が十分担保 されている時代であれば､従業員は企業 を信 じて経営

方針に従 っていけばよかったから､経営状態や経営計画について､情報や知識 を持 っ

ていな くてもよかったか もしれない｡ しか し現実に雇用保障が薄 らいで きている以

上､企業は従業員に信頼 されるに足 る情報 を提供 してい く必要がある｡ 何 ら情報が

ないまま､突然､雇用削減 を言い渡 されて も､労働者はこれに備 えることも､対応

することもで きず､雇用不安 に怯 えるだけになって しまう｡ 本来､労使協議制など

により､こうし?った情報は従業員に伝達 されてい くはずであるが､実際にはこれが

十分機能 しているとはいえない状況 にある｡

従業員への情報開示は､業績査定や能力開発などにおいても､不可欠である｡ 何

を基準 にして自分が査定 されているのかわか らない状態では､ どの ように頑張れば

よいのか本人 もわか らない｡また上司がその人のどこに高い評価 を与え､どこに問

題があると考えているのかがはっきりしなければ､ どのように能力開発 したらよい

のか もわか らない｡企業は自己責任 を追及する人事制度に移行 しようとする以上､

経営状況 にしろ､評価基準､評価内容 にしろ､情報 を社員 に十分伝達 していかなけ

れば､企業 と労働者の信頼関係は失われ､従業員の不安は募るだけに終わって しま

う｡ 自己責任 を追及する以上は､能力開発 において も､転職の可能性 にしろ､情報
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を伝達 し､自己防衛で きる状況 を整えてい く必要があ り､情報 を十分確保 し､従業

員に伝えてい くことは､今後の労働組合にとって最重要課題 となるといえよう｡

② 人員を削減する場合の退職金の上乗せと再就職支援

暗黙的であったとはいえ､長期雇用契約のもとで働いてきた社員に雇用 を保障す

ることは､たとえ企業 を取 り巻 く環境が変わろうと､軽視 されてはならない｡ しか

しどうしても雇用 を削減せ ざるを得 ない ときには､企業がそれな りの費用 を負担 し､

従業員の転職 コス トを軽減す る必要があることは､当然のことといえよう｡ まず退

職金については､給与の後払い方式の もと､その人が､本来､その企業で今後 も働

き続ければ受け取ることので きたはずの給与を退職金に上乗せ して支給する必要が

ある｡ さらに再就職先 について も､個々人の要望 を十分 に聞き､適性 を考えて､再

就職先の斡旋を企業が責任 を持 って行なう必要がある｡ 政府は 1ケ月に30人以上の

人員削減計画を持つ企業 に対 して､再就職支援計画を策定するよう義務付けている

が､それ以外の企業で も再就職支援が求められるのは当然のことである｡

③ 職務の明確化と自己選択 ･キャリア権の保障

人々の雇用不安 をあおっている一つの理由は､能力開発や給与決定において も自

己責任 を追及する傾向が強まっているにもかかわらず､自己防衛で きる環境が整え

られていないことによる｡ 日本の企業は社員に雇用 を保障する代償 として､残業時

間や配転､転勤において強い拘束性 を求めてきた｡ 企業が雇用 を保障 し､能力開発

や給与においても企業が責任 をもってやって くれる時代であれば､こうした拘束性

も雇用安定､所得安定のためには致 し方い もo)であったか もしれない｡ しか し自己

責任が追及 され､企業が労働者 との間に一定の距離 をおこうとする社会になった以

上､個人が自己防衛で きるように､いろいろな権限を委譲 しなければならない｡仕

事の進め方や労働時間について も､個々人が工夫することので きる余地を拡大する

必要がある｡

なかで も重要なのは自分で 自分のキャリアを選択で きるキャリア権の保障であ

り､こうした権利が保障 されてはじめて､労働者 も自己防衛することが可能になる

(諏訪 (1999))｡キャリア権 を保障する第一歩は､職務 を明確 にすることである｡

職務が明確でなければ､仕事 を選択することもできない し､ましてや考課主義 ･業
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績主義に基づ き給与や処遇 を決めようと思って も､その評価基準 を決定することは

で きず､余分な拘束性が課 されるだけである｡

非 自発的離職者や定年 を迎えた人が再就職 しようとしたときの転職に要する期間

や賃金の低下幅においても専門職の転職 コス トは低い｡こうした実態を考慮 しても､

自分でキャリアを選択 し､それに向かって能力 を高めることのできる制度を整える

ことは､自分で暮 らしを守るうえで不可欠になっている｡

(2)政府の役割

次 に､個人 と企業の新 しレナ関係 を受けて､政府はどのような対策を講ずるべ きなの

かについて考えてみたい｡これまで検討 してきた項 目を踏 まえ､当面､必要 となる具

体的雇用政策について考えてみたい｡ここではこれを考える上で､ とくに二つの基本

的な視点を重視 したい｡ひとつは日本の現状 を踏まえ､そ して上述 してきたような海

外 における諸政策に村する評価 に照 らし合わせ､それぞれの政策の有効性 を十分 に考

慮 し､具体策を選択することである｡ もう一つは､緊急対策 とはいえ､それが時代 に

逆行するものであってはならず､むしろ時代の流れを先取 りした､ 日本社会が今後必

要 とするような対策であることである｡ このような視点 を重視 した場合､いまどのよ

うな政策が求め られているかを､雇用の創出による受け皿作 り､転職 コス トの引下げ､

所得保障､ 自己責任 を取れる社会環境の整備の各村策について､以下のような具体案

を提示 したい｡

① 起業家支援による雇用創出

自己防衛で きるためのセーフティネットを構築するためには､何 と言っても第 1

に必要なのは､新たな雇用機会の創出である｡ 前節の諸外国における例 を見て も､

雇用の受け皿がないか ぎり､教育訓練プログラムを受講 し能力 を高めても､再就職

で きる人は少ない｡ しか し政府の起業家支援 により開業する人が増えたとして も､

それがす ぐに倒産 したのでは､失業 を繰 り返す人を増や して しまうだけになって し

まう｡ こうした点を考えると､政府は資金面において開業 を支援すーるの と同時に､

無用な倒産 を避けるよう､起業家教育や相談業務 を充実 させるなどして､知識や情

報面で も起業家を応援 してい く必要がある｡ ヨーロッパにおける経験で も､起業家
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教育や相談業務を充実させることは単に開業率 を高めるばか りではな く､経営上の

無駄な失敗 をなくし､安定 した雇用機会を創 り出す上で効果があることが示 されて

いる (Sijde,P.(2000))｡松繁 (2001)は､起業後の成長を決定する要因を分析

した結果､資金制約の存在から遺産を受け取ることが企業成長にはプラスに寄与 し､

また起業前 に今 と同じ仕事を経験 していた場合､その後の企業成長率は高 く､過去

の仕事 との連続性が重要であることを示 している｡

新 しい産業や企業はた くさんの若年労働者の雇用機会を創 り出すのに貢献する｡

若年失業者が増加 している背景に､彼 らの就職 したいと考える良好な雇用機会が減

少 していることが影響 していると指摘 されるが､これには新規開業率が低下 し､新

しい成長企業が減っていることが影響 している｡ 新規企業の増加はとくに若年雇用

の拡大につながるものと期待 される｡

② 規制改革による雇用創出

起業家支援 とともに雇用機会の拡大に効果があると思われるのが､不要な規制の

緩和である｡国民のニーズがないならば雇用を創出することは無理か もしれないが､

潜在的に高いニーズが存在するにもかかわらず､規制が存在することにより､これ

を現実の雇用に結び付けられない ものをしばしば目にする｡ たとえば､公的保育所

における非正規職員の抑制である｡ 保育時間中､一人の正規職員が一貫 して保育に

あたったほうが子供の発育上望ましいという理由から､パー ト職員の増加を規制 し

てきた｡ このため､親からは早朝保育や延長保育に対 し多 くの要望が寄せ られてい

るにもかかわらず､短時間職員を増やせないために､正規職員の労働時間内の保育

しかできず､早朝保育や延長保育を実施 している公的保育園は低い比率にとどまっ

ている｡ 保母や保父の資格をもっているものは多 く､また就業希望者が多いにもか

かわらず､こうした規制が雇用拡大の実現を阻んでいる｡ そして正規職員の比率 を

一定割合以上に維持 しなければならないということは､結果的に保育費用を高め､

ゼロ歳児 1人あた りの保育に自治体が負担 している年間予算は623万円 (杉並区)

にものぼっている｡ これでは待機児童 を減 らすのと同時に､新たな雇用を創 り出そ

うとしてもおのずから限界がある｡

このほかにも雇用の拡大を阻むような規制は多数存在する｡ 高齢者介護や医療
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サービスにおける雇用の拡大は､地方の雇用創出､中高齢層の雇用拡大にも大 きく

寄与 しよう｡ われわれが推計 したところによると､提言内容の規制緩和が進められ

れば､向こう5年間で530万人の雇用が創 り出されることが見込 まれる (経済財政

諮問会議 (2001)､島田 (2001))｡雇用の受け皿創 りが急務 になっている現状 を考

えると､早急にこうした規制の見直 しが進められる必要がある｡

90年代 に入ってか らの 日米における産業別就業者数の推移を見ると､アメリカで

は対事業所サービス ･金融 ･保険 ･不動産業が90年から99年にかけ就業者数を17.3

%増や しているのに村 し､ 日本では7.9%の増加 にとどまっている(Employmentand

Earnings､『労働力調査』)｡ 村地域 ･社会 ･個人サービスにして も､アメリカでは

就業者数が7.3%と大 きく伸びているのに､日本では4.2%の伸びにとどまっている｡

その結果､アメリカでは産業計 に占める対事業所サービス等の就業者構成比 (99年)

が12.0%と高いのに､わが国では9.3%と低 く､対個人サービス等 にして も､アメ

リカでは35.4%と高いのに､わが国では24.0%と低い｡ 日本においても､今後､ と

くにサービス産業 において､雇用を拡大 させる余地は大 きい と期待 される｡

③ 政府の直接雇用

政府の直接雇用は､短期的に雇用機会を創出する上で有効な対策であるというこ

とはできるが､期限付 きの緊急避難的な対策 として位置付けることは難 しく､む し

ろ長期的にも人々のニーズが高いと考えられる仕事 に限定 して行なう必要がある｡

わが国における失業対策事業を見て も､また海外 における経験 に照 らし合わせても､

政府による直接雇用 を拡大するために実施 された事業は､労働需給が改善 したか ら

といって中止することは難 しく､それができたとしても､半年程度の期限付 き雇用

で職業モラルを維持することは労働者個人の視点か ら見ても困難である｡

政府の直接雇用 に代わって､従来､地方自治体が行なってきた仕事 を民間企業や

NPO (非営利法人)等にアウ トソーシングした り､あるいは新規の事業 を委託 し

た りする場合に､一般会計から委託費を助成 し､そこで雇用を創 り出 してい く仕組

みを創設 してはどうか｡委託費助成は有期の ものとし､徐 々に助成率 を引下げてい

くことによって､こうした事業を市場化 してい くことが可能 となる｡ またこうした

事業であれば､期間制限なしに労働者を雇 うこともできる｡ 学童保育や介護サービ
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ス､違法駐車の取 り締 まりなど､社会が必要 としなが ら､事業立ち上げのためのきっ

かけがないために事業化で きないサービスは数多 く存在するもの と思われる｡

④ キャリア ･カウンセラーの育成 ･活用 と職業紹介機能の強化

これまでの日本企業では､社内における人事配置 を人事部が中心 になって進める

ことによって､企業内における雇用の ミス ･マ ッチを回避 してきた｡ 人事部は普段

か らそれぞれの社員の働 き方を観察 し､その特性 について十分な情報を持 っている｡

あるいは各部署の責任者 とも普段か ら意見 を交換することによって､その部署が ど

のような人材 を何人必要 としているかについて も把握 している｡ これらの情報 を付

き合わせ､ さらに個々の労働者の希望 を考慮することによって､適材適所の人材配

置を心がけてきた｡

しか し企業の雇用保障機能が弱体化する一方､外部労働市場 を通 じて企業の枠 を

越えた適材適所の配置 を実現 しようとすると､新たなマ ッチ ング機能の強化が必要

となる｡ 公共にしろ､民間にしろ､外部の職業紹介機関は普段から個々の求職者や

求人企業 に接 しているわけではないから､企業の人事部に比べれば､それぞれの情

報 を十分持 ち合わせているとはいえない｡ こうした状況で､ベス ト･マ ッチングを

実現するためには､ これまで以上に､適切 な情報 に基づいたカウンセリング機能の

強化が必要である｡

職業紹介者が情報獲得 に一生懸命取 り組 もうとするためのインセンティブ ･メカ

ニズムを用意 していかなければならない｡現在､有料職業紹介については特定の職

種以外 はすべて職業紹介がで きるようネガティブ ･リス ト化が実施 され､さらに求

人か ら徴収する手数料 についても制約が撤廃 されたが､求職者か らの手数料徴収は

依然 として禁止 されている｡ 求人企業は 1人だけ､ 1度だけの人材の募集をするわ

けではな く､ 日ごろか ら職業紹介機関と接する機会は多い｡ これに比べ求職者は生

涯 を見わた して も､何度 も転職するわけではないか ら､職業紹介機関と日ごろか ら

接する機会はほとんどない｡それだけ求職者 に比べ求人企業はマ ッチ ングの過程 に

おいて有利な取 り扱いを受けやすい｡ましてや求人か らは手数料 を取れても､求職

者からは徴収で きない となると､ますます求職者不利の傾向は強まらざるを得ない｡

制度的に求職者 を守ろうとする行政の姿勢は理解で きるが､そのことは求職者か ら
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の手数料徴収 を禁止するのではな く､む しろこれを認め､適正 に契約が履行 されて

いるか どうかを監視 してい く対策のほうが､結果 として も､多 くの求職者にとって

望 ましいといえるのではなかろうか｡そ して求職者の手数料支払いに限界があると

いうのなら､行政が求職者 に代わって手数料 を支払 う委託業務の適用 も考えられる｡

欧米 における分析結果か らもわかるように､職業紹介機能の強化が失業期間短縮

に役立つの と同時に､そこにおけるキャリア ･カウンセ リングが重要である｡ こめ

点 を考えても､わが国で もキャリア ･カウンセラー､キャリア ･ア ドバイザーを育

成 し､在職者､あるいは失業者の相談 に乗る制度 を充実 させ る必要がある｡ 職業安

定所の職員は､求職者の増加 にともない業務が急増 してお り､十分な相談業務 を行

なえないでいるのが現状である｡ アメリカにおける公共職業紹介所の職員数は 7万

1千人､ ドイツではさらに多 く8万4千人いる (1999年)｡ これに対 しわが国では

1万2千 8百人に過 ぎない｡しか もこの人数はここ10年間ほとんど変わって.お らず､

求職者の数は急増 しているにもかかわらず､公共職業安定所の数は行政改革 により､

む しろ減 らされている｡ 経済規模や求職者の数を考慮 して も､わが国における職業

紹介に携わる職員の数がいかに少ないかがわかる｡ これでは求職者の相談に十分な

時間を割けないでいることは容易に予想 される｡

キャリア ･カウンセラーを養成 し､職業安定所 をは じめ能力開発 に携わる各都道

府県のセンターや市役所､労政事務所 に配置することは､職業相談機能を強化する

ために不可欠である｡ さらに政府が民間の職業紹介機関にキャリア ･カウンセリン

グを業務委託することも考えられる｡ また学校や企業において も､キャリア ･カウ

ンセリングに対す るニーズは高まっている｡ キャリア ･カウンセラーの育成 を急 ぐ

とともに､資格制度など能力や質を保証する制度 を早急 に作 り上げてい く必要があ

ろう｡ キャリア ･カウンセラーの増員は求職者に村する相談機能 を強化するの と同

時に､それ自体､雇用機会の創出につなが り､この意味で も失業率の低下に寄与す

るもの と期待 される｡

⑤ 社会的な能力開発支援の強化

どのような人が転職 に要する期間が短 く､また再就職先企業 において高い給与 を

確保 しているかを見 ると､職業資格 を持 っているかどうか よりも､前職 において特
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定の仕事 を一生懸命こなし､そ してその経験 を活か して､転職先の企業のためにど

のような仕事ができるか､実績を示せる人であることがわかる｡ このことは､社内

における仕事をほどほどにして､企業外部の専門学校に通い自己啓発 さえすれば､

再就職が容易になるわけではないことを示唆する｡

しか しだからといって､企業から与えられた仕事を指示通 り､がむしゃらにこな

しさえすれば､それで転職は容易になるかというとそうではない｡むしろ自分の仕

事 を一生懸命するのと同時に､日ごろからそれを理論的に整理 し､環境が変わって

もその経験 をどのように応用することができるかを考え､変化に村応できる柔軟性

を積極的に身につけることが求められる｡ 変化の激 しい社会であれば､ますますそ

の基本的な構造を理解 し､それをベースに積極的､かつ柔軟に対応 してい くことが

求められる｡

企業の リス トラクチャリングが進展するなか､人材育成についても､企業は経費

を削減 し､労働者の自己啓発 を求める傾向が強まっているが､優秀な人材を引 き付

けるためには､能力開発 を支援する体制が必要となろう｡ 労働者 もこれまでと同 じ

ように企業からの指示をそのまま受け入れ､与えられた仕事 をこなすのではな く､

企業外部 との交流や勉学の機会に積極的に参加 し､自分の職務を客観的に見直 し､

理論的に整理 してい く必要性が高まっている｡ 政労使が一体になって､能力開発の

ための時間的制約や資金的制約を緩めるよう個人をサポー トしてい くことも､緊急

を要する対策 となっている｡

同じ産業内に転職の機会が十分用意 されていれば､前の企業における経験 を活か

す可能性は高まる｡ あるいは業種は変わっても､同じ職務を継続できれば､前職に

おいて学んだ知識や情報は十分活用できよう｡ 事実､同一産業内､あるいは同一職

種内の転職 コス トが相対的に低いことは第5章の分析で も示 されたところである｡

しか し同一の産業､同一の職種から多数の失業者が排出され､これまで行なって

きた仕事 と同じような仕事に転職できないとなると､どうしても新たな知識や職業

能力を身につけなければならない｡たとえば構造改革や公共事業の削減によって転

職せざるを得なくなった労働者の場合､その産業全体の雇用機会が減っているだけ

に､同一産業内､同一職種内で転職先を見つけることは難 しくなるであろう｡ その
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場合､これまで とは違 った新たな技能を身につける必要があ り､転職期間は長期化

しやすい｡ こうした人は政策の転換 によって生み出されて きた失業者であ り､こう

した人々を支援す ることは国の責務である｡

ただその とき､職業能力開発 を公的教育訓練施設の拡充 により支援すればよいか

というと､そうとはいえない｡公的機関の場合､ どうして も社会のニーズを把握 し

新たな授業内容 に切 り替えてい くには長い時間を要する｡ む∴しろ民間の機関を活用

し､いろいろなメニューを用意 した上で､各 自が職業 カウンセラーに相談 しなが ら､

自分で必要 と思われるプログラムを選択 してい く仕組み を作 る必要がある｡

このためには職業 カウンセ リングの専門家 を育成するプログラムを拡充 し､機関

支援ではな く受講す る本人を資金的に直接助成 してい く支援体制 をとってい く必要

があろう｡ その際､だれ もが 自由に教育訓練 を受講で きるようにバ ウチ ャー制度 を

導入することも考えられるが､その成果が問われない と､無責任 にこれを濫用する

人が現れて くる危険性 もあ り､やは り現在､雇用保険制度で行 なっている教育訓練

給付金制度のように､修了証書 と引 き換 えに､政府が授業料 を支払い､その成果 に

ついてチェックする機能を組み込んでい く必要がある｡

また個人所得税 において も､自己啓発 に要 した経費 を所得控除 した り､職業能力

開発のための奨学金制度 を設けた りするなどして､積極的に能力開発 しようとする

個人を支援 してい く制度 も必要 となる｡

⑥ 企業倒産 にともなう労働債権保護制度の整備

企業が従業員の雇用 を守れず､倒産 して しまった場合 に備 え､法的に検討 してお

かなければならない緊急課題 は､労働債権の保護の問題である｡ 企業が倒産 した場

合､残余資産の処分 において労働者 に支払 うべ き賃金や退職金､年金の優先順位 は

必ず しも高 くはな く､実際､減額 されて支払われることは大企業 においても少な く

ない｡

突然の企業倒産 によって労働者が職 を失 った場合､何 ら準備がで きてお らず､再

就職するまでの失業期間が長期化 しやすい｡退職金は､失業保険給付 と並んで､こ

の間の生活のよりどころされるものであ り､これが減額 された り支払われなかった

りしたのでは､多 くの人が生活に窮 して しまう｡ 労働債権の残余資産処分における
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優先順位 を高めた り､あるいはこれが支払われない場合､公的機関によって負担す

る制度 を拡充 させ ることは緊急課題である｡

⑦ 失業保険給付の条件付き期間延長

これに加 えて非 自発的離職者による失業者に対 して失業保険給付期間を延長すべ

きであるという意見がある｡ しか しこれを無条件 に行 なった場合､ ヨーロッパの経

験か らして､ もっとも懸念 されるのがモラル ･ハザー ドの問題であ り､給付期間の

延長が失業期間自身を延ば して しまうのではないか とい う懸念が もたれる｡

わが国の失業保険は今年 4月に改正 されたばか りであ り､予期 しなかった離職失

業者 に対 しては給付期間 も延長 された｡ しか し公共事業費が削減 され､不良債権の

直接処理が短期間のうちに実施 された場合､従来 と違 って､他の産業 に移動 しなけ

ればならない労働者が多数発生することが予想 される｡ 5章の分析で もわかるよう

に､同一産業内において転職がなされる場合には､失業期間も短 く､転職 による賃

金低下 も小 さく､転職 コス トは軽微ですんでいた｡ しか し失職者が産業 をまたがっ

て移動せ ざるを得ない ときには､能力転換の必要性等 により失業期間が長期化する

傾向が見 られた｡ 公共事業の削減や不良債権の直接処理 によって発生する失業は､

い うなれば政策の転換 によって生 じる失業であ り､政府 にも一部責任がある｡ この

ため､ 自分の職業能力 を高めようと努力 しているものに限定 し､失業給付の延長 を

検討 してはどうか｡

現行の失業保険制度で も､失業給付期間が終了 した後 も､職業安定所の受講指示

により訓練 を受けている者 に村 しては､政令 により最大 2年間､訓練延長給付 を受

けられることになっている｡ しか し実際には､公的機関が実施 している訓練 コース

は 3ケ月 といった短期間の ものが多 く､また訓練受講者は求職活動 をしていないた

め失業者 とは見なされないため､最初の訓練期間が終了すると受給資格 を失い､延

長給付 は 1回に限定 されてお り､短期間の給付延長 しか認められていない｡このた

め､複数回の受講指示 により訓練 を受講する者 も受給 を可能にした り､民間機関や

大学 における訓練受講者 にも適用範囲を広げた りするなどの対応が必要ではなかろ

うか｡
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⑧ 解雇権濫用法理の法制化

わが国では整理解雇について､法的には雇用主に解雇権が認められてきたが､実

際には過去の判例において解雇権濫用法理が確立 され､規制 されてきた｡ 解雇権を

含め､労働法制を再検討すべ きだとの意見 も強い (八代 (1999))｡解雇に関 して､

法的に整備 されていないことが､自分の将来を見えにくくし､必要以上に労働者の

不安感を高めている可能性がある｡また中小企業の雇用主や労働者の中には､いわ

ゆる4要件が周知徹底 されていないことが多 く､実際には不当解雇 と思われるよう

なことが行なわれた り､逆に経営者の中には不当解雇になることを恐れ､必要以上

に雇用調整を蒔跨するといった場面 もしば しば見受けられる｡ さらにわが国では､

裁判に持ち込んだ場合､判決が下されるまでに長い時間が費やされ､高い裁判 コス

トを負担 しなければならないため､負担能力のある人 しか裁判所に訴えることがで

きず､多 くの人が泣 き寝入 りするといった問題が起 こっている｡

裁判所の判例では､解雇の正当性のみが争われ､金銭補償による解決の道が閉ざ

されている｡ 解雇規制が厳 しい ドイツ でも､近年､金銭補償による解決の道が開か

れ､単に不当解雇であるかどうかが争われるだけではな く､どのようにすれば転職

コス トを実質的に引 き下げることができるかが重要であると認識 されるようになっ

た｡ たとえ不当解雇であったことが認められても､一度裁判で争った労使が､元の

さやに収まることは事実上無理である｡ わが国で も､こうした金銭的解決の道 も含

めて､検討すべ きではなかろうか｡

解雇権規制を緩めることが新規雇用を増や し､失業率 を引 き下げるかどうかは､

前節で検討 した各国における経験からもはっきりしていない｡ したがって解雇権濫

用法理を緩めるよりも､失業のコス トを実質的に引 き下げるためにはどうしたらよ

いかを重点において､解雇規制に関する実走化 を検討 してい く必要がある｡

⑨ ワークシェアリングによる働き方 ･暮 らしの構造改革の推進

労働者に課されている一つ重要な拘束性は労働時間である｡わが国ではサービス

残業を含めると､やは り一般労働者に課 されている労働時間は長いといわざるを得

ない｡こうした状況では､能力開発 において自己啓発が求められても､自由な時間

が短 く､これを実行に移す ことは難 しい｡
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また3章の分析でも示 されたように､時短は雇用機会の創出にもつながる｡ まし

てやサービス産業化の進展 した現代社会においては､自由時間の延長はサービス需

要の拡大 をもたらし､消費の増加につながるから､雇用不安が払拭 されれば､景気

の回復 にもつなが り､雇用機会はさらに拡大されるであろう｡

企業の リス トラが進展するなか､パー トタイマーとして働 こうとする有配偶女性

が増えているが､その背景には夫の所得の低迷がある｡ 雇用保障が薄れてきている

時代 において､夫だけが企業で働 き所得 を稼 ぎ､妻は家庭責任を負 うといった夫婦

の役割分担はリスクの高い暮 らしになっている｡ 今後は生活防衛のためには､好む

と好 まざるとにかかわらず､夫婦で稼得 し夫婦で共同 して家庭責任 を分担すると

いった暮 らし方をせ ざるを得ない人が増えてこよう｡ このためには､長い労働時間

を課 し､特定の人だけが働けるといった状況を見直す必要がある｡

昨今の労働時間別雇用者割合を見ると､過剰雇用が叫ばれているにもかかわらず､

長時間労働者数が増加 している｡ しかもこうした傾向は企業の給与台帳に基づいて

回答を求める 『毎月勤労統計調査』では見 られず､労働者自身が回答する 『労働力

調査』において確認 される｡ 両者の統計 における違いはい くつかの理由によって生

じているのであろうが､サービス残業の増加 も原因の一つである可能性がある｡ そ

れだけ企業の労働者 に対する自己責任 を求める傾向が強まっているにもかかわら

ず､拘束性 も強まっているといえよう｡

企業環境の変化に伴い､個人 と企業の関係が変わ りつつある｡ それにもかかわら

ず､労働者の持ち合わせている仝時間を会社のために投 じることを求めるといった

旧態依然 とした働 き方に変化は見 られない｡個人 と企業はともにワークシェアリン

グをきっかけに､個人の持つ､限られた ｢時間｣の尊 さを再認識 し､｢時間｣あた

りの賃金率 と収益 といった概念を強 く意識することによって､時代に適 した個人の

働 き方や暮 らしの構造改革を促進 してい く必要がある｡

ワークシェアリングを進めるうえでネックになるのは､給与が月給制で 支払われ

ている場合､時短は時間当た り賃金率の引 き上げになり､コス トの拡大につながる

といった点である｡ 今後､ワークシェアリングを進めるうえでは､この点について

も､労使間で検討 してい く必要があろう｡
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また行政において も､失業保険の給付の対象者に部分失業者 を含めることを検討

してもよいか もしれない｡アメリカで も従来､失業保険給付 は 1時間 も働かない ｢完

全失業者｣ にのみ行 われてきたが､ワークシェアリングを促進するため､ ドイツの

制度を見習って､一部の州では ｢部分失業者｣にも給付 されるようになった｡ 日本

では､すでに雇用調整助成金 によって､類似 した制度が導入 されているという見方

もあるが､今後､労働者に直接､給与補填 を行 なう制度が検討 されてよいか もしれ

ない｡

Qi) 均衡賃金の保障

パー トタイマーに対する拘束性は､一般労働者に比べて弱い｡強い拘束性 に従 う

ことのできない既婚女性や高齢者はどうしてもパー ト雇用 に集中 しやすい｡企業の

ほうも人件費の硬直化 を避けようとして､一般労働者の採用 を避けパー トタイマー

の採用を増やそうとしている｡ 早見 ･松浦 (2001)の分析 において も､パー トタイ

マーと一般労働者の間の労働需要における賃金弾性は大 きく､パー トタイマーの賃

金低下が､サービス業を中心 とした一般労働者の雇用削減 につなが り､パー ト労働

者で代替 しようとする動 きが強まっていることが示 されている｡ 他の国に比べ､わ

が国におけるパー ト労働者 と一般労働者の時間当た り賃金率格差 は もともと大 き

かったが､さらに近年､その格差が拡大する傾向にある (樋 口 (2001b))｡

わが国の場合､仕事の内容はよく似ているにもかかわらず､雇用形態が違った り､

年齢や家計 における稼得責任が違った りすることによって､大 きな賃金格差が発生

する｡ 確かに正社員 とパー トタイマーでは企業の求める拘束性が違 っているという

こともあるが､それ以上に職務が明確 になっていないために､職務や業績 といった

その人の仕事に対 して給与が支払われるというよりも､その人の企業における身分

や生活費に応 じて給与が支払われる傾向が強かったことが大 きな賃金格差の一因に

なっていると考えられる｡

現在､パー トタイマーと一般社員の大 きな賃金格差 を解消すべ く､ ヨーロッパの

多 く′の国で採用 されている ｢時間差差別禁止法｣ をわが国で も制定すべ きではない

か という議論がある｡ この法制化 について議論するためら子も､それぞれの人に課 さ

れた職務が何であるかを明確 にし､給与はその人の果た した仕事 に村 して払われる
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という認識 を強化 してい く必要がある｡

職務が明確 にされない限 り､年功基準 に基づ く処遇をやめて､能力基準 ･業績基

準 に基づ く評価制度 を導入 しようと思って も無駄である｡ これがで きない限 り､そ

の人の果た し.た仕事の価値 に応 じて賃金が支払われるのではな く､その人の担 って

いる家計責任 に応 じて給与 を決める一方､その人の全人格 も含めすべてを企業のた

めにささげるといった従来の働 き方が求められ､これに答えることので きる人だけ

が企業の人材活用の対象 とする状態は続 く｡

その人 に与えられた職務が何であるかをはっきりさせ､それが達成 されたか どう

かを基準 に賃金が決 まるといった給与体系 を構築することが､働 き方や暮 らしの構

造改革を進めるうえでは不可欠であ り､短時間雇用者 と一般労働者の大 きな賃金格

差が解消 されてはじめて､ワークシェアリングの推進 も可能になる｡ 今後､均衡賃

金 を求める法律 も含め､検討する必要がある｡ 自由競争のメリットを引 き出すには､

男女 にしろ､年齢 にしろ､あるいは個々で問題 にしている雇用形態にしろ､それら

の間で差別があってはならない｡ 自由競争社会の権化であるかのようにいわれるア

メリカ経済において､差別に対 し厳 しい罰則規定が設けられている背景 には､こう

した考え方があるのである｡

⑪ 男女共同社会実現のための土俵の整備

パー トタイマーと一般労働者の賃金拡大には､いろいろな要因が影響 しているも

の と思われるが､所得税における配偶者控除､配偶者特別控除､さらには社会保障

加入義務の年収制限や企業 における配偶者手当の支給要件などが影響 している可能

性がある｡ こうした諸制度がパー ト労働者の年収調整を誘引 し､労働時間を抑制 し

ているの と同時に賃金率を引 き下げている可能性は強 く､また夫の所得の低い世帯

に妻の就業 しているケースは多 く､効率性の視点からばか りではな く､公平性の視

点か らも､こうした制度を見直 してい く必要がある (樋口 (1995b)､樋口 ･西崎

･川崎 ･辻 (2001))｡

⑪ 自己責任の取れる税制の改革

企業の雇用保障が薄れる一方､年功賃金から業績重視の給与体系 に切 り替えられ､

労働者の自己責任が追及されるようになると､労働者間の賃金格差が拡大するのと
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同時に､同 じ個人であっても､年々の所得は大 きく変動するようになる｡ こうした

状況下で､従来 と同 じように累進度の高い所得税が維持 されるか ぎり､年当た りの

平均所得額は同 じで も､年々の所得額が大 きく変動する結果､個人の支払わなけれ

ばならない税金は増額 されることになる｡

すでに事業所得や一部の雑所得では複数年の平均課税方式が認められているが､

給所得についても､この方式を認める必要が生 じる｡ 今後は 1年休職 して自分の能

力 を高めるため､大学 (院)に通 う人 も増 えて くるであろうか ら､こうした制度の

適用を認めることは自己啓発 を促進するといった視点か らも必要になってこよう｡

また能力開発 についても自己責任 を追及 しようとする以上は､それに要 した経費 を

税額控除 として認め､社会的に支援することも必要な対策である｡

⑱ 自由競争社会のメリッ トを引き出すための土俵整備と監視機能の強化

自由競争社会は何で もやってよい､自由放任社会を意味するわけではない｡自由

競争のメリットを引 き出すためには､公平な競争 を担保するルールの遵守が前提 と

なる｡ これまで企業 における雇用保障が最優先 された時代 には､労働者に拘束性 を

求め､社内の柔軟性 を維持することも必要であった｡ しか しこれが薄れてきた以上､

自由競争 を担保するための新たな基準やルールが必要であ り､これが遵守 されてい

るかどうかをチェックする監視機能がこれまで以上に重要性 を増す｡男女差別禁止

や年齢差別禁止､さらには障害の有無 による差別禁止は､活力ある社会を取 り戻す

ための最低のルールとして､強化 されなければならない｡ 日本社会が変わっていこ

うとしている以上､それにふさわ しいルールと雇用慣行が創 られる必要がある｡ こ

うしたルールが遵守 されてはじめて､人々の雇用不安は社会の活力 に転換 される｡

⑭ 政策評価 に耐えうる情報の収集と公開

わが国ではこれまで失業率が低かったこともあって､各種の積極的労働市場政策

に対する人々の関心はそれほど高 くなかった｡ しか し､経済の構造改革 を進めるに

あたって､雇用問題は最大の関心事 になってお り､各種の積極的労働市場政策の有

効性 をめ ぐる議論 も活発 になっている｡ それにもかかわらず､残念なが らこうした

議論 に耐えうるような統計や調査結果が用意 されていない｡利用 しうる財政支出に

限界がある以上､政策の有効性 に村する評価は今後 ます ます重要性 を高めていこう｡
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行政 も政策評価に取 り組むのと同時に､だれもが雇用政策の有効性について分析で

きるように､個人や企業の行動を追跡調査 し､行政の持っている情報を一般に公開

してい く必要がある｡

以上､雇用機会の創出､転職コス トの引下げ､所得保障､自己責任を取れる社会環

境の整備の必要性について述べてきたが､基本的には失業給付を利用 しなくても､安

心 して構造改革に挑戦できる社会環境を整えてい くことが雇用対策の中心に据えられ

てい く必要がある｡ このためには "welfaretowork"を可能にするよう､雇用創出

と能力開発支援 を基本戟略 とし､職務の明確化 を促進 し､キャリア ･カウンセリング

機能を強化することによって､短期的にも､また長期的にも必要となる整合性の取れ

た対策を講 じることが求められていることを､-海外の経験は示 しているといえよう｡
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1.4つの雇用流動化論

労働市場 を流動化すべ きとする議論が横行 している｡ もはやそれに疑問を投げかけ

ること自体が愚鈍 と受けとめられるかの如 くである｡ 労働市場の流動化は雇用政策 ･

対策の模索に当たって前提であ り常識であるかの如 くである｡ だが､そうであろうか｡

とりわけ労働組合が雇用戦略を構想 しようとするきき､流動化論を対抗軸 とすること

が､それ-の批判的視点を根底に据えることが､必須であるように思えるのである｡

流動化論 をその意図､枠組みから観るなら幾つかのタイプに分けられる｡ *1

第一は､市場万能論 とも言うべ き発想からするものである｡ 労働市場に市場性を取

り戻すことそれ自身が目的とされる｡市場性を阻害するものとして ｢規制｣の撤廃 を

主張する｡

伊藤 ･佐藤 [1999]は､副題を ｢日本経済再生のシナリオ｣としてお り､日本経済

再生の起点が ｢流動化｣にあることを主張する｡ そして ｢資産や雇用の流動化 という

現象が､市場メカニズムの強化 という現象 と密接 に関わっている｣｡｢市場メカニズ

ムの貫徹 と深化は､必然的な現象である｡ もはや､誰 もこの流れから逃れることはで

きない｡私たちは市場 と向かい合って生 きていかなければならない｣ と､流動化 と市

場メカニズムの貫徹 を裏腹のものとする理解が示される｡ 当事者の経済的得失のみを

規準 として､労働力が自由に移動する市場メカニズムを貫 くことそれ自身が経済活性

化のために必要とされる｡ その結果､労働市場は流動的になる｡ 労働市場の流動化は

市場メカニズム貫徹のメルクマールとされる｡ そして､流動化を妨げる制度的要因の

撤廃が主張 される｡ 規制緩和 ･撤廃論である｡

市場システムを重視する新古典派経済学からするなら､流動化-労働力移動を妨げ

るのは転職 コス トである｡ 転職コス トは転職する際に必要となる費用 と､転職するこ

とによって失 う費用からなる｡前者は例えば転職情報を入手する費用 と転職によって

得 られる利益の差 として生ずる｡ ここから転職市場 を国家的規制から自由化する職業
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紹介の民営化が主張 される｡ だがより注目されるのは､現在の就業を継続することに

よって得 られる収入 と転職によって得 られる収入の差である｡ 就業の継続-勤続に

伴って賃金や地位が上昇するシステム-年功制が流動化を阻むものとして改革の対象

とされる｡

流動化論の窮二のタイプは､企業 レベルにおける雇用量の調整機能に注目する｡ 業

務量の変動に対応 して雇用量を柔軟に変化させることを阻害する規制があることを批

判する｡ 言うまでもなく雇用量の変動には正 ･負二つの方向があるが､問題 とされる

のは､業務量に比 し雇用量が過剰 となった場合の調整である｡

わが国の労働基準法は ｢解雇自由｣の原則を採っている｡ だが判例の積み重ねによ

り ｢解雇権濫用の法理｣が形成されている｡ 即ち､業務量に対応 して雇用量を調整 し

ようとする ｢整理解雇｣に当たっては､①整理解雇を行 う必要性の証明､②残業の規
●

制 ･新たな採用の停止 ･企業内配置転換 ･出向 ･希望退職者の募集など整理解雇を回

避するための努力､③解雇の規準 ･人選の客観性 ･合理性､④以上の要件に関わる労

働者 ･労働組合への説明 ･協議､が求められる｡ この要件を満たさない整理解雇は法

廷では違法 ･無効 とされる｡ これが企業から整理解雇-雇用量調整の自由を制限 して

いる｡ 雇用量に係わる企業の外部柔軟性を喪失 させているという理解である｡ より自

由に解雇できるシステムに転ずるべ きであるという提言につながる｡

それは少な くとも二つの論拠 による｡ 一つは ｢過剰｣の整理である｡ 伊藤 ･佐藤

[1999]は次のように述べる｡ *2｢多 くの企業は過剰設備 ･過剰雇用 ･過剰借 り入れ

の状態に陥っている｡ それをいかに整理するか､つまり雇用 と設備 と債務をいかに整

理 してい くかが企業の競争力を回復するための重要な前提条件である｣｡ ｢日本の雇

用をどうするか､そ して労働 という資源をどのように有効に利用 してい くかは､いか

に前向きに労働の流動化 という現象を捉えてい くかにかかっている｣｡ もう一つは､

企業の採用意欲に係わる｡ 柔軟に排出 (解雇)できない条件がある限 り､企業は吸引

(採用)に消極的となる｡､潜在的に存在する雇用需要が採用 として顕在化 されること

を阻んでしまうという理解である｡ 深刻化する雇用 ･失業情勢を背景 として労働力需

要の活性化を図るという視角から､解雇規制の柔軟化 という主張が､｢流動化｣ とい

う用語を伴って展開されることとなる｡
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大阪商工会議所は ｢今後の労働政策に関する意見｣(2001年10月19日)を取 りまと

め､労働政策全般に渡る論点 ･展望を示 した｡ その中で ｢立法による解雇規制ルール

の明確化｣ として次のように提言する｡ ｢今時構造改革の狙いの一つに､産業の盛衰

のテンポが速まる中で､衰退部門から成長部門-の労働力を始めとする経営資源の円

滑な移動を促すことがある｡ その際､懸念 されるのは､労働契約に関する過度に厳格

な規制が､かえって企業の採用意欲を削 ぎ､雇用機会の提供を阻害する結果になりか

ねないことである｡ とくに､解雇については､現行法では予告手続 き等を規定 してい

るだけで､解雇そのものは解雇権濫用法理などによる判例法で規制されている｡ その

意味で､早急に解雇の規準やルールを立法で明示する必要があ り､少なくとも事業開

始後 または採用後の一定期間は解雇規制を緩和すべ きである｣｡連合はかつて､解雇

権濫用の法理､整理解雇の4要件を法的にルール化すべ きという主張をしてきたが､

環境条件が後退する中で､逆転 したベク トルから法制化が提起されているのである｡

第三の流動化論は､構造変化への対応 という視角から提起 される｡ 長期にわたる平

成不況を脱するためには新た産業分野の創出が必要とされる｡ 旧来型産業から新規 ･

拡大産業への産業構造の転換が求められる｡ 産業構造の転換は言うまでもなく産業別

就業構造の転換を生みだし､またそれによって可能となる｡ ところが旧来型産業にお

ける雇用維持はこうした労働力配分構造の変革を阻害する｡ 成長分野での労働力確保

を可能とするために､旧来 ･衰退分野からの労働移動が必要となる｡ 不況脱出策 との

関係から､雇用の流動化は喫緊の時代的課題 とされる｡

伊藤 ･佐藤 [1999]は前記引用文に続けて言 う｡ ｢さらにつけ加えるならば､失業

率が高まっていることも労働の流動化の一面である｡ 一般には失業者が増えることは

好ましくないと捉える傾向がある｡ しか し､こうした一面的な見方だけで失業率を見

ることは正 しくないだろう｡ /たしかに失業 という事実は当事者にとってみれば大変

なことで､何 とか解消 しなければいけない重要な政策課題かもしれない｡ しか しなが

ら､現在のように経済や産業の構造が大 きく変わってい くときには､労働 という経済

資源 も､旧来の分野から新 しい分野に大 きく変化する必要がある｡ 旧来の分野から新

しい分野への労働者の移行の過程では､失業率がどうしても高 くなるわけで､失業率

の上昇は構造調整がより活発に行われているということで もあるのだ｣｡小泉政権下
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にあって ｢構造改革｣が ｢痛み｣を伴 うことが公言され､あたかも ｢痛み｣それ自身

が ｢構造改革｣前進の証左 とされようとしている風潮 と照応するかの如 くである｡

最後の流動化論は､より深刻である｡ このタイプにあっては流動化は必ず しも望ま

しい方向として位置づけられてはいない｡流動化 よりは就業継続-安定が志向される｡

1999年から10年間を視野に入れた ｢第 9次雇用対策基本計画｣は ｢景気循環に相応 し

た雇用の維持 ･安定対策｣として､次のように企業における雇用推拝 を重視する｡｢景
気循環による一時的な雇用需要の減少に対 して､労働者の雇用のの安定､職業能力の

有効発揮､技能の継承等の観点から､企業において雇用の雄持 を図ることが重要であ

る｡ このため､雇用調整助成金の機動的､弾力的運用を図る等により教育訓練や休業

等による企業の雇用維持努力に村する支援に努める｣｡だが現今の雇用情勢をみると､

こうした内部労働市場の雇用維持機能-の依拠が限界に直面 している｡ そこで提起 さ

れるのが ｢失業なき労働移動｣論である｡ 留意すべ きは､｢失業なき労働移動｣は最

も望ましい政策体系 として提起 されているのではないという点である｡企業における

安定 ･継続就業が望ましいが､現在のようにそれが困難な環境下にあってやむを得 ざ

る対策の方向として構想 されているのである｡

｢第 9次雇用対策基本計画｣は次のような位置づけを示す｡ ｢長引 く不況に伴いいっ

たん離職すると直ちにすべての人が再就職できる状況にない中で､できるだけ失業を

経ずに新たな就業機会を得ることは､労働者にとって生活の安定が継続されるだけで

なく､人的資源の活用の観点からも重要であ り､あらゆろ層でさらに円滑な労働移動

が行われることが求められる｣｡ここでは離職 ･転職が積極的に追求されているので

はなく､やむを得 ざる対策と考えられているのである｡ 手放 しの流動化論-の留保を

含むものとして確認 しておきたい｡

2.長期安定就業の根拠

市場システムの貫徹が経済活性化の起点であ り､労働市場においてはそれは雇用の

流動化 として示される､とする流動化論者にあっては､流動化 ･労働力移動を抑制す

るような要因 (勤続重視型処遇管理､解雇規制など)は､活性化を阻害するものとし
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て改革が唱えられる｡ 移動のみが活性化に繋が り､継続 ･安定就業は停滞を生む､ と

いう理解である｡

果た してそうであろうか｡ 日本の経営者は一方では､先に紹介 した大阪商工会議所

の提言にみ られるように､解雇規制の緩和を主張する｡ だが同時に雇用の維持 ･安定

を重視する｡ 日経連 ･奥田碩会長はことある毎に､企業 レベルにおける雇用の維持 ･

安定を強調する｡ だがそれは経営者の雇用維持責任 といった精神主義に拠るのではな

い｡ 企業内労働力を排出 ･解雇することが大 きな損出 ･コス トをともうという理解に

支えられている｡

小池 [1983]は､｢解雇による損出｣ とそれを小 さくするための方策について検討

している｡ *3 注目されるのは､｢技能不使用のコス ト｣と ｢紛争コス ト｣である｡

｢技能不使用のコス トは､当然技能の高いほど､また失業期間が長いほど高 くなる｡

失業期間が長いとは再就職 しにくいことであ り､再就職は技能が高いか､または技能

が企業特殊的であるほどにむつか しくなろう｡ 技能が高いとは､すでにある種の技能

を身につけてお り､それを生かせる分野に当然制約があるし､企業特有の熟練の場合

にはい うまで もあるまい｣｡｢再就職で きたとしても､それまで身につけてきた技能

を十分発揮できないか もしれない｡それでは長年身につけてきた技能を無駄にする｡

この損出はいうまで もな く､企業特殊度が高いほど大 きくなる｣｡この損出はもちろ

ん排出される労働者自身にとって深刻 となるが､また社会的にみても､有 している技

能 ･職業能力 より低い仕事に就 くという点からして､不完全就業を意味 し､損出なの

である｡ それだけではない｡人的資源 という観点からするなら､投資が回収できない

という意味で企業にとって重要なコス トとなる｡ 内部労働力の排出は､内部に蓄積 さ

れた企業特殊な能力の流出なのである｡

企業特殊性 に注 目する点が特徴的である｡ ｢特殊｣ と言っても､G.ベ ッカーが想

定するほど､つまり企業が変わると全 く発揮できな くなるほど特有である必要はない｡

小池 [1983]は言 う｡ ｢100%の企業特殊度を想定する必要はない｡10%てい どで も

よい｡同業他社に移ると､10%ていど能率が下がるていどでよい｡この仮定はなかな

かに現実的である｡ 統計資料などないが､大まかに推測すれば､現代 日本の労働者の

ざっと3分の 1弱がこの種の熟練の持ち主と思われる｡ 注目すべ きは､この種の熟練
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が最 も普及 していると思われる現代 日本でさえ､なお少数派にす ぎないム少数派だが､

現代の日本では労働組合の主力メンバーで､労使関係を考えるとき､まことに枢要で

ある｣｡

企業は､0.J.T.をや 軸に据えた長年に渡る能力開発投資によって形成された､

企業特殊性を有 した人的資源を外部に流出させないという合理的根拠をもって､雇用

安定 ･継続を追求するのである｡

もう一つ､紛争コス トも､企業が ｢排出｣ を検討するに当たっての重要な問題点 と

なる｡ 紛争は排出が納得 されないとき大 きくなる｡ 整理解雇に係わる4要件はまさし

く ｢納得｣を形成するための前提条件である｡ 4要件は紛争を回避 ･縮減するため方

策なのであ り､それを失ったとき紛争は深刻化 し､企業は多大な費用を支出しなけれ

ばならない｡それは歴史的経緯の中で学び ･形成されてきた｡ 足下の状況からのみ発

する安易な要件緩和論はこうした関係を理解 しない｡だがそれは経営者側の対応に止

まらない｡排出を納得せず､｢物わか りの悪い｣抵抗 を続けた戦後 日本の労働運動の

成果 として､解雇権濫用の法理はある｡それを理解せず､完全失業者に｢企業内失業了 4

者数を加えるなら､日本の失業情勢はさらに困難となるなどと語 る労働組合関係者が

散見されるのである｡ 企業内に余剰人員が発生 したとしても､それを容易に外部労働

市場に存在させる失業者と足 させない (合流 させない)歯止めを形成 した点にこそ､

戟後 日本労働運動の成果が凝縮されていると理解されるべ きであるにもかかわらず｡

労働組合が雇用戟略を構想するに当たっては､この成果の確認を先ず出発点に位置づ

けるべ きである｡

早期退職優遇制度を利用 した希望退職の募集が拡大 している｡ そ してその募集に希

望者が殺到するというような理解困難な状況が生 じている｡ 企業は ｢割増退職金十の

ため多額の出費を必要としている｡ だがその一時的出費がいかに大 きかろうと､整理

解雇を実行 して生ずる恐れのある紛争が惹起する損出に比較するべ くもないという判

断が企業側に存在する｡ 紛争は一時的損出に止まらない｡長い歴史の中で多 くの費用

を掛けて形成 してきた協調的労使関係を揺 らがす ものとして､計算できないコス トに

繋がる｡

規制が緩和 されれば紛争が生 じない､のではない｡規制の有無に係わらず､納得が
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成立 しない限 り紛争は生ずる｡ そしてかつて､納得 しない態度を貫 く中で ｢妥協点｣

として規制は生み出されたのである｡ 妥協点は紛争を回避するという意味で最 もコス

トの低い解決策であったのである｡ 人的投資の損出､紛争による損出を考えるとき､

人的流出を縮減 し､紛争 を回避することがコス トを小 さくする最善策なのである｡

現在の不況が消費の停滞に因るものである点は､ほとんど異論 をみない｡消費停滞

の一つの大 きな要素である個人消費については､雇用が大 きな陰を投げかけているこ

とも合意 される｡ 消費のための資金が不足 しているというよりは､消費マインドが低

下 しているのである｡ それは一つには消費意欲 をかき立てるような商品 ･サービスの

供給が弱いことに因るが､ もう一方､将来生活-の不安から消費を手控える傾向であ

る｡ そして最大の将来不安は雇用である｡ 流動化論は不安を拡大 させる議論である｡

日本の企業が雇用維持の原則を強調すること､そこから雇用継続へ安心感が生まれ消

費の活性化 に繋がるのである｡ 流動化論は現在のような局面ではなく､景気拡大局面

において議論 されるべ きである｡

3.日本企業の雇用量調整

第2の流動化論がその議論の前提 とするように日本の企業は雇用量の調節機能を有

していないのであろうか｡多 くの研究はこの点に否定的である｡

業務量 (生産量)と雇用量の間に乗離が生 じたとき､企業はその差を一挙に (全部)

調整 しようとせず時間をかけて部分的に調整 しようとすると理解 して､その調整速度

を測定するという視角から､｢部分調整関数｣ を用いて国際比較を試みた最初の労作

が篠塚 ･石原 [1977]である｡ 篠塚 自身の要約によれば､その結果は次のようになる｡

｢雇用調整の国際比較に ｢部分調整モデル｣を使用すると､いずれの国も調整係数

は労働時間込みのマンアワー ･タームの方が人員 タームより大 きい｡人員 タームの雇

用調整係数の最 も大 きいのはアメリカであるが､マンアワー ･タームでみると4カ国

ともほぼ同 じ調整速度 とみてよい｡これまで日本の雇用慣行は特殊であると強調 され

ていたけれども､この計測例では､アメリカを除けば､日本だけに労働市場の特殊性

を強調することはできない｡｣'5 極めて重要な事実発掘 と言えよう｡
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小池 [1983]は､セメン ト産業に注目して､生産量 ･経営収支 を 『有価証券報告

書』に拠 り､それに伴 う解雇の有無 を 『資料労働運動史』で確認するという卓抜 した

視角 ･方法により次のような簡潔な結論を導 き出 した｡

｢赤字が 1-2期つづけば､解雇 を行 なう企業が例外的でな く出現す る｣｡ ｢赤字

をつづけても耐えて解雇 しまい という通念 とは､大分ちがった事象を兄いだ したと考

える｣ ｡ *6 ｢赤字モデル｣ と呼ばれる経験則の提示である｡

ド-ア [1991]は､極めて多様な手段 をとって日本の企業が ｢実際上の､またはそ

の恐れのある人員過剰に､年ごとの柔軟性､月ごとの柔軟性 と呼べる2つの形態､即

ち､企業内の配置転換 と出向で､つまり比較的長期の正式な手続 きによる人員配置､

で対応｣ して数量的柔軟性 を実現 している実態 を詳細に分析 した｡ さらに ｢機能的柔

軟性｣つまり ｢人的資源の使用に関する柔軟性｣ として､労働者が ｢いろいろな仕事

をすすんでする｡ いろいろな仕事をなし得る､またどうやるかをすすんで学ぶ｡作業

組織や人事等級や賃金､キャリア構造などで､そうするよう奨励 される｡｣ ような企

業内慣行 ･雇用管理 を明 らかにし､日本企業の雇用に関する柔軟性 を描 き出 した｡

小牧 [1998]は､｢開銀企業財務データバ ンクによる大標本のマイクロデータを用

い､マクロ ･データでは捉えきれない個々の企業の雇用調整パ ターンの抽出を試みた｣

結果､次のような要約を得る｡ *7 ｢①個別企業の雇用調整 を観察すると､生産の調整

幅に比べて急激かつ大幅な雇用/調整が行われているサ ンプルが多々見 られ､生産 と雇

用者数の関係は､部分調整モデルが想定するような ｢生産弾性値一定 という連続的｣

な関係 と言 うより､むしろ不連続的であるようにみえる｡ これは､一部の業界のみで

なく､製造業 ･非製造業を問わず多 くの業種 にわたらて観察される｡ ②企業が不連続

な雇用調整 を行 う局面を仔細にみると､経常赤字が 2期続いた時に､大幅な雇用調整

が実施 されるケースが多い｡実際､この点について ｢雇用調整を行 うか､行わないか｣

といった不連続な選択 を確率的に扱 う手法 (プロビット･モデル)を用いて検証 して

みても､ 2期連続の経常赤字が大幅な雇用調整の引 き鉄になっていることが確認で き

る｡ さらに､これを局面ごとに企業の対応が異なることを考慮 したモデル (スイッチ

ング ･モデル)によって推計 したところ､ 2期連続の経常赤字になると､雇用調整速

度が 2倍程度上昇するという計測結果が得 られた｡ この結果は､業種 を問わず､また
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80年代 ･90年代 といったサンプル期間にかかわらず､得 られる｣｡

中田 ･竹贋 [2001]は､このテーマに関する ｢先行研究｣を総括の上に立って新た

展開を試みた労作である｡ 4産業 (自動車製造､スーパー､百貨店､商社)を代表す

る42社に関 して､｢有価証券報告書｣ をベース としたパネル ･データを構築 し､経常

利益 と雇用変動の関係を測定 しようとする｡ その結果 ｢日本の大企業における雇用調

整に関 して以下の発見がなされた｣｡｢(1)自動車製造､スーパー､百貨店､および商

社の4業種 を代表する42社について個々の企業ごとに正社員の雇用変動を過去 4半世

紀に遡って検討 した結果､企業は大小 さまざまな雇用調整を頻繁に行っていることが

確認 された｡ (2)雇用が安定 していると思われたきた正社員についても企業が雇用調

整を行 うのは､生産量に現れる企業活動の水準および正社員を雇用するための労務 コ

ス トが変動するためであ り､これらの変化に対応 して企業の最適 と考える労働需要が

変化することが原因である｡ (3)企業の行 う雇用調整は､費用や企業活動水準か ら考

えて最適 と思える雇用水準へ素早 く調整するのでではなく､現状の雇用水準 と最適雇

用水準の乗離の一部分だけを先ず調整する､部分調整 という方法を取っている｡ --

⑥ 以上の結果を総括すると､今回の調査対象の 4業種では､日本の大企業は通説が

いう正社員の雇用を経済的環境の変化に対 して非感応的にしか調整 しない との認識は

誤 りで､労働時間の伸縮や非正規労働力によって正社員の雇用を補完 しながら環境変

化に相応 して高い雇用調節能力を実現 していると結論できる｣｡

もう充分であろう｡要するに､日本の企業は雇用量が過剰 となったとき極めて多面

的な方法を用いて柔軟に調整 しているのである｡ 多 くの実証研究がそれを証す｡それ

を無視 して､柔軟性の確保-解雇の自由を主張するのは､｢為にする議論｣ と言わざ

るを得ない｡

4.成長分野における労働力確保

労働力が確保 されな くては成長 ･拡大分野の成長はない｡停滞 ･衰退分野から成長

分野に労働力を移動 させることにより､産業間労働力の配分構造を変化 させること､

それが日本経済の活性化を構想するに当たって､必須の要件 とされる｡ 問題は新たな
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成長分野の労働力需要がいかにして充たされるかという点にある｡

依光 ･石水 [1999]は､この点の解明に多 くの努力 を傾注する｡ ここでは､昭和40

以降平成 5年までの約30年間を6つの景気循環期に分け､各循環期毎の労働生産性向

上分を産業別に推計する｡ そ してその額が平均以上の産業をリーディング産業 と位置

づける｡ その他の産業が衰退産業 とされる｡ この二つの部門それぞれにおける労働力

変動を､新規学卒労働者の入職､一般未就職者の入職､転職による産業間移動､離職

･無業化から計量する｡ 結果は次のようになる｡ *8 (1)｢新規学卒の入職による効果

は､常に､リーデイシグ産業への就職者のシフ トにプラスに作用 してきた｣｡(2)｢一
方､転職による産業間の労働移動の効果については､昭和49年に､若干のプラスがみ

られる他は､すべてマイナスであ り､ しかもそのマイナス幅は､かつてに比べ大 きく

なっている｣｡ (3)｢外部労働市場の機能からみると､リーディング産業の発展 には､

新規学卒の入職が最 も貢献 している｡ 反対に転職による効果は､ますます力を落 とし

ている｡ こうしたことの解釈についてであるが､我が国経済が発展 し､高度な技術力

を基礎 としながら生産力を高めてい く現実の下で､リーディング産業に入職するため

の壁が次第に高 く､厚 くなってきていることが背景にあるように思われる｡ 産業は､

新規学卒者を採用 し､産業競争に耐え抜ける人材を養成する｡ こうした人材は､そう

簡単には､外部労働市場から調達で きないから､社内育生の方針 を強めざるを得 な

い｣｡

平成 6年版の 『労働自書』は､副題 を ｢雇用安定を基盤 とし_た豊かな勤労者生活-

の課題｣とし､雇用安定-同一企業における継続就業の持つ積極的意義を描 き出 した

が､成長分野における専門的職業能力への需要の高まりに注目し､その確保 ･育生方

法に光を当てた｡ 事業部門別に ｢高度な専門知識を重視｣する企業の比率 と ｢新規学

卒重視｣企業の比率 を取ると､高度専門知識 を重視するとする企業比率が高い部門

(1,000人以上企業 に限定すると､研究 ･技術開発 :88.8%､情報処理 :76.5%)に

あっては､いずれも新規学卒を重視する企業の比率が高 くなっている (同､94.7%､

84.5%)｡高度の専門能力が求められるような部門にあっては､新規学卒採用による

企業内育生が重視 されているのであ り､外部労働市場からの調達に依拠 しようとする

傾向は弱い｡ この点 を明 らかにするため､『労働 自書』はさらに､｢賃金構造基本調
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査｣の特別集計 を利用 して､同一の職種を長期経験する労働者の比率上昇の要因を分

析 し､｢企業 に勤続 を続けながら 1つの職種 を積み重ねたことによらて引 き起 こされ

た部分 (企業内育生効果) と､転職する中で 1つの職種の経験 を積み重ねた労働者に

よって引 き起 こされた部分 (企業間転職効果)｣の比較 を行い､｢多 くの職業では企

業内育生効果が大 きくなっている｣ という結果を得ている｡ その上で 『労働自書』は

次のように言 う｡ ｢このように､専門的人材の蓄積は､これまで も企業内育生を基本

としてきてお り､今後 もこれを基本 とすべ きと考えられや｡ もし､多 くの企業が外部

から人材 を調達することを人材確保の中心にすえるならば､その職業の離職率は高ま

り､以前にもまして中途採用を増加 させな くてほならない という悪循環に陥ってしま

うことになる｣｡

成長型産業が求めるのは言 うまでもなく高度な技術 ･知識を有 した人材である｡ そ

れをいかに調達 ･確保すべ きか､それが企業の今後を決する､という理解が拡がってい

る｡ この点で注 目されるのは､ 日経連 [1995]である｡ ｢雇用ポー トフォリオ｣の提

唱が関心 を惹いた｡ 日本の企業内に三つのタイプの異なる労働者が存在するとし､そ

の構成比 を雇用ポー トフォリオと呼んだのである｡ 三つ′のタイプとは､長期蓄積能力

活用型､高度専門能力活用型､雇用柔軟型､である｡ 第一はこれまでの終身雇用型従

業員であ り､第三はパー ト･派遣等の従来型非正規社員であ り､新たに論ずべ きこと

はない｡問題は第二の高度専門能力活用型である｡ ｢企業の抱 える課題解決に､専門

的熟練 ･能力を持 って応える､必ず しも長期雇用を前提 としない｣ グループと規定 さ

れ､雇用形態は有期雇用契約 とされる｡ すなわち､専門的能力を有 し有期要約を基礎

として企業間を渡 り歩 く労働者 という像が措ける｡ その限 りで職種別横断的な労働市

場が対応する｡ 流動化論者の選好 と一致する｡

この提言は同種の発信 に比べ優れている点がある｡ それは､2回にわたる｢フォロー

アップ調査｣を伴 っている点である｡ その場限 りの提言が多い中で､発言がその後 ど

のように受けとめられ､変化 をいかに創 り出 したか見つめようとする姿勢は評価でき

る｡ 提言後 1年の1996年 5月に実施 された第 1回調査では､三つの雇用グループにつ

いて ｢現状｣-実態 ととしてどのような比率になっているかを問うた｡ 結果はつ ぎの

通 り｡ 長期蓄積能力活用型 :81.3%､高度専門能力活用型 :7.1%､雇用柔軟型 :ll.6
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%｡この段階で ｢将来｣(3年位先)の予測を問 うと､それぞれ､70.8%､ll.2%､

18.0.%という見通 しが得 られる｡ 長期蓄積能力活用型が大場 に減少 し､他の二つのグ

ループが増大するという展望が示 される｡ さらに2年後の1998年 6月第 2回調査が実

施 される｡ 結果は ｢現状｣でそれぞれ､84.0%､5.9%､10.1%と､第 1回調査で示

された見通 しを裏切ることとなる｡ にもかかわらず､さらに3年後の ｢将来｣につい

て問うと､72.7%､ll.4%､15.9%と､第 1回調査 と同様の回答が寄せ られる｡ この

結果から､われわれは二つの状況を読みとれる｡ 第一に大企業の人事管理担当者は､

将来展望 (規範) として内部蓄積型労働力の縮小 と外部市場調達型労働力の拡大を展

望 している｡ にもかかわらずそれは容易に実現 していない｡それにはいろいろな理由

が考えられるが､内部蓄積 ･育成型労働力の排出にかかる費用 という消極的理由に加

えて､内部労働力の活用 という方策が依然 として有効性を失っていないという積極的

な側面が確認されてよい｡

発展産業分野における人材調達 ･確保をめ ぐる以上のごとき状況認識を基礎 にすえ

れば､停滞分野から成長分野への労働力移動 ･流動化 という構想を批判するに充分で

あろう｡ 衰退産業 ･企業が排出する労働力に能力開発 を施 して､成長産業 ･企業が求

める人材へ と陶冶することにより､移動 ･吸引を促す｡こうした図式は一見極めて論

理整合的に見える｡ だがその現実性が低いことは歴史的経験の中で明らかである｡

5.内部労働市場依拠型雇用政策からの転換

第一次オイルショック以降体系化 された雇用政策 ･対策は､企業の雇用維持機能に

依拠することを基本軸 としていた｡ 1974年に制定 された雇用保険法､とりわけ新たに

設定 された雇用調整給付金制度はその集中的表現であった｡ こうした政策の展開は､

短期的な業務量変動に対応 させて内部に蓄積 された職業能力を排出することを避けよ

うとする､大企業を中心 とした雇用管理を前提条件 とし､またそれを補強するもの と

して､構想 され精練化され実施 されてきた｡
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だが全産業に及ぶ長期化 した平成不況の到来により､こうした政策体系は限界に直

面する｡ 相当量の排出を見込まざるを得なくなる｡ そこで､排出される労働力 を失業

に結びつけない政策手段が模索 される｡ いわゆる ｢失業なき労働移動｣論である｡ 産

業雇用安定センターによる系列外出向の斡旋は､新たな対策の萌芽を示 していたが､

労働省職業安定局が作成 した資料 (図 4- 1)のように､政策体系全体の転換 として

構想 される｡

すなわち､先ず第一に､｢産業間 ･企業間の労働移動の支援｣として､求職活動､

教育訓練受講のために休暇を与え､あるいは教育訓練に必要な費用を負担 した送 り出

し事業主に対する助成金の給付､再就職援助計画対象労働者を雇い入れ定着 を図るた

めの講習等を実施する受け入れ事業主に対する助成金の給付､再就職援助計画に基づ

く計画的な労働移動支援のため再就職相談室等を設置 ･運営する中小企業事業主団体

等に対する助成金などが設定される｡

第二に､雇用創出が課題 とされる｡ 当初は ｢ベ ンチャー企業等の創出､中小企業等

の新事業分野展開の支援｣ を柱 としていたが､不況の深化､雇用失業情勢の深刻に対

応すべ く雇用機会の公的創出に踏み込む｡｢改革先行プログラム｣によれば､公共サー

ビスにおいて50万人強の雇用 を生みだすのを軸 として､｢今後 3年間で､概ね100万

人分の雇用創出｣ を見込んでいる｡ 第 2次世界大我直後の深刻な雇用失業情勢の中で

打ち出された ｢緊急失業対策事業｣以来､日本政府は雇用機会を公的に創出すること

に否定的であったが､この基本的枠組みを転換するものとして注目される｡

第三に､新分野-の展開､製品の高付加価値化を図ろうとする企業を人材面から援

助することを目的として､公共 ･民間職業訓練の高度化､職業能力開発受講者への援

助など｡ もちろん､職業能力開発については､従来 も重視 されてきたが､新たな雇用

創出分野への移動に重点を置いている点が注目される｡

以上のような政策転換は労働市場の流動化を意図する｡ その結果､流動化は進んで

いるのであろうか｡結論 としては､否である｡ 通常､流動化の指標 とされる､入 ･離

職率､勤続年数等を長期的に観察すると､流動化 とは反対の現象が見 られる｡ むしろ

日本的雇用慣行の核たる ｢終身雇用｣慣行が形成され成熟 した､高度経済成長下にあっ

て､こうした指標は高い数値 を示 していたのである｡ *9平成不況下にあって も急激
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な上昇は認められない｡その理由は様々考えられるが､受け皿の不足が重要である｡

移動が実現 されるためには､転職先が充分に存在 しなければならない｡1993年以降入

職率が離職率を下回っている点が注目される｡ どのような労働市場環境の下で語 られ

るかによって､流動化の意味は全 く異なる｡ 好況期において流動化を示す諸指標が高

まることはよく知 られた事実である｡ 不況下における流動化 とは､畢寛､離職の拡大

を意味する｡ 雇用政策の転換は､言うまで もな く離職 ･排出の増大を意図するもので

はなく､本来望 ましくない ｢やむをえざる離職｣が発生するとき､それを可能な限 り

失業に結びつけない方策 として考えられている｡その限 りで緊急避難対策なのである｡

労働市場のあるべ き姿 として､流動化が措定 されているのではないことが再確認 され

なければならない｡従って重要なのは､排出ではなく吸引である｡ まさにセーフティ

ネットの構築が主唱される所以である｡ この点を軽視 した流動化論は､排出の自由化

のみを意味する｡ 労働組合が雇用戦略を検討するに当たって､批判軸 とすべ き理由が

ここにある｡

6.複眼的雇用政策の構想

これまでの､極めて不充分ではあるが､雇用流動化論に対する批判的検討を軸 とし

つつ､構想 されるべ き雇用戟略の枠組みを模索 しておこう｡

先ず何 よりも重要なのは､雇用安定､企業内継続就業の意義を再確認することであ

る｡ それは､既就業者のエゴイズムという視角からのみ立論 されるのではない｡第一

に､職業能力は程度に差こそあれ､企業特殊的要素を含んでお り､その発揮のために

は同一企業 における継続就業が意味を持つのである｡ 離職は企業に特殊な能力発揮の

機会を奪うため､就業者個人にとって大 きな損失であるのは当然 として､企業にとっ

ても､あるいは社会全体にあっても損失なのである｡ また雇'用の安定が前提 とされて､

初めて消費生活の安定が実現する｡ 経済活性化の端緒に据えられるべ き個人消費の活

性化は雇用の安定の上に可能 となる｡

昨今､企業内長期安定就業の可能性について否定的な見解が流布 されている｡ だが

それは従来においても容易に実現 してきたのではない｡｢労働経済動向調査｣ などが
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明らかにするように､日本企業は業務量 と雇用量の調整を実にきめ細か く多様な方法

を以て実施 してきた｡ 正社員の整理解雇に至る前に､残業規制､企業内配置転換､関/

連企業-の出向､中途採用の削減 ･停止､休 日の振替､夏期休暇等の休 日 ･休暇の増

加､臨時 ･季節 ･パー トタイム労働者の再契約停止 ･解雇､一時帰休､希望退職の募

集 という多 くの段階 ･手段が講 じられる｡ それは解雇 ･排出を避けようとする努力で

ある｡ そ してそれは繰 り返 し指摘するように企業にとって､合理的判断であった｡ 現

在 もその根拠は消滅 していない｡排出を避ける慣行-長期安定雇用に対する安易な限

界論に対する批判､労働組合の雇用戟略の基礎はそこに置かれなければならない｡こ

の点で､平成13年10月に発表された日経連 ･連合による ｢雇用に関する社会合意｣が

その冒頭で､｢経営側は､雇用を維持 ･創出 しJ失業を抑制する十 と ｢宣言｣ してい

る点は重要であろう｡

雇用失業情勢が深刻化する中で､ワークシェアリングについて語 られることが多 く

なって来ているが､残業規制による雇用量調整-とは､それをどのように呼ぼうが､ま

た当事者がどのように認識 しようが､ワークシェアリングであった｡ 社会的な仕事の

分かち合いではなく､企業内における分かち合いによる､排出の回避を実現 していた｡

今､ワークシェアリングを語るなら､この点が重視されなければならない｡日本にあっ

ては､ワークシェアリングは内部労働市場における仕事の再配分を実現する手段 と位

置づけられる｡ 排出を避ける手段はより多様存在する｡ 雇用をめ ぐる歴史的経験は多

くの方策を蓄積 させている｡ 今こそそれを再発掘すべ き時である｡

だがその上で､｢やむをえざる離職｣が拡大 していることも事実である｡ これに対

応せず､就業の安定 ･継続のみを追求 しようとするなら､組織労働者のエゴイズムと

いう批判を免れないであろう｡ 離職者の可能な限 り短い失業期間を経た再就職､新規

学卒 ･一般未就職者の円滑な入職を可能とする道が模索されなくてはならない｡それ

はいうまでもなく雇用機会の創出である｡ これについては各方面で議論 されている渦

中にあるので重ねないが､流動化を語るとき排出にではな く吸引に視点を置 くべ きと

いう点が再度確認されるべ きであろう｡

問題 とすべ きは､対象と手段の整合性 という視点である｡ 誰を受け入れるための雇

用創出かという論点である｡ 失業は ｢深刻度｣ という点からして多層的である｡ 深刻
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度に応 じて対策が講 じられな くてはならない｡こうした一般論で合意を形成すること

は容易である｡ だが一端それが具体的に語 られようとすると､問題が生ずる｡ 相対的

に深刻度が低い､対策が急がれない層から ｢失業の切 り捨て｣ という反抗が起 こる｡

これに効果的な反論がなされない｡勢い､深刻度による区別 という論理が背後に退 く｡

社会的合意 という観点か ら多 くの困難を伴いつつ も､対応の急がれる失業がどこに存

在するか､意識的な検討がなされるべ きである｡

その上で､創 り出 されるべ き雇用機会が評価 されなければならない｡｢改革先行プ

ログラム｣などで､創 り出される雇用量が推計 される｡ だがそれは吸収すべ き層 と対

応 しているであろうか｡雇用機会の創出に当たっては､先ず もってそれによって吸収

すべ き求職者の特性が前提 とされるべ きである｡ この観点を軽視 したとき､雇用機会

の創出が ミスマッチの拡大を生み出す恐れが強いのである｡ 雇用政策 ･対策を目的 ･

対象 ･手段の整合性 という観点から評価することが求められている｡ 困難なときにこ

そ､原点に立ち返ることが意味を持つのではなかろうか｡

以上の考察は､愚鈍 とも呼ばれるほど初歩的である｡ だがこうした荒削 りな確認の

上に立って､雇用戟略をが模索 されることが求められていると思われるのである｡ 内

部労働市場 における雇用維持 を基底 に据えつつ､セーフティネットの構築､雇用創出

を模索する､そうした複眼的アプローチが求められているのである｡
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は じめ に ･･･能力開発をめぐる近年の状況

いつままで も続 くようにさえみえる長期不況のなかで､雇用の不安定化 と企業内能

力開発主義の限界が指摘 されている｡ 経済環境変化による必要能力の変化-の対応力

が欠如 しているのであろうか｡従来は､中高年のリス トラという問題であった｡ この

問題が解決するどころか､今 日では､ 日常化する大企業の倒産を目の当た りにして､

希望退職 を募れば､即 日希望者が殺到するという事態が当た り前になってきた｡ 有利

な条件のうちに退職 しないと､残ればあとではもっと厳 しい条件 となるだろうという

労働者のそれをりの予測が背景にある｡ とはいえ､退職 してもよい再就職先が必ず し

もあるわけではない｡独立自営の道 も険 しい｡今､日本で一番経済的不安感のないの

は､デフレ下にあって解雇や倒産による経済不安をもたない年金受給者 となっている｡

中高年者はなんとか年金生活に滑 り込みセーフを期待 している｡

こうした厳 しい経済状況のなかで､職業能力開発についても､従来の企業内OJT

中心からの離脱､個人単位の能力開発-のシフ トが時代の流れとなっているかにみえ

る｡ しか し､それで解決するほど､問題は簡単ではない｡企業を離れて､どの程度職

業能力 を身につけることができるのか｡時代の変化に即応 し､技能の陳腐化に対処す

るための継続的な能力開発はどうあるべ きか｡個人だけでなく､企業､労働組合､行

政はどのように個人の能力開発 を支援すべ きなのか｡本章では､労働市場で雇用 され

るための､労働者にとって唯一の資産 ともいうべ き､職業能力-技能の開発について

考察することにしよう｡ まず､企業ならびに個人の能力開発に対する姿勢の変化を概

観する｡ ついで､第 7次職業能力開発基本計画を素材 として行政の能力開発施策を検

討する｡ 第 3節では若年者 と中高年の能力開発について論 じ､第4節で能力開発の一

つの手段である職業資格をめ ぐる在 り方の問題点を指摘する｡ そして､最後に能力開

発の在 り方についてまとめることにしよう*1｡
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1.企業や個人の能力開発への対応

能力開発の中心は企業内のOJTであ り､我が国ではとくにそれが意識的に推進 さ

れてきた｡ しか し､長引 く平成不況のなかで､職場でのOJTは人員削減による余裕

の喪失､｢成果主義｣ による個人志向の強まりなどにより､職場でおこなわれる能力

開発が弱体化 しつつあるようにみえる｡ たとえば､1999年末に実施 された 『新世紀の

ホワイ トカラーの仕事 と職場 に関する調査』(日本労働研究機構)によれば､大企業

ホワイ トカラーの意識 として､ 1年前 との実労働時間変化をみると､｢変わらない｣

が 5割強 (課長52.8%､社員50.7%)であるが､｢増えた｣ とするものが 3割強 (課

長39.2%､社員33.7%)､｢減った｣とするものが 1割前後 (課長7.3%､社員14.3%)

であ り､全体 としては実労働時間が長 くなったとの回答が多い｡

図表 5-1 部下の育成に関する問題 (%)

仕事が忙しくも部下の育成のための時間が取れない

新人が配属されないので､中堅が新人を育成する機会

がない

部下が忙しく､育成に結びつくような仕事をさせられない

短期的な成果が求められるため､部下の育成に時間が

さけない

部下自身が､能力開発の意欲に欠けている

部下の育成に結びつくような仕事が職場に少ない

部下を育成しても自分自身の評価に結びつかない

部下を育成してもすぐに移動するため､部下を育成する

気にならない

特に問題はない

無回答

0 5 10 15 20 25 30 35 40

出典 :http://ww2.mhlw.go.jp/kisya/daijin/20000808_03_d_zu9.htmlより筆者作成｡

135



また､上司 による部下の育成 に関す る問題 について､｢特 に問題 はない｣と約 4分

の 1が回答 している一方で､｢仕事が忙 しく部下育成のための時間が取れない｣(36.4

%)､｢部下が忙 しく､育成 に結びつ くような仕事 をさせ られない｣(21.8%)との回

答 も多 く､｢新人が配属 されないので､中堅が新人 を育成する機会がない｣(25.7%)

との回答 もある｡ (図表 5-1)｡
日本企業の競争力 を職場で支えて きたのは､部下や同僚 に対 して積極的な仕事 を教

え､OJTをほどこす とい うシステムである｡ それが うま く機能するには､ 2つの条

件が必要である｡ まず､同僚や部下が自己の直接的な競争相手ではないこと､第 2に､

こうした教育 を積極的に評価することである｡ 前者 についていえば､行 き過 ぎた成果

主義 によって同僚や部下が 自己のポス トを脅かす存在 となれば､ こうした 日本企業の

強みは失われて しまうであろう｡ これは､ 日本経済の国際競争力の基盤 を自ら掘 り崩

す ことを意味する｡ こうした事態は何 として も避けねばならない｡現時点では､ まだ

OJTの基盤 となる職場の雰囲気 については､ まだ維持 されているようにみえる (図

表 5-2)｡だが､今後 は予断 を許 さない｡同僚や部下 に仕事 を教 えあい､助け合 う

職場でのOJTを破壊するコス トはとてつ もな く大 きいことを我 々は認識するべ きで

ある｡

図表 5-2 職場の雰囲気 (%)

0 20 40 60 80 100

一人ひとりの能力を生かそうという雰囲気

仕事上で助け合う雰囲気

部下や後輩を育てようという雰囲気

職場全体の業績を伸ばそうという雰囲気

仕事以外のことを相談しあう雰囲気

ぬるま湯的な雰囲気

社員同士が成績を競い合う雰囲気

職場の人間関係がギスギスしているような雰囲気

団社員申課長

出典 .'h ttp.'//ww2.mhlw.go.jp/k isya/daijin / 20000808_03_d_zu8.h tmlよ り筆者 作 成｡
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第 5章 雇用の基礎 としての能力開発

職業能力開発に対 して､個人や企業はどのように考えているのであろうか｡図表 5

-3をみていただきたい｡多 くの労働者 とくに正社員では8割が職業能力を高めたい

としている｡ 非正社員でもその率は5割を超えている｡ その際､｢亘の他の自己啓発｣

と ｢会社の教育訓練｣が大 きな柱 となっている｡ 自分の職業能力開発は自分でやると

いう意識は強い｡会社に頼 らない自己啓発である｡ しか し､会社での教育訓練 も決 し

て低い数字ではない｡非正社員でも能力を高めたいと思っている者の約 3割が会社で

の教育訓練 をあげているのは注目すべ きかもしれない｡つまり､自分 と会社の両輪が

必要だという意識である｡

他方､企業については 『業績主義時代の人事管理 と教育訓練投資に関する調査』(労

働省､2000年)が調べている｡ ここでの結果をみると､まず企業自体は訓練投資自体

を減 らそうとは思っていない｡教育訓練費の今後の方針は､増加を考えている企業が

36% (｢大幅に増やす｣+｢やや増やす｣)､現状推拝が47%､減少 を考えている企業

が15% (｢やや減 らす｣+｢大幅に減 らす｣)であ り､長引 く不況下おいても教育訓

練費を減 らそうと考えている企業は少ない｡

図表 5-3 就業形態､今後職業能力を高めたい方法別労働者割合 (%)

就業形態 ､ (1) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ (2) (3)

正社員計 80.1(100.0) (45.3) (16.9) (22.3) (20.4) (59.8) (0.5)19.50.4

非正社員計 52.7(100.0) (31.9) (10.5) (1_0.4) (16.7) (68.6) (1.5)46.50.8､

荏 :1.(1)職業能力を高めたいと思っている｡その方法 (M.A.)①会社での教育訓練､②社内資格

制度､③企業の自己啓発援助制度､④教育訓練給付制度､⑤その他の自己啓発､⑥不明

(2)職業能力を高めたいと思っていない､(3)不明

2.すべてパーセント｡ 方法は(1)を100%としたときの割合｡

出典 :平成11年就業形態の多様化に関する総合調査 ･個人調査

ただ､従業員全体への訓練投資 という見方は大幅に後退 している｡.訓練をより選別

的に行なおうとしている｡ ｢底上げ教育｣(社員の能力 レベルを全体的に高める方針)

と ｢選抜教育｣(特定の潜在能力のある社員を選抜 して教育する方針)を､現在 と今
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後で比べ ると､選抜教育重視派が23%- 66%と大幅に増加 しているのに対 し､底上げ

教育重視派は75%- 32%と急減 している｡ つまり､従業員全員の職業能力 を高めよう

ということはやめる｡ もうそんな余裕はない｡企業によって有用な人材 を選別的に訓

練するとい う意識が急激 に強 まっているのである｡

さらに､企業は職業能力開発の責任 も個人へシフ トさせつつある｡ これまでは8割

以上の企業が ｢企業の責任｣である (｢企業の責任である｣27%､｢どちらか と言え

ば企業の責任である｣55%)と考えたが､今後は ｢社員個人の責任｣ とする企業が55

%に増加 し､｢会社の責任｣は43%まで低下 している｡

日経連のエ ンプロイヤビリティの議論 も､こうした企業の動向 と軌を一にしている｡

それは､｢エ ンプdイヤビリテ ィを 『雇用 されうる能力』すなわち､『労働移動 を可

能にする能力』に 『当該企業の中で発揮 され､継続的に雇用 されることを可能にする

能力』を加 えた広い概念で とらえ｣た上で*2､｢従来の企業 と従業員の関係 を 『企業

･従業員相互依存型』 と定義 し､これを今後 『従業員自律 ･企業支援型』に変化 させ

ることが重要である｣ と提唱 している*3｡ こうした労働者や企業の意識の変化 に対 し

て､行政は何 をしようとしているのだろうか｡

2.行政はなにをやろうとしているか

2000年 7月と12月に ｢今後の職業能力開発の在 り方研究会報告｣が出ている｡ こ こ

でいわれていることは､｢労働者のエ ンプロイヤビリティというものは､労働者みず

か らが能力開発 しなければいけない｡それを支援するのが大切だ｣ ということである

(｢Ⅱ労働市場の変化に対応 した職業能力開発の在 り方｣)｡日経連の主張 と大差ない｡

また､キャリア形成の個別化 という議論が出ている (｢2今後の職業能力開発の基本

的方向性｣)｡これまでのキャリアをベースにした職業能力評価 システムの構築 につ

いて議論 している｡ ｢3今後推進すべ き職業能力開発施策｣の ところで も､｢労働者

自身による能力の棚卸 し｣があがっている｡

以下では､2001年5月に出された第 7次職業能力開発基本計画 を検討することで､

行政が考 えている方向を具体的にみることにしよう｡
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第 5章 雇用の基礎 としての能力開発

(1)第 7次職業能力開発基本計画

この計画で､中長期的な職業能力開発の枠組みとして指摘 されているのは ｢労働市

場が的確 に機能するためのインフラス トラクチャーの整備｣であ り､具体的にはつ ぎ

の4点である｡

イ 労働者のキャリア形成支援 システム

ロ 職業情報等の労働市場 に関する情報提供 システム

ハ ホワイ トカラーを含む実践的な職業能力を適正に評価するシステム

- 労働者が多様 な教育訓練 を受けることができるシステム

イロハはいずれも技能の客観化によって企業間移動 をスムーズにおこなおうとする

ものであ り､その中心は ｢キャリア ･コンサルテ ィング｣ にある*4｡ その技法開発 に

ついてはつぎのように指摘 している｡

｢キャリア ･コンサルテ ィングにおいては､まず､労働者の職業経験やこれ までに習得 した

職業能力を客観的に明 らかにすることが必要である｡

このため､これ らの事項 を総合朗 に記述で きるキャリアシー トの開発及び普及を図る｡ なお､

労働者が企業間を移動 しなが らキャリア形成を図ることがで きるようにするためには､キャリア

シー トの記述の客観性 を高めることが重要であ り､そのために必要な職業経験や技能の記述に係

る用語の共通化について も調査､検討 を行 う｡

また､キャリア ･コンサルテ ィングについて､労働者のニーズに応 じた各 レベルの専 門家の

養成やキャリア ･コンサルティング技法の開発及び普及を図る｡｣

キャリア ･コンサルティングそのものは､企業内でのキャリア形成を目的の一つ と

している*5｡従来からあるキャリアシー トを使 った目標管理など､企業内でのキャリ

アアップをめざす人的資源管理手法をベースとしている｡ただ､従来の人的資源管理

との違いは､キャリアの意識化のみならず､その客観化が碍摘 されていることである｡

つまり､企業間移動の目的も有 している｡

キャリア ･コンサルティングは望ましいものであ り､積極的に進めるべ きである｡

労働者にとって最 も基本的な資産たる職業能力を強 く意識 させることは､キャリアに

対する権利意識を高め､労働者の自己啓発を一層促進させるであろう｡ 企業は従業員

のキャリアに配慮 した育成を心掛ける必要に迫 られる｡ しか し､他面､すでに言及 し

たように､企業はそうした中長期的育成の余裕 を失い､短期志向を強めている｡ この
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ギャップをいかに縮めるのか､問題は簡単ではない｡

キャリア ･コンサルティングの もう一つの意義は､｢技能の客観化｣志向を高める

ことである｡ この点はまだ今後の課題 とされることも多いが､きわめて重要である｡

｢技能の客観化｣は､何が業界専用技能であ り､何が職種専用技能であるのかを明確

化するのに役立つ*6｡ 従来､こうした職業能力 を実際に保有 していたとして も､それ

を明確化で きなかったことを考えれば､労働者にとって､その利益は大 きいだろう｡

ただ､技能の客観化は高度な仕事になるほど困難である｡ また､職務経験記述は ｢履

歴書の書 き方｣になってしまう危険 も大 きい｡求人企業が求めるものは本人の査定結

果であるか もしれない｡どの程度の仕事 をどの程度こなしてきたのか｡コミュニケー

ション能力 に問題はないのかなど､深い個人の職業能力情報は､キャリアシー トだけ

では､入手できないだろう｡ 労働者が就職するには､個人情報 と企業情報の両方が必

要であ り､個人情報 についても知識や狭い意味の能力だけでな く職業倫理などの責任

や信頼性などもある｡ キャリアシー トはこの個人情報の知識や能力の一部を示す もの

にす ぎない｡ したがって､キャリア ･コンサルティングに過度の期待 をもっことはで

きないだろう｡

また､実際の運用にあたっての危険 もある｡ その対象が仝従業員ではな く､中高年

に限られる危険である｡ これでは､いわばアウ トプレースメントの一般化 ということ

にす ぎない｡一定の意味があるが､退職勧奨を意味するともいえる｡ すべての労働者

に対する日常的なキャリアアップにつなが らない可能性がある｡ キャリア ･コンサル

ティングは毎年仝従業員に対 しておこなう必要があろう｡

さらにキャリア ･コンサルティングは､労働者の不満を高めるかもしれない｡企業

は業務の必要に応 じて異動 をおこなう｡ 従業員の能力アップのために教育訓練 をおこ

なう余裕は､すでにみたように失われつつある｡ 選別的な能力開発志向を企業は強め

ているのである｡ とすれば､い くらキャリア ･コンサルティングをしたとしても､い

やこうした状況でこれをおこなえば､従業員の職務-の不満を一層高める可能性す ら

ある｡ 能力開発の中心がOJTであることを想起すれば､企業が従業員全員にいかに

展望あるキャリアを提示することがで きるかが問われている｡
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第 5章 雇用の基礎としての能力開発

(2)ホワイ トカラー施策

① 教育訓練給付制度

厚生労働省の課題 と施策 をみると､いちばん目につ くのは､教育訓練給付制度で

ある｡ 平成13年年度予算では約355億円計上 されている｡ 民間の資格産業機関が宣

伝 していることもあ り有名である｡ 総 じて好意的に受け入れられているようにみえ

る｡ 従来はすべて企業への給付であったか ら､本人への直接給付 というのは望 まし

い変化 .といえる｡ 問題は､当然なが ら質である｡ 資格産業の単なる助成 となっては

意味がない｡職業能力開発への有用性 とその水準確保が必要である｡

図表 5-4 ビジネス ･キャリア制度修了認定試験実施状況の推移

年 度 受験者数 合格者数 合 格 率

H.6前期 2,390 627 26%

後期 2,674 657 25%

H. 7前期 2,197 626 28%

後期 3,535 1,142 .32%

H.8前期 3,501 1,241 35%

後期 4,489 1,875 42%

H. 9前期 5,084 1,844 36%

後期 6,187 2,258 36%

H.10前期 6,501 2,367- 36%

後期 7,170 2,696 38%

H.11前期 7,796 3,793 49%

後期 8,567 4,129 48%

H.12前期 9,465 4,387 46%

後期 10,301 5,853 57%

出典 :http://www.bc.javada.or.jp/jisshi_suji.htm
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② ビジネス ･キャリア制度

新 しい制度であるビジネス ･キャリア制度の参加者が順調 に増えて きている (図

表 5-4)｡ この制度の新 しさは､単 に個人が 自主的に学ぶだけでな く､企業が 自

己の人材育成 に利用で きる仕組みをつ くっていることである｡ 教育その ものは民間

の機関に任せるが､最終的に達成水準 を庵 了認定試験 によって担保 している｡ す ぐ

れた方式であるといえよう｡ 社会的認知 をえることがで きるように､努力すること

が必要である｡ そのためには､後に述べ るように､各種資格間の調整､調和化が必

要である*7｡

(3)現業系労働者の能力開発

現業系労働者の数的比重低下にともって､能力開発政策での比重 も小 さくなってい

るようにお もわれる｡ そのなかで重点は､｢技能継承｣ に向けられている｡ これは､

いままで現場で高品質を支えてきた現業系労働者が退職年齢 に近づ き､その後継者の

人材確保が必要 となって きたか らである｡ 職業能力開発基本計画では､つ ぎのように

論 じられている｡

｢4技能の振興及びものづ くり労働者の職業能力開発について

(1)ものづ くり振興に係る環境整備について

将来のものづ くりに係る技能を担 う人材 を育成 し､また､技能の振興を図るため､次のよ

うな施策を推進することが必要である｡

なお､ものづ くり労働者の職業の安定や社会的な評価の向上等に資するため､職業能力評

価 システムの整備 を図るとともに､ ものづ くり労働者の企業内での処遇改善に向けて労使が

取 り組んでい くことが重要である｡ また､ものづ くり労働者の熟練技能は､生産活動 を支え

る社会的財産であることから､国や地方公共団体のみならず､各業界の労使団体が技能労働

者の職業の安定や社会的な評価の向上に対 して取 り組むことも重要である｡

イ 国民各層が ものづ くりや熟練技能の重要性に対する理解を深めるため､技能競技大会 ･

表彰制度の充実､熟練技能者の社会的活用等を推進する｡

ロ 将来のものづ くりを担 う若年者を育成するため､基盤的技能を習得できるような教育訓

練の機会を確保することに努める｡

また､ものづ くりを担 う人材の育成のために､学校教育 との密接な連携を図るとともに､各地

域における業界ごとの労使 とも連携 しつつ､技能集積地域における人的な集積を活かした技能

の継承 ･発展を図るとともに､ものづ くりを担 う技術 ･技能双方に通 じた人材育成等に努める｡
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ハ 技能労働者の職業生活の全期間にわたる技能形成の促進 とい う観点か ら､そのキャリア

に応 じた段階ごとの目標の設定等により､技能振興施策の充実を図る｡

(2)高度熟練技能の椎持 ･継承 について

産業の発展を担 う優れた技能の雑持 ･継承 を促進するために､次のような施策を推進する

ことが必要である｡

イ 高度熟練技能者の技能やその習得過程の分析 (デジタル化等)を行い､その成果を公共職業

訓練の基準､カリキュラム等 に反映することで､人材の効率的な育成に資するよう努める｡

ロ 高度熟練技能者の技能を活用するため､高度熟練技能活用促進事業の選定対象､業種 ･

職種の拡大を図るとともに､高度熟練技能者の社会的活用 を推進する｡

ハ 事業主又は事業主団体等の高度熟練技能の雑持 ･継承に関する自主的取組 に対する支援

の充実を図る｡ ｣

以上の施策から読み取れるのは､現業労働者の技能を漸次的に集約するという方向

である｡ 製造業の現場の技能労働は数を減 らしつつ､幸いなことに大量失業問題を引

き起こさずに済んだ｡いかに今後､こうした高度を技能を維持 ･継承 してい くかが大

きな課題であるということである｡

しか し､現在急速に進んできた琴造業の空洞化への対処が必要 となっている｡ アジ

ア諸国の経済発展にともなって､す ぐれた製造技術の移転が急激に進み､国内に工場

をつ くる企業は大変少なくなっている｡それにともない製造業の空洞化が急激に進み､

労働需要の減少の大 きな原因となっている｡ 高付加価値製品 も大変早い時点で海外生

産されている｡ 試作機能そのものも海外に移 りかねないのが時代の流れである｡ 試作

機能の海外移転は製品開発における海外移転にもつなが りかねないのである｡ これは

我が国製造業の国際競争力の弱体化をもたらす可能性が高い｡こうした事態を避ける

には､戟略的な製造技術 ･技能の推持 ･向上政策が必要である｡

なお､基本計画の最後に少 し触れられているが､個別企業で維持することが困難で

あ り､国民経済的に必要とされる技能については､業界団体主導の技能者養成を積極

的に進める必要があるだろう｡ その将来展望のある具体策を追求する必要がある｡

また､技能検定制度 と社内検定制度はホワイ トカラー中心の能力開発制度に比べて

影が薄 くなっている｡ 今後の方向としては､検定資格の統合､技術系ホワイ トカラー

職種 との接近 ･統合が求められるべ きである｡
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従来､我が国の職業能力開発は学校 と企業に任せ られてお り､行政 も企業-の助成

金中心であった｡ 技能検定など､ブルーカラー職種では一定の成果があったものの､

ホワイ トカラーについての技能の客観化については､進んでいない｡｢失業なき労働

移動｣ というスローガンのもと､能力開発は企業にゆだねられてきた｡ 個人も企業に

自らのキャリアをゆだねることで､雇用 と賃金を確保 してきた｡ しか し､大失業時代

の到来をまえにして､個人は企業に自分のキャリアをゆだねることに不安を覚えてい

るし､企業 もその責任を負うことを逃れようとしている｡

しか し､失業 を経験する労働移動は厳 しい もの とならざるをえない｡｢失業なき労

働移動｣戦略は優れたものである｡ したがって､これを今後続ける必要があるだろう｡

中長期的に我が国が労働力不足 となるかどうかはかなり怪 しいが､中長期的な労働力

過剰 を避けることができるのであれば､この戟略は堅持すべ きである｡ しか し､短期

的には､この戦略だけでは問題はもはや解決できない｡長期的な不況が企業体力を消

耗 させて しまった｡ 失業を経験せざるを得ないとしたら､労働移動 を企業間関係だけ

に頼ることはできない｡ もちろん､従来のメリットを失ってしまっては､何の意味 も

ない｡これからの能力開発戟略 も現在の状況 と遺産を踏まえたものでなければならな

いだろう｡

3.若年者と中高年の能力開発

(1)若年失業の問題点

従来から学校を卒業 しても正社員の仕事につかない若者がかな りいたが､近年は不

況のために､正社員の仕事につけない若者が増えている｡ こうした若者は俗 にフリー

ターと呼ばれている｡ 日本労働研究機構の調査 によれば､自己の夢 を追求する者は全

体の 4分の 1程度に留まり､多 くはモラ トリアム型 とやむを得ず型であるという*8｡

自分の夢 を追求 しようとすることは､すぼらしいことである｡ こうした積極的な人々

の多 くは生活 との折 り合いをつけながら､その後の職業人生を送るであろうし､送っ

てもらいたいものである｡

問題は､全体の4分の 3を占めるモラ トリアム型 とやむをえず型である｡ 彼 らはこ
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れからの長い職業人生をどのように送るのであろうか｡狭い意味での職業能力だけで

なく､職業倫理や職業意識をしっか りと身に付けることができるのであろうか｡仕事

は面白いのが一番だが､雇用労働であや以上､いろいろや制約や単調な仕事､キャリ

アの展望のない仕事は多い｡ しか し､仮にさほどのキャリアの展望のない場合であっ

ても､職業倫理や職業意識 をもって仕事に従事することは､人格形成にとって決定的

な意味をもつ｡ 職業能力は何 も知識やいわんや手先の器用 さだけではない｡職業人 と

しての責任感や誇 り､耐久力などは､仕事につ くことによって初めて体験できるもの

である｡ 学校卒業後､職業経験 もなく数年間にわたって失業 した場合､本格的なキャ

リア形成はきわめて難 しいように思われる｡ 西 ヨーロッパ諸国がこの間経験 してきた

若年失業問題は､単なる生活問題ではない｡最初から生活保護や失業扶助に頼 り､職

業倫理や職業意識をしっか りと身につけなかった若者が果た して､いつの時点でこう

した能力を身に付けることができるのであろうか｡｢WelfareからWorkfareへ｣とは､

実に職業経験の重要性を示 しているのである｡ 我々はこの教訓から学ばなければなら

ないセあろう｡ そ して､それは教育訓練施設での教育だけでは可能ではない｡人材の

陶冶は実に職業生活を通 じて行なわれるのである｡

また､職業生活による能力開発は学校教育による能力開発 と異なる｡ 後者は､教育

内容の一般性､包括性においてす ぐれているが､それだけに学生にとってはその有用

性は明らかではない｡生活の必要､切実さにおいても劣る｡ それに対 して､前者は教

育訓練内容の有用性や具体性がはるかに高い｡そのため､学習意欲 も高い｡仕事 に直

接必要な知識や技能は身につけなければ自分の職業人生に直にひび く｡ その効率はき

わめて高い といえよう｡ こうした経験 を若者から奪 うことは､日本経済を支えてきた

人的資源の枯渇をもたらしかねないのである｡ いかに若年失業を防 ぐか､それも職業

倫理を含む職業能力の開発機会を彼 らに確保 してい くのかが問われているのである｡

こうした観点からすれば､中高年 とくに高年齢者の失業の意味は､相対的に小 さ

くなる｡ たとえば､60代にとっての雇用は､主として生活保障問題である｡ これが非

常に大 きい問題であることはいうまで もない｡年金の65歳か らの支給がいよい よ始

まってきた｡ しか し､能力開発 という観点からみれば､今までに獲得 した職業能力 を

尭揮 しっづけることにとどまる｡ 労働力不足経済を想定すれば､こうした高年齢者の
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活用はきわめて重要であって､職業生活の引退までは継続 して働 きつづけることが望

ましい｡ しか し､高年齢者の雇用確保が若年者の能力開発機会を減 らしているとすれ

ば､話は別である｡ 私たちは雇用問題 を能力開発問題 として捉える必要があるのでは

ないだろうか*9｡

誤解のないようにいうが､中高年が引退すればよいといっているのではない｡ ドイ

ツやフランスで実践 された早期引退制度*10が年金財政圧力の もとに後退を余儀な く

されていることや､早期引退制度によって全体の失業率がす ぐに低下するというほど

実態は単純ではないことは事実である｡ しか し､職業能力開発 という観点からみれば､

若年者が就業を経験せず､職業生活の最初から失業状態にあることの社会的なコス ト

は､一般的にいえば中高年によりも高い｡

では､中高年の能力開発に意味はないのか｡実は以下でみるように､実は中高年の

能力開発 にも大 きな利点がある｡ しか し､それは若年者の能力開発 とは異なる｡

(2)中高年の能力開発

多 くの中高年にとっては､今までの企業で自己の職業的キャリアを全うすることが

もっとも望 ましいであろう｡ 技能の観点からみると､その企業専用技能､業界専用技

能､職種専用技能が最 も効率的に活用できる｡ 再就職はそうした技能の放棄 を意味す

る｡ また､職場の人間関係の切断 も一般には楽 しいものではない｡職業生活からの引

退まで､同 じ職場で働 き続けることは一般に効率的である｡

とはいえ､労働需要の急変はそうした事態を許さない場合が少なくない｡今 まで働

いていた企業を退職せざるをえないとしたら､新たな能力開発が必要となる｡ また､

長期安定雇用が信頼 を失 うとなれば､個人は自己のキャリアを転社に対応できるよう

に組み立ててい く必要に迫 られる｡ では､中高年にとって､どのような能力開発が必

要なのであろうか｡

若年者は知識や技能をまだ身に付けていない｡ したがって､急激に需要が拡大 しつ

つある職業や業務内容の一挙的変化が進みつつある部門での能力開発が適切である｡

また､そうした仕事では職業展望 も比較的明るいので､そうした職業に人気が集まる｡

新卒の市場参入によって労働力構成の変化が徐々に行なわれる｡
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それに対 して､中高年､ とくに高年齢者は引退までの期間が短 く､新たな能力開発

の価値は企業にとっても個人にとっても低い｡ したがって､中高年能力開発は雇用確

保のためにやむをえない場合の しくみ としてみられがちである｡

しか し､中高年は業界知識や職種の技能をすでに身につけていることを忘れてはな

らない｡彼 らに対 しては､活用できる技能を前提 とした能力開発 をおこなうことがで

きる｡ この意味では､中高年の能力開発の効率性は実は若年者 より高い塊合が少なく

ないのである｡ 今まで働いてきた企業が傾いたとしても､一般には企業専用技能の比

率は言われるほど決定的ではないだろう｡ むしろ重要なのは業界専用技熊 と職種専用

技能である｡ 業界 として好況であれば､ある 1社が傾いても転社は困難ではない｡そ

れに比べて､業界専用技能や職種専用技能が陳腐化 してしまうと､事態は深刻 となる｡

ある業界が構造不況業種 となった場合､業界専用技能が陳腐化 して しまう｡ こうし

た中高年には､職種専用技能の活用が有効である｡ 豊富な職業経験のなかで身に付け

てきた能力 をいかに活用 して､新 しい業界に参入するかが問われる｡ そのためにも､

今までに身に付けてきた職種専用技能を明確化する必要がある｡ たとえば､営業職の

場合､ルー トセールスと飛び込み営業 とでは必要 とされる技能がかな り異なる｡ また､

扱 う商品について､深い知識が求められる営業 とそうではない営業がある｡ 後者の場

合には､転社は比較的容易であって､実際移動は少な くない｡

一般に業界を移らなけれげならない とき業界知識そのものは不要となるが､業界知

識の獲得方法は役に立つ｡ もちろん､かつての知識に固執するとかえってそれが邪魔

になるケースもあるだろうが､業界が違えば違 う仕事の仕方があるということさえ肝

に銘 じておけばよい｡それは技能 というよりも心構えの問題である｡ それさえできて

いれば､新たな仕事 を相対化でき､技能修得には決 して不利にはならないはずだ｡

もちろん､個人的な努力には限界がある｡ 公的職業教育施策がとくに重要 となる｡

公的職業教育は､ともすればいままでに習得 した技能を無祝 して流行のテーマについ

ての短期研修に留まりがちである｡ これでは今までの経験 ･技能が生かされない｡お

手軽の民間委託では一層 こうした観点が欠如 しかねない｡民間委託であれ公的訓練で

あれ､いずれであっても､今までの個人の技能分析 とそれに基づ く必要な訓練メニュー

の作成を行なうべ きである｡
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職種専用技能が陳腐化 して しまうこともある｡ 部分的な陳腐化は技術変化 とともに

日常的におこっている｡ 小 さい ものであれば日常業務のOJTで知 らず知 らずにうち

に習得 してい く｡ 急激な変化の場合は､一定のOffJTも必要となろう｡ 職種全体

が陳腐化 して しまうこともある｡ 職種専用技能が全 く使えなくなってしまったとき､

企業専用技能や業界専用技能に頼ることになる｡ そこでは､まさしく ｢再教育､再訓

練｣を行なうしかない｡従来､日本の大企業では職種専用技能の陳腐化に対 して､再

訓練 ･配置転換で対処 してきた｡ 今の日本企業にこうした余裕は少なくなってきてい

るが､これが重要な政策であることに何 ら変わ りはない｡企業内労使は今後 とも従業

員に対する再訓練 ･配置転換 に努めるべ きであるし､公的支援 も場合によっては必要

となる｡ 嘆いてもしかたない｡いかに企業専用技能や業界専用技能 (とくに後者)を

活用するか考えられなければならない｡

4.個人の立場に立った能力開発行政を 一一縦割 り行政を超えて

個々人の職業能力 を完全に明示することはできない｡コミュニケーション能力､協

調性､創造性､判断能力､責任感の強 さなどは採用面接などでも決 して十分には把握

できない｡仕事を実際にして もらうことで しか､評価で きないものであるし､完全な

客観的な能力など存在 しているかどうかさえ疑問である｡ 縁故による個人的な紹介､

企業を通 じての紹介は継続的な関係のなかで､｢信頼｣ を維持するメリットまたはそ

れを崩すコス トは､こうした不十分 さを担保するものである｡ こうした職業紹介の有

用性がな くなることはないであろう｡ しか し､それらだけに頼ることができないのが

現代である｡

とすれば､不十分で も職業能力を測る何 らかの尺度は､ときには決定的な意味をも

つことになる｡ そのひとつ として ｢資格｣がある｡ 周知のように､職業能力開発は､

雇用戟略の基盤をなす ものである｡ しか し､個人の立場にたって統一的な行政施策が

取 られているようにはお もえない｡各省庁の立場からの縦割 り行政によって､能力開

発は寸断されている｡ 学校教育は文部科学省が管轄するが､職業教育は基本的に職業

前教育である｡ 医師や技術者の教育を管轄するとしても､それだけである｡ 職業能力
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開発の根幹である職業生活での能力開発は､それぞれの省庁が管轄する｡ 一般的には

厚生労働省 (旧労働省)というが､それは各省庁の管轄外のものに留 まる｡ なるほど､

税理士が国税庁､医師が厚生労働省､弁護士が法務省などと分かれていることはそれ

ぞれ理由があ り､合理由で もある｡ だが､各省庁がそれぞれの職業資格 を自己の管轄

とするだけで､相互の連絡が取 られているようにはみえない｡厚生労働省のビジネス

･キャリア制度にしても､経済産業省が認可する中小企業診断士 との関係ははっきり

していない｡こうした状況はな くすべ きである｡ 個人のための資格が省庁のための資

格 とならないような対応が必要ではないだろうか*11｡

5.これからの能力開発

職業能力開発政策には､中長期的 日本経済の発展 (完全雇用)のための能力開発 と

短期的失業対応 としての能力開発 とがある｡ 現在､構造改革のなかで多 くの失業者が

出ることが確実視 されている｡ そのため､失業対策 として能力開発政策が採 られるで

あろう｡ これはセーフティーネットとして､た しかに重要である｡､しか し､雇用戦略

という観点からすれば､中長期戟略 としての能力開発がよりいっそう重要 となる｡ 本

章を閉じるにあたって､それぞれについて､い くつかの提案をすることにしたい｡

(1)中長期的戦略としての能力開発

これまでの議論か ら5点指摘 しよう｡ OJTの必要性の再確認､専門職制度の実質

化､個人の能力開発-の公的支援､能力開発機会 としての若年者就業､能力開発担当

の一元化である｡

① 0JT促進の必要 ･･･0JTシステム崩壊のコス トを限 りな く大きい

これは若年者就業 とも関係するが､職業能力開発の中心は実務経験､つまりOJ

Tであることを忘れてはならない｡我が国のOJTの優れた点は､同僚や上司が積

極的にOJTをおこなうように企業が対応 してきたことである｡ 近年､企業の余力

が低下 しているために､′業績評価の短期化傾向が強 くなってお り､OJTが減退 し

つつある｡ 企業内労使は､OJTの有効性 を再確認 し､この傾向に歯止めをかける
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必要があるだろう｡ 過度の成果主義は個人間競争 を強める｡ さらに雇用不安は同僚

や部下に安心 して仕事 を教えるしくみを崩 して しまう可能性がある｡ OJTシステ

ムが崩壊するコス トはとてつ もな く大 きい｡世間は､失業のおそれか ら､介護福祉

での雇用開発ばか りを考えているが､国際競争力のある人材 をつ くりあげなければ､

日本経済は沈没する｡

② 今 こそ､専門職制度の実質化を

雇用不安のなかで､労働者は自己の能力開発 をキャリア権 として重視 しつつある｡

企業が雇用 を保証 しえない以上､この傾向はいっそう強まるであろう｡ 企業内労使

は､従業員の要望に対応 したキャリア形成 を考える必要がある｡ 今 こそ､長 く企業

内で定着 しなかった専門職制度 を機能 させる好機である｡ 管理職 としてのキャリア

が必ず しも最善ではない と､個人が考え始めたからである｡ 企業がエ ンプロイヤビ

リティをいう時代である｡ このチャンスをいかに生かすか､我々は専門職キャリア

を本格的に導入すべ きである｡

また､個人の技能を客観化するための施策 も必要である｡ そのためには､労働者

全員が技能の棚卸は毎年する しくみを考えるべ きである｡ キャリアシー トを個々人

がつ くるシステムづ くりである｡

③ 個人への公的能力開発支援 ･･･教育研修機関の格付けを

行政は能力開発 を企業だけでな く､個人が主体的に行なうことを積極的に支援す

る必要がある｡ これはすでに行 なわれはじめている｡ ただ､金銭的支援だけでは問

題 は解決 しないことを忘れてはならない｡それが実効性 をもつためには､行政が教

育訓練給付金などで助成す る研修 や教育訓練 コースの品質管理が必要不可欠であ

る｡ そのためには､民間教育機関の格付けをしっか りする仕組みが必要である｡

④ 能力開発機会としての若年者就業

若年時の長期失業は個人の一生 において も､日本経済全体において も非常なマイ

ナスである｡ 能力開発問題 として若年者失業問題 を捉えるべ きである｡ 若年者採用

の促進策 を考える時期 に来ている｡訓練期間中の若者の賃金が低いのは当然である｡

仕事 を通 じての陶冶の重要唯 を再認識すべ きである｡

そのために､労働力過剰が これ以上続けば､既存の国の政策 と正反対だが､高齢
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者の職業生活からの引退､ボランティア活動への転進促進 も施策の視野に入れるべ

きである｡ これは､世代間ワークシェアリングといって もよい｡問題は当然､年金

財政 となる｡ これによって､短期的に失業率が低下すると考えるのは甘い｡あ くま

で中長期的な対応 として理解すべ きである｡

⑤ 能力開発担当の一元化 (あるいは調和化)

行政において､能力開発 を統一的に扱 う組織がない｡そのため能力開発は省庁の

縦割 り行政であ り､個人の立場 に立った能力開発戟略を立てることがで き-ない｡能

力開発担当が一元化で きないとしても､全体 を調整する調和化は可能なのではない

か｡

(2)失業対策としての能力開発

職業能力開発 には失業対策 という側面がある｡ これは短期的な課題であ り､失業者

に雇用先 をいかに確保するか という問題である｡ 大失業時代 には､予算規模からみれ

ば能力開発の中心になる｡ ただ､ ともすれば単なる失業給付の隠れ蓑にとどまる危険

がある｡ 実効性のある能力開発 を行なうには､予算規模の拡大だけでな く､質的な配

慮が決定的である｡

この種の能力開発は通常大急 ぎに作 られるために､い くつかの問題 を学んでいる｡

① 緊急性､数的急拡大のために､教育内容､教育人材､教育評価の吟味が不十分

である｡ 教授法やコース内容が未整備であるため､能力開発体制が整備 されず､

有意義な訓練がで きない可能性がある｡ 一般 に､短期間であるために､再就職に

役立たない もの もある｡

② 受講者のニーズ把握が されない｡一方的な知識伝達 にとどまりがちである｡ 中

高年の能力開発の節で述べたように>受講者にとって必要な技能は個人ごとにか

な り異なる｡

③ 失業給付だけに関心があ り､教育訓練 をうける意欲 に欠ける人が受講する可能

性がある｡ これは真面目に受講する人の足 を引っ張ることになる0

まず､最初の問題であるが､教育内容､教育方法､教育人材の適切性など訓練内容

の吟味が必要である｡ 本節 (1)③ と重複するが､教育訓練給付や失業対策 としての能
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力開発 については､各教育研修機関の質を確保す るためになんらかの査定が必要であ

る｡ た とえば､研修修了者 に村する試験の実施､修了後の就職率 などが考えられる*12｡

給付金のば ら撒 きは避けなければならない｡

第 2の点 についていえば､い くら優れたコースで も､受講者のニーズ とあっていな

ければ意味 もない し､受講意欲 も減退する｡ 受講者のニーズ と研修 コースのマ ッチ ン

グへの配慮が必要である｡ 受講者.も何が自分 に必要なのか､ よくわか らないことは多

いだろうし､研修内容が受講者の期待するもの と異なることも少な くないだろう｡ 通

常はあいまいな形 にとどまる受講者のニーズの明確化や適切 な研修 コース設定 を欠い

てはせ っか くの研修 も効果 を生 まないであろう｡

第3の点 について､意欲ある人の能力 をいかにつけるかの手段 として能力開発 を考

えなければならない｡基本的視点は､中高年の能力開発の節で述べた｡ 企業内労使 の

で きることも多い｡それについては繰 り返 さない｡ ここでは行政 について述べ ること

に しよう｡ 何 を行政 はすべ きであろうか｡ まず､本人については､能力開発-のイン

セ ンテ ィブを与 えるために､本人の学習評価 をすべ きであろう｡ 失業給付のためだけ

の受講者 には遠慮 して もうシステム作 りが必要である｡ 失業給付 は､生活保障政策 と

して考 えるべ きであって､で きるだけ多 くの人に能力開発 を行 なうのは望 ましいが､

それが能力開発 のシステムをダメにして しまっては本末転倒である｡

また､すでに述べ たように､教育訓練の結果 どの程度の職業能力 を本当につけたか

の評価制度が必要である｡ この点について､キャリアシー トは役立つ ｡ キャリア ･コ

ンサルテ ィングを行政が強調するのは正 しい｡ただ､単なるお題 目ではな く､それを

実効性のあるようにするためには､企業 ･行政 ともにかな りのコス トがかかることを

心すべ きである｡ また､中高年の肩たた き手段 としないためにも､仝従業員に対す る

定期的なコンサルテ ィングが必要である｡ .
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注

1)本章では､雇用戟略 とい う観点か ら職業能力開発 を論 じるために､い くつかの重要な問題領域

について言及 していない｡た とえば､特別の配慮 を必要 とする人たちに村する能力開発や国際協

力の問題 などである｡

2)このエ ンプロイヤ ビリテ ィの定義は､すでに企業 に雇用 されている人を主たる対象 としている

ことがわかる｡ 失業者に ｢雇用 される能力｣ をつけるという意味ではない｡

3)日経連教育特別委員会 ･エ ンプロイヤ ビリティ検討委員会報告 『ェ ンプロイヤ ビリテ ィの確立

をめ ざして- ｢従業員 自律 ･企業支援型｣の人材育成を- 』平成11年4月21日｡

4)なお､二は官民の分担問題である｡

5)厚生労働省 (2001)『キャリア ･コンサルティング技法等 に関する調査研究報告書』

6)本章では､企業専用技能 (企業特殊技能)が当該企業内のみ通用する技能であるの と同様 に意

味で､当該業界内でのみ通用する技能 を業界専用技能､当該職種でのみ通用する技能 を職種専用

技能 と呼ぶ｡ 詳 しくは､久本 (1999)｢技能の特質 と継承｣(『日本労働研究雑誌』No.468,2-10頁)

を参照せ よ｡

7)技術系ホワイ トカラーについての具体的な行政施策はこれ といってみあた らない｡ これは､多

くの技術系職種 については､経済産業省､文部科学省､国土交通省 など多 くの省庁がそれぞれの

資格 をもってお り､旧労働省がそこに発言することがで きないためである と思われる｡ 技術系の

仕事は陳腐化のスピー ドが速い｡R&Dの目的は､陳腐化その ものであるといって も過言ではな

い｡ したがって､彼 らの知識のかな りの部分は急激 に古 くなって しまう｡ したがって､管理職 に

ならないが きり､現役の技術者 として生 き続 けることはかな り困難である｡ 大企業の技術者の多

くは､管理職 となった り､企業間関係 を通 じて再就職 していった り､ した｡ だが､大量採用 され

た技術者が50歳以後 も現役 として仕事 をするためには､ 日常的な技術革新への対応力 を持 ってい

なければならない｡ここに固有の困難がある｡

第9次雇用対策基本計画 には ｢(7)技術者 ･研究者の育成 経済のグローバル化が急速 に進展

する中において､絶えず技術革新に挑戟 し､開拓精神の旺盛 な高度の専門能力を有する人材の育

成が急務である｡ そのため､産学連携 による大学等の技術者教育 に対する外部認定 (アクレデ ィ

テ-シ ョン)制度を構築 しようとい う動 きに対す る支援､技術の変化に柔軟 に対応 し､ よ り広範

な技術者が活用 し得る国際的に整合性の とれた技術士制度の構築､試験研究機関等 における研究
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者情報のデータベース化等により､技術者 ･研究者の育成を図る｣ とあるが､その具体策はみえ

ない｡

8)日本労働研究機構 (2000)『フリーターの意識 と実態』

9)さらにいえば､海外援助において､途上国にとって必要な人材は､若年ではなく技能をもった

中高年である｡ 体力はあるが､技術 ･技能を持ち合わせない若者を海外に送ってもメリットはな

い｡ 途上国に必要なのは､技術 ･技能であ り､それもそれぞれの途上国が必要とする水準の技術

･技能である｡ これは､生活問題を別 とすれば､仕事のや りがいが生 きがいという点で も価値あ

るものである｡ また､若者についても必ず しも望 ましくない｡見聞を広げるという意味では価値

があるが､わが国も戻ってきたときに､なすべ き仕事を見つけることは困難である｡

10) ドイツやフランスの早期引退制度は､我が国の早期退職優遇制度 と全 く異なることを注意すべ

きである｡ 早期引退制度は職業生活からの引退を意味 してお り､再就職は奉 りえない｡それに対

して､早期退職優遇制度は､再就職を想定 している｡ 我が国の中高年雇用制度の最大の問題の一

つは実はこの点にある｡ かつてほど使われなくなったが､我が国は ｢終身雇用｣と言われてきた｡

しか し､定年とは実は年齢による強制解雇である｡ 定年後の再就職が問題 とされつづけてきてい

る｡ この点では､日本は最 も非終身雇用的であるといってよい｡早期退職優遇制度の問題 もこの

一点にある｡ 職業能力 という観点からみても､いままでの技能を生かすためには､同一企業での

継続就業が最 も効率的である｡ 再就職 という非効率なしくみは､それが労働需要急変 ･急減 とい

う状況をのぞけば､で きるだけ排除すべ きである｡ 個人にとって も､職業的キャリアを全 うする

ことは多 くの場合､望 ましいのである｡

ll)そのほかに多 くの民間資格がある｡ これは､市場の論理にまかせておけばよいだろう｡ 業界団

体が有効な資格を作ることは､その自主性 を尊重することが必要だろう｡ 自ず と社会的に有効 と

認知 される資格が生まれて くる｡

12) もちろん､障害者など特定の就職困難者に村する職業訓練は､-従来以上に福祉事業 としておこ

なう必要がある｡
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第 6章 外国人労働者問題と日本の雇用

1.外国人労働者問題に関する基本視点

(1)外国人労働者問題への取 り組みは日本の国家戦略と関連する

外国人労働者問題 にどう対処するのか という問題は､ 日本め国家戟略 と深 くかか

わっている｡ 即ち､日本の国の形をどうするのかという問題 と関係 しているのである｡

従って､外国人労働者問題に関連 した､戟術 レベル ･技術 レベル ･実務 レベルの多層

にわたる検討が求められる｡ 本稿においてそのすべてを論ずることはできないが､外

国人労働者問題の本格的研究 と政策立案に向けて､さしあた り以下のような課題へ取

り組みが重要であることをまず指摘 してお く｡

第 1の課題は､日本の将来の人口規模をどのレベルに想定するのか､という問題で

ある｡ 日本の人口が減少するであろうことはほぼ確実であるが､今後の日本の国際関

係にとって重要な中国とアメリカという2つの国では､今後人口が増加 しつづけるこ

とになるであろう｡ 単なる人口規模の大小によってその国の国力が決まる訳ではない

が､人口は国の社会経済力を支える重要なファクターであ り､日本の将来人口が減少

する傾向になることの是非､およびその対策について検討する必要がある｡

人口規模は､出生数､死亡数､出国者数､入国者数によって決まって くる｡ 従って､

検討の結果､｢移民の受け入れ｣ という選択があ り得る｡ しか し､この選択は苦渋に

満ちたもの となる｡ なぜならば､｢移民の受け入れ｣は､単に国内に在住 し労働する

外国人が増加するというレベルの問題 には止まらず､国家の基本を大幅に変更 し､多

民族国家 としての体制に組替えることと連動するからである｡

第 2の課題は､アジア諸国の人口増加 と海外人口流出圧力 との関係､とりわけ日本

に向かう国際人口移動の質 ･量についての多面的検討である｡ 一般的には､途上国の

社会経済開発を日本が支援 し､海外流出圧力を下げることが望ましい､ と言われてき

た｡ しか し､それぞれの国では､どの階層の人々が海外流出を試み､如何なるルー ト

で日本に流入するのか､彼/彼女等は何 を求めて､どう行動するのか､といった点に
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ついて､刻々と変化する事態を把握 し､根底にながれる行動様式を理解することが必

要となる｡ その上で､海外からの人口流入が社会 ･経済に及ぼす影響を検討 し､民族

･文化 ･宗教などの面での摩擦 を極力回避 し､多様性 を ｢包摂｣するシステムを考案

することが求められる｡

第3の課題は､日本の産業構造 ･就業構造 ･生活構造に関する将来展望を措 き､そ

れに対応 した労働力の量 ･質をどのようにして確保するのか､ということに関 してい

くつかのシナリオを用意することである｡ とりわけ､地球環境問題やエネルギー問題

の視点から日本の経済活動の基本方向を見極めることが重要であ り､それに対応 した

将来人口の質 ･量を展望することである｡ 即ち､ 日本の国内での労働需要および供給

に関する分析によって､日本人への労働需要と外国人に村する労働需要に関するい く

つかのシナリオを用意することが求められている｡

第4の課題は､日本人と外国人が職場や地域で一緒に労働 し生活する際に生ずるメ

リットとデメリットを冷静に分析することである｡ 既に第 2点 として触れたことでは

あるが､民族 ･文化 ･宗教等の違いによる乳蝶が現に存在する｡ 従って､それらに関

するデータを収集 し客観的な分析を通 して､相互の円滑なコミュニケーションを確保

し､日本人 と外国人 とが ｢共生｣するための具体策を打ち出すことが必要となる｡ そ

のことは当然のことながらコス トがかかる｡ 世界の各地で発生 している民族間の内乱

や戟争に関する歴史的経緯や民族間の溝を埋めるための努力 ･方策などを研究するこ

とは決 して後ろ向きの相応ではない｡､これらの点の研究が蓄積 され､それらを日本の

現実 と比較 し､日本の国内で深刻な事態を発生させない予防措置 としてはいかなるも

のがあ りうるのか､などを研究することが求められる｡

か くして､ もっぱら労働力の需給の観点から外国人労働者問題 にアプローチするこ

とは､問題 をあまりにも単純化 し媛小化するもの と言わざるを得ない｡

(2)ヒトの国際化は今後もますます進展する

人々の活動範囲が一国内に限定 されていた時代は過去のものとな り､いまや企業や

個人の活動は地球的規模で展開し､モノ ･カネ ･情報 ･ヒ トが大量に､日常的に国境

を越えて移動する時代になってきた｡ そ して､このような傾向の延長線上に ｢国民国
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家｣の消滅 と単一のスタンダー ドによって律せ られる均質的な世界を想定する考え方

すら提起 されている｡

ところが､いかに大量のヒトが恒常的に国際間を移動するようになろうとも､ヒト

の移動はモノ ･カネ ･情報の移動 とは大 きな違いがある｡ 最大の相違点は､モノ ･カ

ネ ･情報はそれ自体が意思を持たないのに対 して､ヒ トはさまざまな欲求を持ち､独

自の意思をもって行動することである｡ 即ち､ヒ トは移動先の社会に村 して意識的に

向き合うのである｡ 移動 したヒトの行動の両極を示せば､一方の極では移動先の社会

に完全に ｢溶け込む｣行動があ り､他方の極では移動先の社会とは最低限の接点を持

つが､基本的には母国の文化 ･言語 ･宗教など ｢保持｣ し､移動先社会と隔絶 して生

活することが選択 される｡

従って､ヒトが国境を越えて移動することが日常化 したとしても､ヒトは移動先で

の社会的諸慣行 に完全に従 うとは限らず､それとは異なる社会的行動を持ち込むこと

が考えられる｡ まさに､ヒトの移動は国と国との際を如何に調整するのか､という ｢ヒ

トの国際化｣の問題 を提起 している｡ すべてのヒ トにとって単一の基準があるわけで

はな く､お互いが譲歩 しあう ｢国際化｣が求められるのである｡

ヒトの ｢国際化｣ を規定する主要な要因は､移動先の雇用や賃金を求めた国際的労

働力移動である｡ そ して､経済活動の国際化に伴い､ヒトの国際移動が活発化 し､こ

のことがヒ トの国際化を推 し進めることになる｡

(3)外国人の職種は多様であるが､ブルーカラー職種に問題が集中する

外国人労働者は職種によって大きく2分される｡ 一方は､いわゆるホワイ トカラー

職種に属する人々であ り､事務的 ･専門的 ･技術的職種に就労する外国人である｡ こ

の職種の人々には一定以上の学歴水準 と技術水準が要求され､移動先では厚遇される

ことが多い｡他方､｢技能工｣｢製造 ･建設作業者｣｢労務作業者｣などのブルーカラー

職種に従事する外国人がいる｡

このブルーカラー職種では､国内の労働市場の需給動向とは無関係に｢労働力不足｣

の状態 となる場合が多 く､この不足部分を外国人で充足 しようとする｡ そして､発展

途上国では､国のレベルでも個人のレベルでも､外国での雇用の機会を求めている｡
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こうして､両者の利害が合致することによって国際労働移動が実現することになる｡

しか し､ブルーカラーの職種に従事する外国人労働者は しば しば差別や偏見の対象

となる｡ 外国人労働者は､労働条件が劣悪であ り､低賃金であ り､従 って､受け入れ

国の労働者には ｢忌避｣ される傾向のある職種に就労することが多い｡ しか も､母国

へなるべ く多 く送金 しようと生活を極力切 り詰め､地域社会 と交流することがほとん

どな く､労働者 として負担すべ き諸経費 を負担 しない､などの要因が重な り､受け入

れ国の労働者 :市民からは必ず しも歓迎 されない､という矛盾 を抱 えている｡

か くして､外国人労働者が直面 している問題の主力はブルーカラー職種 に従事 して

いる外国人労働者の問題 となって現れることになる｡

本稿では､特に断 りのない限 り､ブルーカラー職種の外国人労働者 に関する問題 を

論ずることとする｡

2.日本における外国人労働者問題の回顧

(1)戦前の日本は移民の送 り出し国であった

日本は戟前において外国人労働者の受け入れ国で もあ り､送 り出 し国で もあった｡

受け入れの事例 としては､一方で 日本が必要 とする技術や文化を導入するために ｢お

抱 え外国人技師｣などを高給で招樗 した｡ 他方では肉体労働力を補強するために ｢外

国人｣労働者を ｢強制連行｣ などの手段で労働現場に投入 した｡

日本からの出稼 ぎ移民の送 り出 しは明治元年か ら開始 された｡ 以下では戦前の 日本

からの送 り出 しの経験 を主 として取 り上げることとする｡

① なぜ海外へ出稼ぎ移民として移住 したのか

日本が海外 に移民 を送 り出 したのは明治元年であ り､それ以降､戦後の高度成長

期 まで､北米 ･南米 ･東アジア ･東南アジア ･南洋諸島などへ出稼 ぎ移民 を送 り出

していた｡ 海外出稼 ぎを決断する要因が完全に解明されている訳ではないか､貧困

が出稼 ぎ移民 として海外へ押 し出す主要な要因であることは確かである｡ しか し､

貧困の要因だけで海外出稼 ぎ移民 を説明することは難 しい｡移民の送出に関する要

因としては､移住する個人や家族の状況､移民送 り出 し地域の経済的困窮､移民 を
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熱心 に推進 した人物の存在､送 り出 し地域での他出の経験の積み重ね､送 り出 しの

実務 を担当する機関の存在､国家の送 り出 し政策､などが考 えられる｡ そ して､こ

れらの要因が複雑に絡み合って､実際の移住の決断がなされたのであろう｡

② 移民の送金は何に貢献 したのか

送 り出 し母相の貧困や働 き口の乏 しきに規定 された個人の貧困が移住 を決断させ

る主要な要因となったことと関係するが､出稼 ぎ移民は母相の家族 に送金すること

が多 く､その金額はかな りの額に達 していたことが報告 されている｡ 問題は移民か

らの送金が母相の貧困状態の解消に結びついたのか､ということである｡ 日本のさ

まざまな出稼 ぎ移民送 り出 し地域の歴史的経過 を観察すれば､移民か らの ｢送金｣

は残 されたその ｢家｣の ｢借金｣の返済や ｢農地｣の購入などに向けられ､地域内

の個人的資産の移転 に主 として支出されていた｡ 従 って､送金 された資金が原資 と

なって母相の地域経済が発展 し､出稼 ぎ移民の送金が日本経済の発展 に貢献 した､

と主張す ることは難 しい｡

送 り出 し母相の貧困や失業状態の解消 という課題は､日本経済全体の発展の中で

解決 されたのであ り､移民 を送 り出 し､移民が送金 したことでこれらの問題が解消

された訳ではない､と考えるべ きであろう｡

③ 出稼ぎ移民は現地で苦労 した

移民 として海外 に移住 した人々は､移住先でさまざまな苦労 をした｡ それらを記

録 したものが数多 く残 されているが､移住先での移民の状況 については､概ね次の

諸点に整理 し検討することが求められる｡ 第 1は､出身母相 ･母国の経済 レベルと

移住先のそれの比較である｡ 母国の経済 レベルが移住先 よりも上の場合には､いわ

ば ｢指導者｣ として ｢厚遇｣ され､母国の経済 レベルが下の場合 には､｢労働力｣

として ｢酷使｣ された｡ 第 2に､移民は絶対的少数者 として人種偏見や差別の対象

となった｡ 第3に､故郷 に錦 を飾る､ という思想は苦 しい生活を支える行動原理 と

して作用 し､そのことに成功 した者がいる一方で､移住先で目標 を達成で きずに落

伍 した者 も相当の数にのぼった｡ 第4に､ 日本の移民の歴史には ｢戟争｣が大 きく

影 を落 としている｡ 北米での ｢強制収容所｣問題､満蒙開拓 と敗戦にともなう開拓

団の崩壊､などが一例である｡
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④ 日本が外国人労働者の受け入れ国となる

以上､要す るに戦前 においては､ 日本は中国やアジア諸国､中南米 などへ移民 を

送 り出 していたのである｡ ところが､1980年代後半か ら､ 日本国内の労働力需給が

逼迫 し､その解決策の 1つ として外国人労働者 を労働現場 に導入するようになった｡

(2)バブル期に外国人労働者問題が顕在化するようになった

以下では1985年以降の 日本での外国人労働者問題 に限定 して､論点の整理 を行 う｡

そ して､外国人労働者問題 として今後検討すべ き事項 を明 らかにする｡ 因みに､現在

の時点では､外国人労働者問題 に関す る論争が再び活発化 しているが､現在議論 され

ている事柄は初期の論争 よりも国の行方を大 きく左右する性格の ものを含んでいる｡

その意味では､外国人労働者問題 に関する本格的な議論 になってきた と考 えるべ きで

あろう｡ 何故 ならば,初期の議論はともか く ｢開国｣して国内の労働力不足 を解消す

ることの是非 をめ ぐる問題であったが､現在の論争は､｢移民受け入れ｣の問題が前

面 に出され､いわば国内の民族構成が変化す ることをめ ぐる議論であ り､国の骨格が

変化することを想定 した論戟であることに注 目す る必要がある｡

① バブル期の ｢労働力不足｣と外国人労働者

1985年の円高に端 を発 した ｢円高不況｣を克服すると､日本経済は ｢右肩上が り｣

の成長局面 に入る｡ いわゆるバブル景気 に日本中が沸騰 し､労働需要が労働供給 を

上回る事態 となる｡ バブル期 において国内の生産拠点はフル稼働 に入った｡ 大企業

か ら中小 ･零細企業 に至るまで､仕事 に追われる状態 とな り､直前の円高不況の際

に主張 された ｢産業構造調整｣､即 ち､低生産性部門 ･企業の整理 とい う課題 は忘

れ られた｡ そ して､極端 に言 えば､全国的に､全産業 において ｢人手不足｣の状況

を呈するようになった｡ 大企業は豪華な独身寮 を建築 して､･新卒者の採用 を少 しで

も有利 にしようとしたことなどは､労働力の確保 に企業が奔走 した一例である｡ こ

の ような状況 は中小企業の労働力確保 を不利 にし､中小企業の労働力不足 は深刻 と

なった｡

この労働力不足対策 として､外国人労働者が導入され~ることとなったのである｡

日本ではいわゆる単純労働分野-の外国人労働者の導入は認めていなかった｡ 人手
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を必要とした中小企業では､あらゆる手 を尽 くして日本人の確保を図ったが､それ

で も人手 を確保できない企業は､仕事をこなすために ｢不法｣を覚悟で東南アジア

系の外国人を雇用することになった｡

この時期の特徴点 として次の 3点を指摘 しておきたい｡ 1つは官公庁の姿勢であ

る｡ 現実に外国人労働者が現場労働 を ｢不法就労｣の形で行っていたのであるが､＼

｢日本の法律制度の上ではブルーカラーの仕事をする外国人はいないことになって

いる｣という対応をしていた｡ 確かに､法律の規定通 りに官庁が業務を執行 し､日

本の企業 と外国人が法律 を遵守 しているならば､不法就労の外国人はいないことに

なる｡ 不法就労の外国人がいることを認めると､官庁のどこかで ｢見逃 し｣や ｢見

過ごし｣があったことを認めることとな り､担当者の責任問題 ともなる｡ さらに､

何 らかの対策を講 じるために調査を実施 したいのだが､公的な機関が正面から不法

就労について調査することは ｢やぶ-び｣ となり兼ねない｡外国人労働者に関する

調査は ｢不法就労｣が関係するためにそ もそも4困難であったが､その困難 さを突破

してでも調査 を行 うという決断がなされず､従って､外国人労働者の実態を行政が

把握することができなかった時期でもある｡

2つ目の特徴は､外国人を不法就労 させている中小企業主の開き直 りである｡ も

ちろん､自社に外国人が不法就労 していることを公表するわけではないが､不法就

労の事実を指摘 された時に､｢不法就労 となっている外国人労働者は別に悪いこと

をしているわけではなく､日本の製造業 を支えている｡ 日本の経済は不法就労の外

国人が働いて くれているから回っている｡ そもそも現場での労働 を ｢単純労働｣ と

いうこと自体がおか しい｣ といった反応 をする中小企業経営者が多かった｡ 仮に摘

発 されたとしても､30万円の罰金で片が付 く､と腹をくくっていた｡ 外国人が貴重

な戦力 となっていたために､時給ベースでは日本人の主婦パー トよりも高 く設定す

る企業が多かった｡

3つ目の特徴は､この時期に外国人を導入 した企業では､外国人の就労が合法か

不法かを問わず､日本人の経営者および従業員の ｢国際化｣が進展 したことである｡

日々の仕事の上で国籍の異なる人と肩を並べて働 くという体験は以前にはなかった

ことである｡ 職場の労働 を通 して､日本人と外国人 とが接触 し､相互に理解できる
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部分 と日本人にはよく理解で きない部分 とがあることを知 ったのである｡

② 1990年の出入国管理法の改正

上記のような ｢労働力不足｣の事態 に対 してさまざまな団体 ･機関から ｢外国人

労働者への門戸開放｣要求が出されることとなった｡ 同時 に､外国人労働者導入に

ついての慎重論 も提出された｡ この時点での論争が前述の ｢初期の論争｣である｡

政府の基本方針は､｢いわゆる単純労働の受入れは慎重 に対処す る｣(『第6次雇

用対策基本計画』) とい うものであった｡ そ して､ この方針は今 日まで続いている

のであるが､1990年に出入国管理法 を改正 し､ 日系人の入国規制 を緩和 し､ 日系人

を外国人労働者 として活用する道 を開いた｡ 日系人へ ｢定住者｣資格などを付与す

ることにより､現場仕事 を行 う日系人の就労は合法 とな り､ 日系人の雇用が増加す

ることとなったのである｡

また､外国人の技能研修 に関す る法令 を改正 し､｢団体監理型｣の外国人技能研

修制度 をス ター トさせ､海外事業展開を行 っていない中小企業で も研修生 を受け入

れることを可能にした｡ 研修生は ｢労働者｣ではないが､研修の課程 には ｢実技｣

が含 まれてお り､この ｢実技｣が研修生の技能修得 にとって不可欠であるとともに､

企業にとっては確実に計算で きる ｢労働｣で もある｡

この期の特徴 は次の 2点であろう｡

第 1点は､現場仕事 に外国人が入ることが不法ではな くなったことである｡ もちろ

ん､外国人のビザ を点検 しなければ､合法 ･不法の区別はで きないが､ ともか く現場

仕事への外国人労働力の投入が認め られた｡ ところが､こ一のことが､外国人労働者の

間での格差 を生むことになる｡ 即 ち､合法の 日系人 とその他 の外国人 とは法律的に扱

いが異な り､そのことを根拠 として､外国人労働者の間で賃金格差が生ずることとなっ

た｡ また､研修生受け入れ制度 を活用 して､現場で研修 を受 ける外国人研修生 も見 ら

れるようになった｡ さらに ｢技能実習制度｣が設けられ､中小企業の現場で技能実習

生が ｢労働者｣ として研修 を受けるようになった｡ このようにして､ 日本の労働現場

ではさまざまなステイタスの外国人が就労するようにな り､外国人労働者の雇用が促

進 された時期で もある｡

第2点は､いわゆるホワイ トカラーの外国人雇用 に関 して問題点が明 らかになって
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きた｡ 入管法 と雇用対策基本計画の建前では､専門的 ･技術的職種 に就労する外国人

の受け入れに村 しては基本的に門戸 を開放 している｡ ところが､この分野の外国人雇

用は必ず しも量的に拡大 しているとは言えない状況であった｡ このことの要因として

は､① 日本企業の職務の不明確 さ､②長期的なキャリア形成の展望の欠如､③ コミュ

ニケーションの取 り方の問題､ という3点 にまとめることが可能である｡ いずれにせ

よ､言葉の問題だけでな く､ 日本企業の雇用慣行や人事労務管理の方針が外国人ホワ

イ トカラーの雇用拡大の障害 となっていることが判明 した｡

このように､バブル期 に外国人労働者-の需要が一気に高 まり､それ-の対応 とし

て合法的には ｢日系人｣ と ｢研修生｣が導入され､水面下では ｢不法就労者｣が活用

されることとなった｡

(3)バブル崩壊 と外国人労働者問題の新たな局面

① 失業率が上昇 しても外国人労働者はいなくな らない

日本の国内では外 国人労働者への需要が縮小す ると思われる事態が進行 してい

た｡ 1つは国内産業の ｢空洞化｣である｡ 主要産業 においては生産拠点を海外に移

転する ｢産業空洞化｣が着実に進展 し､それに伴い雇用の場が海外 に流出する事態

が進行 していた｡ このことは､国内の労働需要の減少を意味 し､外国人労働者への

需要を低める作用 をもつ と考えられる｡

もう 1つの事態は､バブル崩壊 による不況 と失業率の上昇である｡ 一般 には失業

率が上昇すれば､外国人を雇用する企業 も減少 し､雇用 される外国人 も減少すると

考 えられていた｡

しか し､現実には､外国人労働者やその家族の数は減少 していない｡そのことの

要因 として第 1に考 えられることは､あ らゆる地域 ･産業 ･企業が一律 に不況の状

況 に陥っているわけではない ことである｡ 多数の外国人労働者を雇用 していた地域

･産業 ･企業が不況に陥ると､外国人労働者は他の地域 ･産業 ･企業へ と移動する｡

また､企業はコス ト対策や事業再編策により本来は企業の内部で行 っていた業務 を

外注に出 した り､非正規労働の雇用で切 り抜けようとする｡ つまり､経済変動の調

節弁 として外国人を活用することになる｡ ただ し､不況の長期化は､外国人の雇用
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条件の低下につながることに注意する必要がある｡

② 外国人労働者の雇用が拡散する

外国人労働者-の需要を考える場合､ もう 1つの要因 としては､非貿易財 ･サー

ビス部門での労働需要拡大 とそれに付随 した外国人労働者への需要拡大である｡

サービ､ス部門での労働需要は､極力正規労働 を圧縮 し､｢非正規労働｣の活用へ と

向かう傾向が強 く､そのことが外国人労働者-の根強い需要 と結びつ くこととなる｡

さらに､多 くの企業がリス トラと称する人員削減策を打ち出 し､多様な就業形態の

｢非正規労働｣ を配置する土とが試みられてきた｡ こうして､｢非正規労働｣が従

来のように ｢望ましくはない労働｣ と意識 されるのではな く､むしろ積極的な意義

を有するものとして推奨 されるに至る｡ ここにおいて､外国人労働者は ｢非正規労

働｣の一翼を担 うものとして位置づけられ､外国人の雇用が全国的に全産業へ と拡

散することになる｡

3.現時点の外国人労働者問題

(1)外国人労働者の定住化

バブル崩壊によって日本経済は長期の不況に突入することにな り､この不況は ｢失

われた10年｣ と表現 されるほど深刻な影響 を与えている｡

外国人労働者がバブル期 に導入されたが､その当時は労働需要が旺盛な時であ り､

日本人労働者だけでは労働需要を満たすことができない状態であった｡ 仮 に労働需要

が沈静化すれば､外国人労働者-の需要は減退 し､従って､外国人労働者の流入は止

まり､国内の外国人労働者は職 を見つけることが困難 とな り､自ず と帰国することに

なるであろう､ と想定されていた｡

しか し､バブル崩壊以後の平成不況になっても､国内に滞在する外国人労働者の数

は減少 しているわけではない｡その要因については既に触れた｡ 勿論､不況になれば

外国人労働者の失業率は高 くなる｡ しか し､失業 したからといって､す ぐに母国に帰

国するわけにはゆかない外国人労働者が大多数 となってきている｡ そもそ も帰国 して

も就職の ｢アテ｣があるわけではない｡さらに､滞在期間が長期化するに従って､生
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活の根拠地が母国ではな く､移住先国に形成 されて くる者が多 くなる｡ か くして､母

国-は帰国せずに日本で生活を続ける外国人が多 くなる｡

(2)外国人労働者の定住化による影響の検討

① 人口構造への影響

日本は少子高齢化社会に急速に近づ き､人口が減少する社会 となる｡ このことの

端的な表現 として､何年後には､ 2人の労働力人口で 1人の高齢者を支えなければ

ならな くなる､といった指摘が しば しばなされている｡ この国民の負担増 をクリア

する 1つの方便 として､若い外国人労働者を大量に導入 し､そのことによって ｢高

齢社会｣を乗 り切ることが提唱 されている｡

経験的に言えることであるが､出生率の高い国から外国人労働者を導入 したとし

て も､外国人労働者が移住先 に定着 して家族 を形成すると､外国人の出生率は移住

先の国民の水準に急速に近づ く｡ 外国人労働者が高い出生率 を維持 し続けると想定

し､高い出生率を期待することは非現実的である｡

さらに､仮 に貧 しい国からの外国人労働者であっても､その第 2世代は移住先で

教育を受け､移住先の国民の子 ども達 と同様な思考 ･行動をとることになる｡ 特定

の職業 を外国人で賄おうとしても､外国人労働者の第 2世代はその期待 には応えな

いことになる｡ 第 2世代は親の世代の行動様式 とは異な り､移住先の国民になるか

らである｡

② 産業構造調整への影響

外国人労働者の存在は産業構造調整を遅 らせるように作用するのであろうか｡問

題 は2つある｡ 1つは外国人労働者を利用することが可能 となるが故 に､低生産性

部門が温存 され､構造調整の対象 となるような職種や企業が生 き延びることである｡

そのことは､作業環境の改善等 による ｢雇用の高度化｣にブレーキをかかることと

な り､国民経済全体 としては決 して望ましい ものではない｡

もう 1つの問題は､財 ･サービスの生産過程 においていかに技術革新が進 もうと

も､合理化で きない工程が残 り､それを担当する労働者の不足 を外国人労働者で補

う場合である｡ この場合は､外国人労働者の活用はむしろ生産性の向上 を側面か ら
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サポー トすることになる｡

ところで､移住先の国民が外国人労働者 を必要 とするならば､絶えず新たな供給

源を探 さねばならないことになる｡ このことをより具体的に表現すれば､絶えず ｢貧

しい国､貧 しい国民｣ を意図的につ くらなければならな くなる｡ つまり､発展途上

の状態に止めることが必要 となる｡ 果た してそのようなことが正当性 を有 している

のか疑わ しい｡

③ 労働市場への影響

外国人労働者が導入 されるこ.とによる労働市場での影響 として最 も重視 されるこ

とは､賃金への影響である｡外国人労働者の賃金についてはその実態が明 らかになっ

ていない点が多いが､ 3層構造 になっていると考えられる｡

最上階には日系人がお り､ 日本人のパー ト労働者 よりも高い賃金率の下で働いて

いる｡ 日系人の賃金形態は､時間給 ･日給 ･月給などさまざまであ り､賃金幅 も大

きい｡ しか し､総体 としてみると､外国人労働者の中では相対的に高い賃金を得て

いる｡

中間層 としては､ 日系人の中で必ず しも勤勉ではない人､入管法の観点からは不

法就労者 となるが､まじめに働いていることを雇用主か ら評価 されている一群の外

国人労働者がいる｡ この人たちは､ 日本人のパー トとほぼ同水準の賃金率で働いて

いる｡

下層には､雇用主が不法就労であることを ｢利用｣ して､低賃金で働かされてい

る外国人労働者がいる｡ 外国人労働者支援のボランティア団体 に相談が持 ちかけら

れるのもこの下層 を形成 している外国人労働者が多い｡

特徴的なことは､これまでの ところ､外国人労働者の存在や外国人労働者の賃金

が 日本人労働者の賃金 レベルに影響 を及ぼ していなことである｡ このことは､ 日本

人労働者数に比 して外国人労働者数が小 さな比率 しか占めていないことが作用 して

いるものと思われる｡

④ 雇用管理への影響

外国人労働者の雇用管理で最 も問題 となることは ｢間接雇用｣の問題である｡ 間

接雇用 とは､業務請負の形態 をとりなが ら､外国人の雇用主が契約先の企業の労働
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現場に外国人労働者を ｢派遣｣ し､労働者は契約先企業の指揮命令系統の下に入っ

て作業 を行 うことを指 している｡

零細企業では外国人労働者の採用ルー トや雇用管理に関するノウハウを持ち合わ

せていないことが多い｡この点を補 うものとして業務請負や労働者派遣 を介 した｢間

接雇用｣が活用されているのである｡

この ｢間接雇用｣はい くつかの問題 を抱 えている｡ 最大の問題は､｢使用者｣と

｢雇用主｣がそれぞれ別であ り､実際の労働現場の指揮 ･命令を雇用主が行 ってい

ないことである｡ このことは雇用責任 を暖味にする｡ また､｢使用者｣が ｢間接雇

用｣ を利用する理由の 1つが労働需要の変動 に即応で きることであ り､｢雇用主｣

は外国人労働者の勤務先を絶えず開拓 し､短期の需要変動に対処することになる｡

この状況は､外国人労働者の技能の向上 という観点からは決 して好ましいものでは

ない｡

さらに､零細な ｢派遣業者｣には外国人労働者-の教育を実施することがで きず､

外国人労働者が自己の労働の質を向上させる機会に恵まれないことになる｡

このような事態は外国人労働者の状況 を固体化 させることとなり､企業 と労働者

が ともに成長する契機が失われることを意味することになる｡

⑤ 集住の問題

ところが､ 日本での就労期間が長期化 し､家族同伴が進み､子 どもが日本で教育

を受けるようになると､これまでの ｢出稼 ぎ｣ とは異なる状況が出現する｡ 外国人

労働者は家族 を支えるために､ 1つの地域に定住するようになる｡ そ して､親の世

代は日本語がほとんど分からず､子 どもの世代は日本語が母国語 よりも堪能 とな り､

家庭内に意識の差やコミュニケーションギャップが発生 し､世代間に大 きな亀裂が

生 じるようになる｡

親の世代は母国語のみで生活が可能な空間を求めて ｢定住化｣が ｢集住化｣- と

進展する｡ この ｢集住｣は欧米各国ではゲ ットーと言われる空間を作 ってきたので

あるが､ 日本にもそれに似た地域が出現 している｡

外国人労働者の集住は地域社会 との摩擦 を生み出 し､現に､民族対立に類似 した

紛争が発生 している｡ これらの問題 を解決するために､行政やボランティア団体な
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どがさまざまな試みを行っている｡

この定住化 ･集住化に伴 う諸問題を解決することなしに外国人労働者が増加する

と､社会的な混乱状態 となり､ヒトの国際化 とは逆行することになる｡ 外国人労働

者が日本社会に溶け込み､人間として､また労働者 として成長することを支援する

仕組みを作ることが緊急の課題 といえるであろう｡ そのことが日本社会の安定にも

貢献することになる｡

なお､以上の論述は日本における外国人労働者問題に限定 したものであるが､『諸

外国における外国人労働者の現状 と施策』(労働省職業安定局外国人雇用対策課編､
1

1999年)には諸外国の取 り組み状況を一覧表にしたものが掲載されてお り､これを再

掲 して参考に資することとする｡ (図 6- 1､ 6-2)
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ら
外

国
人

労
働

者
の

募
集

を
再

開
o

東
欧

諸
国

と
新

し
い

二
国

間
協

定
を
締

結
し
､

多
く
の
外

国
人
労

働
者

を
受

入
れ

て
い

る
o

流
入

規
制

を
実

施
o

合
法

化
す

る
事

に
よ

っ
て

､
社

会
保

障
な

ど
の

保
護

を
与

え
る

の
が

目
約

o
′

受
◎

二
国

間
協

定
に

よ
る
労

働
者

の
受

◎
74

年
以

降
､
E
C
域

外
か

ら
の

労
◎

労
働

許
可

は
､

高
度

な
専

門
的

.
◎

外
国

人
労

働
者

の
入

国
人
数

の
マ

◎
E
U
域

外
の

外
国

人
が

就
労

の
た

入
れ

は
以

下
の

通
り
○

働
力

の
新

た
な
受

入
れ

は
厳

し
く
制

技
術

的
能

力
を
持

っ
た
労

働
者

に
対

キ
シ
マ

ム
と

ミ
ニ

マ
ム

を
政

府
が

決
め

に
イ

タ
リ
ア

に
入

国
す

る
場

合
に

①
請

負
契

約
労

働
者

:
ド
イ

ツ
企

業
限

さ
れ

て
い

る
が

､
以

下
に
つ

い
て

し
て

の
み

発
給

さ
れ

て
い

る
o

定
す

る
ク

オ
ー

タ
ー
制

を
採

用
o

は
必

ず
従

属
労

働
目
的

の
査

証
の
発

と
請

負
契

約
を
締

結
し
た

送
出

国
の

は
､
特

例
と

し
て
例

外
的

に
労

働
許

◎
専

門
的

.
技

術
的

の
基

準
は

､
職

◎
滞

在
許

可
は

労
働

許
可

を
兼

ね
給

を
受

け
る
必

要
が

あ
る
o

下
請

企
業

に
登

録
し
て

い
る
労

働
者

可
が

認
め

ら
れ

て
い

る
o

種
や

業
種

に
よ

っ
て
具

体
的

に
決

ま
る

o
滞

在
許

可
は
次

の
6
種

類
o

◎
査

証
の
発

行
は
以

下
に
制

限
さ
れ

を
年

間
割

当
て

の
範

囲
内

で
受

け
人

①
地

域
や
雇

用
情

勢
に
か

か
わ

ら
ず

つ
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

が
､

業
務

(∋
季

節
的

滞
在

許
可

:
観

光
産

業
､

て
い

る
o

れ
る
o

許
可

さ
れ
得

る
者

を
遂

行
す

る
に
あ

た
っ

て
求

め
ら
れ

建
設

業
､

農
業

な
ど
､

労
働

期
間

が
①

専
門
資

格
を
有

す
る
者

入
②

招
来

労
働

者
:
若

い
労

働
者

の
中

④
大

学
又

は
文

部
省

の
認

め
る
機

関
る

ス
キ

ル
レ
ベ

ル
は

あ
る
o
通

常
は
､

1
年

間
の

う
ち
の

特
定

期
間

に
限

ら
(参

イ
タ

リ
ア

人
の

配
偶

者

れ
東

欧
諸

国
と

ド
イ

ツ
と
の

相
互

交
流

の
教

員
-
公

認
の

資
格

を
持

ち
最

低
2
年

以
れ

る
よ

う
な

職
業

に
の

み
就

労
可

(参
上

級
管

押
職

刺
促

進
と
､
就

労
を
通

じ
て
職

業
上

の
⑥

フ
ラ

ン
ス

国
立

科
学

セ
ン

タ
ー
又

上
の

業
務

経
験

が
あ

る
こ

と
能

o
申

公
的

部
門

か
ら
指

名
求

人
さ
れ

た

皮
技

能
､
技

術
の

向
上

と
語

学
力

の
向

は
こ
れ

に
類

す
る
研

究
所

研
究

員
-

シ
ニ

ア
マ

ネ
ー

ジ
ャ
ー

､
エ

グ
ゼ

②
通

年
滞

在
許

可
:
各

州
の
労

働
省

も
の

等

上
を

目
的

と
し
た

も
の

o
研

修
制

度
②

特
別

に
労

働
許

可
が

認
め

ら
れ

る
ク
テ

イ
ブ

､
ス

ペ
シ

ャ
リ
ス

ト
等

､
に
お

い
て
個

別
ケ

ー
ス

毎
に
職

種
判

◎
｢看

護
婦
｣

｢
家

事
労

働
者
｣

｢
語

に
近

い
o

者
イ

ギ
リ
ス

に
と
っ

て
役

に
立

つ
特

別
断

が
行

わ
れ

る
o

学
教

師
｣

｢
同

∵
企

業
内

で
の

人
事

③
季

節
労

働
者

:
ド
イ

ツ
人
労

働
者

④
フ

ラ
ン
ス

軍
隊

で
兵

役
に
就

い
て

な
ス

キ
ル

を
持

っ
て

い
る

こ
と

o
③

永
久

的
滞

在
許

可
:
5
年

ま
た

は
異

動
｣
の

場
合

は
上

記
の

制
限

外
で

､

で
は
賄

う
こ

と
が

で
き
な

い
季

節
的

い
た
外

国
人

◎
ま
た

､
イ

ギ
リ
ス

国
内

お
よ
び
E

10
年

滞
在

す
る

と
受

け
る

こ
と
が

で
簡

易
な
手

続
き
で
査

証
の
発

行
が

受

業
務

に
つ

い
て

､
年

間
3

カ
月

を
限

⑥
フ

ラ
ン
ス

海
外

領
土

で
公

務
に
つ

U
域

内
で
確

保
で

き
な

い
能

力
を
持

き
る

o
す

べ
て

の
職

種
に
就

く
こ

と
け

ら
れ

る
o
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区
分

ド
イ

ツ
フ

ラ
ン
ス

イ
ギ

リ
ス

ス
イ

ス
イ

タ
リ
ア

④
介

護
ス

タ
ッ
フ

:
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

出
④

フ
ラ

ン
ス
難

民
.
無

国
籍

者
保

護
④

国
境

通
勤

許
可

:
ス

イ
ス

と
国
境

身
の

看
護

婦
(士

)
､

老
人

介
護

等
事

務
局

の
登

録
証

の
所

持
者

を
接

し
て

い
る

国
に
居

住
し
､

ス
イ

で
十

分
な
専

門
能

力
と

ド
イ

ツ
語

能
④

カ
ン
ボ

ジ
ア
人

,
ラ

オ
ス

人
,
レ
バ

ス
国

内
に
通

勤
す

る
者

に
対

し
て
発

力
を
有

し
､

か
つ

連
邦

雇
用

庁
の
仲

ノ
ン
人
,
ポ

ー
ラ

ン
ド
人

,ベ
ト
ナ

ム
給

さ
れ

る
o

介
に
､よ

り
就

労
す

る
者

を
受

け
入

れ
人

(9
短
期

滞
在

許
可

:
研

修
生

､
企

業

る
o

④
O
E
C
D
加

盟
国

出
身
者

で
13

年
の
経

営
幹

部
､
.資

格
を
有

す
る

ス
ペ

⑤
越

境
労
働

者
:
ド
イ

ツ
と
国
境

を
間

中
断

な
く
フ

ラ
ン
ス

に
滞

在
し
た

シ
ャ

リ
ス

ト
等

に
対

し
て
与

え
ら
れ

接
す

る
国

か
ら
国
境

を
越

え
て
通

勤
者

る
滞

在
許

可
で

あ
る

o

す
る
者

を
受

け
入

れ
る
o

①
家

族
の

呼
び
寄

せ
が

認
め

ら
れ

た
外

国
人

の
配

偶
者

や
子

供
⑥

12
0
日
滞

在
許

可
:
ス

イ
ス

国
内

で
特

定
の

目
的

に
限

り
短

期
間
労

働
を
す

る
こ

と
が

で
き
る
o

間
◎
60

年
代

の
外

国
人
労

働
者

の
受

入
◎

フ
ラ

ン
ス

で
は

､
伝

統
的

に
､
社

◎
労

働
組

合
の

見
解

に
よ
る

と
､
有

◎
60

-
70

年
代

の
外

国
人
労

働
者

数
◎

法
的

な
整

備
は

な
さ

れ
て

い
る

れ
は

ロ
ー

テ
ー

シ
ョ
ン
方

式
に

よ
り

会
の

ダ
イ

ナ
ミ
ズ

ム
形

成
に
お

け
る

色
人
種

に
対

す
る
差

別
的

な
扱

い
は

は
労
働

市
場

の
需

要
量

に
対

応
し
て

が
､

運
用

.
管

理
が
徹

底
し
て

い
な

実
施

さ
れ

た
o

し
か

し
な
が

ら
､
外

民
族

.
文

化
の
多
様

性
の
役

割
を
重

ま
.だ

残
っ

て
お

り
､

改
善

が
必

要
o

お
り
失

業
は

ほ
と
ん

ど
な
か

っ
た
o

い
た

め
不

法
入

国
お

よ
び
不

法
就

労

国
人
労

働
者

､
企

業
双

方
が

滞
在

期
祝

し
て

き
た

o
◎
80

年
代

に
大

量
の
外

国
人
労

働
者

者
が

多
い

o

間
の

長
期

化
を
欲

し
結

局
破

綻
o

◎
し
か

し
な
が

ら
､

近
年

､
フ

ラ
ン

を
受

入
れ

o
そ

の
後

彼
ら
に
永

久
的

◎
E
U
内

で
は

人
の
移

動
が

自
由

で
あ

◎
現

在
の

東
欧

か
ら
の
季

節
労

働
者

ス
社

会
で

は
異

文
化

､
特

に
イ
ス

ラ
労

働
許

可
を
与

え
た

た
め

に
需

給
コ

る
た

め
､

イ
タ

リ
ア

を
窓

口
と

し
て

等
の
受

入
れ

に
つ

い
て

も
反
対

論
が

ム
文

化
と
の

相
互

並
立

に
は
否

定
的

ン
ト
ロ
ー

ル
不

能
に
陥

る
o

E
U
内

に
入

る
外

国
人
が

多
い

o
そ

題
多

い
な
見

解
を
持

つ
も
の

が
多

い
o

◎
外

国
人
労

働
者

に
対

し
て
永

久
的

の
た
め

各
国

か
ら
非

難
を
受

け
て
い

点
◎

｢
こ
れ

以
上

の
外

国
人
受

入
れ

は
◎

さ
ら
に
､

若
年
層

の
失

業
が
社

会
労

働
許

可
を
与

え
た

の
は
政

府
の

判
る
o

など
不

可
能

｣
と
い

う
の

が
政

肘
､
経

営
者

団
体

な
ど
の

共
通

し
た

意
見

o
的

に
大

き
な
問
題

と
な

っ
て

い
る
o

労
働

省
や

経
団

連
の

見
解

に
よ

れ
ば

､
｢現

時
点

.で
制

限
的

な
政

策
を

強
化

す
る

こ
と
は

あ
つ
て

も
､
緩

和
す

る
状

況
に

は
全

く
な

い
｣

と
し
て

い
る
o

◎
現

在
の

シ
ラ

ク
政

権
下

の
相

次
ぐ

規
制

措
置

は
こ
れ

ら
を
反

映
し
た

も
の

o
断

ミ
ス

と
の

見
解

が
あ

る
o

最
◎
9
0
年

か
ら
95

年
に

か
け

て
約
55
2

◎
シ

ラ
ク
政

権
下

､
不

法
就

労
に
対

◎
不

法
就

労
者
本

人
だ

け
で

な
く
雇

◎
外

国
人
労
働

者
の

失
業

者
の

中
に

◎
地

理
的

に
近

い
北

ア
フ

リ
カ
や

ア

万
人

も
の
外

国
人

が
流

入
o

す
る
罰

則
が

相
次

い
で

強
化

○
用

者
側

に
も
罰

則
を
規

定
す

る
な

は
､

失
業
保

険
目
当

て
で
職

に
就

か
ル
バ

ニ
ア
か

ら
の

不
法

入
国

者
が
後

◎
今

後
､
外

国
人
労

働
者

の
失

業
が

◎
9
7年

3
月

フ
ラ

ン
ス

上
院

は
､

国
ど
､
■不

法
就

労
対

策
を
強

化
o

な
い

者
も
い

る
o

を
絶

た
な
い

o

近
さ

ら
に
深

刻
化

す
る

こ
と
が
懸

念
さ

内
で

賛
否

両
論

の
あ

っ
た

｢不
法

移
◎

雇
用

者
側

に
と
っ
て

も
低

コ
ス

ト

の
れ

て
い

る
o

民
規

制
法

案
｣

(
ド
プ

レ
法

案
)

を
で
雇

え
る
不

法
就

労
者

に
対

す
る
ニ

i l 道 i l



図
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-
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ア
メ

リ
カ

･
ア

ジ
ア

に
お

け
る
移

民
･
外

国
人

労
働

者
施

策
の

動
向

ア
メ

リ
カ

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

韓
国

台
湾

施
◎
19

世
紀

後
半

か
ら
今

世
紀

中
頃

に
か

け
て

◎
6
5
年

に
独

立
し
て

以
来

制
限

的
な

移
民

政
◎
90

年
代

に
入

り
､

国
内

の
労

働
者

が
3
K

◎
8
7
年

政
府

は
大

規
模

な
公

共
事

業
を
実

施

人
種

差
別

的
と
言

え
る

移
民

流
入

規
制

政
策

策
を
展

開
o

職
種

を
嫌

悪
す

る
風

潮
が

定
着

し
､

中
小

企
し
た

が
末

端
建

設
労

働
者

が
不

足
o

を
展

開
(
人

種
､

出
身

国
別

に
移

民
数

を
割

◎
8
7
年

出
入

国
管

理
法

の
改

正
に

よ
り
不

法
業

な
ど

に
お

い
て

深
刻

な
労

働
力

不
足

が
発

◎
90

年
､

行
政

命
令

(暫
定

措
置

)
で

正
式

当
て

)
o

滞
在

の
外

国
人

労
働

者
に
対

す
る

罰
則

を
強

生
o

さ
ら

に
､

経
済

発
展

に
よ

り
途

上
国

か
に

外
国

人
労

働
者

の
受

入
れ

を
開

始
(建

設

◎
19
65

年
移

民
法

の
改

正
に

よ
り
移

民
政

策
化

o
ら
労

働
力

の
供

給
圧

力
が

強
ま

っ
た

o
業

に
限

定
)
o

莱
を
家

族
統

合
を
基

本
と

し
た

も
の

に
変

更
o

◎
9
5
年

移
民

法
.
外

国
人

労
働

者
法

修
正

法
◎
9
1年

末
国

内
全

体
の

労
働

力
不

足
を
背

景

変
◎
19
8
6
年

移
民

法
改

正
o

無
許

可
労

働
者

を
案

採
択

に
よ

り
不

法
就

労
の

外
国

人
に
対

す
に

､
民

間
企

業
に

1
万
5
,0
00

人
の

外
国

人
労

逮
雇

用
す

る
使

用
者

を
処

罰
す

る
と

と
も

に
､

る
罰

則
を
強

化
o

働
者

の
雇

用
を
承

認
o

の
｢
法

違
反

者
｣

を
合

法
化

す
る

ア
ム

ネ
ス

テ
◎
92

年
5
月

､
職

業
服

務
法

を
発

表
o

経
イ

を
実

施
o

◎
92

年
9
月

に
は

主
要

輸
出

業
種

な
ど
68

業

緯
◎
90

年
11

月
に

は
移

民
法

を
改

正
し
､

労
働

を
目

的
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第 7章 先進工業国の雇用レジームと労働市場パフォーマンス

はじめに一分析視角

新古典派経済理論では､労働市場 も一般の商品市場 と同じく閉じた自律的なシステム

として扱われ､そこでの行動主体は市場価格に反応 して行動する､と仮定されてきた｡

しかし､先進工業国の労働市場はこんにち､新古典派経済理論が想定するような､市場

原理だけによって機能 しているわけではない｡もちろん､資本主義経済である以上､市

場原理が労働市場にまで貫徹 していることはいうまでもないが､と同時に､これらの国

々の労働市場は､それを取 り巻 くさまざまな ｢諸制度｣によっても強 く規制され､また

構造づけられているといってよい｡

ここでいう ｢諸制度｣とは､①社会保障､②教育､③家族､④労使関係等の諸制度を

それぞれ意味する｡

(1)たとえば､社会保障制度は､次の3つのルー トを通 じて労働市場に対 して強い影響

力を及ぼしている｡ まず､労働市場の ｢入口｣において､失業保険をはじめとする各

種の社会保障給付の存在は､労働市場へ参入しようとする人々の留保賃金に影響を与

え､その決定を左右する｡ また､労働市場の ｢出口｣においても､公的年金や企業年

金が存在 し､それらの給付を早期受給できるかどうかが､労働市場から退出しようと

する人々の行動に強い影響力を与えている｡

さらにこんにち､福祉国家は､その使用者としての役割を通 じて､労働市場の規模

と構造に影響力を行使 している｡ すなわち､所得保障制度の整備に加えて､医療 ･福

祉の分野で社会サービスが広範に普及する現代福祉国家において､もしそれらの社会

サービスを政府が独占的に提供 しようとすれば､｢使用者としての福祉国家｣が一国の

労働市場の規模 と構造を決めるうえで決定的に重要な役割を果たすこととなる｡ そし

て､そのことは同時に､生涯働 き続けようとする女性にとって良好な雇用機会を提供

し､女性の職場進出をいっそう促進する働きがある (Esping-Andersen,1990)｡

(2)一方､教育制度が労働市場に与える影響 も無視できない｡いま､失業問題との関連

でいえば､一国の教育制度が大衆教育の形をとるか､エリー ト主義的な選別教育の形
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をとるかの違いが重要である｡ というのも､知価社会の到来によって､労働市場-参

入 しようとする求職者に求められる教育水準がますます高 くなっている現在､エリー

ト主義的な選別教育の伝統を残 した国では､到底この要求に答えることができないか

らである｡ これに対 し､高等教育の大衆化が進んだ国では､このような要求を充たす

ことができることに加え､不況期には若年層の労働市場-の参入時期 を遅 らせ､その

労働供給を抑制する働 きを高等教育が果たしていることも見逃せない｡

また､グローバル化による職烈な経済競争が進むなかで､一国の雇用を維持するた

めに､｢ヒト｣への継続的な教育投資が重要と考えられている (Reich,1991)(注 1)｡そ

の際､ もし企業がその役割を果たす意思がなく､また果たす能力がないとすれば､こ

れに代わって､教育制度が国民-の継続教育機能を果たす必要がある｡ したがって､

一国の教育制度が国民への継続教育機能を有 しているかどうかが､今後の失業問題の

ゆくえを占ううえで重要となる｡

(3)次に家族は､労働市場に労働力を提供 し､またその対価 として受け取った賃金をも

とに､消費市場か ら財 ･サービスを購入す ることで､経済 と深 く結 びついている

(Parsons-Smelser,1956)｡ それゆえに､家族制度の違いは､労働市場に提供 される

労働力の質と量を大 きく左右すると同時に､一国経済の有効需要にも大 きな影響を与

えるとみることができる｡

いま､家族と労働市場 との関係に限ると､重要なのはまず､家族が ｢夫婦役割分担

型｣家族 という形をとるか､あるいは ｢夫婦職業自立型｣家族 という形をとるかの違

いである｡ 先進工業国では､女性の職場進出とともに前者のパターンから後者のパター

ンへの移行が急速に進みつつあるが､依然その差は国によって大 きい｡そして､その

違いは､国が ｢完全雇用｣対策をとろうとする際に､その対象範囲を決定するといえ

る｡

またこんにち､若年失業問題 と絡んで､成人した子供が失業 した際に､家族-寄生

するか否かが若年失業問題の深刻度に影響を及ぼすと考えられているが､この点､につ

いても家族制度の違いがそのような差を生んでいるとみることができる｡すなわち､｢パ

ラサイ ト･シングル｣を許容する家族制度をもつ国々 (日本や南欧諸国)では､そう

でない国々 (北欧諸国やアメリカ)に比べ､若年失業問題はそれほど大 きな社会問題
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には発展 していない｡だが､その反面､そのような生活スタイルを認める国々では､

若者の世帯形成時期が大幅 に遅れ､少子化 に拍車がかかっている点 も見逃せない

(Esping-Andersen,1999)｡

(4)最後に､労働市場はその背後にある労働過程､さらに労働過程に影響力を及ぼす労

使関係制度によっても強い影響を受ける｡ ここではとくに､①組織率､②労使関係の

集権度､③団体協約の適用範囲､③労使関係の協調度からみた労使関係制度の違いが､

各国が雇用保障ルールを確立するうえでどの程度重要な役割を果たしているかが問わ

れよう｡ また､そのような労使関係制度の違いが､労働市場のインサイダーとアウ ト

サイダーそれぞれの労働市場での地位にいかなる影響を及ぼすのかをみてお くことも

重要である｡

以上の論点を概念的に整理 しておけば､図 7- 1に示 したようになろう｡ 以下では

まず､①労働市場を取 り巻 くこれらの ｢諸制度｣の違いが､どのような ｢雇用 レジー

ム｣を生み出すのかを明らかにする｡ ②次いで､｢雇用 レジーム｣の類型ごとに､労働

市場パフォーマンスに統計的に有意な差があるのかどうかを検証する｡ ③ さらに､タ

イプの異なる ｢雇用 レジーム｣が存在するとすれば､そのような ｢雇用 レジーム｣の

類型を生み出した要因が何であるのかを明らかにする｡ ここではとくに､脱工業化-

サービス化のプロセスに村する各国の対応の違いが､そのような ｢雇用 レジーム｣の

類型を生み出した究極の原因であることを示 し､また ｢雇用 レジーム｣の類型ごとに､

労働市場に内在する対立軸がそれぞれ異なっていることを示 したい｡④そして最後に､

経済活動の国際化がこれらの ｢雇用 レジーム｣にそれぞれどのような影響を与えてい

るのかを検討する｡ ここで問われることは､経済活動の国際化が ｢雇用 レジーム｣の

収蝕をもたらすのか ? また､もしそうであるとすれば､それはいかなる方向-の収欽

であるか ? という点である｡
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図 7- 1 労働市場を取 り巻 く諸制度

二 薫 機 ｣

1.｢雇用レジーム｣の類型化

社会保障制度､教育制度､家族制度､労使関係制度それぞれの構造的な特徴を示すい

くつかの指標を使って､各国の ｢雇用 レジーム｣ を類型化 してみよう｡ なお､類型化に

あたってここでとった方法は､次のようなものである｡ ① まず､以下に示す各指標を基

準化 し､主成分分析にかけて変数を要約する｡ ②そのうえで､サンプルとなづた各国の

因子得点をデータに､クラスター分析を行う｡

(1)データ

すでに述べたように､社会保障制度は､労働市場の ｢入口｣と ｢出口｣､さらに ｢使用

者としての福祉国家｣ という3つの窓を通 じて､労働市場 とつながっている｡ まず､失

業保険をはじめとする社会保障給付は､求職者の留保賃金に影響を与え､求職者が実際
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に労働市場で提供される仕事に就 くかどうかを決定する｡ そこで､失業後最初の 1カ月

間に標準世帯に支給 される ｢失業給付､家族手当､住宅手当を合わせた額の純所得振替

率｣を､社会保障給付の ｢脱商品化指標｣ と名付け､求職者の社会的賃金を示す指標 と

して使 うこととしたい｡また､労働市場からの ｢出口｣においては､公的年金や企業年

金が早期受給できるか否かが早期退職機会が提供されているかどうかをみるうえで決定

的に重要となるが､サンプルとなったすべての国についてこの点を調べる適切なデータ

がないため､ここでは ｢男子55-64歳の労働力率｣によって ｢早期退職の機会の大きさ｣

をみることとした｡ さらに､｢使用者としての福祉国家｣の大きさを測るために､｢15-64

歳人口対比の政府雇用人口比率｣を使っている｡

一方､教育制度 と労働市場 との関係については､高等教育の大衆化がどの程度まで進

んでいるのかをみる必要があるが､継続教育の重要性が高まっているこんにち､一部の

国では進学率 という概念それ自体がもはや意味をなさない状況が生 じている｡ そこで､

ここでは国民にどの程度継続教育の機会が保障されているのかをみるために､OECD

が定期的に公表 している ｢GDP対比でみた積極的労働市場政策予算の規模｣を使 うこ

ととした｡

また､家族制度と労働市場 との関係については､女性の職場進出がどの程度進んでい

るのかという点に絞って､両者の関係を調べている｡ すなわち､｢夫婦役割分担型｣家族

から ｢夫婦職業自立型｣家族への移行がどの程度まで進んでいるのかをみるために､①

｢15-64歳の女子労働力率｣ と②各国の家族政策の成熟度を示す ｢脱家族化指標｣の 2

つの指標をそれぞれ選択的に使用している｡

最後に､労使関係制度の構造的特徴 を示す指標として､① ｢労組組織率｣､② ｢労使関

係の集権度｣､③ ｢団体協約の適用範囲｣､④ ｢労使関係の協調度｣をそれぞれ使 う｡ ま

た､われわれが明らかにしたいことは､このような労使関係制度の違いによって雇用保

障ルールにいかなる違いがあるのかという点にあるため､上記の指標 と併せて､⑤ ｢雇

用保障法の厳格性｣を変数として使用することとした｡

なお､以上の指標はすべて基準年を1996年およびその前後 とし､またOECDに加盟

する主要先進国17カ国を分析対象としている｡ データの出所一覧は､表 7-1に示 した

とおりである｡
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表 7- 1 データの出所一覧

①失業後最初の 1カ月.間に標準世帯 OECD(1998)

(夫婦 +2人の子).に支給 される Benefl'tSystemsandWorkIncentl'VeS

｢失業給付､家族手当､住宅手 当を合わせた額の純所得振替率｣(1990年代後半) Table3-1,p.30

② ｢男子55-64歳の労働力率｣ OECD(.1997)EmploymentOutlook1997
(1996)/ TableC,-pp.169-172

③ ｢15-64歳人口対比の政府雇用人口 Scharpf-Schmidt(ed.)(2000)
比率｣(1996) WelfareandWoI-k'1'ntheOpenEconomy:

FI.OmVulneI-abl'll'tytoCompetl'tl'VeneSS

(0ⅩfordUniversityPress),

TableA-6,p.343

④ ｢GDP対比でみた積極的労働市場政 OECD(1997)Emloyn7entOutlookl997
策予算の規模｣(1995-96) TableK,pp_.183-190

⑤ ｢15-64歳の女子労働力率｣ OECD(1997)EmploymentOutlookl997
(1996) TableB,p.165

⑥ ｢脱家族化指標｣ Siaroff(1994)
(1990年前後) "Work,WelfareandGenderEquality:A

NewTypology",.in°.Sainsbury(ed.),
GendeI-1'ng WelfaI.estates, (Sage
p~ublications) pp.82-100,Table6-5,
p.92に掲載 された資料の一部 を修正 して

.作成 ､

⑦ ｢労組組織率｣(1994) ⑦ -⑲ はすべて

⑧ ｢労使関係の集極度｣(1994) OECD(1997)EmployRlentbutlookl997

⑨ ｢団体協約の適用範囲｣(1994)⑲ ｢労使関係の協調度十(1994)⑪イ雇用保障法の厳格性｣ Table3-3,p.71OECD(1999)EmploymentOutlookl999
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(2)分析結果

以上のデータを基準化 したうえで主成分分析にかけた結果が表 7-2 (家族制度指標

として ｢脱家族化指標｣を使用)および表 7-3 (家族制度指標 として ｢15-64歳の女

子労働力率｣を使用)であるが､バリマックス回転後､析出した因子はいずれのケース

でも3因子であり､構造的にはほぼ同じような特徴をもっていることがわかる｡ すなわ

ち､第一因子は､｢脱商品化指標｣｢使用者としての福祉国家｣｢15-64歳の女子労働力率｣

(あるいは ｢脱家族化指標｣)｢GDP対比の積極的労働市場予算規模｣の4変数からな

り､それは福祉国家の成熟度を示す因子 として解釈することができる｡ また､第二因子

は､｢雇用保障法の厳格性｣ と ｢労使関係の協調度｣からなり､労使関係の協調度が高い

国ほど､厳格な雇用保障ルールが確立される傾向があることを示 しているお り､またそ

れは見方を変えれば､労働市場への規制の強弱を示す因子として解釈することができる｡

最後の第三因子は､｢男子55-64歳の労働力率｣から測った ｢早期退職機会｣1変数で構

成されている｡ つまり､｢早期退職機会｣は単独で､｢福祉国家の成熟度｣ とも ｢労働市

場への規制｣ ともそれぞれ独立した 1因子を構成するということである｡

表 7-2 雇用 レジームの類型①

成 分

1 2 3

Z得点 .雇用保障法の厳格性 -7.342E-02 .915 -.256

Z得点 .脱商品化指標 .744 -2.620E-02 7.344E-02

Z得点 .使用者としての福祉国家 .876 6.104E-02 .108

Z得点 .早期退職機会 -1.432E-02 -9.063E-02 .967

Z得点 .脱家族化指標 .̀764 .313 -.470

Z得点 .GDP対比の積極的労働市場政策へ .809.135 .22白.931 -.3005.127E-02

の支出

因子抽出法 :主成分分析

回転法 :Kaiserの正規化を伴 うバリマ ックス法
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表 7-3 雇用 レジームの類型②

成 分

1 2 3

Z得点 .雇用保障法の厳格性 2.034E-02 .L919 -.24?
Z得点 .脱商品化指標 .799 -1.264E-02 -1.842E-02

Z得点 .使用者としての福祉国家 .837■ .103 .194

Z得点 .早期退職機会 -3.564E-02 -7.981E-02 .955

Z得点 .15-64歳女子労働力 .671 -.416 .570

Z得点 .GDP対比の積極的労働市場政策へ .789.131 .2751.925 -.3333.092E-02

の支出

因子抽出法 :主成分分析

回転法 :Kaiserの正規化を伴 うバ リマ ックス法

以上の3因子についての各国の得点をデータに､クラスター分析を行った結果が図 7

-2 (家族制度指標 として ｢脱家族化指標｣を使用)および図 7-3 (家族制度指標 と

して ｢15-64歳の女子労働力率｣を使用)である (注2)｡ いずれのデンドログラムをみ

ても､4つの主要をクラスターが存在することがわかる｡ すなわち､図 7-2のケース

では､①イギリス ･カナダ ･オース トラリア ･ニュージーランド･アメリカ ･スイスが

1つのクラスターを形成 し､スイスを除 くとそれらはすべて ｢アングロサクソン諸国｣

によって構成されている｡ ②また､オース トリア ･ドイツ ･イタリア ･フランス ･フィ

ンランド･オランダ ･ベルギーが第二のクラスターを形成 し､これらの国々はフィンラ

ンドを除 くとすべて ｢ヨーロッパ大陸諸国｣からなる｡ ③ さらに､デンマーク ･スウェー

デン ･ノルウェーが含まれる第三のクラスターがあ り､文字通 り ｢北欧｣ クラスターを

形成 している｡ ④そして最後に､日本が単独でいずれのクラスターにも所属 しない第四

のクラスターを構成する｡

図 7-3をみても､この構造に大きな変化はない｡①イギリス ･カナダ ･ニュージー

ランド･オース トラリア ･アメリカからなる第一のクラスター､②オース トリア ･ドイ

ツ ･フランス ･オランダ ･ベルギー ･イタリアからなる第二のクラスター､③デンマ-
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ク ･スウェーデン ･フィンランド･ノルウェー ･スイスからなる第三のクラスター､④

日本単独で構成される第四のクラスターという構造になってお り､図 7-2の結果と比

べて､スイスとフィンランドの位置に多少の異動があるだけである｡

したがって､主要な ｢雇用 レジーム｣としては､① ｢アングロサクソン型｣､② ｢ヨー

ロッパ大陸型｣､③ ｢北欧型｣､④ ｢日本型｣の4つがあるといえよう｡

CASE 0
LabelNun

イギリス
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
アメリカ
スイス
オーストリア
ドイツ
イタリア
フランス
フィンランド
オランダ
ベルギー
デンマーク

図 7-2 雇用 レジームの類型①

5 10 15 20 25

00
1
4
7
3
1
1
4

2
2
2
2

1

1

1

0
3
5
6
2
4

スウェーデン 17
ノルウェー 16
日本 25

図 7-3 雇用 レジームの類型②

CASE 0
LabelNun

5 10 15 20 25

イギリス 8
カナダ 21
ニュージーランド㌘
オーストラリア 24
アメリカ 23
オーストリア 1
ドイツ 4
フランス 3
オランダ 6
ベルギー 2
イタリア 10
デンマーク 14
スウェーデン 17
フィンランド 15
スイス 7
ノルウェー 16
日本 25
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なお､参考までに先の主成分分析から得 られた第一因子スコアと第二因子スコアをそ

れぞれ使って､各国の位置を図示すると､図7-4および図 7-5に示 したようになる｡

これらの図から明らかなことは､次のことである｡ ① まず､福祉国家の成熟度が もっと

も高いのは ｢北欧諸国｣であ り､逆にその成熟度が もっとも低いのは ｢日本｣である｡

② また､労働市場への規制が強いのは､｢ヨーロッパ大陸諸国｣ と ｢日本｣であ り､逆に

それが もっとも弱いのは ｢アングロサクソン諸国｣である｡ ③なお､これらの図におい

て日本 とイタリアがほぼ同 じ位置にあることが注目されよう｡ しか し､それは､ここで

の結果が第三因子を考慮に入れていないことによる｡ すなわち､日本 とイタリアは､福

祉国家の成熟度が低 く､かつ労働市場-の規制が強い点で共通 しているが､もし第三因

子の早期退職機会を考慮に入れれば､イタリアで早期退職機会が多 く､逆に日本でそれ

が極端に少ないという違いがあ り､この点で両国は対照的な位置にあるといえる (注3)｡

図 7-4 雇用レジームの類型(D

労働市場への規制

一十 福祉国家の成熟度
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図7-5 雇用レジームの類型②

労働 市場への規制

2.｢雇用レジーム｣と労働市場パフォーマンス

以上の4つの ｢雇用 レジーム｣ごとに労働市場パフォーマンスにどのような違いがあ

るのか ? ここでは､労働市場パフォーマンスを示すい くつかの指標を選び､一元配置の

分散分析の手法を使って､その点を調べてみた｡

(1)労働市場パフォーマンスを測る指標

労働市場パフォーマンスを測る指標 としてここでは､①1986-96年の平均失業率､②

1986-96年の年率換算 した雇用成長率､③15-64歳人口対比の就業率 (1996年)､④失業

者に占める長期失業者 (1年以上)の割合 (1996年)､そしてさらに､独自に試算 した⑤

｢労働市場パフォーマンス指標｣(1985年および1996年)の5つの指標を使う｡

なお､最後の ｢労働市場パフォーマンス指標｣とは､Rowthorn(1992)が開発 したも

のであるが､それは ｢15-64歳人口村比の就業率｣から ｢産別賃金の変動係数 (パーセ
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ント表示) ｣を引 くことによって求められる｡ すなわち､人口対比の就業率が高いこと

に加え､産別でみた賃金格差が小さいほど､一国の労働市場パフォーマンスは高い､と

みる指標である｡ ただし､産別賃金格差を計算するうえで､国によって産業分類がこの

間大きく変動 しているため､国際比較をする際の基準を統一することが難 しく､ここで

の結果は､あくまでも参考資料と理解 してほしい (注4)｡

(2)分析結果

表 7-4および表 7-5は､｢雇用レジーム｣別にみた各指標の平均値を比較 したもの

である｡ これをみると､平均失業率を除いて､｢雇用 レジーム｣別にみた各指標の平均値

に統計的に有意な差 (有意水準 5%未満)があることがわかる｡ これらの表から､｢雇用

レジーム｣ごとの特徴をあげれば､次のことがいえる｡

1)まず､1986年から96年までの雇用成長率がもっとも高いのは ｢アングロサクソン諸

国｣である (プラス1.23%､表 7-5ではプラス1.26%)｡逆に､それがもっとも低い

のは ｢北欧諸国｣であり､年率換算でマイナス0.27% (表7-5ではマイナス0.20%)

という数値を示 している｡ これは､北欧諸国が1990年代の初頭に陥った経済不況がい

かに深刻なものであったのかを示すものといえよう｡

2)次に､15-64歳人口対比の就業率をみると､この点では逆に ｢北欧諸国｣がもっと

も高い成果を達成していることがわかり (74.73%)､これに ｢アングロサクソン諸国｣

が続き (71.85%)､成果がもっとも低いのは ｢ヨーロッパ大陸諸国｣である (61.11%)｡

(ただし､表 7-5の分類からみると､｢ヨーロッパ大陸諸国｣の就業率が極端に低い

ことで同じだが､｢北欧諸国｣と ｢アングロサクソン諸国｣の順位は逆転する｡)

3)失業者に占める長期失業者の割合についてはどうか? この点でもっとも深刻なのは､

｢ヨーロッパ大陸諸国｣である｡ 表 7-4･表 7-5のいずれの分類でも､半数近 く

の失業者が景気回復が始まったとされる1996時点でも依然､長期失業者として滞留 し

ており､その深刻度がわかる｡ 他方､｢アングロサクソン諸国｣の特徴は､これとは対

照的に長期失業者の割合が低いことにあり､その割合は2割そこそこの水準にとどまっ

ている｡

4)最後に､労働市場パフォーマンス指標について､1985年の結果と1996の結果をそれ
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ぞれ示 しておいた｡ まず､1985年の結果から明らかなのは､人口対比の就業率が高い

ことに加え､産別賃金格差が小 さいことを反映 して､｢北欧諸国｣の労働市場パフォー

マンスがきわめて高いことである｡ ただし､1996年の結果をみると､｢日本｣が ｢北欧

諸国｣以上の成果を達成 している｡ なお､ここで注意を引 くのは､いずれの年度をみ

ても､｢アングロサクソン諸国｣と ｢ヨーロッパ大陸諸国｣の労働市場パフォーマンス

がほぼ同じように低いことである｡ ただしその理由は､｢アングロサクソン諸国｣の場

合､人口対比の就業率が高いにもかかわらず､産別賃金格差が大 きいことにあ り､ま

た ｢ヨーロッパ大陸諸国｣の場合には､産別賃金格差が小 さいにもかかわらず､人口

対比の就業率が極端に低いことにある､というようにまったく正反対である｡
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表 7-4 雇用 レジームの類型①

度 数 平 均 値

平 均 失 業 率 1986-96 1 7 8.7571
2 6 7.0667

3 3 6.2333

合 計 17 7.3529

雇 用 成 長 率 (年 率 換 算 ) 1 7 .2429
1986-96 2 6 1.2333

3 3 -.2667

4 1 1 .0000~

合 計 .17 .5471

15-64歳 人 口対 比 の就 業率 1 7 61.1143
1996 2 6 71.8500

3 3 74.7333

4 1 74.6000

合 計 17 68.1000

失 業 者 に 占め る長 期 失 業 者 1 7 46.4571

(1年 以 上 ) の割 合 1996 2 6 22.4000
3 3 19.2000

4 1 19.9000

合 計 17 31.5941

労 働 市 場 パ フ ォー マ ンス指 標 1 7 41.8571
1985 2 6 41.5000

3 3 56.3333

4 1 38.0000

合 計 17 44.0588

労 働 市 場 パ フ ォー マ ンス指 標 1 6 42.4167
1996 2 5 50.2600

3 3 60.3667

ff7if 115 62.200049.9400

/ /'j',//; A;号 室三./io書写=-/%芸日本

*有意水準 5%未満

**有意水準 1%未満
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表 7-5 雇用 レジームの類型②

度 数 平均 値

平 均 失 業率 1986-96 1 6 8.6667
2 5 ~6.0400

3 5 8.0400

4 1 2.6000

合 計 17 7.3529

雇 用 成 長 率 (年率 換 算 ) 1 6 .5000
1986-96 2 5 ｢.2000

3 5 1.2600

4 1 1.0000

合 計 17 .5471

15-64歳 人 口対 比 の就 業率 1 6 60.9333
1996 2 5 72.5000

3 5 71.0000

4 1 74.6000

合 計 17 68.1000

失 業 者 に 占め る長 期 失 業 者 1 6 48.2167

(1年 以 上 ) の割 合 1996 2 5 23.8800
3 5 21.7000

4 1 19.9000

合 計 ー17 31.5941

労働市場 パ フ ォーマ ンス指 標 1 6 39.8333
1985 2 5 54.4000

3 5 40.0000

4 1 38.0000

合 計 17 44.■0588

労働市場 パ フ ォーマ ンス指 標 1 5 40.4200
1996 2 5 58.2800

3 4 48.3500

:鶴 115 62.200049.9400

*有意水準 5%未満

**有意水準 1%未満
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第 7章 先進工業国の雇用レジームと労働市場パフォーマンス

資料出所 :｢平均失業率｣｢雇用成長率｣｢15-64歳人口対比の就業率｣｢失業者に占める長期失業者

(1年以上)の割合｣は､OECD(1997)EmploymentOutlook1997より､また ｢労働市場

パフォーマンス指標｣を計算するうえで使った産別賃金については､Rowthorn(1992)

"corporatismandLabourMarketPerformance"inJ.Pekkarinenetal.(eds.)SocL'al

CoI･POI･atl'sm.'ASuperl'orEconoml'cSystem? (ClarendonPress),pp.83-131お よびILO

(2000)YearbookofLabouI･Statl'stL'csより

3.｢雇用レジーム｣とサービス化

ところで､以上のような ｢雇用 レジーム｣の類型はいつ､どのようにして誕生 したの

か ? この点を知る手がか りは､各国の脱工業化-サービス化のプロセスそれ自体にある

と考えられる｡

(1)サービス化の 3つのモデル

表7-6は､主要先進国の脱工業化-サービス化のプロセスのなかで起 きた部門別の

就業人口の変化 (1965-90年代前半)をみたものである｡ 工業人口の絶対的減少 という

意味での ｢脱工業化｣は､ヨーロッパ諸国ではすでに1965年前後から始まっているが､

日本やアメリカでは ｢脱工業化｣が始まったのは遅 く､1990年前後になってからのこと

である (注5)｡ 表 7-6から明らかなことは､工業人口の減少を上回る規模でサービス人

口の増加がみとめられ､その結果､雇用機会は純増 したが､その増加をさらに上回る規

模で労働力人口の増加があ り､両者の差がこの間の失業者の増加数 とほぼ一致 している

ということである｡ すなわち､｢脱工業化｣のプロセスのなかで､女性の職場進出が急速

に進んだことに加え､一部の国では戟後のベビーブーム世代が労働市場へ大量に参入 し

たことが､労働力人口の予想外の伸びをもたらし､失業者数を増加 させたといえよう｡

なお､ここで興味深いのは､この間のサービス人口の増加にパブリック ･セクターが

果たした役割に国によって大 きな違いがあることである｡ いま､データが利用で きる国

について､公務員の増加数をサービス人口の増加数で除 して求めた割合を比較 してみる

と､次のことがいえる｡ まず､サービス化のプロセスのなかでパブリック ･セクターが

果たした役割がとくに大 きいのは､｢北欧諸国｣である (デンマーク72.7%､フィンラン

189



O
S
C

T+

ト
C
T

+

寸
ト
ト

+

O
M
9
寸+

T

9
N

l+

9

6
Z
+

C
O

l十

や
Z

寸
+

9
6

T+

N
6
S
T+

ト
C

寸Z
+

V

N

g
S

で

6
S
T

+

9
M
L

l+

9
T
C

N十

m
卜

M+

L

'
T

L+

(Y

O
OOT
)

J:):I
T
鞘

式

⑳

O
M
寸
.T

VN
9
9
S
+

寸
S
N
N
+

S
6
m
十

の
-

室

i

O
S
f:-

ilq
甜
1

C
S
寸
Z
-

1
S
L
l
+

VN

ト

寸
丁

寧

1

好
守
iT

T
O
寸
N
-

9
8
-

T

g9.)
967

(Y
O
O
O
T
)

茸
〓
Y

J.J:.:,

二
台

也
.寸

9
.9

寸
の
.6
寸

L

PN
L･

N
.9
N

i
+9
T

(
%
)

㊥
＼
㊥
-
㊨

(
Z
6
.
-
O
L
.)

g
N
g
+

V
N

(Z
6
.
～
9
9
.)

6
6
t
+

(M
6
.
～
S
9
.)

0
9
9
S
+

VN
V

N

(
T
6
.
-
O
L
.)

L
S
C
+

(M
6
.
-
S
9
.)

1
8
Z
+

(Z
6
.
～
S
9
.)

ト
等

+

(M
6
.
-
0
ト
.)

S
g

N
l
+

(N
6
.
～
S
9
.)

S
寸
6
+

VNV
N

V

N

(0
6
.
-
S
9
.)

L
L
9
1
+

(C
6
.
-
0
ト
.)

6TT
Z
+

(N
6
.
-
0
ト
.)

寸
6
T
+

V
N

(Y
O
O
O
T
)

JlJ:11コ
電
tT/㊨

(
N
6

1
-
S
9
.)

T
N
9
9
N
+

V
N

9
S
9
Z
+

l
S
9
6
寸
+

0
9
ト
S
+

0
寸
N
十

g
C
S
+

S
〓

十

9
T
S
+

6
9
S
T
+

Z
C
T
N
-

C
O
ト
+

N
〇
一
Z
+

0
寸
N
+

卜
M
M
M
+

N
T
の
寸
+

0
寸
N
+

6
S
g
+

(Y
O
O
O
T
)

賢
二
Y

O
C
M
C
T
+

0
ト
S
+

O
T
Z
M
+

N
L
6
T
S
+

g
T
C
9
+

寸
9
T
+

e
Z
寸
+

C
L
r

N
g
Z
+

O
T
N
+

ト
S
C
+

ト
寸
ト
+

6
N
T
N
+

gm
T
+

寸
Z
ト
ー
+

O

S
M

T

S

N

.T

鮎

の
?

T

宗
C
I

寸

N

CT
-

鍔

5
1-

Z
+

触
発

飢

邸
の
T

Z
9
0
T

-

寸
C

TN
I

O
C

丁

寧

?

Fl
寧

h

め
⊂⊃
くわ
■･.･■
十

の くヱ〉
EiF 姐1
N ･.･一
CZil EiF

9
9
T
+

T
9
g
+

(Y
O
OOT
)

誉
〓

Y

串
≡
室
㊥

鞘

駕
㊤

ON
G-

○
?

(YO

O
O
T
)

㊤
-
㊥

-

㊨

)

as
e

)e
a
s

a
)e

)

s

a
･Te
J

T
a

m

â
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第 7章 先進工業国の雇用レジームと労働市場パフォーマンス

ド49.3%､ノルウェー46.5%)｡そして､これに ｢ヨーロッパ大陸諸国｣が続 き (ベルギー

21.8%､フランス32.8% ､西 ドイツ32.8%､イタリア26.2%)､逆に､｢アングロサクソ

ン諸国｣ではその役割がきわめて小 さい (アメリカ11.7%､オース トラリア6.2%､イギ

リス16.7%)｡さらに､｢日本｣はその比率が4.6%ともっとも小さく､サービス化のパター

ンに関していえば､｢北欧諸国｣や ｢ヨーロッパ大陸諸国｣ よりもむしろ ｢アングロサク

ソン諸国｣に近いといえる｡

サービス化のプロセスにこのような差があることは､第2節で示 した ｢雇用 レジーム｣

ごとに非政府サービス雇用人口の変化 (1979-90年)を比較 してみると､さらに明らか

となる｡ 表 7-7は､それをみたものであるが､年率換算 した非政府サービス雇用の成

長率は､｢アングロサクソン諸国｣でもっとも高 く (3.0%)､これに ｢日本｣が続 き (2.3

%)､逆に ｢ヨーロッパ大陸諸国｣や ｢北欧諸国｣ではその率は低い (それぞれ1.7%､1.1

%)｡すなわち､ここでの結果は､｢アングロサクソン諸国｣や ｢日本｣において､サー

ビス化が民間主導で進んだことを裏付けている｡

では､民間主導でサービス化が起 きた際に､具体的にどのようなサービス部門の雇用

が拡大 したのであろうか ? 表 7-7および表 7-8に示 したように､大きな伸びを示 し

ているのは､｢金融ビジネス｣ と ｢社会対人サービス｣の2部門である｡ だが､｢雇用 レ

ジーム｣ごとにその差がはっきりと現れているのは ｢卸小売｣ と ｢社会対人サービス｣

であって､｢運輸通信｣や ｢金融ビジネス｣ではない｡とくにこの間､｢金融ビジネス｣

に次いで大きな雇用の伸びを示 している ｢社会対人サービス｣において､｢雇用 レジ∵ム｣

ごとに雇用増の平均値に統計的に有意な差がみとめられることは､社会サービス部門の

拡大が政府主導で行われた国 (｢北欧諸国｣)と､民間主導で行われた国 (｢アングロサク

ソン諸国｣｢日本｣)とがあることを示 していて興味深い｡

191



表 7-7 雇用 レジームの類型①

度 数 平 均 値

非 政府サ ー ビス雇用 の成長率 1 7 1.7143

(年率 )1979-90年 2 4 2.9750
3 3 1.1333

4 1 2.3000

合 計 15 1.9733

非 政府サ ー ビス雇 用 の成長率 1 7 1.0143

･卸小売 1979-90年 . 2 4 2.0750

3 3 .3333

4 1 1.2000

合計 15 1.1733

非 政府 サ ー ビス雇用 の成長率 1 7 .5000

･運輸通信 1979-90年 2 4 .6750

3 3 .6667

4 1 .9000

合 計 15 .6067

非 政府 サ ー ビス雇用 の成長率 1 7 3.2000

･金融 ビジネス 1979-90年 2 4 4.8500

3 3 3.9667

4 1 2.9000

合計 15 3.7733

非 政府サ ー ビス雇用 の成長率 1 7 2.6429

･社会対 人サ ー ビス 2 4 4.4250

1979-90年 3 3 .6000

範 115 3.60002.7733

/ '',''///≡ 三 三 三三;o書 写ヲ冨日本

*有意水準 5%未満

**有意水準 1%未満
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第 7章 先進工業国の雇用 レジームと労働市場パフォーマンス

表 7-8 雇用 レジームの類型②

度 数 平 均 値

非 政 府 サ ー ビス雇 用 の 成 長 率 1 6 1._7167
(年 率 ) 1979-90年 2 4 1.2750

3- 4 2.9750
4 1 2.3000

合計 15 1.9733
非 政 府 サ ー ビス雇 用 の 成 長 率 1 6- .9833
･卸小 売 1979-90年 2 4 .5500

3 4 2.0750
4 1 1.2000

合 計 15 1.1733
非 政 府 サ ー ビス雇 用 の 成 長 率 1 6 .4167
･運輸 通信 1979-90年 2 4 .7500

3 4 .6750
4 -1 .9000

合 計 15 .6067

非 政 府 サ ー ビス雇 用 の 成 長.率 1 6 2.9167
･金 融 ビジ ネ ス 1979--90年 2 4 4.2000

3 4 4.8500
4 1 2.9000

合計 15 3.7733
非 政 府 サ ー ビス雇 用 の 成 長 率 1 6 3.0667
･社 会 対 人 サ ー ビス 2 4 .4750
1979-90年 3 4 4.4250

篠 115 3.60002.7733

/ /I,''///≡ 量 産 31/%≡日本

*有意水準 5%未満

**有意水準 1%未満

資料出所 :以上のデータはすべて､OECD(2000)ServL'cesStatL'stL'csonvalueAddedandEmploy-
mentよJり
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ところで､サービス化のプロセスにこのような違いが生 じた原因を､ガ-シュニーは

次のように説明 している｡ すなわち､工業部門に比べ労働生産性の飛躍的な拡大を望め

ないサービス部門において､もし雇用の拡大が起こるとすれば､それは①労働者が低生

産性に見合った低賃金労働を受け入れる場合か､あるいは②政府が直接にサービス提供

を行う場合のいずれかである｡ したがって､③ もし労働者がサービス部門での低賃金労

働を受け入れず､かつ政府が直接にサービス提供を行わないならば､サービス部門での

雇用拡大は望めず､むしろ､｢セルフサービス化｣という現象が起きるという (Gershuny

-Miles,1983)｡

ここでいう ｢セルフサービス化｣ とは､消費者みずからが工業製品を購入して､サー

ビスを自家生産することを意味するが､たとえば､クリーニング店にワイシャツを出さ

ず､洗濯機を購入して自宅でそれを洗うケースを想定すれば､その意味は容易に理解さ

れよう｡ この場合､市販のクリーニング ･サービスが廉価であれば､市場でそれを購入

することが合理的であるし､逆に､それがあまりにも高価であれば､｢セルフサービス｣

に頼ることが合理的である｡

また､消費者が公共交通機関を利用せず､直接 自分で自家用車を購入して交通手段の

便をはかることも同じく ｢セルフサービス化｣とみることができる｡ この場合にも､自

家用車を購入 し維持するコス トと､公共交通料金とをそれぞれ比較 して､｢セルフサービ

ス化｣を選ぶかどうかの決定が行われる｡

なお､ガ-シュニーが示 したサービス化の3つのパターンのうち､第一のパターンが｢ア

ングロサクソン諸国｣で起 きた変化であ り､第二のパターンが ノ｢北欧諸国｣で起 きた変

化であり､さらに､第三のパターンが ｢ヨーロッパ大陸諸国｣で起きた変化であった｡

(2)対立軸の違い

次に､そのようなサービス化のパターンの違いが労働市場､ひいては社会構造に与え

る影響をさらに詳 しく検討 してみたい｡

図7-6は､｢アングロサクソン型｣｢北欧型｣｢ヨーロッパ大陸型｣ という3つのモデ

ルの特徴を概念化 したものである｡ まず､｢アングロサクソン型｣のサービス化は､｢雇

用成長｣と ｢財政規律｣ という2つの価値を優先することと引き換えに､｢所得の平等｣
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という価値を犠牲にしたサービス化 とみることができる｡ というのも､民間主導で行わ

れた ｢アングロサクソン諸国｣でのサービス化は､労働生産性の飛躍的な拡大が期待で

きないこの分野で､労働者に低賃金労働をあえて甘受させることによって成立 している

からである｡ その結果､｢雇用成長｣と ｢小 さな政府｣を手に入れることはできたが､｢所

得の平等｣を犠牲にすることとなった｡それゆえに､｢アングロサクソン諸国｣が抱える

最大の問題は､高給を稼 ぐ一部の知識労働者ならびに管理職層 と､低賃金に甘んじなけ

ればならないその他大多数の労働者との間での深刻な ｢階級対立｣にあるといってよい｡

一方､｢北欧型｣のサービス化の特徴は､社会サービス分野を中心に政府主導でサービ

ス化が進んだことにある｡ そのため､｢北欧諸国｣では､公共部門を中心に1980年代前半

まで ｢雇用成長｣が雑持 されるとともに､社会サービスを供給する労働者の多 くが公務

員としての地位を手に入れ､｢所得の平等｣ も確保されることとなった｡ しかし､その代

償 としてこれらの国々が支払わざるをえなかったのは､｢財政規律｣を犠牲にして､｢大

きな政府｣を支えていかなければならないことであった｡ そして､そのことは､工業製

品を海外に輸出する競争的な民間セクターと､生産性の低い社会サービスを提供する公

共セクターとの間に鋭い利害の対立をもたらし､そのような ｢セクタ一間村立｣はいま

や､鉄の結束を誇った労働運動にまで及んでいる｡

最後に､｢ヨーロッパ大陸諸国｣が辿った道は､サービス部門における低賃金労働を甘

受することでもなく､また公共部門での雇用機会を広げて､｢大きな政府｣を受け入れる

ことでもなかった｡ 所得保障を中心に社会保障制度が整備されている ｢ヨーロッパ大陸

諸国｣では､社会的賃金が高い水準にあるため､サービス部門の低賃金労働を受け入れ

るには労働者の留保賃金があまりにも高すぎた｡また､医療や福祉の分野での社会サー

ビスは､カ トリックの ｢補完性の原理｣に則 り､これまで民間非営利部門がその供給を

担ってきたために､｢大きな政府｣に発展することもなかった｡だが､｢所得の平等｣と

｢財政規律｣を優先 したこのような選択は､サービス部門での ｢雇用成長｣を阻害する

こととなり､結果的に｢大量失業｣という犠牲を払わざるをえなかった｡したがって､｢ヨー

ロッパ大陸諸国｣が潜在的に抱えるデイレンマとは基本的に､仕事をもつ ｢インサイダー｣

と仕事をもたない ｢アウトサイダー｣ との対立にあるとみることができよう (Ⅰversen-

Wren,1998)｡
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図 7-6

北欧型

雇用成長

(効率)

ア ングロサ クソン型

財政規律

(小 さな政府)

(自由)

所得の平等

(公正)

ヨーロ ッパ大陸型

備考 :Gershuny-Miles(1983)､Esping-Andersen(1990､1999)､Iversen-Wren(1998)を参考

にして作成

ところで､図 7-6に示 したサービス化時代における価値の村立図式を､戟後の工業

化時代のそれと比較 してみるとおもしろい｡1960年代末まで続いた戦後の工業化時代は､

資本主義の黄金時代 ともいわれるように､耐久消費財の大量生産-大量消費システムを

基礎にした ものであった｡すなわち､｢三種の神器｣に代表される耐久消費財への需要は

高度に価格弾力的であったため､大量生産によって労働生産性 を引 き上げ､その価格を

大幅に引 き下げることができれば､その需要を大幅に増やす ことが期待できた｡また､

労働生産性が引 き上げられるということは､生産性基準原理に基づいて労働者の賃金が

引 き上げられることを意味 してお り､それゆえに､｢雇用成長｣ と ｢所得の平等｣とが同

時に達成で きることを意味 していた (Appelbaum-Schettkat,1995)｡ しかも､戦後の工

業化時代は､内需主導型の経済発展を基礎にしていたために､循環的不況に対する財政

出動はグローバル化の影響 を受けずに大 きな効果を発揮 し､またそのこと自体が必ず し

も ｢大 きな政府｣につながるわけではなかったといえる (注6)｡

このようにみると､戟後の工業化時代は､｢雇用成長｣｢所得の平等｣｢財政規律｣とい

うすべての価値 を充たす条件が揃っていたとみることができる｡ また､そのような条件
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は､｢アングロサクソン諸国｣｢北欧諸国｣｢ヨーロッパ大陸諸国｣｢日本｣の違いを問わ

ず､すべての資本主義国において成立 していたとみることができ､まさしくその点でも､

資本主義の黄金時代であったといえよう｡

では､そのような時代を支えた､社会の村立図式とは何か ? それは一口にいえば､金

融資本と産業資本との対立､すなわち､20世紀に入って出現 した ｢所有と経営との分離｣

という事態を背景にした､｢金利生活者｣と ｢モノづ くり｣を行う人々との対立であった

と述べることができる (Keynes,1924)(注7)｡その意味で､社会村立の構図はいまよりも

はるかに単純であったのであり､また､その解決策もはっきりとしていたといえる｡

4.｢雇用レジーム｣と国際化

経済活動の国際化は､｢雇用 レジーム｣の収蝕をもたらすのか ? 最後に､この点を明

らかにしておきたい｡

この質問に答えるだけの十分な証拠はないが､経済活動の国際化が ｢雇用レジーム｣

に与える影響をめぐっては､いまのところ､次の2つの仮説が有力である (注8)｡

ひとつは､｢底辺への競争｣説とよぼれる仮説であ り､｢カネ｣および ｢ヒト｣の二大

生産要素が国境を越えて自由に移動する時代には､生産要素価格の均等化法則が働 き､｢悪

貨が良貨を駆逐する｣という意味でのグレシャムの法則が働 く､というものである｡ す

なわち､社会的に優れた ｢雇用 レジーム｣はより劣った ｢雇用 レジーム｣の前に屈伏せ

ざるをえないことをこの仮説は示唆 してお り､先の分類に基づけば､｢成長｣.と ｢平等｣

を達成 している ｢北欧諸国｣と､｢平等｣と ｢財政規律｣を達成 している ｢ヨーロッパ大

陸諸国｣がそれぞれに､｢平等｣を犠牲にした ｢アングロサクソン諸国｣に屈伏せざるを

えない､と主張するものである (Albert,1991/Reich,1991/Frie血an,1999)｡

もうひとつの仮説は､｢経路依存的な調整｣説とよばれるものである｡ この仮説は､｢底

辺-の競争｣説とは逆に､本稿において筆者がこれまで重視 してきた ｢諸制度｣､すなわ

ち､社会保障､教育､家族､労使関係といった制度の果たす役割に注目し､それぞれの

｢雇用レジーム｣に経済活動の国際化が及ぼす影響は必ず､そのような ｢諸制度｣のプ

リズムを通して現れるとみる見方である｡ したがって､｢アングロサクソン諸国｣の市場
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原理に代わりうる､機能的に等価な ｢諸制度｣が ｢北欧諸国｣や ｢ヨーロッパ大陸諸国｣

に存在するならば､経済活動の国際化が及ぼす影響はそれほど大 きくないとみるもので

ある (Berger- Dore,1996/Keohane-Milner,1996/Kitschelteta1.,1999)｡

ここではまず､｢雇用 レジーム｣の類型別に経済活動の国際化の進展度にどの程度の違

いがあるのかを検討 したうえで､｢所得分配の不平等｣という観点から､｢北欧諸国｣や

｢ヨーロッパ大陸諸国｣のそれが ｢アングロサクソン諸国｣のそれにどの程度まで接近

しつつあるのかをみておきたい｡

表 7-9および表 7-10は､第2節で示 した ｢雇用 レジーム｣別に､経済活動の国際

化の進展度を比較 したものである｡ なお､経済活動の国際化を測る指標 としてここで用

いたのは､Quinn(1997)指標 とよばれるものであり､国境を越えた資本移動への政府規

制の数から逆に､国際化の進展度をみたものである (注9)｡すなわち､それは ｢金融の国

際化｣を測るための指標といえる｡

これらの表から明らかなことは､①金融の国際化の程度に､1970年時点でも､1993年

時点でも ｢雇用 レジーム｣ごとにそれほど大 きな差がないこと､② また､1970年から93

年にかけての変化をみても､統計的に有意な差が確認できないこと､③ さらに､1993年

時点でほとんどの先進国はほぼ完全な ｢金融の自由化｣を達成していることである｡
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表 7-9 雇用 レジームの類型①

度数 平均 値

金融 の国際化指標 1 6 ll.1667

(ク イー ン指 標 ) 2 6 9.8333

1970 3 3 8.6667

4 1 7.0000

合計 16 9.9375

金融 の国際化指標 1 6 13.6667

(?イー ン指 標 ) 2 6 13.2500
1993 3 3 13.3333

4 1 ll.0000

合計 16 13.2813

金融 の 国際指標 1 6 2.5000

(クイー ン指 標 ) 2 6 3.4167
の変 化 3 3 4.6667

*有意水準 5%未満

**有意水準 1%未満
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表 7-10 雇用 レジームの類型②

度数 平 均 値 〉〉)国請

金融 の国際化指標 1 6 -ll.1667

(クイー ン指標 ) 2 4 9.6250
1970 3 5 9.3000

4 1 7.0000

合 計 16 9.9375

金融 の国際化指標 1. 6 13.6667
(クイー ン指標 ) 2 4 13.2500

1993 3 5 13.3000

4 1 ll.0000

合計 16 13.2813

金融 の国際指標 1 6 2.5000

(クイー ン指標 ) 2 4 3.6250

の変化 3 5 4.0000

1970-93 亀 116 4.00003.3438

*有意水準 5%未満

**有意水準 1%未満

資料出所 :Quinn(1997)"TheCorrelatesofChangeininternationalFinancialRegulation"
inAmerl'canpoll'tl'calScl'enceRevl'ew,Vol.91,No.3,pp.531-551お よびScharpf-

Schmidt(2000)WelfaI･eandWoI･kl'ntheOpenEconomy:FI･OmVulneI･abL'11'tyto

CompetL'tl'venessVo1.i(OxfordUniversityPress)StatisticalAppendixTableA.3-

1,p.369より
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他方､経済活動の国際化が所得分配-与えた影響 についてはどうか ? 所得分配には､

｢サービス化｣や ｢高齢化｣ も同 じく悪影響 を与 えると考えられるため､国際化の影響

を独立に推計することは難 しい(注10)｡だが､表 7-11および表 7-12に示 したように､1990

年代前半の可処分所得のジニ係数をみるか ぎり､｢雇用 レジーム｣ ごとにみた所得分配の

不平等 には依然､大 きな差がみ とめられる｡ すなわち､｢アングロサクソン諸国｣におい

てジニ係数が もっとも高 く､これに ｢日本｣が続 き､他方 ｢ヨーロッパ大陸諸国｣や ｢北

欧諸国｣ではジニ係数は概 して低 く､比較的に平等な社会を実現 しているといえる｡ ま

た､1979年時点での可処分所得のジニ係数を 1とした場合の1993年 までの変化 を ｢雇用

レジーム｣ ごとに比較 してみたが､いまの ところ､その平均値 に統計的に有意な差はみ

とめられない｡

表 7-11 雇用 レジームの類型(D

*有意水準 5%未満

**有意水準 1%未満
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表 7-12 雇用 レジ-ムの類型②

*有意水準 5%未満

**有意水準 1%未満

資料出所 :以上のデータはすべて､Gottschalk-Smeeding(1999)"EmpiricalEvidenceonIncome

InequalityinIndustrializedCountries"inLuxembouI･gIncomeStudyWoTkl'ngPapeI･
No.154より

だが､そうだからといって､｢北欧諸国｣や ｢ヨーロッパ大陸諸国｣において所得分配

の不平等が拡大 していないというわけではない｡図 7-7に示 したように､個々の国に

ついてみると､この10年間に所得分配の不平等がかなり拡大 した国があることがわかる｡

たとえば､スウェーデンがそうであ り､オランダがそうである｡ これはおそらく､これ

らの国々でこの間断行 された社会保障改革､労働市場改革､そして税制改革が強 く影響

しているものと思われる｡ とくに､累進税率の区分を簡素化 し､最高税率を大幅に引 き

下げる方向で行われた所得税改革の影響が大きいといえよう｡
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図 7-7 ジニ係数の変化

AverageChangeperYear
[ I

.- P P p .- ･- ･N ･tJ
⊂〉 Ol ⊂〉 ､ ol ⊂〉 Ol ⊂〉 Vl

UK1979-95

SW1979-94

DK1981-90

NL1979-94

AS1981-90

JA1979-93

TA1979-95

US1979-96

CH1982-92

FR1979-94

GE1979-95

NW1979-95

IS1979-92

CN1979-95

FI1979-94

IR1980-94

IT1979-95

□ PercentageChange

■AbsoluteChange

資料出所 :Gottschalk-Smeeding(1999)"EmpiricalEvidenceonlncomeInequality

inIndustrializedCountries"LuxembourgIncomeStudyWoI･kJ'ngPaper.No.154.Figu
re4.より

したがって､ここで暫定的にいえることは､｢底辺への競争｣説が示唆するはどの職烈

な競争圧力は起こらなかったにせよ､｢経路依存的な調整｣説が期待するほどに､それぞ

れの ｢雇用レジーム｣は､国際化の圧力から無傷ではなかったということである｡
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5.おわりに

最後に､以上で述べた主要な論点を整理 し､結論に代える｡

(1)本稿ではまず､労働市場を取 り巻 く ｢諸制度｣の構造的特性に照らして､それぞれ

固有の ｢雇用レジーム｣が存在するのかどうかを問うた｡その結果､｢アングロサクソ

ン型｣｢北欧型｣｢ヨーロッパ大陸諸国型｣｢日本型｣という4つの ｢雇用レジーム｣が

存在することを確認 した｡繰 り返 しになるが､それぞれの ｢雇用レジーム｣の特徴を

まとめておけば､｢アングロサクソン型｣は､国家と労使による労働市場への規制が弱

い点に特徴があり､また ｢ヨーロッパ大陸諸国型｣ と ｢日本型｣はこれとは逆に､そ

の規制がきわめて強い点に特色がある｡ さらに､｢北欧型｣は､労働市場への規制とい

う点で中程度に位置 しているが､福祉国家の成熟度という点でもっとも進んでお り､

文字通 り労働力の ｢脱商品化｣が貫徹 しているといえる｡

(2)次に､これらの ｢雇用 レジーム｣の違いが労働市場パフォーマンスにいかなる差を

生むのかを検討 した｡雇用成長率 (1986-96年)という点では､｢アングロサクソン型｣

のそれが もっとも高 く､逆に ｢北欧型｣の場合､90年代初頭にこれらの国々が深刻な

不況に襲われたという経緯もあって､雇用成長率はマイナスとなっている｡ だが､人

口対比の就業率 (1996年)でみると､｢北欧型｣が依然として優れた成果をあげてお り､

その点で大きな遅れをとっている ｢ヨーロッパ大陸諸国型｣とは村照的である｡ また､

平均失業率 (1986-96年)でみると､｢雇用レジーム｣別に有意な差はないが､長期失

業率 (1996年)でみると､｢ヨーロッパ大陸諸国型｣がまだまだ大きな問題を抱えてい

ることがわかる｡

(3)ところで､これらの ｢雇用レジーム｣はいつ､どのようにして誕生 したのか ? この

点を探るために､各国の脱工業化-サービス化のプロセスに注目した｡｢アングロサク

ソン諸国｣におけるサービス化の特徴は､労働生産性の飛躍的な拡大が望めないサー

ビス部門において､民間主導で低賃金労働を広げていったことにあった｡また､｢北欧

諸国｣のサービス化の特徴は､パブリックセクターみずからが社会サービスを供給 し､

女性の雇用機会を広げたことにあった｡だが､｢ヨーロッパ大陸諸国｣は､脱工業化の

プロセスにおいてこれらのいずれの道をも拒み､労働供給量の増加に見合った雇用機

会をサービス部門でつ くり出すことに失敗 した｡
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(4)そして､このようなサービス化パターンの違いは､それぞれの ｢雇用 レジーム｣に

まったく性格の異なった対立軸を走着させることとなった｡｢所得の平等｣を犠牲にし

て ｢雇用成長十 と ｢小さな政府｣を選択 した ｢アングロサクソン諸国｣では､社会の

対立軸は､高給を稼 ぐ一部の ｢豊かな労働者｣と低賃金労働に従事するその他大多数

の ｢貧 しい労働者｣との間での階級対立にある｡ また､｢財政規律｣を犠牲にして ｢雇

用成長｣と ｢所得の平等｣を優先させた ｢北欧諸国｣では､民間の競争部門で働 く労

働者と公共部門で働 く労働者との間での､いわゆる ｢セクタ一間対立｣が大きな問題

となっている｡ さらに､｢雇用成長｣を犠牲にして ｢財政規律｣と ｢所得の平等｣を選

択 した ｢ヨーロッパ大陸諸国｣では､大量失業という問題に直面 したため､それは結

果的に仕事をもつ ｢インサイダー｣と仕事をもたない ｢アウトサイダー｣との間に深

刻な亀裂を生じさせることとなった｡

(5)しかし､｢雇用 レジーム｣ごとにみたこのような特性もまた､いまやグローバル化に

よる競争圧力を受けて､少しずつであるが変化 しようとしている｡ たとえば､｢ヨーロッ

パ大陸諸国｣では､大量失業問題の解決なしに､グローバル化の時代に生き残る道は

ないという認識がしだいに定着 しつつあり､｢アングロサクソン諸国｣の規制緩和政策

と ｢北欧諸国｣の労働供給促進政策をそれぞれ一部取 り入れて､この間題の解決に当

たろうとしている｡ また ｢北欧諸国｣は､グローバル化による競争圧力のなかで､｢大

きな政府｣をこれ以上支えてい くことが難 しくなってお り､福祉国家の縮小を検討せ

ざるをえない状況にある｡

(6)では､｢日本｣はどこへ向かおうとしているのであろうか ? グローバル化によって

｢産業の空洞化｣が急速に進みつつある現在､これまで工業化のロジックのなかで社

会経済組織を運営 してきた日本 も､ようや く本格的なサービス化への道を歩まざるを

えない状況にある｡ だが､日本が選択 しようとしているサービス化への道は､すでに

みたように､｢ヨーロッパ大陸諸国｣のセルフサ-ビス作でもなければ､また ｢北欧諸

国｣のように ｢大きな政府｣を選択する道でもなく､｢アングロサクソン諸国｣がかつ

て辿った民間主導のサービス化の道に接近 しつつあるといえよう｡ もしそうであると

すれば､近い将来にわが国が直面する最大の問題は､富者 と貧者との間での階級対立

の再現 となるかもしれない｡いまこそまさに､労働運動の力量が試される時である｡
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注

(1)Reich(1991)によれば､グローバル化によって企業が ｢無国籍化｣ しているこんにち､一国の雇

用水準を左右するのは､ナショナルな企業の国際競争力ではなく､むしろ国民 1人ひとりへの人的資

本投資にあ り､それによって外資を引きつけることができるかどうかにかかっている､という｡

(2)ここでのクラスター分析は ｢グループ間平均連結法｣を採用 し､また類似度を測定するために ｢平

方ユークリッド距離｣をとっている｡

(3) ｢年金天国｣ といわれるイタリアでは､｢失業-経済的障害｣ という理由から障害年金を受給する

中高年労働者が多 く､これが早期退職の主要なルー トとなっている｡ なお､障害年金受給者の数はつ

い最近まで､老齢年金受給者の数を上回っていた｡

(4)ここでいう産業分類の変更とは､国際標準産業分類の第二次改訂から第三次改訂への変更を意味す

る｡ この変更によってとくに､サービス産業の分類が大きく変わったため､産別賃金格差を国際比較

することが難 しくなった｡

(5)日本において工業人口の絶対数が減少 しはじめたのは､バブル崩壊後の1992年以降のことである｡

これは､その後起 きた空前の円高によって ｢産業の空洞化｣が急速に進んだことが大きいといえよう｡

また､アメリカの工業人口は､1960年以降､増減を繰 り返 してきたが､はっきりとその減少傾向がみ

とめられるようになったのは､1990年以降のことである｡ サービス化の先頭に立つと考えられてきた

アメリカにおいて､工業人口がこれまで増減を繰 り返 してきた理由としては､アメリカ国内での保護

主義の高まりに対応 して､日本をはじめとする西側先進国が保護主義をかわすために海外直接投資 と

いう形で生産拠点をアメリカに移 したことがある｡

(6)マンデル-フレミング ･モデルによれば､資本移動の自由化が進んだ世界において､もし変動相場

制を採ると､財政政策がその効力を発揮できなくなり､また逆に､固定相場制を採用すると､金融政

策の効力が阻害 されるという｡ バブル崩壊後の日本経済において､政府の数次にわたる財政出動が結

局大きな効果をあげることができなかった理由のひとつに､この ｢金融の自由化｣があるといえよう｡

しか し､1971年に固定 ドル本位制が崩壊するまで､西側先進国の経済は､資本移動に大きな規制が課

された､内需主導型の経済発展を行ってきたのであ り､この点からも､ケインズ主義的な需要管理政

策の効力は大きかったとみることができる｡

(7)ケインズは 『貨幣改革論』(1924年)のなかで､この ｢所有 と経営 との分離｣を前提に､①投資家

階級､③企業家階級､③ さらに企業家階級のもとで働 く労働者階級の3階級からなる社会を想定 し､

｢金利生活者｣である投資家階級を安楽死 させるような経済政策を採ることで､｢モノづ くり｣を行

う者にとって有利な､新 しい社会が訪れることを予告 した｡

(8) ｢底辺への競争｣説､｢経路依存的調節｣説のほかには､グローバル化の影響それ自体を無害だと

する ｢グローバル化懐疑論｣､また ｢競争条件均等化法則｣によって社会政策の水準がかえって高ま

るとする ｢頂点への競争｣説がある｡ この点について詳 しくは､下辛 (2001)を参照｡

(9)ただし､ここでは資本移動への政府規制の数が少ない国ほど､高いポイントが割 り当てられるよう､

指標を設計 している｡ なお､国境を越えた資本移動-の政府規制に関する情報は､ IMFが毎年公表

する AnnualReportonExchangeArrangementsandExchangeRestrL'ctL'onsから得ることができ

る｡
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(10)｢高齢化｣が所得分配に悪影響を与える理由は､高齢化によって一国の平均年齢が上昇するほど､

所得格差が大きくなることにある｡ すなわち､若年層の間では所得格差が比較的に小さいのに対 して､

年齢が上昇するにしたがって所得格差が広がるのが一般的であり､高齢化によって社会の平均年齢が

上昇すると､所得格差が大きい年齢層が増えると考えられている｡ また､｢サービス化｣が所得分配

に悪影響を与えるのは､民間主導でサービス化を行った場合､低賃金労働が増えるからであり､｢中

産階級｣の解体が進むと予想されるからである｡
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第 8章 EUの雇用戦略から日本を考えるために

はじめに

本章では､日本の雇用戟略を構想するに当たって極めて示唆的と思われるEUの雇

用戦略の概要を述べてい く｡ なぜ､今､EUなのか ?という疑問が読者の胸に浮かぶ

であろう｡ ヨーロッパなどもう ｢古い｣のではないか ?̀今や万事アメリカ流にしなけ

れば日本は救われないのではないのか ?

実際､現在の日本では､急激な雇用情勢の悪化の中で､アングロ ･サクソン ･モデ

ルに基づ く労働市場の流動化戟略があたか も唯一の選択肢であるかのごとく宣伝 さ

れ､戦後 日本で構築 されてきた長期安定雇用システムを破壊することが ｢構造改革｣

の名の下に正当化されつつある｡ 現実の雇用に向き合う労使関係者はまだ慎重だが､

一部の経済官僚や政府周辺のエコノミス トたちは､その軽々しさを競い合うかのよう

に､アメリカ流の雇用破壊を唯一の救世主 としてもてはやしている｡ だが､残念なが

ら彼 らの偶像はもはや地に墜ちているのだ｡国際的には｡

確かに､80年代から90年代前半にかけて､そういうネオ ･リベラリズムの思想潮流

が先進世界 を支配 した｡特に､その頃から高水準の失業に悩んでいたEU諸国は､欧

州社会モデルの心臓 ともいうべ き労働者保護や手厚い福祉 と雇用 との トレー ドオフを

突 きつけられた｡ まさに現在の日本 と同時代的な課題に直面 していたのである｡

EUはこの挑戦に真撃に応戦 した｡ 自分たちのシステムの欠陥を率直に認め､改め

るべ きは抜本的に改めながら､モデルの根っこにある ｢連帯｣という理念はしっか り

と維持 し､新たな欧州社会モデル､雇用システムを再鋳造 しようとしてきたのである｡

そして､そこには意外にも､日本型モデルに接近 しようとする姿 もかいま見ることが

できる｡

本章はこのEUの応戟の姿を措 くことを目的とする｡ それは､日本が今 日の挑戦に

いかに応戦すればよいのかを真撃に考える全ての人にとって限 りない示唆を与えるで

あろう｡

210



第 8章 EUの雇用戦略から日本を考えるために

1.1990年代雇用政策の潮流 (OECDの雇用戦略を中心として)

1990年代は雇用の時代であった｡ 雇用が世界的に経済社会政策の中心テーマ となっ

た時代であった｡ 急いで付け加えなければならないが､それまで雇用が重要視 されて

こなかったわけではない｡むしろ､完全雇用は戦後先進諸国に確立 したケインズ ･ビ

バ リッジ型福祉国家の中枢 に位置する目標であった｡ 90年代の特徴は､雇用問題がそ

れまでの経済政策､社会政策 との幸福 な調和から引 きず り出され､ネオ ･リベラリズ

ムと社会民主主義 というイデオロギー対立の主戟場に位置づけられたことにある｡

もともと､完全雇用はソシアル派のテーゼである｡ 社会民主主義者は眼前に存在す

る失業を自発的なものと放置する自由主義を批判 し､マクロなケインジアン政策 とミ

クロな失業者援護策によって失業の解消を図ることを主張する｡ しか しなが ら､手厚

い福祉や労働者保護 と雇用の間に トレー ドオフ関係が存在するという主張がなされる

ならば､話は複雑 になる｡ 規制緩和 により､福祉や労働者保護を引 き下げることこそ

が雇用を拡大する道であるということになるからである｡

周知のように､こういった議論は80年代 にアメリカのレーガン政権､イギリスのサ ッ

チャー政権の形 を取 って現実のものとなった｡そ して､90年代 には世界的な潮流 となっ

てい く｡ その波頭に位置づけられるのがOECDの雇用戟略である*1｡

あわてて付け加えてお くが､OECDはあ くまで先進諸国の共通のシンクタンクで

あって､特定のイデオロギーの宣布機関ではない｡ここで ｢波頭｣ といったのはあ く

までも時代の要請に従 った純粋な研究が結果的に果たした社会的機能に着 目してのこ

とである｡ 誤解なきよう｡

さて､92年の閣僚理事会の要請を受け94年 6月に報告された ｢雇用研究｣(TheOEC

DJobsStudy:Facts,Analysis,Strategies)は､労働市場の柔軟性 を高めることを

大 きく打ち出 し､冗談めか して ｢モーゼの十戒｣ と呼ばれる10項 目の提言を行 ってい

る｡ これらをい くつかにグルーピングすると次のようになる｡

グループ 1 (硬直的な労働市場 を柔軟 にして雇用 を増やす)

･労使 による自発的な労働時間の柔軟性の向上
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･賃金､労働 コス トの柔軟化

･雇用拡大を妨げる雇用保障規定の改革

グループ2(失業中生活保障より就職援助に重点を置 く積極的労働市場政策を進める)

･積極的労働市場政策の推進 と効率化

グループ3 (失業 したほうが得で､働 くと損だというインセンティブの構造を変えて

い く)

･失業給付､税制の見直 し

グループ4 (マクロ ･構造政策)

･適切なマクロ経済政策の策定

･技術的ノウハウの創造 と普及の促進

･起業家精神の発揮できる環境づ くり

･製品市場の競争の向上

グループ5 (能力開発)

･教育及び訓練システムの改革による労働者の技能の向上

これを見ると､マクロ政策 とともに構造政策を重視 していること､それも狭義の雇

用政策だけでな く､教育､産業､社会保障､税制など幅広い分野の構造改革を取 り上

げていることが目に付 く｡ この点は90年代雇用戟略の基本姿勢 として､ソシアル派に

もそれほど問題なく共有 されることになった点である｡

もう一つの特徴が､市場原理を非常に重視 し､柔軟性 (フレクシビリティ)を問題

解決の鍵概念 として提示 している点である｡ この点はまさにネオ ･リベラル派 とソシ

アル派が対立する点であるが､90年代のソシアル派は苦い自己省察の末､柔軟性が雇

用問題解決の鍵の一つであることを認めるに至る｡ 後論を先取 りして言えば､市場原

理に基づ く柔軟化に村 して雇用保障 と矛盾 しない働 き方の柔軟化を対置することが､

ネオ ･ソシアル派の最大の課題 となるのである-｡

OECDに戻ると､｢雇用研究｣の報告後､第 2期 として､雇用戟略実施状況の国

別審査 とテーマ別研究が行われ､97年までに国別審査が一巡 し､取 りまとめ報告 とし

て ｢OECD雇用戦略 :加盟国の経験に学ぶ｣が出された｡ この取 りまとめに当たっ
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ては､アングロサクソン諸国と大陸欧州諸国の間に激 しい村立があったと言われる｡

ちなみに､この時点でも日本については内部労働市場の柔軟性が非常に高 く評価 され

ていることは強調 されるべ きであろう*2｡その後､99年 には二巡 目も終了 した｡ ま

たテーマ別研究 もほぼ終了 し､収束 してきている｡ その中で､最初はむき出 しの市場

原理主義であったものが次第に トーンダウンしてきたと評 されている｡

この背景にあるのは､この間欧州諸国で中道左派系の政権への交代が続出 したこと

であるが､それとともにEUレベルで雇用戟略の策定が進められ､市場原理主義 とは

異なる柔軟性 を打ち出 して くるとともに､雇用を通 じた社会-の統合 という考え方が

浸透 してきたことにより､OECD加盟国の多 くを占めるEU諸国がある程度足並み

をそろえてきたことが影響を及ぼ していると考えられる｡

このようなOECDを舞台 とする雇用戟略思想の推移は､同時期のG7諸国 (後に

ロシアを加えてG8)の雇用サ ミットにも現れている｡ 特 に､96年 4月のリール雇用

サ ミットでは､シラク大統領が､雇用は増加 しているが賃金上昇は小 さく格差が開き

社会保障水準 も低いアメリカモデルと､社会保障水準は手厚 く賃金上昇 も大 きいが雇

用が増加 していない欧州モデルのいずれで もない ｢第 3の道｣ を探ることが目的だと

し､特に ｢社会的排除｣(socialexclusion)を防止 し､これと戟 うことが唱われた｡

また､98年 2月にロンドンで開かれた成長 と雇用に関する8カ国会合ではエ ンプロイ

アビリティと社会的一体性がテーマとなった｡ さらに､99年 6月のケルンサ ミットで

は､雇用促進 とともに人的資本-の投資､社会的セーフティガー ドの強化が取 り上げ

られてお り､社会政策への視点が次第に高 まってきていることが窺われる｡ この背後

にあるのも､EUレベルでの社会政策､とりわけ社会的排除に関す.る政策の進展であ

ろう｡

2.ドロール自書からアムステルダム条約まで*3

80年代､ レーガン､サ ッチャー路線がアングロサクソン諸国を席巻 していた頃､E

Cはむしろ戦後確立 されてきた手厚い福祉や労働者保護を守 りさらに発展 させていこ

うという路線 を追求 していた｡ この ｢ソシアル ･ヨーロッパ｣路線 を体現する人物が､
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85年から94年 までの-10年間EC委員会の委員長 (president)として舵取 りをしていた

ドロールである｡ ECの政策決定において ドロールとサ ッチャーはことあるごとに村

立 し､遂に91年にはマース トリヒ ト条約においてイギリスが社会政策からオプ トアウ

トするという事態に至った｡

しか しながら､特に90年代 に入 り､ ヨーロッパの失業率が ぐん ぐん上昇 してい く中

で､労働市場の硬直性がその原因として指弾 され､欧州動脈硬化症 (ユーロスクレロー

シス) といった侮蔑的な表現す らされるようになった｡ 当時､ 日本においても､アン

グロサクソン諸国のマスメディアの尻馬に乗って､このような欧州に対する態度が見

られたことは記憶 してお く必要があろう｡ このような中で､EC委員会が打ち出 した

経済再生のための構造改革プランが ｢成長､競争力､雇用 :21世紀に向けての挑戦 と

方途｣*4と題する報告である｡ 通称 ｢ドロール白書｣ と呼ばれるこの文書は､93年1

2月のブリュッセル欧州理事会に提出された もので､その中では労働市場の硬直性が

構造的失業の原因であるとし､(a)生涯を通 じた教育 ･訓練､(b)労働市場の柔軟化､

(C)労働法制の企業 レベル-の分権化､(d)未熟練労働者の労働 コス トの削減､(e)失

業者の所得保障から積極的雇用政策-の転換､を加盟国に求めている｡

この処方隻は上で見たOECDの雇用研究の提言 とよく似ているように見える｡ 当

時の報道 は､ソシアル ･ヨーロッパ路線のECが遂 にネオ ･リベ ラリズムの軍門に

下ったかのように措いたが､ よく見ればそれは決 して正確ではないム労働市場の柔軟

性 という言葉は用いているが､必ず しもネオ ･リベラリズム的な外部労働市場の調整

に全てを委ねる政策を主張 しているわけではない｡自書が注目するのはむしろ内部労

働市場の柔軟性でこ企業がで きる限 り労働者を解雇せずに労働力 を調整することによ

り､人的資源を最大限活用すること､具体的には配置転換､仕事の再編成､労働時間

の弾力化､能力給の導入､企業内教育訓練の強化 といったメニューが並んでいる｡ こ

れを実現するために､労働条件規制を産業 レベルから企業 レベル､事業所 レベル-分

権化 してい くという方向性が示される｡

この内部労働市場の柔軟性 という方向は (明示はされないが) 日本モデル-の接近

という含意 を持つ｡ この方向性はその後､97年 4月の ｢新たな労働組織のためのパー

トナーシップ｣*5､98年11月の ｢労働組織の近代化 :ポジティブなアプローチ｣*6
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といった欧州委員会の文書でさらに深められ､EU雇用戟略の第 3の柱であるアダプ

タビリティに流れ込んでいる｡ このアダプタビリティの強調が､EUの雇用戦略がO

ECDのそれと最 も違 うところだというのが欧州委員会自身の見解である｡

これに対 して､ もっと深 く､社会哲学の レベルで､アングロサクソンの挑戟に対す

る応答を返そうとしたものが､93年11月の ｢欧州社会政策グリーンペーパー｣*7と94

年 7月の ｢欧州社会政策自書｣*8である｡ そこでは､社会的規制 を加えた市場経済

という戟後社会の大枠組は推持 されるべ きだとしつつ､連帯のあ り方を資源の移転か

ら機会のよりよい配分に変えていき､仕事を通 じて全ての人を社会に統合 してい くこ

とを目標 とすべ きだと主張する｡ 仕事は単に金を稼 ぐだけのことではない｡仕事は人

々に社会の中の地位 を､尊厳 を､社会 との接触 を､自尊心 を与えるものであ り､我々

の幸福の中心 となるものである｡ ここから､社会政策の焦点 を貧困から社会的排除へ､

所得の保障から仕事 を通 じた社会-の統合へ向け直す という思想転換が導 き出されて

くる｡ ここにおいて､雇用政策は労働市場政策 という経済の次元から人間社会その も

のの存立構造を支える次元へ と深 く基礎づけられることになる｡

後述するEU雇用戦略の具体的なアイテムにはこのような哲学的な大風呂敷が広げ

られているわけではない｡ しか しなが ら､個別の雇用政策措置の背後にどのような人

間観､社会観があるのかは､常に念頭 に置いてお くべ き事柄であろう0

さて､以上のような思想転換が進行する一方､現実の政策過程 においても雇用のウェ

イ トは高まっていった｡ ドロール自書が提出されたブリュッセル欧州理事会では､こ

れに基づ く ｢失業問題に取 り組む行動計画｣が採択 され､その後欧州委員会は94年11

月に ｢成長を雇用へ :ブリュッセル行動計画｣､95年 3月に ｢エ ッセン後の雇用戟略｣､

同10月に ｢欧州の雇用戦略 :進歩 と展望｣等 と報告を行った｡

95年に ドロールの跡 を継いだサンテール委員長は調整型で自らイニシアティブをと＼

ることは少なかったが､96年 1月には珍 しくイニシアティブを発揮 して ｢欧州雇用信

頼協定｣を提唱 し､これに向けて労使円卓会議や三者構成会議が開かれた｡ これ らは

基本的に ドロール自書の流れの中にあ り､とりわけ労働 コス トの問題で労使 は鋭 く対

立 した｡

このように雇用問題が最重要政策課題 と意識 されて くるにつれ､EUの憲法的存在
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であるローマ条約に雇用に関する規定がないことに村する問題意識がわき上がってき

た｡ この背後にあるのは､90年代に着 々と進められた欧州通貨統合によりケインジア

ン福祉国家の主要装置であった雇用のための金融 ･財政政策が大幅に手を縛 られると

いうことがある｡

多 くの労働者にとって､ユーロはこれまでの ｢労働本位制｣*9を破壊 し､かつて

の金本位制 を復活 させるように見える｡EUの大原則であるヒ ト､モノ､カネの●自由

移動のうち､最 も動 きにくいのはいうまで もな く労働者である｡ 動けない労働者のた

めに国レベルでマクロ雇用政策を打てないのならば､EUレベルでそれをやるべ きで

はないか､そのために雇用政策条項を､というのがフランス社会党政権の立場であ り､

そんなことをすれば経済通貨統合に向けた財政規律 を台無 しにするから反対 というの

が ドイツの立場であった｡

この対立構図を ドロール自書の構造改革路線 を実現するためのEUレベルのメカニ

ズムの樹立 という形で解決 しようとしたのが､97年 6月に合意 されたアムステルダム

条約による雇用政策条項であるといえるであろう｡ その障樽であったEUの権限拡大

にはなんで も反対のイギリス保守党政権が交代 したことで､これは可能となった｡ こ

の条項は実質的にはそれまで条約上の特段の根拠規定なしに一部やってきたことを条

約に基づ く行為にしたという以上のものではないが､欧州理事会の ｢結論｣-閣僚理

事会の ｢雇用指針｣-加盟国の ｢年次報告｣-閣僚理事会の ｢検査｣と ｢勧告｣-閣

僚理事会 と欧州委員会の ｢合同年次報告｣-欧州理事会の ｢結論｣ という政策サイク

ルが明確 に規定 されたことで､全ての加盟国が真剣に雇用政策に取 り組まざるを得な

いようにしたという意味は大 きい ものがある｡

3.ルクセンブルク以後の雇用戦略の展開

法的には､アムステルダム条約の発効は99年 5月であ り､それまでは同条約に基づ

く政策過程 というのはあ りえない｡実際､労働関係指令の採択などは厳密 にここで線

が引かれている｡ しか し､上に見たような雇用政策過程は直接権利義務に関わるもの

ではない し､すでに一部行われていたことで もあるので､合意後す ぐに先取 り的に開
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始された｡

まずはフランスをなだめるために97年11月に開かれたルクセンブルク特別雇用欧州

理事会に向けて､欧州委員会が雇用指針案を提案 したところから始まる｡ 同欧州理事

会で了承 された98年雇用指針は12月の労働社会相理事会で正式に採択 され､これに基

づ き99年､加盟各国は国別行動計画の策定に入 り､順次欧州委員会に提出 した｡ 5月

に欧州委員会は ｢指針から行動へ :雇用のための国別行動計画｣ というコミュニケー

ションを発出し､各国の行動計画のアセスメントを行った｡ 6月､労働社会相理事会

の議論を経て､カーデイフ欧州理事会が開かれ､コミュニケーションを了承するとと

もに､計画の迅速な実施 を求め､特にその実施 を計測する比較可能な指標の開発の必

要が強調 され､また労使団体の関与が求められた｡

98年10月､欧州委員会は ｢99年雇用指針案｣｢98年合同雇用報告案｣｢98年就業率

報告｣を公表 した｡ 指針案は継続性 を強調 して前年 と同じ4つの柱からなってお り､

新たな要素 として少数民族の統合､生涯学習の促進､サーゼス業における雇用創出の

促進を上げている｡ 合同報告案は4月に提出された国別行動計画 と7月に提出された

国別実施状況報告に基づ き､4つの柱ごとに状況を記述 している｡ 就業率報告はルク

センブルク欧州理事会の要請に基づ き､各国の雇用パフォーマンスを雇用創出と雇用

喪失の分析を通 じて就業率に着目して概観 している｡

これらは12月､労働社会相理事会を経てウィーン欧州理事会に提出され､サ ミット

は合同報告及び新指針を了承 した｡ これを受けて､99年 2月の労働社会相理事会が正

式に ｢99年雇用指針｣を採択 した｡

これを受けて､各加盟国は2回目の国別行動計画を策定 し､順次欧州委員会に提出

した｡ そ して､ 9月には前年 と同 じく ｢2000年雇用指針案｣｢99年合同雇用報告案｣

に加えて､加盟国に村する ｢理事会勧告案｣ を初めて公表 した｡ これに対 してはい く

つかの加盟国か ら､｢今の段階で勧告 とい うのは時期尚早ではないか｡条約第128条

の規定ぶ りからすれば勧告 というのは定例的な手続 きというよりもむしろ最後の手段

として使われるべ きではないか｡｣ といった批判 も出されたが､結局12月の労働社会

相理事会､･そしてヘルシンキ欧州理事会で､雇用碍針､合同雇用報告 とともに､この

勧告は承認 された｡ この勧告は2000年 2月の雇用社会相理事会で正式に採択 された｡
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2000年に入って､上半期ポル トガルが議長国とな り､ 3月にリスボンで特別欧州理

事会が開催 された｡ その目的はグローバ リゼーション-の対応 と､特に情報通信技術

(ICT)の可能性 を最大限に活用することにあった｡ そこでは2dlO年までにフル就

業を達成するために､特に情報社会の雇用ポテンシャルを活用することが強調 されて

いる ｡ そこでは情報社会が知識基盤社会(knowledge-basedsociety)と捉えられ､こ

れこそが ヨーロッパの成長､競争力､雇用の源泉であ り､2001年までに全ての学校が

インターネットに接続すること､2002年までに教師がインターネットに習熟すること

などを各加盟国に求めた｡ この欧州理事会は､EUが IT革命においてアメリカに後

れをとっているという危機感から開かれたもので､情報社会の雇用政策を正面から取

り上げたという点で意義があった｡ 注 目すべ きは､ここで初めて失業率ではなく､就

業率が数値 目標 として設定 されたことである｡

2000年 9月には第 4巡 目の雇用政策過程が始まった｡ 欧州委員会は2000年合同雇用

報告案､理事会勧告案､2001年雇用指針案のパ ッケージを提案 した｡ これらは雇用社

会相理事会を経てニース欧州理事会で承認 され､雇用指針 と勧告は翌年正式に採択 さ

れた｡ 2001年 3月のス トックホルム欧州理事会では､引 き続 き就業率に着 目してフル

就業がめざされているとともに､新たに ｢仕事の質｣ をも目標 として掲げた｡

本稿執筆時点の2001年12月初旬はちょうど第 5巡目のさなかであ り､2001年合同雇

用報告案､理事会勧告案､2002年雇用指針案が､雇用社会相理事会で承認 されたとこ

ろである｡ 本稿では最新の2002年指針をもとに以下説明を加えてい くことにする｡

4.フル就業一一新たな 目標

2002年雇用指針の概要を章末につけてあるので参照 していただきたいが､98年指針

以来､エンプロイアビリティ､起業家精神､アダプタビリティ､機会均等 という4本

柱の構造は変わっていない｡ しか し､2001年指針から4本柱の前に ｢横断的目的一一

知識基盤社会におけるフル就業のための条件 を構築する｣ という節が設けられ､｢フ

ル就業 (fullemployment)｣が目的として設定されている｡

ここのところは､迂閥に読み流 さないでいただきたい｡｢完全雇用が雇用政策の冒
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標であるのは当た り前ではないか｡ 4年 目に入って､今 さら何が目標設定だ｡｣ と疑

問に感 じられるのが当然である｡ ここでいう ｢フル就業｣は我々が日常使 っている ｢完

全雇用｣ とはニュアンスが違 うのではないか､と感 じていただきたい｡ここでは ｢リ

スボン欧州理事会で設定 されたフル就業 という目標を達成するため｣云々という表現

が出て くる｡ どうやらリスボン欧州理事会が何 らかの転機になっているようである｡

リスボンで何が設定 されたのか｡

就業率 (.employmentrate)という数値 目標である｡ 現在61%である就業率を2010

年までに70%に引 き上げること､女性の就業率を現在の51%から2010年ま■でに60%に

引 き上げること､これである｡ なお､ス トックホルム欧州理事会では､2010年までに

高齢者 (55-64歳層)の就業率を50%に引き上げるという目標 を追加 している｡ これ

らは2002年雇用指針で明示 され､加盟国にこれに基づいて国別目標を設定することが

求められている｡

通常､雇用政策の指標 として使われるのは失業率であろう｡ しか し､EU雇用戟略

は失業率を下げることそれ自体を目標にしていない｡その代わ りに就業率を引き上げ

ることを目標にする｡ こちらを指標にとるということは､失業者を非労働力化す るこ

とで失業率を引 き下げるというや り方はとるつ もりはない ということである｡む しろ､

さまざまな原因から非労働力化 している人々が労働市場に参入できるようにしようと

いう発想である｡ 雇用戟略の焦点が目の前の失業をど うするかという次元ではな く､

長期的な社会全体の持続可能性をいかに維持向上 させてい くかという次元におかれて

いることが窺えよう｡

ここには､かつて多 くの加盟国でとられてきた早期退職優遇制などの労働供給制限

政策への反省がある｡ 99年 5月の ｢全ての年齢層のための欧州をめざして :世代 を超

えた連帯の促進｣*10は､早期退職優遇制はその目的であった若年者雇用の創出 にさ

え有効でな く､今後人口が高齢化する中で早期引退の趨勢が続けば労働力不足 と老人

扶養負担の増大をもたらすだけだと警告 した｡

この考え方が明確に定式化 されたのは､-リスボン欧州理事会に向けて欧州委員会が

作成 した ｢EUの雇用支援政策｣*11においてで､そこではEUのフル就業ポテンシャ

ルは3千万人に及ぶと試算 し､高齢者のほか女性､サービス分野などを問題点と して

219



指摘 した｡

こういう形でフル就業が目標 とされる背景には､欧州社会モデルの中核であるべ き

社会保護制度なかんず く年金制度が今のままでは持続可能ではない という厳 しい認識

がある｡ 年金問題 もリスボン欧州理事会以来EUレベルで本格的に取 り上げられるよ

うになったテーマであるが､2000年10月の ｢社会保護の未来進化 :年金｣*12は､年

金問題 を財政計算問題に接小化することを厳 しく戒め､問題の根源たる就業率の引 き

上げを中核的目標 として打ち出 した*13｡ 指針では2001年指針で始めて③ としてアク

ティブ ･エイジングの項 目が立てられている｡ 2001年12月の雇用社会相理事会では安

全で持続可能な年金について共通の目的を設定 し､雇用戟略や社会的統合戟略 となら

ぶ第三のEU戦略として開始 された｡

ここまで読んで くると､EUは社会の持続可能性のために労働力総動員政策をとろ

うというのか､との感想を持たれる向 きもあるか も知れない｡ある意味ではイエスで

ある｡ しか し､それを経済政策の次元で理解すべ きではない｡その背後 には ｢欧州社

会政策グリーンペーパー｣や ｢欧州社会政策自書｣で高 らかに唱い上げられた､仕事

を通 じて万人を社会に統合するという哲学が息づいているからである｡ これらで示 さ

れた社会的排除への着目がEU戦略 として大 きく浮かび上がってきたの もリスボン欧

州理事会か らであ り､2001年からは雇用戟略 と並んで､社会的練合戟略が始動 し､国

別行動計画が提出されている*14｡ 雇用戟略の目標であるフル就業は､経済的次元 に

おける人的資源のフル活用 としてのみならず､社会的次元における社会的統合戟略に

おける社会へのフル統合 として捉 えられなければならない｡

5.アダプタビリティーーEU雇用戦略の独自の柱

さて､順序は逆になるが､EUの雇用戟略を他から際立たせる特徴が第 3の柱であ

るアダプタビリティにあることは当局者 自ら認めるところである｡ 2000年10月に開催

された ｢労働市場のフレクシビリテ ィ/ アダプタビリテ ィの指標 に関す るワーク

ショップ｣ において､欧州委員会の レンロス副総局長は､｢最初にOECDによって

作 られたフレクシビリティという概念は､経済状況の変化に労働者が適応する必要性
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にしか言及 していないため労働組合の反対にあいました｡ これとは対照的に､90年代

に打ち出された欧州雇用戟略は､フレクシビリティとセキュリティを組み合わせたア

ダプタビリティという概念に立脚 してお ります｡そこでは労働者は柔軟性 と適応意欲

と引 き替えに安定性 を提供 されない限 り経済環境の変化に適応するとは期待 されませ

ん｡ 孔子は先ず名 を正 さんか と語 りました｡ ･･･我々雇用総局は､OECDの労働

市場の柔軟性に関する研究があまりに狭い定義に依 っているため､かえって労働市場

の働 きについてバイアスを与えているように思えます ｡ 雇用総局はリスボン欧州理事

会で設定 された新たなパ ラダイムに.沿って もっと包括的なアプローチをしたいので

す｡｣ と語っている｡

柔軟性 と安定性の組み合わせ といっても､い くつかの側面がある｡ まずは ドロール

自書で強調 されていた内部労働市場の柔軟性である｡ 雇用指針で言えば⑬である｡ こ

れについては上で触れた欧州委の労働組織 に関する政策文書で深め られて きている

が､この背後では､ レギュラシオン学派の知的影響のもとに､欧州委員会の外郭団体

である ｢欧州生活労働条件改善財団｣(ダブリン財団)における ｢組織変化 における

労働者の直接参加｣(EPOC)プロジェク トが進められてきてお り､また､EUの予算措

置である欧州社会基金の中のADAPTというEU主導イニシアティブにおいて も取

り組 まれてきた*15この側面についていえば､ 日本の雇用 システムはまさに柔軟性 と

安定性 を組み合わせて適応能力をフルに発揮 してきたのであって､EUの雇用戦略は

ほかならぬ 日本モデル-の接近 として位置づけられることになる｡ これがモデルの本

国で軽々しく否定 されようとしているまさにその時期 に進行 してきていることに､歴

史の皮肉を感 じざるを得ない｡

こうして､EUの雇用戟略は雇用保障の評価の点において､OECDのそれ とはっ

きり立場 を異 にする｡ ｢新たな労働組織-のパー トナーシップ｣ は､｢変化の後 も自

分の雇用が維持 されるとい う保障があってこそ柔軟性が出て くる｣､｢雇用の安定性

こそが労働組織の柔軟性の基盤 となる｣とこの点を明言 している｡ もっとも､OECD

も1999年の ｢雇用見通 し｣で､必ず しも雇用保障の厳格 さが労働市場の成績 に直結 し

ていないと述べ､また柔軟な労働組織の労働市場-の含意 に触れるなど､逆 にEUの

立場に近寄ってきた面 もあるように見える｡
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長 らく加盟国間の対立の材料 となってきた企業内部における労働者-の情報提供や∫

協議､さらには参加 といった政策課題 も､近年はこの文脈で推進 されている｡ 例えば

欧州会社法 について議論の転換点 となった97年のダヴイニオン報告書*16は ｢経済の

グローバル化の中で欧州企業が競争力 を維持 してい くためには､技能を持ち(skille

d)､移動可能で(mobile)､会社に.コミットし(Committed)､責任感があ り(responsibl

e)､技術革新 に対応で き､競争力 と品質の向上 という目標 にアイデンティファイで き

るような労働者が必要であ り､これは使用者の命令にただ従 うだけの労働者には期待

できない｡労働者は会社のあらゆる意志決定に密接かつ恒久的に関与 しなければなら

ない｣と述べている*17｡

こうした中で､欧州会社法案は2001年10月に提案から30年ぶ りにようや く成立 し､

一般労使協議指令案 も2001年 6月に全会一致で合意 されるなど､EU労使関係法制は一

気に懸案に決着 をつけるに至った*18｡

また､続発するリス トラに対 して2001年 5月に欧州委が発表 した声明の中で､企業

の社会的責任 に関する労使への協議*19やEUレベルの調停 ･仲裁機構 についての労

使への協議 と並んで､,欧州社会基金を活用 したリス トラ対策､とりわけ特定地域や特

定業種 を指定 して欧州社会基金による財政援助 を今後検討することを明らかにしてい

る｡

さて､次の⑭は雇用形態の多様化である｡ 一般に非典型雇用 と呼ばれるパー トタイ

ム､有期雇用､派遣労働に加えて､最近ではテレワーク､さらに ｢経済的従属労働｣

という名で呼ばれる就業形態まで含め､これまでの正規雇用には当てはまらない様々

な雇用就業形態が拡大 してい くことも､ここではアダプタビリティの一環 として位置

づけられている｡

日本のコンテクス トではこれらはまさに安定性なき柔軟性であ り､ネオ ･リベラリ

ズムの目指す自由な労働市場-の道 という風 に捉えられるのではなかろうか｡EUで

も以前はそのような考え方が支配的であった｡ 80年代から90年代初頭にかけて非典型

労働者関係の指令案が提案 され論議 されていたころは､こういった雇用形態はあまり

望ましい ものではないから制限 しようというソシアル派 と労働市場-の規制を嫌 うリ

ベラル派の対立図式の中で もみ くちゃにされていた｡ 新たな発想で立法化が進んでい
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くのは90年代後半に入ってからであ り､95年に欧州委員会が労使団体への協議 を開始

してから､労使交渉によりパー トタイム労働協約､有期雇用労働協約が締結 され､指

令化 されてい く中で､非差別原則 と機会均等がこれら労働者に適用 されてい く｡ その

基本的思想は労働市場において非典型労働者に均等待遇を導入 し､これによりその労

働条件 と生活水準を改善 し､その不安定感 と疎外感を減少 させることにある*20｡

こういう方向は､オランダが先鞭を付けたものであ り､オランダモデルとも呼ばれ

ていることは周知のところであろう｡ アダプタビリティに富んだ正社員層 とネオ ･リ

ベラリズム的な意味でフレクシブルな非正社員層に二極分解 した日本の雇用システム

に対 して､とりわけ前者の溶解が予期/期待 されている状況下にあって､この方向性

が示唆するところは大 きいのではなかろうか｡また､男女均等政策や家庭生活 と職業

生活の調和 という観点からも､この第 2のアダプタビリティは注目に値する｡

派遣労働に関するEUレベル労使団体間の交渉は均等待遇の比較対象をどの労働者

とするかについて労使間で妥協が成 り立たず､不調に終わったが､その後､派遣事業

主団体 (EURO-CIETT)と産別労組 (UN I-Eluropa)の間で合意がなさ

れ､一これに基づき近々にも欧州委から指令案が提案される予定である｡ また､テレワー

カー.と経済的従属労働者*21についても労使団体-の協議が行われ､テ レワーカーに

ついては10月に交渉が開始されている｡

6.起業家精神-一地域雇用創出と社会的経済への視点

次にEUの雇用戟略を特徴づけるのは第 2の柱である起業家精神である｡ いや､｢起

業家精神｣ という言葉はOECDの雇用戦略を始めむしろ流行語 となっている｡ その

コンテクス トは､現行の様々な規制や慣行が起業家精神 を阻害 し､企業の新規設立や

拡大を妨げているという観点から､規制緩和 こそ雇用創出の切 り札だとする考え方に

ある｡ EUの雇用戦略においても例外ではない｡雇用指針でいえば⑧や⑨がこれに当

たるだろう｡ 日本で も99年に出された経済戟略会議の ｢日本経済再坐-の戟略｣ を始

め､こういう文脈での起業家精神が大いに称揚 されている｡ こういう戦略 も重要であ

ることは論を待たない｡ しか し､起業家精神 という言葉で論 じられるべ き事柄はそれ
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だけにとどまるのか､ という点において､EUの雇用戟略はひと味違 うところを見せ

るのである｡

が､まずは狭義の起業家支援から見ていこう｡ 98年 4月の ｢欧州に起業家精神 を促

進する｣*22は､一方で個人が事業 を興す ことを奨励 し､そのために必要な技能を訓

練することを目指す とともに､他方では事業を興す際の費用や煩雑な手続を軽減する

ことを求めている｡ なお､この点で男女均等政策 とクロスする施策 として､欧州委員

会企業総局による女性起業家支援事業が注目に値する*23｡

次に､どういう分野で雇用創出を目指すかである｡ 雇用指針の⑩ に当たる｡ 96年12

月の ｢サービスを雇用に｣*24や97年11月の｢環境 と雇用 (持続可能な欧州の建設)｣*25

は､サービス分野､特 に福祉サービス分野や環境分野における雇用創出のポテンシャ

ルを強調 している｡ また､98年11月の ｢情報社会における雇用機会 :情報革命の潜在

力 を活用する｣*26は､情報通信分野の雇用ポテンシャルの活用 を求めている｡ こう

いった点については､日本 も含め､近年の世界的な流れに沿ったものといえるであろ

う｡ ただ し､情報社会論 については､EUはこういう雇用機会の源泉 という視点に偏

るのではな く､むしろそれが生活や仕事全般に与える社会的影響 を分析 し､雇用戦略

を超えた社会戦略 として位置づけようという方向性がある｡ 情報社会政策 とでもいう

べ きこの流れについては後論で改めて見てい く｡

雇用創出論においてEUの雇用戦略を際立たせるのは雇用指針の⑪ に当たる地域へ

の視点である｡ 95年 6月の ｢地域開発 と雇用イニシアティブを奨励する欧州戦略｣*27

では､福祉や環境 も含めてこれから実質的な雇用需要が見込 まれる分野 として17分野

*28をあげ､そのニーズに応 えて雇用 を生み出すには地域的なイニシアティブが最善

であるという｡ さらに2000年 4月の ｢雇用のために地域的に行動する :欧州雇庸戦略

の地域的次元｣*29では､地域において起業家精神 を起 こす ことの重要性 を説 きつつ､

特に ｢第 3のシステム｣(thethirdsystem)とか ｢社会的経済｣(socialeconomy)と

呼ばれる分野に注目している｡ 日本では聞き慣れない言葉であろう｡ これは協同組合

(CO-operative)､社団 (association)､共済組合 (mutualorganisation)､財 団

(foundation)といった利潤追求 という目的を持たず､公私の機関から独立 した団体 を

いう｡ 近年非営利組織 (NPO)と呼ばれているものと重なる部分が大 きい｡近年こ
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の種の団体による雇用が増加 してお り､その多 くは教育､医療､社会サービス､スポー

ツ､文化､職業訓練など地域のニーズに応える分野で活動 している｡ この分野につい

ては､97年から行われている ｢第 3のシステムと雇用｣ というパイロットプロジェク

トが大変示唆的な報告書 をまとめている*30｡

これが ｢特に市場 によって未だに充足 されていないニーズに関連 した財やサービス

の提供｣(指針)において極めて重要な役割 を果たす とい うのが､欧州委員会の評価

であ り､この報告書では ｢地域の充足 されなかったニーズ と､失業者 と､打ちひしが

れたコミュニティとが第 3のシステムによって結びあわされて､サービス と仕事 と活

力あるコミュニティが作 り出される｡ これは社会的統合や連帯の感覚を産み出すのみ

ならず､ボランテ ィア､参加､ネッ トワーキングとし子った市民的つなが り(civic

engagement)を増進 させ､地域的な社会資本 を作 り出す｣とまで評 されている｡ 99年

に改正 され､2000年から施行 されている新たな欧州社会基金制度 においても､ 4つの

適格活動の 1つ として ｢社会的経済を含む新たな雇用源の開発｣が明記 されている｡

いうまで もないが､社会的経済-のこういった熱い視線は雇用源 としての観点か ら

だけではない｡歴史的に見れば＼近代社会が市場 を通 じた交換 と政府による再配分 と

いう2つのシステムに集約 されてい く中で､かつて共同体が担 っていた互酬 による

セーフティネットが失われていったわけであるが､今世紀､市場の失敗 と政府の失敗

を目の当た りにしたことが､この新たな市民社会活動-の期待の背後にあるといえる

だろう｡ これはEUにおける意思決定過程 におけるソシアル ･ダイアローグからシビ

ル ･ダイアローグ-の動 きとも連動 してお り､欧州社会の未来を形作る一本の柱 とし

てその姿を現 しつつある*31｡

7.エンプロイアビリティーー誰のための?

EU雇用戟略の第 1の柱はエンプロイアビリティである｡ 近年 日本でも人口に捨象

したこの言葉は､ しか しながらEUにおけるそのコンテクス トとは全 く違 う使われ方

をしていることがあまり意識 されていないように見える｡

例えば､99年 4月に日経連の教育特別委員会が発表 した ｢エ ンプロイアビリティの
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確立 をめざして｣は､エ ンプロイアビリティを狭義の ｢労働移動を可能にする能力｣

に加え､｢当該企業の中で発揮 され､継続的に雇用 されることを可能にする能力｣を

加えた広義の雇用 されうる能力 と捉 えている｡ エ ンプロイアビリティが求められるの

は在職者だ とい う位置づけであ り､これまでの終身雇用に安住するなというメッセー

ジが込められた言葉 として用いられているのである｡

これは､EUの雇用戟略におけるエ ンプロイアビリティとは全 く逆である｡ EUの

コンテクス トにおいては､エ ンプロイアビリティが必要なのは若年失業者であ り､長

期失業者であ り､失業す らしていない福祉生活者や高齢者であ り､様々な理由で労働

市場から排除された人々なのである｡ そういう人々をいかにして労働市場に連れてき

て仕事 に就かせるか､ という問題意識が背後に控えている｡ それゆえに､エ ンプロイ

アビリティは雇用政策 と教育政策､雇用政策 と福祉政策を架橋する概念 として､むし

ろ雇用政策主導で教育や福祉のあ り方を変えていこうという動 きに連なってい くので

ある｡

(1)教育から雇用へ

まずは､教育の方から見ていこう｡ 実は､EUでは職業訓練政策は教育政策 と一緒

になっていて､組織的には雇用社会政策 とは別立てになっている｡ このため､様々な

政策文書 も､教育文化総局から教育 と訓練 を包括 した形で出されている｡ 現在の政策

の出発点に位置づけられるのが95年11月の ｢教育訓練自書 :教えることと学ぶこと一

一学習社会 をめざして｣*32である｡ そこでは情報社会の挑戟に対 し欧州社会モデル

を推持するという問題意識から､知識あるものとない ものの間の亀裂 を避け､社会的

排除 と戟うために､徒弟制や トレー一一制(apprenticeship/traineeship)によって学

校 と実業界 を接近 させることを提唱するとともに､ ドロップアウ トする若者にセカン

ドチャンススクールを提供すること､バランスシー ト上訓練を費用でな く無形資産へ

の投資 として扱 うことなどを求めている｡ セカンドチャンススクールは各国で試験的

に実施に移 されている｡

～

学校 と実業界を接近 させるという処方隻は､近年若年失業の増大やフリーターの一

般化に悩み始めた日本が今最 も必要 としていることではなかろうか｡最近になってよ
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うや く職業教育からキャリア教育↑ という動 きが出てきたが､公教育は職業人の形成

がメインス トリームであるという原点に立脚 して教育全体 を見直 してい くことが求め

られよう*33｡

徒弟制 については､97年 6月の ｢欧州の徒弟制 を促進する｣*34が､調査 に基づ き

徒弟を修了 した若者の失業率が低いことを明らかにし､新たな徒弟制の拡大を求める

とともにその質を向上することを求めている｡ これを受けて､98年12月には ｢徒弟制

を含み､仕事に関連 した訓練のための道の促進に関する理事会決定｣*35が採択 され

た｡

若者の問題 と並んで教育 と雇用に関わる重要な問題は生涯学習である｡ この問題 に

ついては97年11月の ｢知識の欧州めざして｣*36が2000年か ら2006年 までの啄策指針

という形で､ダイナ ミックな欧州教育領域を建設 し､EU市民 に恒常的に知識 を向上

し､エンプロイアビリティを高める手段 を提供することを唱っている｡ リスボン欧州

理事会を受けて2000年10月に書かれた欧州委の ｢生涯学習 に関するメモランダム｣*37

では､一生涯学習をアクティブな市民権の促進 とともに､新たな知識基盤社会の需要に

適応する技能を身につけ､社会経済生活にフルに参加できるようにすることを目的 と

し､ 6つのキーメッセージを示 している｡ このように､生涯学習 という理念 を現実社

会から離れた知的遊戯 としてではな く､職業生涯を充実するための ものとして､ 日本

でいえば生涯学習 と生涯職業能力開発 を一体化 した概念 として推進 しようとしている

ところが重要な点であろう｡

なお､EUでは近年情報社会を知識基盤社会 と捉え､教育訓練政策についてもeラー

ニング政策を推進 している｡

(2)福祉から雇用へ

EU社会政策の転換の中心にあるのが､連帯のあ り方を資源の配分から機会の配分

に変えてい く､つまりお金を与える代わ りに仕事 を与えようという思想である｡ これ

は､ある意味でこれまで構築 されてきた福祉国家や社会保護のあ り方を抜本的に見直

そうという政策であ り､冒頭に紹介 したOECDの雇用戟略 と一致する部分で もある｡

社会保護のあ り方については､欧州委は95年10月の｢社会保護の将来 :欧州 レベルの
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議論のための枠組み｣*38､97年 3月の｢EUにおける社会保護制度の現代化 と改善｣*39､

99年 7月の ｢社会保護現代化協調戦略｣*40と3回にわた りその見解を示 してきてい

る｡

これらで最 も強調 されているのは､社会保護はリベラル派がいうように単なる成長

と競争力に対するコス トなのではな く､本来はむ しろ競争力向上の鍵 となる生産要素

なのだとい うことである｡ しか しなが ら､現在の社会保護制度は必ず しもそうなって

いない こ とも認 め ざるを得 ない｡それは一言でい えば雇用親和 的(employment

friendly)でない というところに問題がある｡ 例 えば失業保険は､本来失業中の生活

を保障 して就職につなげるためのものであるはずだが､失業者でいれば結構な額の失

業手当が もらえるのに､就職すると高 くもない賃金から税金や社会保険料 も取 られる

というわけで､就職-のデイスインセンティブが働いてしまう｡ ｢失業の民｣である｡

就職 した くなるような失業保険にしな くてはならない｡あるいは､最低所得保障制度

は拠出な しに当面のお金がない人-の短期的援助であ り､最貧層への最終的セーフ

ティネットとして設けられたものであるが､いったんここに入 り込むとなかなか抜け

出せず､｢貧困の民｣に陥って しまう｡ 最低所得受給者から雇用への道 をつけてい く

必要がある｡ このほか､年金制度や特に早期退職制度が高齢者の就業意欲 を削いでい

るといったことも含め､社会保護制度全般をエ ンプロイメントフレンドリーという観

点から抜本的に見直そうというのが､これら文書の提言である｡

こういったことが指針では② に示 されているが､さらにこれとあいまって､積極的

労働市場政策によって失業者を再就職にもってい くことが､この中では最 も狭義の雇

用政策に該当する部分 ということになろう｡ 特 に若年失業者 と長期失業者を対象にイ

ンテ ンシブな就職援助 をせ よとい う指針① の政策 は､明 らかにイギ リスのニュー

ディール政策を意識 しなが ら､公共職業紹介サービスの近代化 を強 く求めている｡ こ

の間題 については1998年11月の ｢欧州雇用戟略を支援するための公共職業サービスの

近代化｣*41が､分権化 と裁量性の増大 という形での近代化 と民営職業紹介サービス

との役割分担 を求め､今後情報通信技術 を活用 した純粋なサービス企業 として適応 し

てい くことを求めている｡
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8.機 会 均 等 一 一男 女 ､ 雇 用 ､ だ け で な く

EUの雇用戦略には第 4の柱 として男女機会均等政策が掲げられている*42｡ 他の

雇用戟略にない特徴である｡ そのポイントは2つ｡ 第 1は､ もちろん女性の就業率の

引 き上げも重要な目標であるが､単に女性の雇用が増えればいいというのではな く､

どの分野､職業でも男女がバランスのとれた参加が実現するようにすることである｡

70年代以来累次の男女均等立法を積み重ね､ 日本に比べれば遥かに同一価値労働同一

賃金が実現 しているとはいいながら､男性は高賃金職種に､女性は低賃金職種に固まっ

ていては､社会全体の機会均等が実現 しているとは言えないという考え方である｡従っ

てこれの解消 (ジョブ ･デセグレゲーション)が最大の課題であ り､そのためにポジ

ティブ ･アクションの採用 もためらわない｡

第2は職業 と家庭生活の両立である｡ これについても実のところEU各国の状況は

さまざまで､家庭責任の男女の均等なシェアリングという理想がある程度進んでいる

の は北 欧諸 国 な ど一部 に限 られ､大 陸諸 国 はい わゆ る ｢男性 稼 ぎ手｣(male

breadwinner)モデルが強固であるし､イギリスは長時間労働のため父親が家庭責任を

果たすのが困難になっているといわれている*43｡ しか し近年父親休暇の立法化など

変化 も見 られ､2001年 6月に合意 された男女均等待遇指令の改正指令では父親休暇を

取った男性労働者の保護 も規定されている｡

さて､このような雇用指針のこの部分に書かれていることを超えて､EUの機会均

等政策は現在大 きく進展 しようとしている｡

第 1は､男女だけではなく､という点である｡ アムステルダム条約で導入された人

権非差別条項 (ローマ条約第13条)に基づ き､2000年には人種 ･民族均等指令 と一般

雇用均等指令が成立 した｡ これらも.=よってEUの機会均等法制は男女だけでな く､人

種 ･民族､宗教 ･信条､障樽､年齢､性的志向といった広範な分野に拡大 された｡ こ

れらのうち､日本にとって特にインパク トのあるのは年齢や障椿 を理由とした雇用差

別が原則 として禁止 されるに至ったことであ り､労働における個人の市民的権利 とい

うものを正面から受け止め､新たな社会モデルを構想 してい くことが求められていこ

う*44｡ この点については指針ではエンプロイアビリティの⑦で述べ られている｡
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第 2は､雇用だけではな く､ という点である｡ 上の人種 ･民族均等指令は既に雇用

労働分野だけでなく､教育､文化､財 ･サービス といった広範な領域に対象を拡大 してお

り､欧州委はさらに2002年に雇用以外の分野における男女均等指令案を提案する意向

を明らかにしている｡ こうなればもはや労働政策の枠を超え､人権政策そのものとなっ

て くるが､この方向性が始めの方で述べたEU社会政策思想の哲学的転換 と響 き合っ

ていることに､慧眼な読者は気が付いているであろう｡ 仕事 を通 じた万人の社会的統

合を連帯のシンボルとして掲げ､差別の撤廃 を通 じて社会的権利 と市民的権利 を一体

化 してい くという大いなる実験が現在 EUの舞台で始まったところなのである*45｡

9.情報社会政策

以上でEUの雇用戟略を柱 ごとに概観 したが､各柱 を超えて横断的にい くつかテー

マがあることに気が付かれたであろう｡ 例 えば､エ ンプロイアビリティの②､④､特

に⑤､起業家精神の⑩､アダプタビリティの⑮ といった項目はいずれ も情報社会に関

わっている｡ 情報社会は単独の柱 とはなっていないが､全体に関わる大 きなテーマで

あることは間違いない｡

この問題が正面から基本テーマ として取 り上げられたのは､既に述べたように2000

年 3月の リスボン欧州理事会であったが､欧州委員会はそれ以前から情報社会の社会

政策のあ り方について累次 にわたって政策文書を発表 してきている｡ まず､外部専門

家の意見 を聞 くために95年 4月に設置 された ｢情報社会の社会的及び仝社会的側面に

関するハイ レベル専門家グループ｣*46の報告 ｢我々みんなのための欧州情報社会を

建設する｣*47が､96年 1月に中間報告､97年 4月に最終報告 として出されている｡

これと前後 して欧州委員会からは､96年 7月には ｢情報社会における暮 らしと仕事 :

人々が第一｣*48が､97年 7月には ｢情報社会の社会的 ･労働市場的次元 :人々が第

一一次のステップ｣*49が出されている｡

雇用戟略が動 き出 してからは､98年11月に ｢情報社会における雇用機会 :情報革命

の潜在力の活用｣*50が､2000年 2月には ｢情報社会における雇用戟略｣*51が出され

ている｡
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これらは雇用戦略の枠 を超え､情報社会のあ り方その ものを論 じている｡ その根幹

にあるのは､産業社会 と同様情報社会 も社会的排除や弱者の機会の度合いが様々であ

り得るという認識であ り､EUは連帯の精神 に特徴づけられる欧州モデルの情報社会

をめざすべ きだという強い意思である｡ 日本の IT革命論 に見 られるような､情報社

会になれば万事菩夜色 といった技術偏重の未来論ではな く､情報社会の もたらす社会

的チャンス と社会的 リスクをしっか りと見据え､どういう情報社会をめざすのかを明

確に示そうとする姿勢が窺える｡

ポイントは3つある｡ 第 1は情報社会は学習社会だという認識である｡ 今 までの学

校教育 と職業訓練の枠 を超え､生涯を通 じて家庭でも職場で も知識の発展 を続ける社

会がめざすべ き姿 となる｡ ここから､生涯学習が情報社会の中核的政策 として浮かび

上がって くる｡ この関連で､2000年 3月､欧州委員会は電子学習 (e-learning)計画を

打ち上げ (指針の⑤),2001年 3月には行動計画を策定 し､ 5月には電子学習サ ミッ

トが開かれた｡

第2は情報社会は柔軟な社会だという認識である｡ これには､職場 において情報化

が柔軟な労働組織 を要求するという面 と､情報化が職場 と家庭の境界 を暖味にしてい

き､柔軟な生活 ･労働時間編成 を構築 していかなければならない という面がある｡ こ

れについてはアダプタビリティの柱がまさにそういう問題意識で推進 されている｡

第3は情報社会がこれまでハ ンディキャップを負っていた人々に社会参加のチャン

スを与えるものであると同時に､アクセスできない人々に社会的排除 というリスクを

負わせるものであるという認識である｡ それゆえに万人の機会均等 を促進 し､みんな

が情報社会に参加 し､統合されることが目標 となる｡

10.仕事の質

これは2002年指針で始めて横断的目標の 2番 目に取 り上げられたが､2001年 3月の

ス トックホルム欧州理事会の結論で項 目として登場 してきたものである｡そこでは｢フ

ル就業 を回復することは単により多 くの仕事 (morejobs)にだけではな く､よりよい

仕事(betterjobs)にも焦点を合わせることに関わる｡ 障碍者の機会均等､ジェンダー
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均等､職業生活 と個人生活の両立を可能にする柔軟な労働組織､生涯学習､労働安全

衛生､労働者関与､職業生活のダイバーシティ､ といった全ての人々のための良好な

職場環境の促進にさらなる努力が必要である｣と述べている｡ 同理事会結論は､さら

に､2002年雇用指針の一般 目的に仕事の質の維持 と改善を含めることを求めるととも

に､2001年12月のラーケン欧州理事会までに仕事の質の指標を開発することを求めて

いる｡

2002年指針ではこの結論を受けて ｢仕事の質｣が顔 を出 したわけであるが､まだ内

容的に深まった形 とはなっていない｡2003年指針では抜本的な見直 しがされる予定な

ので､そこでは仕事の質が雇用戟略の大 きな柱 として位置づけられることになるので

あろう｡ 現時点では､上の結論 を受けて2001年 6月に欧州委員会が作成 した ｢雇用 と

社会政策 :質-の投資の枠組み｣*52とい うコミュニケーションが､仕事の質の10要

素 とその指標の案を提示 している｡ その後､雇用委員会で具体的な指標について検討

され､12月の雇用社会相理事会で承認 された｡ 個々の指標は章末につけてあるので参

照 していただきたい｡雇用指針に掲げられる量的指標 とこの質的指標の関係をどう整

理 してい くか等､この ｢仕事の質｣ というテーマの位置づけ自体､現在進行形の課題

である｡*53

ll.社会的排除との戦い

これは横断的な柱 というよりも､雇用戟略 と並ぶEU社会政策のもう一つの大戟略

である｡ 雇用戦略におけるフル就業 という目標が､社会的統合戟略における社会的統

合 という目標 とオーバーラップしていることは既に述べたとお りであるが､こちらの

戦略の内容 を少 し紹介 しておこう｡ これは特に日本において､社会的排除 という問題

視角が政策当局に欠如 しているかに見受けられることからも特に重要であると思われ

る｡

社会的排除 という問題意識が対象 とする領域は貧困 という問題意識のそれと重なる

ところが大 きい｡違 うのは問題 を社会の上層 と下層の不均等にあると捉えるのではな

く､社会の中に居場所のある者 (thosewhohaveaplaceinsociety)と社会からの
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け者にされて しまった者(thosewhoareexcluded)との間にあると捉えるところにあ

る｡ 単に所得が不十分だということではなく､職業生活を中心 として住宅､教育､医

療､サービスといった多 くの分野での社会の分断 という危険をはらみ､排除された者

の怨恨 は暴力や麻薬､ひいては人種差別主義や政治的過激派の温床 ともなる｡ それゆ

え社会政策の目的はもはや所得維持 にとどまらず､人々が社会の中にいるべ き場所を

見つけることを助けるというもっと野心的な目的を追求することになる*54｡

この問題がEUレベルで取 り上げられるようになる転機 もリスボン欧州理事会で

あった｡ 直前 に出 された欧州委員会の ｢インクルーシブな欧州の建設｣*55を踏 まえ

て､貧困と社会的排除の根絶に向けて目標を設定するように求めている｡ そ して､ニー

ス欧州理事会では欧州雇用戦略 と並んで欧州社会的統合戟略を樹立 し､｢貧困 と社会

的排除 と戟 う諸 目的｣を承認するとともに､加盟国に国別行動計画を提出するよう求

めた｡

｢貧困と社会的排除と戟う諸 目的｣ は､雇用戟略における雇用指針に相当するもの

で､その概要を章末につけてあるので参照 していただきたいが､こちらも4つの柱か

らなっている｡ 第 1は雇用への参加 と万人の資源､権利､財及びサ∵ビスへのアクセ

スを容易にすること､第 2は社会的排除のリスクを予防すること､第 3は最 も弱い立

場の人を支援すること､,第4はあらゆる関係者を動員すること､である｡

2001年 6月に提出された国別行動計画を踏まえて､欧州委員会は10月に社会的統合

に関する合同報告案を公表 してお り､12月の雇用社会相理事会で貧困と社会的排除の

指標 とともに正式に承認された｡ 貧困 と社会的排除の指標 も章末につけてあるので参

照 していただきたい｡このように､社会的排除との戦いはいまやEUの社会政策の中

核的地位 を占めるに至ってお り､問題意識す らない日本 との懸隔は拡大する一方であ

るように見える｡

なお､社会的排除 と情報社会のクロスする領域は二重の意味で重要な領域である｡

上の合同報告案 と同日､欧州委員会は ｢eインクルージョン :欧州における社会的統

令-の情報社会の潜在力｣*56と題するワーキングペーパーを公表 し~ている｡ これよ

り先､ 5月には欧州委員会 と米企業AOLの共催で ｢E社会 における社会的統合｣

(SocialinclusionintheE-society)という会議が開かれ､かつての持てる者 と持
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たぎる者 になぞ らえて､デジたる者 (digitalJlaVeS)とデジざる者(digital-have

nots)の格差が開きつつあることに警告 を発 している｡

12.日本の雇用戦略へのインプリケーション

欧州社会モデルに突 きつけられた失業 という挑戟に対 して､EUがどのように応戟

してきたのか､ しようとしているのか､以上概略だけではあるが一通 り見てきた｡ こ

こか ら日本の雇用戟略 としてどのようなインプリケーションを引 き出すことがで きる

だろうか｡

振 り返れば､90年代後半 になって加速 してきた労働市場流動化戟略の中で､EUが

まさに採 り入れようとしている労働組織のアダプタビリティを無造作に投げ捨て､

日も早 くアングロ ･サクソン型の外部市場主義に移行 しなければならないかのごとき

言説が蔓延 した｡ 今や終身雇用などにこだわる化石企業 に未来はな く､大失業時代 を

恐れずに労働 ビッグバ ンを断行することが急務であ り､ジ ョブレス ･リカバ リー以外

に道はない､かのごとくであった｡

そのあげ くに､ 5%を超えた失業率に慌てふため き､失業給付の延長だの､公的就

労事業の拡大だのといった､先の見えない､EUがまさにそこから脱却 しようとして

いる消極的な政策にずぶずぶ と足 を踏み入れようとしている｡ 冒頭で述べたように､

そういう非生産的な目先の失業対策はできるだけやめよう､ もっと積極的な政策に振

り向けようということこそが､OECD型のネオ ･リベラル戟略 とEU型のネオ ･ソ

シアル戟略が (他の面では対立 しなが らもここだけは)共有する考え方なのである｡

雇用政策 を正道に戻す責務 は､いまや労使関係者の側 にかかっている｡ 日本の労使

関係者は､ 自分たちが戟後形成 してきた雇用システムが (少な くともその本質的部分

においては)決 して一部の経済官僚や政府周辺のエコノミス トが論ずるように時代遅

れの ものなどではな く､EUがまさに目指 しつつある21世紀のシステムであるという

ことに自信 を取 り戻すべ きであろう｡ そのポテンシャルは､既にメッキの剥げかけて

きた市場原理主義などより造かに大 きいはずである｡

その上で､政府は､これまで 日本においては極めて乏 しかった機会均等政策や社会
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的統合政策などまさに公共政策が取 り組 まなければならない課題 に積極的に取 り組ん

でい くべ きであろう｡ EU雇用戟略のインプリケーションは､こういう現状の日本で

あるからこそ､限 りな く大 きいものがある｡
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(付 1)2002年雇用指針の概要

(0) 横断的目的一一知識基盤社会におけるフル就業のための条件を構築する｣(horizontalobjectives

一一b′uildingconditionsforfullemploymentinaknowledge-basedsociety)

A.加盟国は次の欧州目的に貢献するため､就業率向上の国別目標を設定することを考慮すること｡

-2005年 1月までに全体の就業率を67%に､女性の就業率を57%に引き上げる｡

-2010年までに全体の就業率を700/Oに､女性の就業率を600/Oに引き上げる｡

-2010年までに高齢者 (55-64歳)の就業率を50%に引き上げる｡

B.就業率を引き上げ､競争力と生産性を高める観点から､4つの柱を通 じて ｢仕事の質 (qualityof

work)｣の向上に貢献する政策を確保すること｡ 具体的には､本質的な仕事の質､技能､生涯学習､キャ

リア開発といった仕事の特徴､男女均等､安全衛生､フレクシビリティとセキュリティ､社会的統合

と労働市場へのアクセス､労働組織､仕事と生活のバランス､労使対話と労働者関与､ダイバーシティ

と非差別､等々｡

C.加盟国は生涯学習の包括的戟略を発展させ､人的資源への投資の増加 と高等教育訓練への参加に関

する国別目標を設定 し､その進展を定期的に監視すること｡

D.加盟国は雇用戟略の実施､監視､フォローアップについて労使団体との全面的なパヤ トナーシップ

を発展させること｡

E.加盟国は4つの柱と横断的目的をバランス良く国内政策に採 り入れること｡

F.加盟国と欧州委員会は4つの柱 (仕事の質を含め)の進展を評価するための共通指標の開発を強化

すること｡

(1) エンプロイアビリティを高める(improvingemployability)

･若年失業と戦い長期失業を予防する

1年以内 (特に失業率が高い加盟国は例外)に､

① 全ての失業者が､若年失業者は失業後 6ケ月以内に､成人失業者は失業後12ケ月以内に､職業訓練､

再訓練､職場実習､就職その他のエンプロイアビリティを高める措置の形で､労働市場への効果的な

統合の観点からの個別職業指導とカウンセリングを伴 うことも含め､新たなスター トを提供されるこ

と｡

これら予防的かつエンプロイアビリティを高める措置は長期失業者の労働市場への再統合を促進す

る措置と結合されるべき｡

この文脈において､各加盟国は公共職業紹介サービスの近代化を､特に進展の監視､明確な期限の
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設定､職員の十分な再訓練の提供により､追求すること｡ また､予防と活性化の戦略を効果的にする

ために他の職業紹介サービス提供者との協力を追求すること｡

･より雇用親和的なアプローチ

給付､税制､訓練制度を見直し､エンプロイアビリティを積極的に支援するように改正する｡ 具体的

には､

② 各加盟国は､

一貧困の民(povertytrap)を除去 し､失業者や非活動的な人々に求職し､就職するインセンティブを与

えるように､社会保障給付や税制を見直し､改革すること｡

一労働市場への効果的統合の観点から､そのエンプロイアビリティを高める積極的措置を受益する失業

者数を顕著に増やすよう努めるとともに､そのコス ト効果を改善すること｡

一失業者や非活動的な人々が情報通信技術を含む技能を獲得､向上 し､労働市場へのアクセスを容易に

し､技能ギャップを狭めるため､各加盟国は失業者に提供される教育 ･訓練を含む積極的措置の目標

を少なくとも20%に設定すること｡

･アクティブ ･エイジングのための政策の発展

真のフル就業に到達 し､社会保障制度の長期的な持続可能性を確保 し､高齢労働者の経験を活用する

ために､高齢労働者に対する社会の態度を根本的に改めるとともに､税制や給付制度を見直す必要があ

る｡ そこで､

③ 加盟国は､高齢労働者ができるだけ長く仕事にとどまる能力とインセンティブを高める目的で､

- (知識基盤労働市場だけでなく)高齢労働者の能力と技能を維持 し､選択によりパー トタイム労働を

含めて柔軟な作業編成を導入し､使用者の高齢労働者の潜在力に対する意識を啓発する積極的措置を

とること｡

一高齢労働者が労働市場に参加 し続けることへのデイスインセンティブを除去 し､魅力あるものとする

ために税制と給付制度を見直すこと｡

･生涯学習の文脈における新たな労働市場のための技能の発展

労働市場のニーズに即応 した教育 ･訓練制度が知識基盤社会の発展と雇用水準の改善に枢要である｡

このため､

④ 加盟国は､適切な指導､徒弟制度や企業内訓練の近代化や有効性､多目的地域学習センターの発展

を含め､教育訓練制度の質を改善することにより､

一若年者に労働市場に関連し､生涯学習に必要な基本的技能を付与すること｡

一若年者と成人の文盲を根絶 し､学校制度からドロップアウトする若年者数を大きく減少させること｡
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特に学習に困難のある若年者を適切に支援すること｡ この文脈で､加盟国は2010年までに､初期中等

教育のみを受けて更なる教育訓練を受けない18歳から24歳の者の数を半減させること｡

一非典型雇用契約のものも含め､成人の生涯学習へのアクセスを容易にするよう､教育訓練に参加 して

いる成人人口比率-(25-64歳)を増加させること｡ 加盟国はこの目標を設定すること｡

モビリティを助長 し､生涯学習を奨励するため､加盟国は資格､知識や技能の承認を改善すること｡

⑤ 加盟国は全ての市民のために電子学習(e-learning)を発展させること｡ 特に､全ての教育訓練機関

がインターネット､マルチメディア資源にアクセスし､2002年末までに全ての生徒にデジタル ･リテ

ラシーを与えるために全ての教師がこれら技術を使えるようにすること｡

･新たな欧州労働市場におけるジョブ ･マッチングの発展と起こりつつあるボ トルネックの予防のため

の積極的政策

特定の分野､職種､地域では労働力不足が失業や社会的排除と併存 し始めた｡開かれ､アクセス可能

な欧州労働市場の潜在力をフルに活用するため労働者のモビリティが助長､奨励されるべき｡ そこで､

(む 加盟国は､

-職業紹介サービスのジョブ ･マッチング能力を発展させ､

-技能不足を予防する政策を発展させ､

一職業的 ･地域的移動性を高め､

-現代的情報技術を活用 して､欧州レベルでつながった職業及び学習機会のデータベースを改善するこ

とにより労働市場の機能を高めること｡

･差別と戦い､雇用へのアクセスにより社会的統合を促進する

社会的排除のリスクに対し､労働市場に参入､定着するのが困難な集団や個人を労働の世界に統合し､

その仕事の質を促進する一貫 した政策が必要であり､労働市場へのアクセスとそこでの差別と戟う必要

がある｡ そこで､

(∋ 各加盟国は､

一労働市場､教育､訓練へのアクセスにおけるあらゆる形態の差別を明らかにし､これと戟うこと｡

-周辺化(marginalisation)､働 く貧民(workingpoor)の出現､社会的排除への漂流を避けるため､リス

クや不利益を抱える集団や個人を労働市場に統合する積極的政策措置をとること｡

一障碍者､少数民族及び移民労働者が労働市場に統合するニーズに応 じた措置を実施 し､適当であれば

国別の目標を設定すること｡
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(2) 起業家精神と雇用創出を発展させる(developpingentrepreneurshipandjobcreation)

･事業の開始と運営を容易にする

新規企業の発展と中小企業の成長は雇用創出の源泉である.とともに若年者の訓練機会の拡大にもなる｡

社会や教育課程でも起業家精神の滴養が必要である｡ これは闇就労の防止にもなる｡ そこで､

⑧ 加盟国は中小企業が特に開業 したり､人を雇い入れたりするときの諸経費や行政負担を顕著に削減

すること｡ また､新たな規制を導入する際には事業への負担やコス トの影響を評価すること｡

⑨ 加盟国は起業家活動の開始を奨励するために､

一自営業に移行 したり小企業を開始 しようとする際の特に税制や社会保障制度における障碍を軽減する

観点で検討すること｡

-起業家精神 と自営業のための教育､起業家や起業家希望者への支援サービスや訓練を促進すること｡

-やみ就労と戟い､税制や社会保障改革を通 じてそのような就労を正規労働に移行させること｡

･知識基盤社会とサービスにおける雇用創出の新機会の活用

あらゆる可能な雇用の源泉と新技術､革新が効果的に活用されるべき｡ そこで､

⑲ 加盟国は､伝統的∴非伝統的サービス､対事業所､対個人サービスを問わず､サービス業のより多

くよりよい仕事を作 り出す潜在力を十全に発揮するため､サービス供給の障壁を除去すること｡ 特に､

知識社会と環境分野の雇用潜在力は活用されるべき｡

･雇用のための地域的行動

⑪ 加盟国は､

一雇用政策の全てにわたって地域開発の次元を考慮すること｡

一地域レベルにおける雇用創出の可能性をフルに活用するため､雇用戟略を発展させるよう地域､地方

機関を奨励 し､市民社会の代表を含め､全ての関係者の間のパートナーシップを促進すること｡

一特に市場によって未だに充足されていないニーズに関連 した財やサービスの提供における社会的経済

(socialeconomy)の競争的発展と雇用創出能力を拡大する措置を促進 し､その障碍を軽減する目的で

検討すること｡

一地域における雇用機会を兄いだし､地域労働市場の機能を改善する上でのあらゆるレベルの公共職業

紹介サービスの役割を強化すること｡

･雇用と訓練のための税制改革

⑫ 加盟国は､
●

一財政回復や社会保障制度の均衡を崩すことなく､全体的税負担を段階的に軽減 し､労働ととりわけ未

熟練 ･低賃金労働者の非賃金労働コス トに対する財政圧力を段階的に軽減する目標を設定すること｡
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一人的資源への投資へのインセンティブを提供し､障得を除去すること｡

-いくつかの加盟国における環境税の経験を考慮 しつつ､代替的税収源､すなわちエネルギーや汚染物

質に課税することの実用可能性と制度設計を検討すること｡

(3)事業 と労働者の適応能力を奨励する (encouragingadaptabilityofbusinessesandtheir

employees)

･労働組織を近代化する

雇用の質の改善に貢献する労働組織と労働形態の近代化を促進するため､(EU､国､業種､地域､企

業レベルなど)あらゆるレベルで強力なパー トナーシップが必要｡そこで､

⑬ 労使は､

一企業を生産的で競争力があ り､産業構造転換に適応できるものとし､柔軟性(flexibility)と安定性

(security)のバランスを達成し､雇用の質を高める目的で､柔軟な労働編成を含む労働組織の近代化

に向けて交渉し､合意を実行すること｡ 具体的には､新技術の導入､新たな就業形態､労働時間 (午

単位化､残業削減､パー トタイム労働の開発､教育訓練休暇)及び関連する雇用保障問題といった主

題が含まれる｡

-ルクセンブルク ･プロセスの文脈で､労働組織の近代化のどの側面を交渉でカバーしたか､その実施

の状況や雇用と労働市場への影響について毎年報告すること｡

⑭ 加盟国は､労使団体とのパートナーシップをもって､

-現行の規制枠組みを見直 し､それらが雇用への障碍を軽減し､近代的な労働組織の導入を容易にし､

労働市場が経済の構造変化に適応するのを支援できるような新たな規定やインセンティブの提案を検

討すること｡

一同時に､雇用形態が多様化 しつつあることを考慮 しつつ､より柔軟なタイプの雇用契約を国内法制に

取 り込むことを検討し､新たな柔軟な雇用契約が十分な安定性 と高い職業的地位を有 し､事業と労働

者の欲求の必要性に合致するように確保すること｡

-職場 レベルにおける安全衛生法制のよりよい適用を確保するよう､その施行を強化 し､企業特に中小

企業が現行法制を遵守するのを援助する指導を提供し､労働安全衛生に関する訓練を改善し､伝統的

に危険性の高い業種における労働災害と職業病の減少を促進することで､努力すること｡

･生涯学習の要素としての企業における適応能力を支援する

企業内の技能レベルを向上させるため､

⑮ 労使は､特に情報通信技術における適応能力と技術革新を容易にするための生涯学習に関する協約

を全てのレベルで締結するよう求められる｡ この文脈で2003年までに全ての労働者に情報社会リ
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テラシーを達成する機会を与える条件が確立されるべき｡

し
(4)男女機会均等政策を強化する

･ジェンダー ･メインス トリーミング ･アプローチ

リスボン欧州理事会で設定 された女性の就業率目標を達成するため､加盟国はジェンダー均等政策を

強化すべき｡ このため､

⑯ 加盟国は本指針の4つの柱を実施するに当たり､ジェンダー ･メインス トリーミング ･アプローチ

を採用 し､

-ジェンダー均等当局との協議制度を発展強化し､

一各指針のもとでジェンダー ･インパクトの評価手続を適用 し､

一各指針との関係でジェンダー均等における進展を測定する指標を開発すること｡

進展を評価するため､加盟国は十分なデータ収集システムと雇用統計をジェンダーで解析できるよう

にする必要がある｡

･ジェンダー ･ギャップと取り組む

⑰ 加盟国は労使団体とともに､

一女性の雇用を支援することで失業率における男女のギャップを減少させ､リスボン欧州理事会で設定

された目標に従い国別目標を設定することを考慮すること｡

一全ての分野と職業において男女のバランスがとられるようにすること｡

一官民両分野でジェンダー同一賃金を達成する多面的な戟略を採用 し､賃金格差と取 り組む目標を設定

すること｡ この戟略はなかんず く職務分類や賃金制度を見直してジェンダーバイアスを根絶すること､

統計と監視制度を改善すること､意識啓発及び賃金格差の透明性を含む｡

-ジェンダーギャップを削減するために女性の進出のための措置のさらなる活用を考慮すること｡

･職業と家庭生活を両立させる

⑱ 加盟国と労使は､

一安価でアクセスしやす くて高品質な育児 ･介護サービスや育児休業その他の休業制度を含む家族親和

的(family-friendly)な政策を計画､実施､促進すること｡

-育児 ･介護サービスの利用可能性を高めるために国内目標を設定することを考慮すること｡

一女性と男性が休業後に賃金労働に復帰する際の障碍を漸次除去すること｡
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(付2)｢貧困と社会的排除と戦う諸目的｣の概要

1 雇用への参加と万人の資源､権利､財及びサービスへのアクセスを容易にする

1.1 雇用への参加の容易化

(a)働 く能力のある全ての男女に安定 した質の高い雇用へのアクセスを促進すること｡ 特に､

一社会のもっとも弱い立場の人々に雇用への道をつけるともに訓練政策を動員し､

一育児や介護の問題を含め､職業と家庭生活の両立を促進し､

-社会的経済(socialeconomy)による統合と雇用の機会を活用すること｡

(b)人的資源管理､労働組織及び生涯学習を通 じ､エンプロイアビリティの改善により､仕事の世界か

らの排除を予防すること｡

1.2 万人の資源､権利､財及びサービス-のアクセスの容易化

(a)社会保護制度のあり方を､

一誰もが人間の尊厳をもって生きるのに必要な資源を確保 し､

-就職すれば収入が増えるようにし､エンプロイアビリティを促進することで雇用への障碍を克服でき

るようにすること｡

(b)誰 もがまっとうで衛生的な住居(decentands左nitaryhousing)､普通に生きるのに必要な基本的

サービス (電気､水､熱等)にアクセスできるようにすること｡

(C)誰もが､介護を含め､十分な保健医療へのアクセスを提供すること｡

(d)社会的排除のリスクに晒されている人々のため､教育や司法､さらには文化､スポーツ､レジャー

など公私のサービスへのアクセスを可能にすること｡

2 社会的排除のリスクを予防する

(a)知識基盤社会と新情報通信技術を十全に活用 し､障碍者を特に考慮 して､誰も排除されないように

すること｡

(b)借金漬け､学校中退､ホームレスなど社会的排除につながる生活危機を予防すること｡

(C) どんな形であれ家族の連帯を保持すること｡

3 もっとも弱い立場の人を支援する

(a)心身の障椿や特定の集団に属していることのゆえに永続的な貧困にある人々の社会的統合を促進す

ること｡

(b)子供たちの間から社会的排除を根絶 し､あらゆる社会的統合の機会を与えること｡

(C)社会的排除に特徴づけられる地域のための包括的な行動をとること｡
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4 あらゆる関係者を動員する

(a)社会的排除を被っている人々の参加と自己表現を促進すること｡

(b)社会的排除との戟いを他の全ての政策の中に主流化(mainstream)すること｡ 特に､

一国､地方､地域レベルの公的機関を動員し､

一適当な調整手続を発展させ､

一行政や社会サービスを社会的排除を被っている人々のニーズに合わせ､窓口職員をこういったニーズ

に敏感にすること｡ ○

(C)公私のあらゆる関係者の対話とパー トナーシップを促進すること｡ 例えば､

-労使団体やNGO､社会サービス提供者を巻き込み､

-全ての市民の社会的責任と積極的な関わり(activeengagement)を奨励すること｡

一実業界の社会的責任を助長すること｡

(付 3)仕事の質の指標

1 本質的(intrinsic)な仕事の質

◎非雇用と雇用の間及び雇用内部での賃金水準間の移動 (第 1十分位､･･･､非雇用)

○非雇用と雇用の聞及び雇用内部での契約形態間の移動 (常用雇用､有期雇用､非雇用)

○現在の仕事の就業形態への満足

2 技能､生涯学習及びキャリア開発

◎教育 ･訓練に参加 している労働年齢人口の比率 (初等教育及び継続訓練を含み､レジャー訓練を含

まない)

○性別､年齢階層､職業上の地位及び最終教育水準別の教育 ･訓練に参加 している労働年齢人口の比率

○性別､年齢階層及び経済活動別の職業関連訓練に参加している労働力の比率

○家庭及び/又は職場でコンピュータを利用する労働力の比率 (職業関連コンピュータ訓練の受講､

非受講別)

3 ジェンダー均等

◎週15時間以上賃金労働者について女性の男性に対する時間当たり賃金指数の比率

○業種､職業､年齢で調整した週15時間以上賃金労働者について女性の男性に対する時間当たり賃金
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指数の比率

○女性の男性に対する就業率較差

○女性の男性に対する失業率較差

○業種における性別分離 :国内の平均の男女の就業比率と各業種の男女比率の較差を総計してジェン

ダーインバランス総量を出し､総就業人口に対する比率を計算する｡

○職種における性別分離 :国内の平均の男女の就業比率 と各職種の男女比率の較差を総計してジェン

ダーインバランス総量を出し､総就業人口に対する比率を計算する｡

●監督的役割を持った女性被用者の同様の男性被用者に対する比率

4 職場の安全衛生

◎労災発生率の動向 :職場における10万人当たり労働災害数

●職業病発生率 (新たなリスクを含む)

●ス トレスに曝される労働者の比率

5 柔軟性と安定性

◎全被用者に対する自発的及び非自発的パー トタイム労働者の比率､並びに自発的及び非自発的有期

雇用労働者の比率 (パー トタイム労働者や有期雇用労働者がフルタイム労働者や常用雇用労働者と

の均等待遇を受け､社会保護の資格を得ているかどうかの情報を含む)

●社会保障の適用範囲に関する合成指標 :失業給付､退職年金及び健康保険

6 労働市場への統合とアクセス

◎雇用､失業及び非労働力間の移動

○失業者の雇用及び訓練への移動

○総就業率

○主要年齢階層及び最終教育水準別の就業率

○性別の総長期失業率

○性別及び職業上の地位別の中学校又はそれ以下の教育 しか受けておらず､更なる教育訓練を受けて

いない18歳～24歳層の者の比率

○若年失業率 :15歳～24歳層の人口に対するこの層の失業者の比率
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7 労働組織と職業一生活バランス

◎性別の子供のいない者と0歳-6歳の子供を持つ者の就業率の絶対較差 (20歳～50歳)

○同一年齢階層の子供の総人口に対する家族以外の者の保育を受ける子供の比率 :幼稚園入園前､幼

稚園在園中､義務教育中に分けて

○性別の12ケ月以内に家族責任又は教育目的で離職し､その後復帰 しようとしても離職時と同じ理由

で就職できない者の仝被用者に対する比率

･●子供以外の要介護者への介護に関する指標を開発する必要がある｡

●柔軟な労働編成､特に労働時間編成の指標を開発する必要がある｡

8 労使対話と労働者関与

○労働者代表と労働者関与を測定する指標

○労働協約が適用される労働者の比率

○経済活動別の労働者1000人当たりの労使紛争による損失日数

○承認された労働者代表を有する労働者の比率

○労使協議会又は他の形式の労働者代表及び労働者関与の適用範囲

○労働組合組織率

9 ダイバーシティと非差別

055歳～64歳層の就業率較差

○少数民族及び移民における就業率及び失業率の較差 (資格水準の高低を考慮に入れて)

○障碍者における就業率及び失業率の較差 (資格水準の高低を考慮に入れて)

●これらにおける賃金較差及び他の労働市場で不利益を被っている集団をカバーする指標を開発する

必要がある｡

10 全体的な労働パフォーマンス

◎労働生産性の成長 :被用者人口の実労働時間当たりの一人当たりGDPの変化

○就業人口数と実労働時間で割った総年間産出

○性別､年齢階層別及び職業上の地位別の高校以上の教育を受けた労働年齢人口の比率

◎ :主要指標

○:文脈指標

● :更なる作業を要する指標
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(付 4)貧困と社会的排除の指標

1 経済的貧困

(1)低所得者比率

◎所得の中央値の60% (貧困線)以下の所得の者の比率 (低所得者比率)

○所得中央値の40%､50%及び70%以下の所得の者の比率

○特定時点における所得中央値の絶対額の60%以下の者の比率

○移転前の低所得者比率

(2)所得分布

◎所得五分位階級で最下層に対する最上層の所得の比率 (S80/S20)

○ジニ係数

(3)持続的貧困比率

◎過去 3年のうち少なくとも2年貧困線以下にあった低所得者の比率 (持続的貧困比率)

○過去 3年のうち少なくとも2年所得中央値の50%以下にあった低所得者の比率

(4)貧困格差

◎貧困線との貧困格差の中央値

2 雇用失業

◎長期失業率 (1年以上)

◎失業世帯人口の比率

○総失業者に対する長期失業者の比率

○超長期失業者比率 (3年以上)

3 教育水準

◎18歳～24歳層のうち中学校教育だけでそれ以上の教育訓練を受けていない者の比率

018歳～64歳層のうち中学校以下の教育 しか受けていない者の比率

4 保健医療

◎平均寿命

◎自分の健康状態を悪い又は大変悪いとする15歳以上の者の所得五分位階級の最下層及び最上層にお
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ける比率

5 住居

●まっとうな住居

●住居費用

●ホームレスその他の不安定な住居状況

6 今後2002年に更なる作業が必要な事項

●生活条件､繰 り返す貧困､サービスへのアクセス､貧困と仕事､借金漬け等の領域における追加的

な指標の開発

●貧困と社会的排除のジェンダー的側面

●住居と医療へのアクセスに関する比較可能な情報と報告

●読み書き能力と計算能力及び教育へのアクセスに関する指標の開発

◎ :一次的指標

○:二次的指標

● :更なる作業を要する指標
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注

☆1以下のOECDに関する記述は､主として麻田千穂子 ｢OECDをめぐる最近の動き｣(『世界の労働』

2000年3月号)による｡

*2この理解は注 1の麻田千穂子による｡ これに対 し､石水喜夫 ｢OECDとILO-雇用戦略をめぐっ

て｣(『労働統計調査月報』2001年9月号)は､異なる評価をしている｡

☆3EC,EUの労働社会政策の流れについては､溝口桂一郎 『増補版EU労働法の形成』(日本労働研

究機構､2001年)を参照｡

*4Growth,competitiveness,employment:Thechallengeandwaysfowardintothe21thcentury(white

paper)(COM(93)700)

*5GreenPaper:Partnershipforaneworganisationofwork(COM(97)128)

☆6Modernisingtheorganisationofwork:Apositiveapproach(COM(98)592)

'7GreenPaper:Europeansocialpolicy:OptionsfortheUnion(COM(93)551)

*8Awhitepaper･Europeansocialpolicy:AwayforwardfortheUnion(COM(94)333)

☆9下平好博 ｢欧州通貨統合と福祉国家｣(『明星大学社会学研究紀要』19,20号)の表現｡

☆10TowardaEurope丘)rallages:Promotingprosperityandintergenerationalsolidarity(COM(99)221)

☆11Communitypoliciesinsupportofemployment(COM(2000)78)

*12Thefutureevolutionofsocialprotectionfrom along-term pointofview:safeandsustainable

pensions(COM(2000)622)

☆13溝口 ｢持続可能な年金制度に向けて｣(『総合社会保障』2000年8月号)を参照｡

☆14溝口 ｢社会的排除との戦い (上)-EUレベルの政策展開｣(『総合社会保障』2000年 7月号)を参

照｡

☆15EP()C プロジェク トについては､ウオーリック大学のキース ･シソン教授による ｢直接参加 と

労働組織の近代化｣(Directprticipationandthemodernisationofworkorganisation)(ダブリン

財団､2000年)が包括的にまとめている｡ ADAPT については､2000年 3月に開催 された ｢未来

の労働､労働の未来｣と題する国際シンポジウムに提出された報告書に詳 しい事例が載っている｡

☆16FinalreportofthegroupofexpertsonEuropeansystemsofworkersinvolvement

★17溝口 ｢欧州会社法案とヨーロッパのコーポレー トガバナンス｣(『世界の労働』1999年10月号)･｢欧

州会社法の誕生一労働者関与指令を中心に｣(『世界の労働』2002年 1月号)を参照｡

☆18溝口 ｢EUの一般労使協議指令の合意とそのインパクト｣(『世界の労働』2001年 9月号)を参照｡

☆19Green Paper: Promoting a European framework for Corporate Social

Responsibility(COM(2001)366)｡溝口 ｢コア労働基準 と企業の社会的責任-EUの新戦略｣(『世
界の労働』2001年11月号)を参照｡

☆20欧州委員会の労使団体に対する第1次協議文書の表現｡

☆21欧州委員会の協議文書によれば､｢伝統的な 『被用者』′の概念には当てはまらないが単一の就業源に

経済的に従属 している労働者｣のことで､次の起業家精神で強調される自営業の促進と裏腹の関係に

ある｡ 溝口 ｢EU労働法思想の転換｣(『季刊労働法』197号)を参照｡

☆22FosteringentrepreneurshipinEurope(COM(98)222)
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☆23溝口 ｢EUにおける男女平等のための予算措置｣(『women&Work』135号)を参照｡

☆24Puttingservicestowork(CSE(96)6)

*25Environmentandemployment(BuildingasustainableEurope)(COM(97)592)

*26Job opportunitiesin theInformation society:Exploitingthepotentialoftheinformation

revolution(COM(98)590)

*27Europeanstrategyforencouraginglocaldevelopmentandemploymentinitiatives(COM(95)273)

☆28ホームヘルプサービス､子供の世話､情報通信技術､困難に直面する若者の援助､住宅､安全､地

域運輸サービス､都市の再活性化､地域商店､旅行､AV､文化遺産､地域文化､廃棄物処理､水道､

自然保護､汚染管理｡

*29Acting locally for employment:A local dimension for the European employment

strategy(COM(2000)196)

☆30溝口 ｢EUの地域雇用創出政策と第3のシステム (ソシアル ･エコノミー)｣(『月刊自治研』2000

年2月号)を参照｡

☆31溝口 ｢ソシアル ･rダイアローグからシビル ･ダイアローグへ一一EU社会政策におけるNGO

の役割の拡大｣(『世界の労働』2000年11月号)を参照｡

☆32White paper on education and training:Teaching and learning:towards the learnlng

society(COM(95)590)

☆33この意味で､アカデミズムという一次元世界で ｢ゆとり教育｣対 ｢勉強｣を論 じることしかできず､

せいぜい ｢道徳｣論がからむのみの現在の教育界は問題が多い｡労働問題における三者構成に倣って､

教育問題についても職業人代表としての労使の参加が必要であろう｡

*34PromotingapprenticeshipinEurope(COM(97)300)

*35CouncilDecisiononthepromotionofEuropeanpathwaysforworkllinkedtraining,including

apprenticeship(51/99侶C)

☆36TowardsaEuropeofknowledge(COM(97)563)

*37Amemorandumonlifelonglearning(SEC(2000)1832)

*38Thefutureofsocialprotection:aframeworkforaEuropeandebate(COM(95)466)

☆39ModernisingandimprovingsocialprotectionintheEuropeanUnion(COM(97)102)

*40Aconcertedstrategyformodernisingsocialprotection(COM(1999)347)

☆41Modernising public employment services to support the European Employment

Strategy(COM(98)641)

☆42そもそも雇用戦略の4つの柱は相互に整合的であるのかという問題意識もある｡ とりわけ､EUの

雇用戦略を特徴づけるアダプタビリティと機会均等の間には矛盾はないのかについては､欧州委の報

告書 ｢欧州の職場におけるアダプタビリティと機会均等の両立｣(Reconcilingadaptabilityandequal

opportunitiesinEuropeanworkplace)(2001年4月)が検討を加えている｡ これは我々にとっても､

日本モデルは男女均等と整合的であり得るのかという深刻な問いにつながるものであり､おろそかに

できない課題である｡

☆43欧州委雇用社会政策総局の男女均等児童家庭課が中心になって組織 している ｢欧州家庭と仕事ネッ
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トワーク｣の機関誌 ｢New Ways｣の98年第2号の記事による｡ なお溝口 ｢女性 と男性の家庭生活と

職業生活へのバランスのとれた参加｣(『women&Work』134号を参照｡

☆44溝口 ｢EUの年齢 ･障碍等差別禁止指令 とそのインパク ト｣(『世界の労働』2001年 2月号)を参照｡

☆45準口 ｢EU社会政策思想の転換｣(『季刊労働法』194号)を参照｡

*46High levelgroupofexpertsonsocialandsocietalaspectsoftheinformationsociety

*47BuildingtheEuropeaninformationsocietyforusall

*48Livingandworkingintheinformationsociety:peoplefirst,Greenpaper(COM(96)389)

*49Thesocialand labourmarketdimension oftheinformation society:peoplefirst,thenext

step(COM(97)390)

*50Job opportunitiesin the information society:Exploiting thepotentialoftheinformation

revolution(COM(98)590)

*51Strategiesforjobsintheinformationsociety(COM(2000)48)

*52Employmentandsocialpolicies:aframeworkforinvestinginquality(COM(2001)SIS)

☆53この ｢仕事の質｣の強調は､一見 した以上に大きなインプリケーションをもっているかも知れない｡

というのは､本文で述べてきたように､欧州雇用戟略 とは一言でいえば ｢仕事が一番大事だ｣ という

ことになるのだが､これに対 して､｢どんな仕事でもあればいいというものでもない｡いい仕事でな

ければだめだ｣ というメッセージになるからである｡ もちろんこれは矛盾するものではない｡"more

andbeterjob"である｡ とはいえ､｢よりよい仕事｣に重点がおかれると､特にエンプロイアビリティ

の柱には影響があるかも知れない｡｢失業の毘｣｢貧困の畏｣から脱却するための ｢雇用親和的｣な給

付や税制 というのは､欧州雇用戦略の中で最 もネオ ･リベラルな色彩の強い領域である｡ ブレア流の

｢第三の道｣に村する大陸欧州の社会民主主義の違和感の表出という面 も含め､もう少 し動きを見て

い く必要があろう｡ なお､溝口 ｢ヨーロッパの新たな福祉アーキテクチャー｣(『総合社会保障』2001

年12月号)を参照｡

☆54注 7の欧州社会政策グリーンペーパーの表現｡

*55BuildinganinclusiveEurope

*56e-Inclusion:Theinformationsociety'SpotentialforsocialinclusioninEurope(SEC(2001)1428)
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雇用危機克服に向けた労働組合の課題

1.｢雇用危機｣が労働組合につきつけているもの

労働組合にとって組合員の雇用を守ることは当然のことであって､それが守れなけ

れば存在意義が問われることとなる｡ 組織率の低下や組合員の組合離れ､労働組合の

社会的影響力低下に代表 される労働組合の危機は､現在の雇用危機の深刻 さにより決

定的な局面に立たされてお り､ここで労働組合が雇用を守れなければ労働組合の将来

はなく､逆に守れれば労働組合運動は大 きく飛躍することができる｡

現在ゐ ｢雇用危機｣の特徴は､それが経済の国際化 と市場競争の激化､経済産業構

造の転換､情報化 ･サービス化のもとでの職務内容の激変､長期安定雇用のベースと

なっていた企業自身の存立そのものの危機 というマクロ経済全体の問題の中で引 き起

こされ､戦後 日本の労働組合運動の基盤であった企業別労働組合運動の限界を労働組

合自身が自覚的に克服することなしには､展望がひらけないという点に､その難 しさ

があるように思われる｡

企業中心社会を超えた暮 らしと社会の安定に関わるシステムづ くりをすすめなけれ

ばならないということは､これまでも度々指摘 されてきたことではあるが､雇用 とい

う面では､持続的な右肩あが りの経済成長を暗黙の前提に､企業の存続 とともに長期安

定雇用を確保することが､これも労働組合運動の前提 となってきたと思われる｡ 企業

別労働組合のレベルでは､労使協議制などの労働者参加制度が発達 し､生産性の向上

と企業競争力の強化､長期安定雇用を前提 とした合意形成 と人的能力開発にもとづ く

配置 ･異動の柔軟性によって､産業 ･企業環境の変化に対する適応力 と雇用の安易な

削減の回避をもたらしてきた｡ 同時に､企業別労働組合を中心 とした労働条件の向上

と産別 ･ナショナルセンターを通 じた労働条件の社会的相場波及がはかられてきた｡

日本経済が低成長に転 じ､大幅賃上げなど組合員に村する目だった労働条件の向上

が難 しくなり職場の運動への参加が希薄化 した時でも､労働組合は ｢空気のような存

在｣であ り､雇用問題での ｢いざという時｣に頼 りになる存在 とされた｡ 実際､いか

に日本全体の組織率が低下 しようと､労働組合を結成 して自らの雇用 と労働条件を守

る､不条理な経営者の窓意に村 して民主的 ･対等な労働関係を確立 しようとする労働

者の願い･動 きは衰えたことはない｡労働組合は､労働者の権利の擁護､無原則なリ
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ス トラ提案 に対 し､雇用を守る先頭にたって闘っている｡ しか し不幸にも､市場環境

･産業構造の変化のもとで人員削減や閉鎖が余儀な くされるとき､労働組合は苦渋の
■

選択を強い られる｡ 職場組合員の参加のもとにこれを代表 し､人員削減計画の必要性

･妥当性 を厳 しく検討 し､企業再建策を吟味 し､人員整理の公平なルールを定め､労

働債権､割増退職金等の確保､離職者の再就職-の支援に最大限の取 り組みをおこな

うが､それでも全員の雇用を守ることがで きない事態に直面せ ざるをえない場合が生

じる｡ 労働組合にとって､また経営にとっても苦渋の選択の時であるが､再就職の受

け皿 となる産業や雇用機会が比較的多 くある場合には､事後対処的ではあるが企業別

組合ベースでのぎりぎりの対応は､雇用を守る組合の意義 として当該組合員はもとよ

り世間的な信頼 を受けていたといえるであろう｡

現在､労働組合が直面 している ｢雇用危機｣は､国際化による市場競争の激化や経

済 ･産業構造の変化等によって､国民経済の持続的成長が脅かされ､企業の安定的存

立を基盤 とした雇用が不透明になっていることに根の深 さがある｡ 企業の成長 ･発展

を通 じた安定的雇用の確保 ･拡大 という､これまで企業別労働組合を中心 とした労働

組合運動の とってきた行動パ ターンが必ず しも国民経済全体 として有効 に働かな く

なってきている｡

職場､では雇用重視 ･従業員重視の経営思想や相互信頼により築 き上げてきた労使関

係が､市場 における生 き残 りをかけたリス トラの名 目で無視 ･軽視 される傾向が強

まっている｡ ｢市場万能主義｣の風潮が世間を抜屈 し､企業行動は自らの生 き残 りの

みで ｢選択 と集中｣ に特化 して雇用を削減 し株式市場における評価を高めることしか

眼中にない ような動 きが奨励 されているかのようである｡ ｢企業の雇用責任｣ という

考え方は全体的には形骸化 し､労働者の自己責任が強調 され､再就職の受け皿 となる

雇用機会が圧倒的に不足 しているにもかかわらず､労働力を流動化 させれば労働市場

の機能によって問題は自然に解決するような幻想がふ りまかれている｡

労使の相互信頼をベースとし従業員の雇用の安定を重視する労使関係の構築をおこ

なってい くこと､理不尽な人員削減などの経営の専横に毅然 と対応 し組合員の雇用 と

権利 を守ってい くこと､企業存亡の危機における労働債権の確保をはじめとする組合

員の生活防衛の取 り組みは､労働組合 として当然のことであ り､その意義は今後 とも
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変わらないが､従来の延長線上の取 り組みだけでは､現在の経済社会全般に拡大 した

雇用危機の対応には限界があることも明らかになってきつつあ り､労働組合運動のあ

り方そのものの変革が求められている｡

日本の労働組合は通常､企業別を基礎単位 として､労使間の相互信頼をベースに企

業の存続･発展 とともに組合員の生活の向上 をはかってきた｡ これは今 まで有効 に機

能 してきたのだが､一方で企業の枠にとどま.りがちな限界があるという欠点 も抱えて

･お り､この課題の克服は現在の状況下で急務 となっている｡ 労働組合 と会社は組織的

には全 く別 ものであるが､多 くの場合､職場組合員にとって両者は一体あるいは双子

の兄弟と感 じられてきた｡ 同じ企業の従業員 ･労働者であるが､労働組合に組織 され

ていないパー トタイマーなど非典型労働者にとっては､自分 らとは全 く関係のない組

織､極端な場合会社の組織そのものと誤解されてきたのではないだろうか｡労働組合

は､職場に原点を持つ､働 く者のための組織であ り､それゆえに社会的な代表機能を

世間的にも認められている､現代社会の代表的な構成員である｡ 労働組合は職場の組

合員はもとtより働 く者全体の利益 を代表 し､職場の問題から､産業のあ り方､社会の

あ り方､政府の政策 も含めて､発言 ･参画の能力を高めてい くことが求められている｡

特に雇用が社会的に危機にさらされている現在､｢雇用の安定｣を､労働者の職業生

涯の視点からとらえなお し､雇用の質的な面 も含めて､一企業における雇用維持 を超

えた社会的な枠組みでのルール化を図るという取 り組みに､労働運動全体の力を結集

してい くことができるかどうかが､労働組合 として問われているといえるであろう｡

2.連合の目指す ｢労働を中心とする福祉型社会｣とワークルール

確立の取り組み

(1)連合 ｢21世紀ビジョン｣ の提起

企業別中心の労働組合運動の限界を乗 り越えた社会運動の担い手 としての役割強化

連合は第 7回定期大会 (2001年10月)で､｢21世紀を切 り開 く連合運動-21世紀連

合 ビジョンー｣ を確認 した｡ これは｣｢20世紀から21世紀-､国の内外で歴史的な転

換が進行する中で､時代の変化に対応 し､労働運動の新 しい戦略方向を考える｣ため
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に設置された ｢連合21世紀-の挑戟委員会｣ を中心 とした2年あまりの検討･討議をも

ととしている｡

｢ビジョン｣は､現在労働組合運動がおかれている雇用軽視､｢孤立 した個人｣を

厳 しい市場競争にさらすことが解決の早道だとする市場至上主義､市場万能主義の考

え方が日本の経済社会を覆っている厳 しい現状を直視 し､労働運動がめざすべ き社会

の姿 として ｢労働を中心 とする福祉型社会｣を対置 した｡ 21世紀は ｢経済のグローバ

リゼーション､情報化,地球環境問題､少子･高齢化社会への相応など変革 と不確実性

に対する挑戟の時代｣､｢日本の将来の社会システムのあ り方に関わる適択が求めら

れる時代である｣との基本認識のもと､｢労働組合運動は日本社会で最大の比重をも

つ雇用労働者の関心 と長期的利益 を代表 しうる存在であ り､労働組合がこれらの現実

を直視 し､みずからの位置 と役割を認識 して､組合員の希望 と意志を結集する運動-

と勇気をもって立ち向かってい くことができれば､不安 と危機の日本ではなく､希望

と安定のもう一つの日本を築 くことも可能となる｡ 今 日いわれる労働組合運動の危機

というのは､同時に大 きなチャンスをも意味 している｡ 連合 と連合に結集する労働組

合が､雇用 とくらしの安定を軸に日本社会の21世紀のあ り方について自らのビジョン

(価値 ･理念)､道標 (方向性)を確立 ･共有することによって運動の力量を高めて

い くことは､21世紀の日本の可能性を切 り開 くことでもある｣ として､これからの労

働運動の理念 と方向性を提起 している｡

｢労働を中心 とする福祉型社会｣をいかに実現 してい くかという ｢運動の新 しいあ

り方｣ として､｢運動の力｣｢組織の力｣｢政策の力｣｢政治の力｣｢国際連帯の力｣と

して課題 と方向を提起 しているが､特に① ｢企業中心主義社会｣を超えた雇用 と暮ら

しの安定に関わる社会システムづ くりの担い手 としての労働組合の役割の強化､②い

わゆる ｢企業別労働組合運動の限界｣ を超え､運動の重点 を､｢非典型｣｢非正規｣

のショー トタイマー､女性などに置 き､その雇用 と労働条件をカバーしてい くことは､

これからの労働組合の不可避の課題 としていること､③組織化-の労働組合の人的 ･

資金的資源の集中と運動対象そのものの転換の追求､④職場における機能と社会的役

割の再構築 と､企業型社会で保障 しえない社会構造の変化を直視 した社会運動-の力

点のシフ トをおこない､労働者の職業生活のあらゆる局面で､｢困ったときには組合
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がある｣ ことを実証 してい くこと､を強調 している点に ｢運動の新 しいあ り方｣の基

本的考え方が提起 されている｡

(2)連合がめざす ｢労働を中心とした福祉型社会｣

連合は､現在経済社会をおおっている ｢市場万能の考え方｣について､一人ひとり

の個人を尊重 し､社会連帯の考え方に基づいて問題 を解決 してい くのではな く､｢孤

立 した個人｣ を厳 しい市場競争にさらすことが解決の早道だとする考え方であ り､優

勝劣敗 ･弱肉強食を結果する競争社会に導 くもので､格差の拡大や職場や社会の連帯

を脅かす ものとしてこれを厳 しく批判 している､｡市場には失敗がつ きものであ り､しっ

か りとしたルールとセーフティーネットが欠かせず､すべてを市場に委ねることで も

のごとを解決 しようとするのは､歴史から何の教訓 も汲み取 らない立場であるとして､

グローバルチタンダー ドと称 してアメリカンスタンダー ドを無批判に採 り入れること

に反対する｡

連合が対置する ｢労働 を中心 とする福祉型社会｣は､｢働 くということに最 も重要

な価値を置 き､すべての人に働 く嘩会 と公正な労働条件を保障 し､安心 して自己実現

に挑戦できるセーフティネットがはめ込まれた社会｣である｡ ｢個人中心 ･市場万能｣

型の社会でな く､｢個人尊重 ･社会連帯｣型の社会であ り､効率的な市場機構 を活用

しつつ も､市場の限界を認識 した しっか りしたルールをつ くり､セーフティネットを

組み込むことによって､社会的規範を育み､社会連帯を重視する持続可能な福祉社会

である｡ この社会は､働 き方､暮 らし方に選択肢があ り､仕事に生 き甲斐が持て､生

涯にわたって職業能力の開発が可能であるシステム､男女が ともに働 き､仕事 と家庭

が両立する働 き方が追求される｡ このような社会をめざし､自立 した個人の社会連帯

を築 き上げるために､福祉 ･社会保障の制度にとどまらず､企業のあ り方や雇用の制

度 を含む経済社会全体の見直 しが迫 られてお り､働 き方 と暮 らし方をセットにして､

ヒューマンな職場 と社会の仕組みに作 り変えてい く必要がある｡

(3)ヒューマンな労働と生活の枠組みづくりとワークルールの確立の課題

この ｢ヒューマンな労働 と生活の枠組みづ くり｣こそ､現在 もっとも力をいれるベ
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き労働分野 における労働組合運動の目標である｡

｢連合21世紀 ビジ ョン｣ は､①完全雇用政策の再構築､②新 しいワークルールの確

立､③ ｢人生80年時代｣の雇用 ･就業 システムの確立､④仕事 と家庭の両立､⑤産業

民主主義の深化､等その課題 を分析 している｡ 以下､本稿の文脈か ら①完全雇用政策

の再構築､②新 しいワークルールの確立 について抜粋紹介する｡

① 完全雇用政策の再構築

労働 と生活の枠組みを再構築す る上で､基本 になるのは完全雇用政策である｡ 働

く者 にとって､完全雇用 こそ最大の安全 ネッ トである｡ 働 く能力 と意思 を持つ人 に

対 して雇用が保障 されてこそ､福祉 の制度 も十全 に機能する｡

長期不況下､戟後最悪の高失業が発生する中で､従来型の完全雇用策は行 き詰 まっ

ている｡ 新 しい雇用 を生み出す新産業の創出 とともに､景気対策 として行われる公

共事業 の改革が不可避 の課題である｡ 公共投資 を21世紀少子高齢社会のニーズ に

あった ものに組み替 え､福祉 ､医療､教育､環境 などの分野で安定 した雇用の創出

をはか らなければならない｡ こうした福祉型の成長-の転換､その もとでの労働 と

生活の枠組みの再構築 を図ることが課題である｡

また､産業構造が大 きく変化す る中で､失業なき労働移動のため職業訓練 などの

充実､､移動が不利 にならない ような社会 システムづ くりが求められる｡

② 新 しいワークルールの確立

(ワークルール ･アプ ローチ)

日本型雇用は内部労働市場 においてはきわめてフレキシブルであ り､産業構造の変

化 にも柔軟 に対応 して きたが､90年代不況下の リス トラの過程では､ こうしたフレキ

シビリテ ィーの陰で経営側の窓意が まか り通 り､希望退職､出向､配転や､非正規労

働の拡大な ど､ルールが不明確であった り､ルールか ら外れた働か され方が広がった｡

日本的経営 はなお ｢雇用重視｣ を捨 てていない とはいえ､労働のフレキシビリテ ィー

に依存 して雇用の安定が保たれるとい う状況ではな くなっている｡ 雇用の安定 と公正

な労働条件 を､暗黙の労使関係 に頼 るのでな く､ しっか りとしたワークルールとして

確立す ること｡ さらに､労働 と生活の質 を高める働 き方 を実現 してい くために､新 し

いワークルールを確立することが､21世紀の労働運動の基本課題である｡
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(21世紀のワークルールの基本方向)

進行する産業構造の変化､企業組織の再編､技術革新､雇用 ･就業形態の変容に対

して､打ち立てるべ き21世紀の新 しいワークルールの基本方向と課題は､

① 雇用 ･就業､労働時間､賃金 ･労働条件､雇用平等 ･人権､健康 ･安全 ･環境な

ど､職業生活のすべての分野 にわたってルールを組み立てること｡ こうしたルー

ルを社会横断的なルールとしてい くこと｡

② 雇用に関しては ｢長期雇用｣を基本 としつつ､多様な働 き方を保障すること｡ パー

トや派遣など多様な働 き方に村 しても､均等な待遇が行われること0

③ 企業の雇用責任 を明らかにし､最高裁判例 として確立 している ｢整理解雇 4要件｣

を明確なルールとして法制化すること｡

④ 職業能力 と引替えに適切な処遇を受けることは労働者の権利であ り､評価 と処遇

に関する明確 なルールをつ くること｡ 企業横断的な評価基準の確立など､労働移

動が不利にならない制度の形成をはかること｡

⑤ 出産や育児にかかわるキャリア ･ブレークの権利､.ボランティア休暇なども権利

として確立 し､仕事 と家庭 や地域社会 とのバランスある働 き方を追求すること｡

⑥ 人生80年時代の雇用 ･就業 と引退のシステムづ くり､男女平等参画社会､仕事 と

家庭の両立､地域社会-の参加など､21世紀の社会の要請に応 える働 き方の基準

として確立すること｡

(ソーシャル ･パー トナーシップの確立)

ワークルールは重層的な構造をなしてお り､国のレベルで法律 に定められ､全社会

的に適用されるミニマムとルールを基底 とし､産業､企業 レベルで労使の交渉によっ

て具体的な内容が形成される｡ その上に個別の労働契約が成 り立っている｡

こうしたワークルールの決定や変更に当たっては､あらゆるレベルで､すべての働

く者に対等な協議が保障 されなければならない｡企業 レベルの交渉 ･協議だけでな くヽ

産業 レベル､仝社会 (国) レベルでの協議の仕組みを整えることが課題である｡ とく

に国のレベルでは､労 ･便 ･政府が互いにソーシャル ･パー トナーとして責任ある対

話 と協議にあたらなければならない｡労働に関するあらゆることがらは三者構成の協

議によって決定 されるという原則が打ち立てられなければならない｡

(以上 ｢21世紀を切 り開 く連合運動-21世紀連合ビジョン｣ より抜粋)
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(4)新 しいワークルール実現をめざした取 り組み

新 しいワークルールの実現は､働 く者の立場から､雇用 と労働 に関するグラン ドデ

ザインを確立するものである｡

雇用 と労働 に関するルールについて､これまで日本では､経営 ･労働環境などの変

化に的確 に対応 し､勤労者の視点からの骨太のプランを作るという面で不十分であっ

た｡ このため労働組合の取 り組みは､労働法制については個別の法案対策が中心で総

合的な視点 を欠いたものとな りがちであ り､労働協約に関 しては企業別労働組合や産

業別組織の取 り組みを勤労者全体のレベルの引 き上げに結びつける取 り組みが希薄で

あった｡

このため､連合第 7回定期大会 (2001年10月)において､特別報告 として ｢新 しい

ワークルールの実現 をめざして｣ を確認 し､｢労働 を中心 とする福祉型社会｣の理念

をしっか りと踏 まえつつ､｢21世紀のワークルール｣構想の実現に向けて､優先的な

課題 と実現の方策を明らかにし､仝労働者の理解 と協力を得ながら､労働法制の改革

と労働協約の整備拡充を車の両輪 とし､国民的な取 り組みを巻 き起 こし､速やかな具

体化をはかることとしている｡

労働法制の改革 について､以下の 5つの法律の改正 ･制定 を優先課題 としている｡

① 労働基準法の改正 :時間外労働の上限規定など､これまでの改正要求で未解決 と

なっている問題 について速やかに再整理 し､ワークルールの基本法 としての改正

を提言､運動の再構築を行 う｡

② 労働組合法の改正 :純粋持株会社の解禁などに伴 って一層あいまいになった使用

者性や労使協議責任の明確化 を図 り､労働協約の拡張適用要件の改善等について

労働組合法の改正を行 う｡

③ 労働契約法 (仮称)の制定 :解雇 をはじめ､採用､配転､出向､転籍､退職など

のルールを明確 に定め､雇用の安定 をはかるため､労働契約法 (仮称)を制定す

る｡

④ パー ト､有期契約労働者の均等待遇を確保する法の制定 :パー ト､有期契約など

多様化する雇用 ･就労に対応する公正なルールを確保するための立法を行 う｡

⑤ 労働者代表法制の制定 :労働法制における労働組合やその活動 との整合性 を図 り

260



雇用危機克服に向けた労働組合の課題

つつ､労働組合のない企業 を含めた労働者代表の選出方法 とその権限など制度の

整備 を行 う｡

新 しいワークルールの確立 を具体化する第二の課題は ｢労働協約の整備 ･拡充｣で

ある｡

日本の労働協約は企業別 (事業所別)■の協約が中心であ り､組合員の雇用 と労働条

件の確保などで締結単位である企業内では一定の効力を発揮 しているが､その反面､

企業の枠 を超えた社会的なルールづ くりにおいては不十分なものに留 まっている｡ 特

に､パー トや未組織の労働者等にはほとんど効力が及ばない｡また､雇用 ･労働 を取

り巻 く環境変化の中で､持株会社化や企業組織再編など従来の労働協約では対応 しき

れない課題 も増 えている｡

これらの課題 に対応 し､労働協約の整備により企業内ワークルールの明確化をすす

め､統一的な取 り組みによる労働協約水準の引 き上げと未組織労働者を含む波及効果

を図 り､企業別の労働協約 を社会的なワークルールに高めてい く取 り組み として､以

下の 6点を重点 として認識の共有化 をすすめることとしている｡

① ｢モデル労働協約指針｣の活用による労働協約の整備 :ワークルールの明確化に

よって組合員の雇用 と権利 を守るため､無協約職場の解消 と､モデル指針の活用

による労働協約整備の取 り組みを強化する｡

② 企業組織再編等 にも対応で きる労働協約の拡充 :事前協議や人事条項の充実､労

働組合の立場 による経営参加などを図 り､.企業組織再編等 にも対応で きる労働協

約 となるよう日常的に内容 を拡充 し､経営状況の不断のチェックに取 り組む｡

③ 企業 ･事業場内に働 く全ての労働者のワークルールの確立 :パー ト､派遣労働者

はもとより､場合によって中間管理職あ どを含め､企業 ･事業場内に働 く全ての

労働者のワークルールを確立するため､使用者 と話 し合える場の設置に取 り組む｡

④ ｢企業 グループ労使協議制｣導入の推進 :｢企業 グループ労使協議制｣ を積極的

に導入 し､企業グループレベルでのワークルールづ くりに結びつける｡

⑤ 労働協約の拡張適用の推進 :パー トや派遣など-組織労働者の協約 を適用拡大 さ

せるための要件緩和 を求める法改正 と､ユニオンシ ョップの範囲を広げる組織拡

大にも取 り組む｡
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⑥ 春季生活闘争による社会的なワークルールづ くり :｢春季生活闘争 を統一的な課

題 を定めた労働協約改定闘争 と位置付ける｣ という春季生活闘争改革 を推 し進め

るなかで､社会的なワークルールづ くりをめざす ｡

3.雇用戦略実現に向けた労働組合の課題

本連合総研の ｢雇用戟略研究委員会｣レポー トは､｢雇用の危機｣を打開するには､

当面する短期的な対策にとどまらず､そこに映 し出された社会現象全体 を視野に入れ

た中長期的で計画的な取 り組みが必要であること､それらは､マクロ経済政策､職業

安定 ･職業訓練などの狭義の雇用政策､地域開発政策･産業政策､さらには教育政策､

福祉政策などの諸政策の複合体であ り､各種政策を横串で貫 く ｢雇用戟略｣の重要性

を指摘 している｡

｢雇用戟略｣の目標は､｢働 く意思 と能力のあるすべての人に就業機会が提供 され､

仕事を通 じての社会参画 と自己実現が保障されている状態｣としての ｢完全雇用｣で

ある｡ それは失業 を減 らすことにとどまらず､｢よりよい仕事 を安定的に確保 し､そ

のことを通 じて経済社会の活性化 を図るための戟略をめざす｣ものであるとしている｡

｢完全雇用｣の再構築が重要 との基本認識は､｢連合21世紀 ビジ ョン｣ と共通であ

るが､｢雇用戟略｣の基本的視点 として､①労働者の職業生涯を視野にいれなが ら､

②個性の発揮､連帯の実現､および生活の椎持 という職業の3要素が充足 されること

が強調 され､｢よい仕事｣ というキーワー ドが提出されている｡

そ して､｢よい仕事｣をあまね く保障するための中期的戟略 として､以下の 4点が

提起 されている｡

① 人に投資する :職業生活の安定 と充実のためには､不断の職業能力開発によるス

キルの向上が欠かせず､それは ｢よい仕事｣ を実現する基盤であるとともに､環

境変化への適応性 を担保するもので もある｡ 職業能力開発の最 も重要な要件は､

仕事をしなが ら腕を磨 くことであ り､雇用の持続性 ･安定性が能力開発の基盤 とな

る｡

② 雇用の柔軟性 と安定性 を両立 させる :｢持続可能な柔軟性｣でなければ社会的に
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は受容 されず､長期安定雇用の柔軟性に着 目する必要がある｡ 労働市場の企業内

閉鎖的性格 を是正 し､企業間で移動 しても不利にならない仕組みづ くりが重要で

ある｡自由な開放的労働市場が一方で確立されていなが ら､労働者は一定の企業

や職場に愛着 をもって長 くそこにとどまる傾向を持つ とい う､自発的移動可能性

の保障のもとでの長期安定雇用の実現が求められる｡

③ 雇用における機会均等を保障する :雇用を通 じた社会統合をはかってい くために

は､男女間､正社員 とパー トタイマーなどの非典型雇用など､様々な領域での均

等待遇の保障をはかってい く必要がある｡ 正社員 と非典型雇用 との間には､雇用

の安定性や処遇の面で明確 な差別があ り､この,状態を放置 しておけば､正社員雇

用が非典型雇用に代替 される傾向が進むと同時に､全体 として雇用の質の劣化が

進行するおそれがあ り､非典型雇用 と正社員雇用 との間の均等待遇の実現 に向け

て社会的なルールを確立 して､正社員 とは違う多様な働 き方が､｢よい仕事十 にな

る条件整備が求められる｡

④ 生涯生活時間の最適配分をはかる :生涯生活時間の配分を見直 し､働 くこと､学

ぶこと､余暇 ･社会活動のバランスのとれた社会の実現､｢生涯にわたるゆとり､あ

る暮 らしを楽 しみなが ら､同時にで きる限 りいつまで も働 き､学びつつ､仕事の

中に自己実現の場 を確保 してい く｣ というライフスタイルの革新 に向けて､労働

時間の短縮や柔軟化､雇用就業形態における選択肢の多様化など､様々な環境整

備をおこなうこと｡

｢連合21世紀 ビジョン｣や ｢新 しいワークルールの実現 をめざして｣の中で目標 ･

課題 としていることと内容は共通 しているが､ここでは ｢よい仕事｣という簡明なキー

ワー ドで雇用面の対応方向が統一的に提示されている｡

そ してこの概念 こそ､雇用危機に直面 している日本の労働組合運動が自己革新 を

図ってい くためのキーワー ドではないかと思われる｡

｢よい仕事｣にこだわることは∴労働組合運動の原点である職場に根をはることで

あ り､働 くもの一人ひとりの職業意識 と労働組合 として向かい合うということでもあ

る｡ 組合員一人ひとりの力が結集 して労働運動のうね りが創造 される｡ 不断の職業能

力開発によるスキルの向上が組合員の職業 と生活の安定に結びついてい くためには､
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組合員個々人のキャリア形成意思を確認 して対応をはかってい くという取 り組みが基

本 となる｡ また職業実務経験が実践的職業能力開発の核 となるという点からすれば､

企業における職務配置のあ り方についても個々人の主体的なキャリア形成意思 との調

和および機会均等を図ってい くという取 り組みが不可欠 となろう｡ これは企業内配置

転換など配置 ･異動の柔軟性 を許容 し企業における雇用の維持 ･安定を重視 してきた

過去からの転換 と社会的な職務･職種概念の確立に向けた新たなスター トである｡

労働組合が求心力を回復するためには､組合員の多様な要求をくみ上げることが何

より重要である｡ 労働組合は働 くものの共通の要求を実現するための集団的行動を旨

としてきたが､それでは満たされない組合員個人の要求が広がっている｡ 職業能力を

高め､自立 と選択を求める組合員一人ひとりの要求に応え､その実現をサポー トする

ことが重要になっている｡

その際､組合員の個別要求が実現 されるためには､集団的な労働条件の確立が前提

となることは､繰 り返 し強調 されねばならない｡労働組合の集団的な機能が弱体化す

ることがあっては､個別の要求 も実現 しない｡集団か個人かではなく､集団の画一性

からの脱却が課題なのである｡

また､組合員を単なるサービスの受け手 とするだけでなく､組合をつ くっている主

体 として積極的に運動-の参加を促進することが重要である｡

労働組合の力は､一人ひとりの組合員に依拠 し､日常的な活動､社会的な活動に組

合員が主体的に参加することに根元的な源泉がある｡ 組合員の意欲を高め､励まし､

組合員の力 を引 き出すことが組合運営の基本である｡

こうしたことを通 じて､労働組合は､労働者の職業生活のすべての局面で､｢困っ

たときには組合がある｣ ことを実証 してい くことが求められている｡
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